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１．概要

 本資料は、加工施設の技術基準に関する規則「第 33 条 閉じ込める機能

の喪失に対処するための設備」に関して、基本設計方針に記載する事項、

添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項について整理した結果

を示すものである。

 整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添

付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。 

２．本資料の構成

 「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえ

た補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を

別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。

 別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。

 別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第 1 回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。

 別紙３：基本設計方針の添付書類への展開

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。

 別紙４：添付書類の発電炉との比較

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象

外）。

 別紙５：補足説明すべき項目の抽出

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。

 別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示

す。
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別紙 

：核不拡散の観点から公開できない箇所
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別紙１ 

基本設計方針の許可整合性、発電炉

との比較 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十三条（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備（共通項目））（1 / 62） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（閉じ込める機能の喪失に対処

するための設備） 

第三十三条 プルトニウムを取

り扱う加工施設には，加工規則

第二条の二第二号に掲げる重大

事故の拡大を防止するために必

要な次に掲げる重大事故等対処

設備が設けられていなければな

らない。 

一 核燃料物質等の飛散又は漏

えいを防止し，飛散又は漏えい

した核燃料物質等を回収するた

めに必要な設備 閉共① 

二 核燃料物質等を閉じ込める

機能を回復するために必要な設

備 閉共② 

第 1章 共通項目 

4. 閉じ込めの機能

4.3 閉じ込める機能の喪失に対処するた

めの設備

MOX燃料加工施設の事業(変更)許可におい

て想定している重大事故は，核燃料物質

等を閉じ込める機能の喪失であり，露出

した MOX 粉末を取り扱い，火災源となる

潤滑油を有するグローブボックス(以下

「重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックス」という。)で火災が発生し，設計

基準対象の施設として機能を期待するグ

ローブボックス温度監視装置の感知機能

又はグローブボックス消火装置の消火機

能が，外的事象の「地震」又は内的事象

の「動的機器の多重故障」で喪失するこ

とにより火災が継続し，核燃料物質等が

火災により発生する気流によって気相中

へ移行し，大気中へ放射性物質が放出さ

れることである。閉共①-1，閉共②-1

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

の対処では，火災の継続時間に応じて，

外部への放射性物質の総放出量が増加す

るため，速やかに火災の確認及び消火を

実施することにより，外部への放射性物

質の放出を低減させる。閉共①-5 

また，火災の影響を受けた MOX粉末の

外部への放出経路を速やかに遮断する対

策を実施することにより，外部への放射

性物質の放出を低減させる。閉共①-6 

上記対策後，核燃料物質等を回収する

ための作業環境を確保するため，核燃料

物質等の閉じ込める機能を回復させるた

めの対策を実施し，工程室内雰囲気が安

定した状態であることを確認した後に核

燃料物質の回収作業を実施する。閉共①-

7，閉共②-4 

ロ．加工施設の一般構造

(ト) その他の主要な構造

(２) 重大事故等対処施設（加工施設への

人の不法な侵入等の防止，安全避難通路

等，監視測定設備及び通信連絡を行うた

めに必要な設備は(１)安全機能を有する

施設に記載）

④ 閉じ込める機能の喪失に対処するた

めの設備

重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックスには，重大事故の拡大を防止する

ために必要な次に掲げる重大事故等対処

設備を設ける設計とする。閉共①-1，閉

共②-1 

⑧ 閉じ込める機能の喪失に対処するた

めの設備

（閉じ込める機能の喪失に対処するため

の設備） 

第二十九条 プルトニウムを取り扱う加

工施設には、加工規則第二条の二第二号

に規定する重大事故の拡大を防止するた

めに必要な次に掲げる重大事故等対処設

備を設けなければならない。 

一 核燃料物質等の飛散又は漏えいを防

止し、飛散又は漏えいした核燃料物

質等を回収するために必要な設備 

二 核燃料物質等を閉じ込める機能を回

復するために必要な設備 

（解釈） 

１ 第１号に規定する「核燃料物質等の

飛散又は漏えいを防止し、飛散又は

漏えいした核燃料物質等を回収する

ために必要な設備」とは、例えば、

飛散又は漏えいの原因となる火災を

消火するための設備や、核燃料物質

を回収するためのサイクロン集塵機

等をいう。 

２ １号に規定する「設備」の必要な個

数は、当該重大事故等が発生するお

それがある安全上重要な施設の機器

ごとに１セットとする。 

３ 第２号に規定する「核燃料物質等を

閉じ込める機能を回復するために必

要な設備」とは、例えば、換気設備

の代替となる高性能エアフィルタ付

き局所排気設備等をいう。 

４ 第２号に規定する「設備」の必要な

個数は、当該重大事故等が発生する

おそれがある安全上重要な施設の機

器ごとに１セットとする。 

適合のための設計方針 

プルトニウムを取り扱う加工施設に

は，加工規則第二条の二第二号に規定す

る重大事故の拡大を防止するために必要

な次に掲げる重大事故等対処設備を設け

る設計とする。◇1

 

閉共①-5 

（P.2 から） 

閉共①-6 

（P.3 から） 

閉共①-7 

（P.3 から） 

閉共②-4 

（P.4 から） 

【凡例】 
下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

紫字：比較対象外箇所（14条での検討部分であり別紙 2以降では記載しない） 

：許可からの変更点等 

【「等」の解説】 

「核燃料物質等」につい

ては事業許可基準規則及

び技術基準規則に基づく

用語として「等」のまま

とした。（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 

MOX燃料加工施設にて想定

している閉じ込める機能の

喪失に係る重大事故につい

て，明確にした。 

【許可からの変更点等】 

MOX燃料加工施設にて想定

している閉じ込める機能の

喪失における対処を明確に

した。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十三条（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備（共通項目））（2 / 62） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

MOX燃料加工施設は，上記の核燃料物質

等を閉じ込める機能の喪失に対処するた

め，核燃料物質等の飛散又は漏えいを防

止し，飛散又は漏えいした核燃料物質等

を回収するとともに，核燃料物質等を閉

じ込める機能を回復するために必要な重

大事故等対処設備を設ける設計とする。

閉共①-2，閉共②-2 

閉じ込める機能の喪失に対処するため

の設備は，重大事故の発生を仮定するグ

ローブボックス，代替火災感知設備，代

替消火設備，外部放出抑制設備，工程室

放射線計測設備及び代替グローブボック

ス排気設備で構成する。閉共①-3，閉共

②-3

重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックスは，核燃料物質等を閉じ込める機

能の喪失が発生した場合においても，グ

ローブボックスからの核燃料物質等の漏

えいを一定程度抑制できる設計とする。

なお，重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックスの設計方針については，第 2

章 個別項目の「1. 成形施設」に示

す。閉共①-4 

重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックスに係る設計基準対象の施設として

機能を期待するグローブボックス温度監

視装置の感知機能又はグローブボックス

消火装置の消火機能の喪失を確認した場

合，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス内における火災を速やかに確認

するとともに，核燃料物質等の飛散又は

漏えいの原因となる火災を速やかに消火

するために必要な重大事故等対処設備と

して，代替火災感知設備及び代替消火設

備を設ける設計とする。 

 なお，代替火災感知設備及び代替消火

設備の設計方針については，第 2章 個

別項目の「7.1.1 火災防護設備」に示

す。閉共①-5 

ＭＯＸ燃料加工施設には，核燃料物質

等を閉じ込める機能の喪失に対処するた

め，核燃料物質等の飛散又は漏えいを防

止し，飛散又は漏えいした核燃料物質等

を回収するとともに，核燃料物質等を閉

じ込める機能を回復するために必要な重

大事故等対処設備を設置及び保管する。

閉共①-2，閉共②-2 

閉じ込める機能の喪失に対処するため

の設備は，代替火災感知設備，代替消火

設備，外部放出抑制設備，工程室放射線

計測設備及び代替グローブボックス排気

設備で構成する。閉共①-3，閉共②-3 

重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックスは，核燃料物質等を閉じ込める機

能の喪失が発生した場合において，グロ

ーブボックスからの漏えいを一定程度抑

制できる設計とする。閉共①-4 

第一号について 

核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止

し，飛散又は漏えいした核燃料物質等を

回収するために必要な重大事故等対処設

備を設置及び保管する設計とする。◇1

露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，火災

源となる潤滑油を有するグローブボック

ス（以下「重大事故の発生を仮定するグ

ローブボックス」という。）に係る設計

基準対象の施設として機能を期待するグ

ローブボックス温度監視装置の感知機能

又はグローブボックス消火装置の消火機

能の喪失を確認した場合，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内におけ

る火災を速やかに確認するとともに，核

燃料物質等の飛散又は漏えいの原因とな

る火災を速やかに消火するために必要な

重大事故等対処設備として，代替火災感

知設備及び代替消火設備を設ける設計と

する。閉共①-5 
閉共①-5 

（P.1 へ） 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化 

【許可からの変更点等】 

重大事故の発生を仮定する

グローブボックスの設備区

分の見直しに伴い，対象を

明確にした。 

【許可からの変更点等】 

漏えいする対象を明確にし

た。 

【許可からの変更点等】 

重大事故の発生を仮定する

グローブボックスの設計方

針について第 2 章 個別項

目にて明確にするため，記

載を追加した。 

【許可からの変更点等】 

用語の定義による変更（以下同

じ） 

【許可からの変更点等】 

代替火災感知設備及び代替消火設

備の設計方針について第 2章 個

別項目にて明確にするため，記載

を追加した。 

【①P7から】 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十三条（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備（共通項目））（3 / 62） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックスに係る設計基準対象の施設として

機能を期待するグローブボックス温度監

視装置の感知機能又はグローブボックス

消火装置の消火機能が喪失し，重大事故

の発生を仮定するグローブボックス内に

おいて火災が発生及び継続した場合，火

災の影響を受けた MOX 粉末がグローブボ

ックス内及び工程室内の気相中に移行

し，グローブボックス排気設備及び工程

室排気設備が外部への放出経路となり得

ることから，速やかに放出経路を遮断す

るために必要な重大事故等対処設備とし

て，外部放出抑制設備を設ける設計とす

る。 

なお，外部放出抑制設備の設計方針に

ついては，第 2 章 個別項目の「5.1.1 

気体廃棄物の廃棄設備」に示す。閉共①-

6 

 

 

核燃料物質等の回収については，工程

室内雰囲気が安定した状態であることを

確認した後に実施するものとし，回収作

業時の MOX粉末の舞い上がりを考慮して

サイクロン集塵機等の設備は用いず，ウ

エス等の資機材により MOX粉末を回収す

ることから，核燃料物質等を回収するた

めに必要な重大事故等対処設備は設けな

い。ただし，回収作業に着手する判断と

して，工程室内雰囲気が安定した状態で

あることを確認するために必要な重大事

故等対処設備として，工程室放射線計測

設備を設ける設計とする。閉共①-7 

 

なお，工程室放射線計測設備の設計方

針については，第 2章 個別項目の

「6.1.2 代替モニタリング設備」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックスに係る設計基準対象の施設として

機能を期待するグローブボックス温度監

視装置の感知機能又はグローブボックス

消火装置の消火機能が喪失し，重大事故

の発生を仮定するグローブボックス内に

おいて火災が発生及び継続した場合，火

災の影響を受けたＭＯＸ粉末がグローブ

ボックス内及び工程室内の気相中に移行

し，グローブボックス排気設備及び工程

室排気設備が外部への放出経路となり得

ることから，速やかに放出経路を遮断す

るために必要な重大事故等対処設備とし

て，外部放出抑制設備を設ける設計とす

る。閉共①-5 

 

 

 

 

 

核燃料物質等の回収については，工程

室内雰囲気が安定した状態であることを

確認した後に実施するものとし，回収作

業時のＭＯＸ粉末の舞い上がりを考慮し

てサイクロン集塵機等の設備は用いず，

ウエス等の資機材によりＭＯＸ粉末を回

収することから，核燃料物質等を回収す

るために必要な重大事故等対処設備は設

けない。ただし，回収作業に着手する判

断として，工程室内雰囲気が安定した状

態であることを確認するために必要な重

大事故等対処設備として，工程室放射線

計測設備を設ける設計とする。閉共①-7 

 

 

 

 

第二号について 

核燃料物質等を閉じ込める機能を回復

するために必要な重大事故等対処設備を

設置及び保管する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉共①-6 

（P.1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉共①-7 

（P.1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「ウエス等の資機材」と

は，MOX粉末の舞い上がり

が生じない資機材として，

ウエス，ビニルバッグ，テ

ープといった一般的な物を

示す記載として「等」のま

まとした。 

【「等」の解説】 

「サイクロン集塵機等」と

は核燃料物質を回収するた

めの設備の例示として示し

た記載であることから，許

可の記載を用いた。 

【許可からの変更点等】 

外部放出抑制設備の設計方針につ

いて第 2 章 個別項目にて明確に

するため，記載を追加した。 

【許可からの変更点等】 

工程室放射線計測設備の設計方針

について第 2章 個別項目にて明

確にするため，記載を追加した。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十三条（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備（共通項目））（4 / 62） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

核燃料物質等を閉じ込める機能の回復

は，核燃料物質等の回収の一環として，

設計基準対象の施設であるグローブボッ

クス排風機の復旧等に時間を要すること

が想定されるため，可搬型排風機付フィ

ルタユニット等をグローブボックス排気

設備に接続し，工程室からグローブボッ

クス排気経路への気流を確保することで

工程室内の MOX 粉末を回収する際の作業

環境を確保する。これらの可搬型排風機

付フィルタユニット等により工程室内の

MOX粉末を回収する際の作業環境を確保す

るために必要な重大事故等対処設備とし

て，代替グローブボックス排気設備を設

ける設計とする。 

なお，代替グローブボックス排気設備

の設計方針については，第 2 章 個別項

目の「5.1.1 気体廃棄物の廃棄設備」に

示す。閉共②-4 

 

 

 

 

核燃料物質等を閉じ込める機能の回復

は，核燃料物質等の回収の一環として，

設計基準対象の施設であるグローブボッ

クス排風機の復旧等に時間を要すること

が想定されるため，可搬型排風機付フィ

ルタユニット等をグローブボックス排気

設備に接続し，工程室からグローブボッ

クス排気経路への気流を確保することで

工程室内のＭＯＸ粉末を回収する際の作

業環境を確保する。これらの可搬型排風

機付フィルタユニット等により工程室内

のＭＯＸ粉末を回収する際の作業環境を

確保するために必要な重大事故等対処設

備として，代替グローブボックス排気設

備を設ける設計とする。閉共②-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉共②-4 

（P.1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「グローブボックス排風機

の復旧等」とは，設計基準

対象の施設である換気設備

の運転復旧の作業の全般を

指しており，例示として代

表的な作業を示す記載とし

て「等」のままとした。 

【「等」の解説】 

「可搬型排風機付フィル

タユニット等」は代替グ

ローブボックス排気設備

の可搬型重大事故等対処

設備の総称として示した

記載であり，第２章 個

別項目にて明確化するこ

とから，当該箇所では

「等」のままとした。

（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 

代替グローブボックス排気設備の

設計方針について第 2 章 個別項

目にて明確にするため，記載を追

加した。 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十三条（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備（成形施設））（5 / 62） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（閉じ込める機能の喪失に対処

するための設備） 

 

 

 

 

 

第三十三条 プルトニウムを取

り扱う加工施設には，加工規則

第二条の二第二号に掲げる重大

事故の拡大を防止するために必

要な次に掲げる重大事故等対処

設備が設けられていなければな

らない。 

 

一 核燃料物質等の飛散又は漏

えいを防止し，飛散又は漏えい

した核燃料物質等を回収するた

めに必要な設備 閉成① 

 

二 核燃料物質等を閉じ込める

機能を回復するために必要な設

備 閉成② 

 

（閉成③は技術基準規則第三十

条への適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

1. 成形施設 

1.2 粉末調整工程 

  

1.2.2 主要設備の系統構成 

粉末調整工程は，原料 MOX 粉末缶取出

設備，一次混合設備，二次混合設備，分

析試料採取設備，スクラップ処理設備及

び粉末調整工程搬送設備で構成する。 

(1) 原料 MOX 粉末缶取出設備 

原料 MOX 粉末缶取出設備は，混合酸化

物貯蔵容器から原料 MOX 粉末入りの粉末

缶を取り出し，粉末調整工程搬送設備を

経由して，一次混合設備，貯蔵施設の原

料 MOX 粉末缶一時保管設備又は分析試料

採取設備へ払い出す設計とする。また，

原料 MOX 粉末を取り出した後の粉末缶を

混合酸化物貯蔵容器へ収納する設計とす

る。 

原料 MOX 粉末缶取出設備は，原料 MOX 粉

末缶取出装置グローブボックス及び原料

MOX 粉末缶取出装置で構成する。 

 

(2) 一次混合設備 

一次混合設備は，原料 MOX 粉末，原料

ウラン粉末又は回収粉末を秤量及び分取

した後に，予備混合及び一次混合を行う

設計とする。 

一次混合設備は，原料 MOX 粉末秤量・

分取装置グローブボックス，原料 MOX 粉

末秤量・分取装置，ウラン粉末・回収粉

末秤量・分取装置グローブボックス，ウ

ラン粉末・回収粉末秤量・分取装置，予

備混合装置グローブボックス，予備混合

装置及び一次混合装置グローブボックス

及び一次混合装置で構成する。 

一次混合設備は，容器(J18，J40)を取

り扱う設計とする。 

火災源となる潤滑油 3L を内包する予備

混合装置は，オイルパンを設置し，漏え

いした潤滑油をオイルパンに留めること

ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び

設備 

(イ) 気体廃棄物の廃棄設備 

(１) 構造 

① 概要 

ｂ．重大事故等対処設備 

(ａ) 外部放出抑制設備 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合において，グローブボッ

クス排気設備及び工程室排気設備の流路

を遮断することで，火災の影響によりグ

ローブボックス内及び工程室内の気相中

に移行したＭＯＸ粉末が，外部へ放出さ

れることを可能な限り防止するために必

要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪

失の拡大防止対策に使用する重大事故等

対処設備を設置及び保管する。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備は，グローブボック

ス排気設備のダクト，グローブボックス

給気フィルタ，グローブボックス排気フ

ィルタ，グローブボックス排気フィルタ

ユニット及びグローブボックス排風機入

口手動ダンパ，工程室排気設備の工程室

排気ダクト，工程室排気フィルタユニッ

ト及び工程室排風機入口手動ダンパ，グ

ローブボックス排気閉止ダンパ，工程室

排気閉止ダンパ並びに可搬型ダンパ出口

風速計で構成する。□4  

 

 

 

 

 

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設 

(イ) 気体廃棄物の廃棄設備 

(２) 重大事故等対処施設 

① 外部放出抑制設備 

ａ．概要 

 

 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合において，グローブボッ

クス排気設備及び工程室排気設備の流路

を遮断することで，火災の影響によりグ

ローブボックス内及び工程室内の気相中

に移行したＭＯＸ粉末が，外部へ放出さ

れることを可能な限り防止するために必

要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪

失の拡大防止対策に使用する重大事故等

対処設備を設置及び保管する。◇4  

 

ｂ．系統構成及び主要設備 

重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックス内の火災の影響を受けたＭＯＸ粉

末がグローブボックス内及び工程室内の

気相中に移行し，移行したＭＯＸ粉末が

グローブボックス排気設備及び工程室排

気設備を経由して外部へ放出されること

を可能な限り防止するために必要な設備

として，外部放出抑制設備を設ける。◇4  

 

 (ａ) 系統構成 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合の重大事故等対処設備と

して，外部放出抑制設備及び所内電源設

備の一部を使用する。◇4  

外部放出抑制設備は，グローブボック

ス排気設備のダクト，グローブボックス

給気フィルタ，グローブボックス排気フ

ィルタ，グローブボックス排気フィルタ

ユニット及びグローブボックス排風機入

口手動ダンパ，工程室排気設備の工程室

排気ダクト，工程室排気フィルタユニッ

ト及び工程室排風機入口手動ダンパ，グ

ローブボックス排気閉止ダンパ，工程室

排気閉止ダンパ並びに可搬型ダンパ出口

風速計で構成する。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生を仮定

するグローブボックス

は，許可本文及び添付

書類の外部放出抑制設

備及び代替グローブボ

ックス排気設備の記載

から基本設計方針を整

理する。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

露出した MOX 粉末を取り扱い，火災源

となる潤滑油を有するグローブボックス

である予備混合装置グローブボックスを

常設重大事故等対処設備と位置づけ，重

大事故等が発生した場合において，グロ

ーブボックスからの核燃料物質等の漏え

いを一定程度抑制できる設計とする。閉

成①-1，閉成①-2，閉成②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
所内電源設備の一部である受電開閉設

備，高圧母線及び低圧母線（以下「受電

開閉設備等」という。）を常設重大事故

等対処設備として設置する。□4  

 

 

 また，設計基準対象の施設と兼用する

グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトの一部，グローブボッ

クス給気フィルタの一部，グローブボッ

クス排気フィルタの一部，グローブボッ

クス排気フィルタユニット及びグローブ

ボックス排風機入口手動ダンパ，工程室

排気設備の工程室排気ダクトの一部，工

程室排気フィルタユニット及び工程室排

風機入口手動ダンパ並びに□4 重大事故の

発生を仮定するグローブボックス（第１

表）□1 を常設重大事故等対処設備として

位置付ける。閉成①-1 

 

 

 

 所内電源設備については「ト．

(イ)(３) 所内電源設備」に示す。□4  

 

 

外部放出抑制設備は，重大事故の発生

を仮定するグローブボックスに係る設計

基準対象の施設として機能を期待するグ

ローブボックス温度監視装置の感知機能

又はグローブボックス消火装置の消火機

能が喪失した場合には，放出経路となり

得るグローブボックスからの排気系に設

置するグローブボックス排気閉止ダンパ

及び工程室からの排気系に設置する工程

室排気閉止ダンパを中央監視室に設置す

る盤の手動操作により駆動動力源の窒素

を当該ダンパに供給することで閉止でき

る設計とする。□4  

 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び

工程室排気閉止ダンパが使用できない場

合は，放出経路となり得るグローブボッ

クスからの排気系に設置するグローブボ

ックス排風機入口手動ダンパ及び工程室

からの排気系に設置する工程室排風機入

口手動ダンパを地下１階の現場にて手動

操作により閉止できる設計とする□4  

 

所内電源設備の一部である受電開閉設

備等を常設重大事故等対処設備として設

置する。◇4  

 

 

 

 また，設計基準対象の施設と兼用する

グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトの一部，グローブボッ

クス給気フィルタの一部，グローブボッ

クス排気フィルタの一部，グローブボッ

クス排気フィルタユニット及びグローブ

ボックス排風機入口手動ダンパ，工程室

排気設備の工程室排気ダクトの一部，工

程室排気フィルタユニット及び工程室排

風機入口手動ダンパ並びに◇4 重大事故の

発生を仮定するグローブボックス◇6 （添

５第 31 表(２)）◇6 を常設重大事故等対処

設備として位置付ける。◇6  

 

 

所内電源設備については「ト．

(イ)(３)②ｄ．系統構成」に示す。◇4  

 

(ｂ) 主要設備 

外部放出抑制設備は，重大事故の発生

を仮定するグローブボックスに係る設計

基準対象の施設として機能を期待するグ

ローブボックス温度監視装置の感知機能

又はグローブボックス消火装置の消火機

能が喪失した場合には，放出経路となり

得るグローブボックスからの排気系に設

置するグローブボックス排気閉止ダンパ

及び工程室からの排気系に設置する工程

室排気閉止ダンパを中央監視室に設置す

る盤の手動操作により駆動動力源の窒素

を当該ダンパに供給することで閉止でき

る設計とする。◇4  

 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び

工程室排気閉止ダンパが使用できない場

合は，放出経路となり得るグローブボッ

クスからの排気系に設置するグローブボ

ックス排風機入口手動ダンパ及び工程室

からの排気系に設置する工程室排風機入

口手動ダンパを地下１階の現場にて手動

操作により閉止できる設計とする。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉成①-1（P.14，

P.21，P.24 へ） 

 

 

閉成①-2（P.7 から） 

閉成②-1（P.14 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

一次混合設備のうち，当該

グローブボックスが重大事

故の発生を仮定するグロー

ブボックスであることを明

確にするため，記載を見直

した。 

【「等」の解説】 

「核燃料物質等」について

は事業許可基準規則及び技

術基準規則に基づく用語と

して「等」のままとした。

（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 

漏えいする対象を明確にし

た。（以下同じ） 
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 上記の対策が完了するまでの間，火災

の影響を受けてグローブボックス内又は

工程室内の気相中に飛散又は漏えいした

ＭＯＸ粉末は，火災によって生ずる気流

に押し流されて外部に放出されることか

ら，これを抑制するため，グローブボッ

クス排気設備及び工程室排気設備に設置

された高性能エアフィルタでＭＯＸ粉末

を捕集できる設計とする。□4  

 

 また，上記の対策によりグローブボッ

クス排気設備及び工程室排気設備からの

外部への放出経路が遮断されたことを確

認するため，ダンパ出口側のダクトに可

搬型ダンパ出口風速計を接続し，ダクト

内の風速を計測できる設計とする。□4  

 

 グローブボックス排気閉止ダンパ及び

工程室排気閉止ダンパは，所内電源設備

の一部である受電開閉設備等の給電によ

り中央監視室に設置する盤の手動操作が

可能な設計とする。□4  

 

可搬型ダンパ出口風速計は，乾電池を

使用する設計とする。□4  

 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックスは，核燃料物質等を閉じ込める機

能の喪失が発生した場合において，グロ

ーブボックスからの漏えいを一定程度抑

制できる設計とする。閉成①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス

排気設備及び工程室排気設備の流路を遮

断する手段については，中央監視室に設

置する盤の手動操作により駆動動力源の

 

上記の対策が完了するまでの間，火災

の影響を受けてグローブボックス内又は

工程室内の気相中に飛散又は漏えいした

ＭＯＸ粉末は，火災によって生ずる気流

に押し流されて外部に放出されることか

ら，これを抑制するため，グローブボッ

クス排気設備及び工程室排気設備に設置

された高性能エアフィルタでＭＯＸ粉末

を捕集できる設計とする。◇4  

 

また，上記の対策によりグローブボッ

クス排気設備及び工程室排気設備からの

外部への放出経路が遮断されたことを確

認するため，ダンパ出口側のダクトに可

搬型ダンパ出口風速計を接続し，ダクト

内の風速を計測できる設計とする。◇4  

 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び

工程室排気閉止ダンパは，所内電源設備

の一部である受電開閉設備等の給電によ

り中央監視室に設置する盤の手動操作が

可能な設計とする。◇4  

 

可搬型ダンパ出口風速計は，乾電池を

使用する設計とする。◇4  

 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックスは，核燃料物質等を閉じ込める機

能の喪失が発生した場合において，グロ

ーブボックスからの漏えいを一定程度抑

制できる設計とする。◇6  

 

ｃ．設計方針 

(ａ) 共通要因故障に対する考慮 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)①ａ．共通要因故障に対する考

慮」に示す。◇7  

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，燃料加工建屋から 100ｍ以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに保

管するとともに，燃料加工建屋にも保管

することで位置的分散を図る。◇4  

 

外部放出抑制設備のグローブボックス

排気設備及び工程室排気設備の流路を遮

断する手段については，中央監視室に設

置する盤の手動操作により駆動動力源の

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉成①-2（P.6，

P.14，P.21，P.24 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【①P2 へ】 
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窒素を供給することで閉止するグローブ

ボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気

閉止ダンパ並びに地下１階の現場にて手

動操作により閉止できるグローブボック

ス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風

機入口手動ダンパを設置することで，多

重性を確保した設計とする。□4  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，燃料加工建屋から 100ｍ以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに保

管するとともに，燃料加工建屋にも保管

することで位置的分散を図る。□4  

 

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，グローブボックス排風機入口

手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及

び工程室排気閉止ダンパの操作によって

安全機能を有する施設として使用する系

統構成から重大事故等対処設備としての

系統構成とすることにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。□4  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，他の設備から独立して単独で

使用可能なことにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。□4  

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，グローブボックス排気設備及

び工程室排気設備の放出経路遮断後にお

けるダンパ出口のダクト内風速を確認す

るため，重大事故に想定される変動範囲

を監視可能な０～50ｍ/s の計測範囲を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として２台，予備として故障時及び

点検保守による待機除外時のバックアッ

プを３台の合計５台以上を確保する。□4  

 

外部放出抑制設備は，グローブボック

ス排気設備，工程室排気設備に対して，

当該系統の範囲ごとに重大事故等への対

窒素を供給することで閉止するグローブ

ボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気

閉止ダンパ並びに地下１階の現場にて手

動操作により閉止できるグローブボック

ス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風

機入口手動ダンパを設置することで，多

重性を確保する設計とする。◇4  

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 悪影響防止 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)①ｂ．悪影響防止」に示す。◇7  

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，グローブボックス排風機入口

手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及

び工程室排気閉止ダンパの操作によって

安全機能を有する施設として使用する系

統構成から重大事故等対処設備としての

系統構成とすることにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。◇4  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風

速計は，他の設備から独立して単独で使

用可能なことにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。◇4  

 

(ｃ) 個数及び容量 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)② 個数及び容量」に示す。◇7  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，グローブボックス排気設備及

び工程室排気設備の放出経路遮断後にお

けるダンパ出口のダクト内風速を確認す

るため，重大事故に想定される変動範囲

を監視可能な０～50ｍ/s の計測範囲を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として２台，予備として故障時及び

点検保守による待機除外時のバックアッ

プを３台の合計５台以上を確保する。◇4  

 

外部放出抑制設備は，グローブボック

ス排気設備，工程室排気設備に対して，

当該系統の範囲ごとに重大事故等への対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13



別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十三条（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備（成形施設））（9 / 62） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備である予備混

合装置グローブボックスは，重大事故時

におけるグローブボックス内の火災によ

り上昇する温度の影響を考慮しても，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。閉成③-1 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合においても，常設重大事故等対処

設備である予備混合装置グローブボック

スは，第１章共通項目の「8.2 重大事故

等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることで重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計と

する。閉成③-2，閉成③-6 

 

常設重大事故等対処設備である予備混

合装置グローブボックスは，外部からの

衝撃による損傷を防止できる燃料加工建

屋に設置し，風（台風）等により，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。閉成③-3，閉成③-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備である予備混

合装置グローブボックスは，溢水量を考

慮し，影響を受けない高さへの設置，被

水防護する設計とする。閉成③-4，閉成

③-8 

 

常設重大事故等対処設備である予備混

合装置グローブボックスは，内部発生飛

散物の影響を受けない場所に設置するこ

とにより，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。閉成③-

5，閉成③-9 

処に必要な設備を１セット確保する。□4  

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備は，耐熱性を有する

又は火災による温度上昇の影響を受けな

い場所に設置することで，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内におけ

る火災により上昇する温度の影響を考慮

しても機能を損なわない設計とする。閉

成③-1 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる外部放出抑制設備の常設重大事

故等対処設備，可搬型ダンパ出口風速計

は，「ロ．(ト)(２)②ｅ．地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその機能

を損なわない設計とする。閉成③-2 

 

 

 外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる燃料加工建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

とする。閉成③-3 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・

貯水所又は第２保管庫・貯水所に保管

し，風（台風）等により機能を損なわな

い設計とする。□4  

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備及び可搬型ダンパ出口風速計は，

溢水量を考慮し，影響を受けない高さへ

の設置又は保管及び被水防護する設計と

する。閉成③-4 

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に設置することにより，機能を

損なわない設計とする。閉成③-5 

 

処に必要な設備を１セット確保する。◇4  

 

(ｄ) 環境条件等 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)③ 環境条件等」に示す。◇7  

 

 

外部放出抑制設備は，耐熱性を有する

又は火災による温度上昇の影響を受けな

い場所に設置することで，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内におけ

る火災により上昇する温度の影響を考慮

しても機能を損なわない設計とする。◇6  

 

 

 地震を要因として発生した場合に対処

に用いる外部放出抑制設備の常設重大事

故等対処設備は，「イ．(ハ)(１)⑤ 地

震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計」に基づく設計とすることで

その機能を損なわない設計とする。◇6  

 

 

 

 外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる燃料加工建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

とする。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，溢水量を考慮し，影響を受け

ない高さへの設置及び被水防護する設計

とする。◇6  

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に設置することにより，機能を

損なわない設計とする。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成③-1（P.17，P.21，

P.24 へ） 

 

 

 

 

 

 

閉成③-2（P.17，

P.22，P.24 へ） 

閉成③-6（P.17 から） 

 

 

 

 

閉成③-3（P.17，

P.22，P.24 へ） 

閉成③-7（P.17 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉成③-4（P.18，

P.22，P.24 へ） 

閉成③-8（P.18 から） 

 

 

閉成③-5（P.18，

P.22，P.24 へ） 

閉成③-9（P.18 から） 

【許可からの変更点等】 

成形施設として申請する

が，当該方針は SA 設備とし

ての機能であることが明確

となるよう，主語を適正化

した。（以下同じ） 

【「等」の解説】 

風（台風）等の詳細は，

「8.2 重大事故等対処設備」

で建屋により損傷を防止する

自然現象の総称として示して

いるため本基本設計方針では

記載しない。（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 

30 条（重大事故等対処設

備）の設計方針展開を踏

まえた記載の適正化。 

（以下同じ） 
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外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所

又は第２保管庫・貯水所の内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管すること

により，機能を損なわない設計とする。

□4  

 

 内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる外部放出抑制設備のグロ

ーブボックス排気閉止ダンパ及び工程室

排気閉止ダンパは，自然現象，人為事

象，溢水，火災及び内部発生飛散物に対

して代替設備による機能の確保，修理の

対応により重大事故等に対処するための

機能を損なわない設計とする。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス

排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入

口手動ダンパ，グローブボックス排気閉

止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，

想定される重大事故等が発生した場合に

 

 

 

 

 

 

 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる外部放出抑制設備のグロー

ブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排

気閉止ダンパは，地震等により機能が損

なわれる場合，代替設備による機能の確

保，修理の対応により機能を維持する設

計とする。また，上記機能が確保できな

い場合に備え，関連する工程を停止する

等の手順を整備する。◇4  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる外部放出抑制設備の可搬型ダン

パ出口風速計は，「イ．(ハ)(１)⑤ 地

震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計」に基づく設計とすることで

その機能を損なわない設計とする。◇4  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風

速計は，溢水量を考慮し，影響を受けな

い高さへの保管及び被水防護する設計と

する。◇4  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・

貯水所又は第２保管庫・貯水所に保管

し，風（台風）等により機能を損なわな

い設計とする。◇4  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所

又は第２保管庫・貯水所の内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管すること

により，機能を損なわない設計とする。

◇4  

外部放出抑制設備のグローブボックス

排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入

口手動ダンパ，グローブボックス排気閉

止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，

想定される重大事故等が発生した場合に
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おいても操作に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所の選定

として，放射線の影響を受けない異なる

区画又は離れた場所から操作可能な設計

とする。□4  

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，想定される重大事故等が発生

した場合においても設置及び常設設備と

の接続に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない場所の選定とし

て，放射線の影響を受けない異なる区画

若しくは離れた場所で操作可能な設計と

するとともに，高性能エアフィルタによ

りＭＯＸ粉末を捕集した後のダクトに接

続口を設けることで接続操作時に汚染が

拡大しないよう考慮することにより，当

該設備の設置及び常設設備との接続が可

能な設計とする。□4  

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計と常設ダクトとの接続は，常設ダ

クトに測定口を設けて可搬型ダンパ出口

風速計の検出部を挿入する接続に統一す

ることにより，速やかに，容易かつ確実

に現場での接続が可能な設計とする。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいても操作に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所の選定

として，放射線の影響を受けない異なる

区画又は離れた場所から操作可能な設計

とする。◇4  

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，想定される重大事故等が発生

した場合においても設置及び常設設備と

の接続に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない場所の選定とし

て，放射線の影響を受けない異なる区画

若しくは離れた場所で操作可能な設計と

するとともに，高性能エアフィルタによ

りＭＯＸ粉末を捕集した後のダクトに接

続口を設けることで接続操作時に汚染が

拡大しないよう考慮することにより，当

該設備の設置及び常設設備との接続が可

能な設計とする。◇4  

 

 

(ｅ) 操作性の確保 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)④ａ．操作性の確保」に示す。

◇7  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計と常設ダクトとの接続は，常設ダ

クトに測定口を設けて可搬型ダンパ出口

風速計の検出部を挿入する接続に統一す

ることにより，速やかに，容易かつ確実

に現場での接続が可能な設計とする。◇4  

 

ｄ．主要設備の仕様 

外部放出抑制設備の主要設備を添５第

31 表(１)に，外部放出抑制設備に関連す

るその他設備の概略仕様を添５第 31 表

(３)に，外部放出抑制設備の系統概要図

を添５第 39 図(１)，添５第 39 図(２)，

添５第 40 図(１)及び添５第 40 図(２)に

示す。◇4  

外部放出抑制設備の機器配置概要図を

添５第 44 図(１)及び添５第 44 図(２)に

示す。◇4  

また，重大事故等に対処するために必

要なパラメータに係る計測範囲，重大事

故時のプロセスの変動範囲及び重大事故

等対処設備の個数を添５第 34 表に，重大
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(3) 二次混合設備 

二次混合設備は，一次混合した粉末又

は原料ウラン粉末を各々秤量及び分取

し，これらの粉末を均一に混合した後，

圧縮成形に適した粉末性状に調整するた

め，造粒又は添加剤混合を行う設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認する

ため，外観点検，機能性能確認等が可能

な設計とする。また，当該機能を健全に

維持するため，保修等が可能な設計とす

る。□4  

 

外部放出抑制設備のグローブボックス

排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入

口手動ダンパ，グローブボックス排気閉

止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，

通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，動作

確認によりダンパの固着がないことの確

認が可能な設計とする。□4  

 

外部放出抑制設備のグローブボックス

給気フィルタ，グローブボックス排気フ

ィルタ，グローブボックス排気フィルタ

ユニット及び工程室排気フィルタユニッ

トは，通常時において，重大事故等に対

処するために必要な機能を確認するた

め，差圧の確認によりフィルタの目詰ま

りがないことの確認が可能な設計とす

る。□4  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認する

ため，外観点検，員数確認，模擬入力に

よる機能，性能の確認及び校正等が可能

な設計とする。また，当該機能を健全に

維持するため，取替えが可能な設計とす

る。□4  

 

 

 

 

 

事故等に対処するために必要なパラメー

タを計測する設備の計測概要図を添５第

43 図に示す。◇4  

 

ｅ．試験・検査 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)④ｂ．試験・検査性」に示す。

◇7  

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認する

ため，外観点検，機能性能確認等が可能

な設計とする。また，当該機能を健全に

維持するため，保修等が可能な設計とす

る。◇4  

 

外部放出抑制設備のグローブボックス

排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入

口手動ダンパ，グローブボックス排気閉

止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，

通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，動作

確認によりダンパの固着がないことの確

認が可能な設計とする。◇4  

 

 外部放出抑制設備のグローブボックス

給気フィルタ，グローブボックス排気フ

ィルタ，グローブボックス排気フィルタ

ユニット及び工程室排気フィルタユニッ

トは，通常時において，重大事故等に対

処するために必要な機能を確認するた

め，差圧の確認によりフィルタの目詰ま

りがないことの確認が可能な設計とす

る。◇4  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認する

ため，外観点検，員数確認等が可能な設

計とする。また，当該機能を健全に維持

するため，取替え等が可能な設計とす

る。◇4  

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認する

ため，模擬入力による機能，性能の確認
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る。 

二次混合設備は，一次混合粉末秤量・

分取装置グローブボックス，一次混合粉

末秤量・分取装置，ウラン粉末秤量・分

取装置グローブボックス，ウラン粉末秤

量・分取装置， 均一化混合装置グローブ

ボックス，均一化混合装置，造粒装置グ

ローブボックス，造粒装置，添加剤混合

装置グローブボックス及び添加剤混合装

置で構成する。 

火災源となる潤滑油 6L を内包する均一

化混合装置，潤滑油 1L 及び 22L を内包す

る造粒装置並びに潤滑油 3L を内包する添

加剤混合装置は，オイルパンを設置し，

漏えいした潤滑油をオイルパンに留める

ことができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｂ) 代替グローブボックス排気設備 

 

核燃料物質等の回収の一環として，グロ

ーブボックス排気設備の排気機能を回復

し，工程室からグローブボックス排気経

路への気流を確保することで，工程室内

のＭＯＸ粉末を回収する際の作業環境を

確保するために必要な閉じ込める機能の

回復に使用する重大事故等対処設備を設

置及び保管する。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備は，グ

ローブボックス排気設備のグローブボッ

クス排気ダクト，グローブボックス給気

フィルタ及びグローブボックス排気フィ

ルタ，可搬型排風機付フィルタユニッ

ト，可搬型フィルタユニット並びに可搬

型ダクトで構成する。□4  

 

 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である

及び校正が可能な設計とする。◇4  

 

 

 

 

② 代替グローブボックス排気設備 

ａ．概要 

核燃料物質等の回収の一環として，グ

ローブボックス排気設備の排気機能を回

復し，工程室からグローブボックス排気

経路への気流を確保することで，工程室

内のＭＯＸ粉末を回収する際の作業環境

を確保するために必要な閉じ込める機能

の回復に使用する重大事故等対処設備を

設置及び保管する。◇4  

 

ｂ．系統構成及び主要設備 

核燃料物質等の回収の一環として，設

計基準対象の施設であるグローブボック

ス排風機の復旧等に時間を要することが

想定されるため，可搬型排風機付フィル

タユニット等により工程室からグローブ

ボックス排気経路への気流を確保するこ

とでグローブボックス排気設備の排気機

能を回復し，工程室内のＭＯＸ粉末を回

収する際の作業環境を確保するために必

要な設備として，代替グローブボックス

排気設備を設ける。◇4  

 

(ａ) 系統構成 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合の重大事故等対処設備と

して，代替グローブボックス排気設備，

代替モニタリング設備の一部，代替試料

分析関係設備の一部，代替電源設備の一

部及び補機駆動用燃料補給設備の一部を

使用する。◇4  

 

代替グローブボックス排気設備は，グ

ローブボックス排気設備のグローブボッ

クス排気ダクト，グローブボックス給気

フィルタ及びグローブボックス排気フィ

ルタ，可搬型排風機付フィルタユニッ

ト，可搬型フィルタユニット並びに可搬

型ダクトで構成する。◇4  

 

 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18



別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十三条（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備（成形施設））（14 / 62） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

露出した MOX 粉末を取り扱い，火災源

となる潤滑油を有するグローブボックス

である均一化混合装置グローブボック

ス，造粒装置グローブボックス及び添加

剤混合装置グローブボックスを常設重大

事故等対処設備と位置づけ，重大事故等

が発生した場合において，グローブボッ

クスからの核燃料物質等の漏えいを一定

程度抑制できる設計とする。閉成①-1，

閉成①-2，閉成②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１軽油貯槽及び第２軽油貯槽（以下

「軽油貯槽」という。）を常設重大事故

等対処設備として設置する。□4  

 

 

 

代替モニタリング設備の一部である可

搬型排気モニタリング設備，代替試料分

析関係設備の一部である可搬型放出管理

分析設備，代替電源設備の一部である燃

料加工建屋可搬型発電機，可搬型分電盤

及び可搬型電源ケーブル並びに補機駆動

用燃料補給設備の一部である軽油用タン

クローリを可搬型重大事故等対処設備と

して配備する。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する

グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトの一部，グローブボッ

クス給気フィルタの一部及びグローブボ

ックス排気フィルタの一部並びに□4 重大

事故の発生を仮定するグローブボックス

（第１表）□1 を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。閉成②-1 

 

 

 

 

 

代替モニタリング設備については

「ヘ．(ロ)(１) 放射線監視設備」に，

代替試料分析関係設備については「ヘ．

(ロ)(２) 試料分析関係設備」に，代替

電源設備については「ト．(イ)(３) 所

内電源設備」に，補機駆動用燃料補給設

備については「ト．(イ)(４) 補機駆動

用燃料補給設備」に示す。□4  

 

 

 

軽油貯槽を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。◇4  

 

 

 

 

代替モニタリング設備の一部である可

搬型排気モニタリング設備，代替試料分

析関係設備の一部である可搬型放出管理

分析設備，代替電源設備の一部である燃

料加工建屋可搬型発電機，可搬型分電盤

及び可搬型電源ケーブル並びに補機駆動

用燃料補給設備の一部である軽油用タン

クローリを可搬型重大事故等対処設備と

して配備する。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する

グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトの一部，グローブボッ

クス給気フィルタの一部及びグローブボ

ックス排気フィルタの一部並びに◇4 重大

事故の発生を仮定するグローブボックス

◇6 （添５第 32 表(２)）◇6 を常設重大事

故等対処設備として位置付ける。◇6  

 

 

 

 

代替モニタリング設備，代替試料分析

関係設備については「ヘ．(ロ)(４)① 

系統構成」に，代替電源設備については

「ト．(イ)(３)②ｄ．系統構成」に，補

機駆動用燃料補給設備については「ト．

(イ)(４)④ 系統構成」に示す。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉成②-1（P.6，

P.21，P.24 へ） 

 

閉成①-1（P.6 から） 

閉成①-2（P.7 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

二次混合設備のうち，当該

グローブボックスが重大事

故の発生を仮定するグロー

ブボックスであることを明

確にするため，記載を見直

した。 
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代替グローブボックス排気設備は，核

燃料物質等の回収の一環として，設計基

準対象の施設であるグローブボックス排

風機の復旧等に時間を要することが想定

されるため，可搬型排風機付フィルタユ

ニット，可搬型フィルタユニット及び可

搬型ダクトを敷設及び接続し，可搬型ダ

クト及びグローブボックス排気設備を接

続した後，可搬型排風機付フィルタユニ

ットを運転することで，工程室からグロ

ーブボックス排気経路への気流を確保す

るとともに，可搬型排風機付フィルタユ

ニット及び可搬型フィルタユニットに内

蔵する合計４段の高性能エアフィルタに

よりＭＯＸ粉末を捕集できる設計とす

る。□4  

 

 代替グローブボックス排気設備は，設

計基準対象の施設のグローブボックス排

気設備の排気機能を回復することで，グ

ローブボックスから間接的に工程室内の

空気も排気することが可能であるため，

グローブボックス排気設備の排気機能の

み回復する設計とする。□4  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニットは，代替電

源設備の燃料加工建屋可搬型発電機の給

電により駆動し，燃料加工建屋可搬型発

電機の運転に必要な燃料は，補機駆動用

燃料補給設備から補給が可能な設計とす

る。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備は，共通要因によ

ってグローブボックス排気設備と同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう

に，グローブボックス排気設備が設置さ

れる燃料加工建屋から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，燃料加工建屋にも保管するこ

とで位置的分散を図る。燃料加工建屋内

(ｂ) 主要設備 

代替グローブボックス排気設備は，核

燃料物質等の回収の一環として，設計基

準対象の施設であるグローブボックス排

風機の復旧等に時間を要することが想定

されるため，可搬型排風機付フィルタユ

ニット，可搬型フィルタユニット及び可

搬型ダクトを敷設及び接続し，可搬型ダ

クト及びグローブボックス排気設備を接

続した後，可搬型排風機付フィルタユニ

ットを運転することで，工程室からグロ

ーブボックス排気経路への気流を確保す

るとともに，可搬型排風機付フィルタユ

ニット及び可搬型フィルタユニットに内

蔵する合計４段の高性能エアフィルタに

よりＭＯＸ粉末を捕集できる設計とす

る。◇4  

 

代替グローブボックス排気設備は，設

計基準対象の施設のグローブボックス排

気設備の排気機能を回復することで，グ

ローブボックスから間接的に工程室内の

空気も排気することが可能であるため，

グローブボックス排気設備の排気機能の

み回復する設計とする。◇4  

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニットは，代替電

源設備の燃料加工建屋可搬型発電機の給

電により駆動し，燃料加工建屋可搬型発

電機の運転に必要な燃料は，補機駆動用

燃料補給設備から補給が可能な設計とす

る。◇4  

 

ｃ．設計方針 

(ａ) 共通要因故障に対する考慮 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)①ａ．共通要因故障に対する考

慮」に示す。◇7  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備は，共通要因によ

ってグローブボックス排気設備と同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう

に，グローブボックス排気設備が設置さ

れる燃料加工建屋から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，燃料加工建屋にも保管するこ

とで位置的分散を図る。燃料加工建屋内
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に保管する場合はグローブボックス排気

設備と異なる場所に保管することで位置

的分散を図る。□4  

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，グローブボック

ス排気ダクトに設置するダンパ操作によ

って安全機能を有する施設として使用す

る系統構成から重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。□4  

 

 

 

屋外に保管する代替グローブボックス

排気設備の可搬型ダクトは，竜巻により

飛来物とならないよう必要に応じて固縛

等の措置をとることで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニットは，ＭＯＸ

粉末を可搬型排風機付フィルタユニット

及び可搬型フィルタユニットの高性能エ

アフィルタで捕集しつつ，可搬型ダクト

を介して，外部に放出するために必要な

排気風量を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として１台，予備とし

て故障時及び点検保守による待機除外時

のバックアップを２台の合計３台以上を

確保する。□4  

 

 

 

また，代替グローブボックス排気設備

の可搬型フィルタユニットは，保有数

に保管する場合はグローブボックス排気

設備と異なる場所に保管することで位置

的分散を図る。◇4  

 

(ｂ) 悪影響防止 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)①ｂ．悪影響防止」に示す。◇7  

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，グローブボック

ス排気ダクトに設置するダンパ操作によ

って安全機能を有する施設として使用す

る系統構成から重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。◇4  

 

 

 

屋外に保管する代替グローブボックス

排気設備の可搬型ダクトは，竜巻により

飛来物とならないよう必要に応じて固縛

等の措置をとることで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。◇4  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニットは，回転体

が飛散することを防ぐことで他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。◇4  

 

(ｃ) 個数及び容量 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)② 個数及び容量」に示す。◇7  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニットは，ＭＯＸ

粉末を可搬型排風機付フィルタユニット

及び可搬型フィルタユニットの高性能エ

アフィルタで捕集しつつ，可搬型ダクト

を介して，外部に放出するために必要な

排気風量を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として１台，予備とし

て故障時及び点検保守による待機除外時

のバックアップを２台の合計３台以上を

確保する。◇4  

 

 

 

また，代替グローブボックス排気設備

の可搬型フィルタユニットの保有数は，
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常設重大事故等対処設備である均一化

混合装置グローブボックス，造粒装置グ

ローブボックス及び添加剤混合装置グロ

ーブボックスは，重大事故時におけるグ

ローブボックス内の火災により上昇する

温度の影響を考慮しても，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計と

する。閉成③-1 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合においても，常設重大事故等対処

設備である均一化混合装置グローブボッ

クス，造粒装置グローブボックス及び添

加剤混合装置グローブボックスは，第１

章共通項目の「8.2 重大事故等対処設

備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることで重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。閉

成③-2，閉成③-6 

 

常設重大事故等対処設備である均一化

混合装置グローブボックス，造粒装置グ

ローブボックス及び添加剤混合装置グロ

ーブボックスは，外部からの衝撃による

損傷を防止できる燃料加工建屋に設置

し，風（台風）等により，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計と

する。閉成③-3，閉成③-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，必要数として１台，予備として故障

時及び点検保守による待機除外時のバッ

クアップ２台の合計３台以上を確保す

る。□4  

 

代替グローブボックス排気設備は，グ

ローブボックス排気設備に対して，当該

系統の範囲ごとに重大事故等への対処に

必要な設備を１セット確保する。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替グローブボックス排気設備

の常設重大事故等対処設備，可搬型重大

事故等対処設備は，「ロ．(ト)(２)②

ｅ．地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計」に基づく設計とする

ことでその機能を損なわない設計とす

る。閉成③-6 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる燃料加工建屋に

設置し，風（台風）等により機能を損な

わない設計とする。閉成③-7 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニット及び可搬型

フィルタユニットは，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる燃料加工建屋，第

１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水

所に保管し，風（台風）等により機能を

損なわない設計とする。□4  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトは，外部からの衝撃による損傷

を防止できる燃料加工建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

必要数として１台，予備として故障時及

び点検保守による待機除外時のバックア

ップ２台の合計３台以上を確保する。◇4  

 

 

代替グローブボックス排気設備は，グ

ローブボックス排気設備に対して，当該

系統の範囲ごとに重大事故等への対処に

必要な設備を１セット確保する。◇4  

 

 

(ｄ) 環境条件等 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)③ 環境条件等」に示す。◇7  

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替グローブボックス排気設備

の常設重大事故等対処設備は，「イ．

(ハ)(１)⑤ 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。◇6  

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる燃料加工建屋に

設置し，風（台風）等により機能を損な

わない設計とする。◇6  

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，溢水量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置及び被

水防護する設計とする。◇6  

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，内部発生飛散物

の影響を受けない場所に設置することに

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉成③-1（P.9 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉成③-6(P.9，P.22，

P.24 へ) 

 

閉成③-2（P.9 から） 

 

 

 

 

 

閉成③-7（P.9，

P.22，P.24 へ） 

 

閉成③-3（P.9 から） 
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常設重大事故等対処設備である均一化

混合装置グローブボックス，造粒装置グ

ローブボックス及び添加剤混合装置グロ

ーブボックスは，溢水量を考慮し，影響

を受けない高さへの設置，被水防護する

設計とする。閉成③-4，閉成③-8 

 

 

常設重大事故等対処設備である均一化

混合装置グローブボックス，造粒装置グ

ローブボックス及び添加剤混合装置グロ

ーブボックスは，内部発生飛散物の影響

を受けない場所に設置することにより，

重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。閉成③-5，閉成③-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とするか，又は風（台風）及び竜巻に対

して，風（台風）及び竜巻による風荷重

を考慮し，収納するコンテナ等に対して

転倒防止，固縛等の措置を講じて保管す

る設計とする。□4  

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備，可搬型排風機付フ

ィルタユニット及び可搬型フィルタユニ

ット□4 は，溢水量を考慮し，影響を受け

ない高さへの設置又は保管及び被水防護

する設計とする。閉成③-8 

 

 代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，内部発生飛散物

の影響を考慮し，内部発生飛散物の影響

を受けない場所に設置することにより，

機能を損なわない設計とする。閉成③-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニット及び可搬型

フィルタユニットは，内部発生飛散物の

影響を考慮し，燃料加工建屋，第１保管

庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設

計とする。□4  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトは，内部発生飛散物の影響を考

慮し，燃料加工建屋の内部発生飛散物の

より，機能を損なわない設計とする。◇6  

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替グローブボックス排気設備

の可搬型重大事故等対処設備は，「イ．

(ハ)(１)⑤ 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。◇4  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニット及び可搬型

フィルタユニットは，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる燃料加工建屋，第

１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水

所に保管し，風（台風）等により機能を

損なわない設計とする。◇4  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトは，外部からの衝撃による損傷

を防止できる燃料加工建屋に保管し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

とする。◇4  

 代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトは，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を

考慮し，収納するコンテナ等に対して転

倒防止，固縛等の措置を講じて保管する

設計とする。◇4  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニット及び可搬型

フィルタユニットは，溢水量を考慮し，

影響を受けない高さへの保管及び被水防

護する設計とする。◇4  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニット及び可搬型

フィルタユニットは，内部発生飛散物の

影響を考慮し，燃料加工建屋，第１保管

庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設

計とする。◇4  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトは，内部発生飛散物の影響を考

慮し，燃料加工建屋の内部発生飛散物の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉成③-4（P.9 から） 

閉成③-8（P.9，

P.22，P.24 へ） 

 

 

 

 

閉成③-9（P.9，

P.22，P.24 へ） 

 

閉成③-5（P.9 から） 
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影響を受けない場所に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。□4  

 

代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス排気ダクトの系統に設置す

るダンパの操作は，想定される重大事故

等が発生した場合においても操作に支障

がないように，線量率の高くなるおそれ

の少ない場所の選定として，放射線の影

響を受けない異なる区画若しくは離れた

場所から操作可能な設計とする。□4  

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても設置

及び常設設備との接続に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない場

所の選定として，放射線の影響を受けな

い異なる区画若しくは離れた場所で操作

可能な設計により，当該設備の設置及び

常設設備との接続が可能な設計とする。

□4  

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトと代替グローブボックス排気設

備のグローブボックス排気ダクトとの接

続は，フランジ接続に統一することによ

り，速やかに，容易かつ確実に現場での

接続が可能な設計とする。□4  

 

代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス排気ダクトは，通常時に使

用する系統から速やかに切り替えること

ができるよう，系統に必要なダンパを設

ける設計とし，それぞれ簡易な接続及び

ダンパの操作により安全機能を有する施

設の系統から重大事故等対処設備の系統

に速やかに切り替えられる設計とする。

□4  

 

 代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトは，容易かつ確実に接続でき，

かつ，複数の系統が相互に使用すること

ができるよう，フランジ接続又はより簡

影響を受けない場所に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。◇4  

 

 代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス排気ダクトの系統に設置す

るダンパの操作は，想定される重大事故

等が発生した場合においても操作に支障

がないように，線量率の高くなるおそれ

の少ない場所の選定として，放射線の影

響を受けない異なる区画若しくは離れた

場所から操作可能な設計とする。◇4  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても設置

及び常設設備との接続に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない場

所の選定として，放射線の影響を受けな

い異なる区画若しくは離れた場所で操作

可能な設計により，当該設備の設置及び

常設設備との接続が可能な設計とする。

◇4  

 

(ｅ) 操作性の確保 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)④ａ．操作性の確保」に示す。

◇7  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトと代替グローブボックス排気設

備のグローブボックス排気ダクトとの接

続は，フランジ接続に統一することによ

り，速やかに，容易かつ確実に現場での

接続が可能な設計とする。◇4  

 

代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス排気ダクトは，通常時に使

用する系統から速やかに切り替えること

ができるよう，系統に必要なダンパを設

ける設計とし，それぞれ簡易な接続及び

ダンパの操作により安全機能を有する施

設の系統から重大事故等対処設備の系統

に速やかに切り替えられる設計とする。

◇4  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトは，容易かつ確実に接続でき，

かつ，複数の系統が相互に使用すること

ができるよう，フランジ接続又はより簡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24



別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十三条（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備（成形施設））（20 / 62） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

便な接続方式を用いる設計とする。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，外観点検，機能性

能確認等が可能な設計とする。また，当

該機能を健全に維持するため，保修等が

可能な設計とする。□4  

代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス給気フィルタ及びグローブ

ボックス排気フィルタは，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，差圧の確認により

フィルタの目詰まりがないことの確認が

可能な設計とする。□4  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，外観点検，員数確

認，動作確認等が可能な設計とする。ま

た，当該機能を健全に維持するため，分

解点検等が可能な設計とする。□4  

 

可搬型ダクトを使用した代替グローブ

ボックス排気設備のグローブボックス排

気ダクトの接続口は，通常時において，

重大事故等に対処するために必要な機能

を確認するため，外観の確認が可能な設

計とする。□4  

 

 

便な接続方式を用いる設計とする。◇4  

 

ｄ．主要設備の仕様 

代替グローブボックス排気設備の主要

設備を添５第 32 表(１)に，代替グローブ

ボックス排気設備に関連するその他設備

の概略仕様を添５第 32 表(３)から添５第

32 表(５)に，代替グローブボックス排気

設備の系統概要図を添５第 41 図(１)及び

添５第 41 図(２)に示す。◇4  

代替グローブボックス排気設備の機器

配置概要図を添５第 44 図(１)及び添５第

44 図(２)に示す。◇4  

ｅ．試験・検査 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)④ｂ．試験・検査性」に示す。

◇7  

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，外観点検，機能性

能確認等が可能な設計とする。また，当

該機能を健全に維持するため，保修等が

可能な設計とする。◇4  

 代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス給気フィルタ及びグローブ

ボックス排気フィルタは，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，差圧の確認により

フィルタの目詰まりがないことの確認が

可能な設計とする。◇4  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，外観点検，員数確

認，動作確認等が可能な設計とする。ま

た，当該機能を健全に維持するため，分

解点検等が可能な設計とする。◇4  

 

可搬型ダクトを使用した代替グローブ

ボックス排気設備のグローブボックス排

気ダクトの接続口は，通常時において，

重大事故等に対処するために必要な機能

を確認するため，外観の確認が可能な設

計とする。◇4  
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(4) 分析試料採取設備 

分析試料採取設備は，分析試料の採取

を行う設計とする。また，各装置のグロ

ーブボックスより回収されたＣＳ粉末を

容器へ詰め替える設計とする。 

分析試料採取設備は，原料 MOX 分析試料

採取装置グローブボックス，原料 MOX 分

析試料採取装置，分析試料採取・詰替装

置グローブボックス及び分析試料採取・

詰替装置で構成する。 

 

(5) スクラップ処理設備 

スクラップ処理設備は，スクラップ処

理(ＣＳ)又はスクラップ処理(ＲＳ)を行

う設計とする。 

スクラップ処理設備は，回収粉末処

理・詰替装置グローブボックス，回収粉

末処理・詰替装置，回収粉末微粉砕装置

グローブボックス，回収粉末微粉砕装

置，回収粉末処理・混合装置グローブボ

ックス，回収粉末処理・混合装置，再生

スクラップ焙焼処理装置グローブボック

ス，再生スクラップ焙焼処理装置，再生

スクラップ受払装置グローブボックス，

再生スクラップ受払装置，容器移送装置

グローブボックス及び容器移送装置で構

成する。 

火災源となる潤滑油 3L を内包する回収

粉末処理・混合装置は，オイルパンを設

置し，漏えいした潤滑油をオイルパンに

留めることができる設計とする。 

 

露出した MOX 粉末を取り扱い，火災源

となる潤滑油を有するグローブボックス

である回収粉末処理・混合装置グローブ

ボックスを常設重大事故等対処設備と位

置づけ，重大事故等が発生した場合にお

いて，グローブボックスからの核燃料物

質等の漏えいを一定程度抑制できる設計

とする。閉成①-1，閉成①-2，閉成②-1 

 

常設重大事故等対処設備である回収粉

末処理・混合装置グローブボックスは，

重大事故時におけるグローブボックス内

の火災により上昇する温度の影響を考慮

しても，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。閉成③-1 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合においても，常設重大事故等対処

設備である回収粉末処理・混合装置グロ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉成①-1（P.6 から） 

閉成①-2（P.7 から） 

閉成②-1（P.14 から） 

 

 

 

 

 

閉成③-1（P.9 から） 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

スクラップ処理設備のう

ち，当該グローブボックス

が重大事故の発生を仮定す

るグローブボックスである

ことを明確にするため，記

載を見直した。 
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ーブボックスは，第１章共通項目の「8.2 

重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることで重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。閉成③-2，閉成③-6 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備である回収粉

末処理・混合装置グローブボックスは，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

燃料加工建屋に設置し，風（台風）等に

より，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。閉成③-3，閉

成③-7 

 

常設重大事故等対処設備である回収粉

末処理・混合装置グローブボックスは，

溢水量を考慮し，影響を受けない高さへ

の設置，被水防護する設計とする。閉成

③-4，閉成③-8 

 

常設重大事故等対処設備である回収粉

末処理・混合装置グローブボックスは，

内部発生飛散物の影響を受けない場所に

設置することにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とす

る。閉成③-5，閉成③-9 

 

(6) 粉末調整工程搬送設備 

粉末調整工程搬送設備は，貯蔵施設の

原料 MOX 粉末缶一時保管設備と原料 MOX

粉末缶取出設備等との間及び粉末一時保

管設備と一次混合設備等との間で容器の

搬送を行う設計とする。 

粉末調整工程搬送設備は，原料粉末搬

送装置グローブボックス，原料粉末搬送

装置，再生スクラップ搬送装置グローブ

ボックス，再生スクラップ搬送装置，添

加剤混合粉末搬送装置グローブボック

ス，添加剤混合粉末搬送装置，調整粉末

搬送装置グローブボックス及び調整粉末

搬送装置で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

閉成③-2（P.9 から） 

閉成③-6（P.17 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉成③-3（P.9 から） 

閉成③-7（P.17 から） 

 

 

 

 

 

閉成③-4（P.9 から） 

閉成③-8（P.18 から） 

 

 

 

 

 

 

閉成③-5（P.9 から） 

閉成③-9（P.18 から） 
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1.3 ペレット加工工程 

1.3.1 ペレット加工工程の構成 

ペレット加工工程では，粉末を圧縮成

形し，グリーンペレットに加工する設計

とする。 

圧縮成型後のグリーンペレットは水

素・アルゴン混合ガス中で焼結し，焼結

ペレットとし，研削した後，外観，寸

法，形状及び密度の検査を行い製品ペレ

ットに加工する設計とする。 

ペレット加工工程は，制御第１室，制

御第３室及び現場監視第２室にて施設の

状態監視，運転操作及び工程停止操作を

行うことができる設計とする。 

露出した状態で MOX 粉末を取り扱うグ

ローブボックスは，重大事故の発生を想

定する地震動に対し，グローブボックス

から工程室に多量の MOX 粉末が漏えいす

ることがないよう，グローブボックスが

倒壊しない，パネルの脱落が発生しな

い，また，グローブボックスに内装する

機器が倒壊しない設計とする。 

 

1.3.2 主要設備の系統構成 

ペレット加工工程は，圧縮成形設備，

焼結設備，研削設備，ペレット検査設備

及びペレット加工工程搬送設備で構成す

る。 

 

(1) 圧縮成形設備 

圧縮成形設備は，粉末調整工程で調整

した粉末を圧縮成形し，成形したグリー

ンペレットを焼結ボート又はスクラップ

焼結ボートへ積載する設計とする。 

 

圧縮成形設備は，プレス装置(粉末取扱

部)グローブボックス，プレス装置(粉末

取扱部)，プレス装置(プレス部)グローブ

ボックス，プレス装置(プレス部)，空焼

結ボート取扱装置グローブボックス，空

焼結ボート取扱装置，グリーンペレット

積込装置グローブボックス及びグリーン

ペレット積込装置で構成する。 

 

火災源となる潤滑油 2.2L を内包するプ

レス装置（プレス部）は，オイルパンを

設置し，漏えいした潤滑油をオイルパン

に留めることができる設計とする。 
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露出した MOX 粉末を取り扱い，火災源

となる潤滑油を有するグローブボックス

であるプレス装置(プレス部)グローブボ

ックスを常設重大事故等対処設備と位置

づけ，重大事故等が発生した場合におい

て，グローブボックスからの核燃料物質

等の漏えいを一定程度抑制できる設計と

する。閉成①-1，閉成①-2，閉成②-1 

 

常設重大事故等対処設備であるプレス

装置(プレス部)グローブボックスは，重

大事故時におけるグローブボックス内の

火災により上昇する温度の影響を考慮し

ても，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。閉成③-1 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合においても，常設重大事故等対処

設備であるプレス装置(プレス部)グロー

ブボックスは，第１章共通項目の「8.2 

重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることで重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。閉成③-2，閉成③-6 

 

常設重大事故等対処設備であるプレス

装置(プレス部)グローブボックスは，外

部からの衝撃による損傷を防止できる燃

料加工建屋に設置し，風（台風）等によ

り，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。閉成③-3，閉成

③-7 

 

常設重大事故等対処設備であるプレス

装置(プレス部)グローブボックスは，溢

水量を考慮し，影響を受けない高さへの

設置，被水防護する設計とする。閉成③-

4，閉成③-8 

 

常設重大事故等対処設備であるプレス

装置(プレス部)グローブボックスは，内

部発生飛散物の影響を受けない場所に設

置することにより，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。

閉成③-5，閉成③-9 

 

 

 

 

 

 

 

閉成①-1（P.6 から） 

閉成①-2（P.7 から） 

閉成②-1（P.14 から） 

 

 

 

 

 

閉成③-1（P.9 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉成③-2（P.9 から） 

閉成③-6（P.17 から） 

 

 

 

 

 

閉成③-3（P.9 から） 

閉成③-7（P.17 から） 

 

 

 

 

 

閉成③-4（P.9 から） 

閉成③-8（P.18 から） 

 

 

 

 

 

 

閉成③-5（P.9 から） 

閉成③-9（P.18 から） 

 

 

 

 

 

  

【許可からの変更点等】 

圧縮成形設備のうち，当該

グローブボックスが重大事

故の発生を仮定するグロー

ブボックスであることを明

確にするため，記載を見直

した。 
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するための設備） 

 

 

 

 

 

第三十三条 プルトニウムを取

り扱う加工施設には，加工規則

第二条の二第二号に掲げる重大

事故の拡大を防止するために必

要な次に掲げる重大事故等対処

設備が設けられていなければな

らない。 

 

一 核燃料物質等の飛散又は漏

えいを防止し，飛散又は漏えい

した核燃料物質等を回収するた

めに必要な設備 閉火① 

 

二 核燃料物質等を閉じ込める

機能を回復するために必要な設

備 

 

（閉火②から⑦は技術基準規則

第三十条への適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

7. その他の加工施設 

7.1 非常用設備 

7.1.1 火災防護設備 

7.1.1.2 重大事故等対処設備 

7.1.1.2.1 代替火災感知設備 

 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合において，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内の火災

源近傍の温度を計測することで，核燃料

物質等の飛散又は漏えいの原因となる火

災を確認し，消火の実施を判断するため

に必要な核燃料物質等を閉じ込める機能

の喪失の拡大防止対策に使用する重大事

故等対処設備として，代替火災感知設備

を設ける設計とする。閉火①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替火災感知設備は，重大事故の発生

を仮定するグローブボックス内の火災源

近傍に設置する測温抵抗体及び中央監視

室に設置する端子盤を有する火災状況確

認用温度計並びに火災状況確認用温度計

で計測した火災源近傍の温度を表示する

火災状況確認用温度表示装置及び可搬型

グローブボックス温度表示端末で構成す

る。代替火災感知設備のうち，火災状況

確認用温度表示装置を 1台設置する設計

とする。閉火①-2，閉火①-7 

 

 

ト．その他加工設備の附属施設の構造及

び設備 

(イ) 非常用設備の種類 

(１) 火災防護設備 

① 構造 

ｂ．重大事故等対処設備 

(ａ) 代替火災感知設備 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合において，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内の火災

源近傍の温度を計測することで，核燃料

物質等の飛散又は漏えいの原因となる火

災を確認し，消火の実施を判断するため

に必要な核燃料物質等を閉じ込める機能

の喪失の拡大防止対策に使用する重大事

故等対処設備を設置及び保管する。閉火

①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替火災感知設備は，重大事故の発生

を仮定するグローブボックス内の火災源

近傍に設置する測温抵抗体及び中央監視

室に設置する端子盤を有する火災状況確

認用温度計並びに火災状況確認用温度計

で計測した火災源近傍の温度を表示する

火災状況確認用温度表示装置及び可搬型

グローブボックス温度表示端末で構成す

る。閉火①-2 

 

 

 

 

ト．その他加工設備の附属施設 

(イ) 非常用設備 

(１) 火災防護設備 

③ 重大事故等対処設備 

ａ．代替火災感知設備 

 

(ａ) 概要 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合において，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内の火災

源近傍の温度を計測することで，核燃料

物質等の飛散又は漏えいの原因となる火

災を確認し，消火の実施を判断するため

に必要な核燃料物質等を閉じ込める機能

の喪失の拡大防止対策に使用する重大事

故等対処設備を設置及び保管する。◇6  

 

(ｂ) 系統構成及び主要設備 

重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックスに係る設計基準対象の施設として

機能を期待するグローブボックス温度監

視装置の感知機能又はグローブボックス

消火装置の消火機能が喪失している状態

で，万一火災が発生している場合におい

て，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス内の火災源近傍の温度を計測す

ることで，重大事故の発生を仮定するグ

ローブボックス内の核燃料物質等の飛散

又は漏えいの原因となる火災を確認し，

消火の実施を判断するために必要な設備

として，代替火災感知設備を設ける。閉

火①-1 

 

ⅰ．系統構成 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合の重大事故等対処設備と

して，代替火災感知設備を使用する。閉

火①-1 
 

代替火災感知設備は，重大事故の発生

を仮定するグローブボックス内の火災源

近傍に設置する測温抵抗体及び中央監視

室に設置する端子盤を有する火災状況確

認用温度計並びに火災状況確認用温度計

で計測した火災源近傍の温度を表示する

火災状況確認用温度表示装置及び可搬型

グローブボックス温度表示端末で構成す

る。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉火①-7(P31 から) 

 

 

【許可からの変更点等】 

設工認において代替感知設備を設

ける設計とする旨の冒頭宣言とし

て記載を適正化した。 

【「等」の解説】 

「核燃料物質等」については事業

許可基準規則及び技術基準規則に

基づく用語として「等」のままと

した。（以下同じ） 
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代替火災感知設備は，重大事故の発生

を仮定するグローブボックス内における

火災を確認し，遠隔消火装置による消火

の実施を判断するため，火災状況確認用

温度計及び火災状況確認用温度計に接続

して設置する火災状況確認用温度表示装

置の組合せにより，中央監視室にて重大

事故の発生を仮定するグローブボックス

内における火災源近傍の温度を確認でき

る設計とする。閉火①-3 

 

火災状況確認用温度表示装置を使用で

きない場合は，火災状況確認用温度計に

中央監視室から可搬型グローブボックス

温度表示端末を接続することで，重大事

故の発生を仮定するグローブボックス内

における火災源近傍の温度を確認できる

設計とする。閉火①-4 

 

 

可搬型グローブボックス温度表示端末

は，乾電池を使用する設計とする。閉火

①-5 

火災状況確認用温度表示装置は，充電

池を使用する設計とする。閉火①-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替火災感知設備は，環境条件を考慮

することに加え，内蔵する充電池の給電

により動作する火災状況確認用温度表示

装置又は乾電池の給電により動作する可

搬型グローブボックス温度表示端末で火

災源近傍の温度を確認できる設計とする

ことで，非常用所内電源設備の給電によ

り動作する火災防護設備のグローブボッ

クス温度監視装置に対して給電方式の多

様性を図る設計とする。閉火②-1 

 

また，火災状況確認用温度計で計測し

た火災源近傍の温度は火災状況確認用温

度表示装置に表示することで確認できる

設計とするとともに，静的機器のみで構

成する火災状況確認用温度計に可搬型グ

ローブボックス温度表示端末を接続する

ことにより，計測した火災源近傍の温度
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設計とする。閉火①-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替火災感知設備は，環境条件を考慮

することに加え，内蔵する充電池の給電

により動作する火災状況確認用温度表示

装置又は乾電池の給電により動作する可

搬型グローブボックス温度表示端末で火

災源近傍の温度を確認できる設計とする

ことで，非常用所内電源設備の給電によ

り動作する火災防護設備のグローブボッ

クス温度監視装置に対して給電方式の多

様性を図る設計とする。閉火②-1 

 

また，火災状況確認用温度計で計測し

た火災源近傍の温度は火災状況確認用温

度表示装置に表示することで確認できる

設計とするとともに，静的機器のみで構

成する火災状況確認用温度計に可搬型グ

ローブボックス温度表示端末を接続する

ことにより，計測した火災源近傍の温度

ⅱ．主要設備 

代替火災感知設備は，重大事故の発生

を仮定するグローブボックス内における

火災を確認し，遠隔消火装置による消火

の実施を判断するため，火災状況確認用

温度計及び火災状況確認用温度計に接続

して設置する火災状況確認用温度表示装

置の組合せにより，中央監視室にて重大

事故の発生を仮定するグローブボックス

内における火災源近傍の温度を確認でき

る設計とする。◇6  

 

火災状況確認用温度表示装置を使用で

きない場合は，火災状況確認用温度計に

中央監視室から可搬型グローブボックス

温度表示端末を接続することで，重大事

故の発生を仮定するグローブボックス内

における火災源近傍の温度を確認できる

設計とする。◇6  

 

可搬型グローブボックス温度表示端末

は，乾電池を使用する設計とする。閉火

①-5 

火災状況確認用温度表示装置は，充電

池を使用する設計とする。閉火①-6 

 

 

(ｃ) 設計方針 

ⅰ．共通要因故障に対する考慮 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)①ａ．共通要因故障に対する考

慮」に示す。◇7  

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，共通要因によっ

て火災防護設備のグローブボックス温度

監視装置又は代替火災感知設備の常設重

大事故等対処設備と同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，火災防護

設備のグローブボックス温度監視装置又

は代替火災感知設備の常設重大事故等対

処設備が設置される建屋から 100ｍ以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに保

管するとともに，燃料加工建屋にも保管

することで位置的分散を図る。燃料加工

建屋内に保管する場合は火災防護設備の

グローブボックス温度監視装置又は代替

火災感知設備の常設重大事故等対処設備

と異なる場所に保管することで位置的分

散を図る。◇6  

 

 
2.1 計測装置等 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な過渡

変化時及び重大事故等時における計測 

重大事故等が発生し，当該重大事故等

に対処するために監視することが必要な

パラメータとして，原子炉圧力容器内の

温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器への注水量，原子炉格

納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度

及び酸素濃度，原子炉建屋原子炉棟内の

水素濃度並びに未臨界の維持又は監視，

終ヒートシンクの確保，格納容器バイ

パスの監視，水源の確保に必要なパラメ

ータを計測する装置を設ける設計とす

る。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置の電源は，非常

用交流電源設備又は非常用直流電源設備

の喪失等により計器電源が喪失した場合

において，代替電源設備として常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，所内常設直流電源設備，常設代替直

流電源設備又は可搬型代替直流電源設備

を使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，MOX 燃料加工施設ともに

重大事故等に対処するためのパラ

メータを計測する方針は同じであ

るが，MOX 燃料加工施設と発電炉

にて計測するパラメータ及び計測

設備が異なるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，MOX 燃料加工施設

ともに計測する装置の電源

要求（外部電源を期待でき

ない場合）の方針は同じで

あるが， MOX 燃料加工施設

と発電炉にて設備構成が異

なるため。 
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を確認できる設計とすることで，火災防

護設備のグローブボックス温度監視装置

に対して独立性を有する設計とする。閉

火②-2 

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，共通要因によっ

て火災防護設備のグローブボックス温度

監視装置又は代替火災感知設備の常設重

大事故等対処設備と同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，火災防護

設備のグローブボックス温度監視装置又

は代替火災感知設備の常設重大事故等対

処設備が設置される建屋から 100ｍ以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに保

管するとともに，燃料加工建屋にも保管

することで位置的分散を図る設計とす

る。燃料加工建屋に保管する場合は火災

防護設備のグローブボックス温度監視装

置又は代替火災感知設備の常設重大事故

等対処設備と異なる場所に保管すること

で位置的分散を図る設計とする。閉火②-

3 

 

 

 

 

 

代替火災感知設備の火災状況確認用温

度計は，重大事故等発生前（通常時）の

離隔若しくは分離された状態からコネク

タ接続により重大事故等対処設備として

の系統構成とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。閉火

③ 

 

 

 

 

 

代替火災感知設備の火災状況確認用温

度計は，重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックス内における火災源近傍の温

度を確認するため，重大事故時に想定さ

れる変動範囲を監視可能な計測範囲を有

する設計とするとともに，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内の火災

源となる９箇所に対してそれぞれの火災

源近傍の温度を計測できる設計とする。

閉火④-1 
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離隔距離を確保した外部保管エリアに保

管するとともに，燃料加工建屋にも保管

することで位置的分散を図る。燃料加工

建屋内に保管する場合は火災防護設備の
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代替火災感知設備の火災状況確認用温

度計は，重大事故等発生前（通常時）の

離隔若しくは分離された状態からコネク

タ接続により重大事故等対処設備として

の系統構成とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。閉火

③ 

 

 

 

 

 

代替火災感知設備の火災状況確認用温

度計は，重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックス内における火災源近傍の温

度を確認するため，重大事故時に想定さ

れる変動範囲を監視可能な-196～450℃の

□1 計測範囲を有する設計とするととも

に，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス内の火災源となる９箇所に対し

てそれぞれの火災源近傍の温度を計測で

きるよう９系列有する□1 設計とする。閉

火④-1 

代替火災感知設備は，環境条件を考慮

することに加え，内蔵する充電池の給電

により動作する火災状況確認用温度表示

装置又は乾電池の給電により動作する可

搬型グローブボックス温度表示端末で火

災源近傍の温度を確認できる設計とする

ことで，非常用所内電源設備の給電によ

り動作する火災防護設備のグローブボッ

クス温度監視装置に対して給電方式の多

様性を図る設計とする。◇6  

 

また，火災状況確認用温度計で計測し

た火災源近傍の温度は火災状況確認用温

度表示装置に表示することで確認できる

設計とするとともに，静的機器のみで構

成する火災状況確認用温度計に可搬型グ

ローブボックス温度表示端末を接続する

ことにより，計測した火災源近傍の温度

を確認できる設計とすることで，火災防

護設備のグローブボックス温度監視装置

に対して独立性を有する設計とする。◇6  

 

 

ⅱ．悪影響防止 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)①ｂ．悪影響防止」に示す。◇7  

 

代替火災感知設備の火災状況確認用温

度計は，重大事故等発生前（通常時）の

離隔若しくは分離された状態からコネク

タ接続により重大事故等対処設備として

の系統構成とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。◇6  

 

ⅲ．個数及び容量 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)② 個数及び容量」に示す。◇7  

 

代替火災感知設備の火災状況確認用温

度計は，重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックス内における火災源近傍の温

度を確認するため，重大事故時に想定さ

れる変動範囲を監視可能な-196～450℃の

計測範囲を有する設計とするとともに，

重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クス内の火災源となる９箇所に対してそ

れぞれの火災源近傍の温度を計測できる

よう９系列有する設計とする。◇1 ,◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 

仕様となる数量は仕様表

に記載し，基本設計方針

では設計要件となる事項

を述べる記載とした。 

【許可からの変更点等】 

他条文との記載の横並び

のため。 
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代替火災感知設備の火災状況確認用温

度表示装置は，代替消火設備及び外部放

出抑制設備を用いた重大事故等対策が完

了するまでの間，重大事故の発生を仮定

するグローブボックス内における火災源

近傍の温度を確認するために必要な容量

の充電池を有する設計とする。閉火④-2 

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，代替消火設備及

び外部放出抑制設備を用いた重大事故等

対策が完了するまでの間，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内におけ

る火災源近傍の温度を確認するために必

要な容量の乾電池を有する設計とすると

ともに，保有数は，必要数として１台，

予備として故障時のバックアップを１台

の合計２台以上を確保する設計とする。

閉火④-3 

 

 

代替火災感知設備は，火災防護設備の

グローブボックス温度監視装置の安全機

能の喪失を想定し，その範囲が系統で機

能喪失する重大事故等に対処することか

ら，当該系統の範囲ごとに重大事故等へ

の対処に必要な設備を１セット確保する

設計とする。閉火④-4 

 

 

 

 

 

 

 

代替火災感知設備は，耐熱性を有する

又は火災による温度上昇の影響を受けな

い場所に設置することで，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内におけ

る火災により上昇する温度の影響を考慮

しても，重大事故等への対処に必要な機

能を維持できる設計とする。閉火⑤-1 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる代替火災感知設備

の火災状況確認用温度計及び可搬型グロ

ーブボックス温度表示端末は，第１章共

通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の

「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することで重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。閉火⑤-2 

代替火災感知設備の火災状況確認用温

度表示装置は，代替消火設備及び外部放

出抑制設備を用いた重大事故等対策が完

了するまでの間，重大事故の発生を仮定

するグローブボックス内における火災源

近傍の温度を確認するために必要な容量

の充電池を有する設計とする。閉火④-2 

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，代替消火設備及

び外部放出抑制設備を用いた重大事故等

対策が完了するまでの間，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内におけ

る火災源近傍の温度を確認するために必

要な容量の乾電池を有する設計とすると

ともに，保有数は，必要数として１台，

予備として故障時のバックアップを１台

の合計２台以上を確保する。閉火④-3 

 

 

 

代替火災感知設備は，火災防護設備の

グローブボックス温度監視装置の安全機

能の喪失を想定し，その範囲が系統で機

能喪失する重大事故等に対処することか

ら，当該系統の範囲ごとに重大事故等へ

の対処に必要な設備を１セット確保す

る。閉火④-4 

 

 

 

 

 

 

 

代替火災感知設備は，耐熱性を有する

又は火災による温度上昇の影響を受けな

い場所に設置することで，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内におけ

る火災により上昇する温度の影響を考慮

しても機能を維持できる設計とする。閉

火⑤-1 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替火災感知設備の火災状況確

認用温度計及び可搬型グローブボックス

温度表示端末は，「ロ．(ト)(２)②ｅ．

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。閉

火⑤-2 

 

代替火災感知設備の火災状況確認用温

度表示装置は，代替消火設備及び外部放

出抑制設備を用いた重大事故等対策が完

了するまでの間，重大事故の発生を仮定

するグローブボックス内における火災源

近傍の温度を確認するために必要な容量

の充電池を有する設計とする。◇6  

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，代替消火設備及

び外部放出抑制設備を用いた重大事故等

対策が完了するまでの間，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内におけ

る火災源近傍の温度を確認するために必

要な容量の乾電池を有する設計とすると

ともに，保有数は，必要数として１台，

予備として故障時のバックアップを１台

の合計２台以上を確保する。◇6  

 

 

代替火災感知設備は，火災防護設備の

グローブボックス温度監視装置の安全機

能の喪失を想定し，その範囲が系統で機

能喪失する重大事故等に対処することか

ら，当該系統の範囲ごとに重大事故等へ

の対処に必要な設備を１セット確保す

る。◇6  

 

 

ⅳ．環境条件等 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)③ 環境条件等」に示す。◇7  

 

 

代替火災感知設備は，耐熱性を有する

又は火災による温度上昇の影響を受けな

い場所に設置することで，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内におけ

る火災により上昇する温度の影響を考慮

しても機能を維持できる設計とする。◇6  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替火災感知設備の火災状況確

認用温度計は，「イ．(ハ)(１)⑤ 地震

を要因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」に基づく設計とすることでそ

の機能を損なわない設計とする。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

対処に用いる際の状況を

明確に記載 

【許可からの変更点等】 

表現の統一化。（以下同

じ） 
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代替火災感知設備の常設重大事故等対

処設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる燃料加工建屋に設置し，風

（台風）等により，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。

閉火⑤-3 

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる燃料加工建屋，

第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯

水所に保管し，風（台風）等により，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。閉火⑤-4 

 

代替火災感知設備の常設重大事故等対

処設備，可搬型グローブボックス温度表

示端末は，溢水量を考慮し，影響を受け

ない高さへの設置又は保管，被水防護す

る設計とする。閉火⑤-5 

 

代替火災感知設備の常設重大事故等対

処設備は，内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に設置することにより，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。閉火⑤-6 

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，内部発生飛散物

の影響を考慮し，燃料加工建屋，第１保

管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とす

る。閉火⑤-7 

 

内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる代替火災感知

設備の火災状況確認用温度表示装置は，

自然現象，人為事象，溢水，火災及び内

部発生飛散物に対して代替設備による機

能の確保，修理の対応により重大事故等

に対処するための機能を損なわない設計

とする。閉火⑤-8 

また，重大事故等に対処するための機能

が確保できない場合には，関連する工程

を停止すること等を保安規定に定めて，

管理する。閉火⑤-9 

 

 

 

 

代替火災感知設備の常設重大事故等対

処設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる燃料加工建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

とする。閉火⑤-3 

 

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる燃料加工建屋，

第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯

水所に保管し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。閉火⑤-4 

 

 

代替火災感知設備の常設重大事故等対

処設備，可搬型グローブボックス温度表

示端末は，溢水量を考慮し，影響を受け

ない高さへの設置又は保管及び被水防護

する設計とする。閉火⑤-5 

 

代替火災感知設備の常設重大事故等対

処設備は，内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に設置することにより，機能を

損なわない設計とする。閉火⑤-6 

 

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，内部発生飛散物

の影響を考慮し，燃料加工建屋，第１保

管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない

設計とする。閉火⑤-7 

 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる代替火災感知設備の火災状

況確認用温度表示装置は，自然現象，人

為事象，溢水，火災及び内部発生飛散物

に対して代替設備による機能の確保，修

理の対応により重大事故等に対処するた

めの機能を損なわない設計とする。閉火

⑤-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替火災感知設備の常設重大事故等対

処設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる燃料加工建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

とする。◇6  

 

代替火災感知設備の常設重大事故等対

処設備は，溢水量を考慮し，影響を受け

ない高さへの設置及び被水防護する設計

とする。◇6  

 

代替火災感知設備の常設重大事故等対

処設備は，内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に設置することにより，機能を

損なわない設計とする。◇6  

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる代替火災感知設備の火災状

況確認用温度表示装置は，地震等により

機能が損なわれる場合，代替設備による

機能の確保，修理の対応により機能を維

持する設計とする。◇6 また，上記機能が

確保できない場合に備え，関連する工程

を停止する等の手順を整備する。閉火⑤-

9 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替火災感知設備の可搬型グロ

ーブボックス温度表示端末は，「イ．

(ハ)(１)⑤ 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。◇6  

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる燃料加工建屋，

第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯

水所に保管し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。◇6  

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，溢水量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管及び被

水防護する設計とする。◇6  

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，内部発生飛散物

の影響を考慮し，燃料加工建屋，第１保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

風（台風）等の詳細は，

「8.2 重大事故等対処設備」

で建屋により損傷を防止する

自然現象の総称として示して

いるため本基本設計方針では

記載しない。（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「関連する工程を停止する

こと等」が指す具体的な内

容には，全送排風機の停止

や全工程の停止及び火災源

を有する機器の動力電源の

遮断の状態確認(又は，停止

等の操作)も含んでおり，保

安規定に基づき策定する手

順書において明確化するた

め，基本設計方針では等の

ままとした。（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 

主語の明確化に伴う記載

の適正化 

【許可からの変更点等】 

30 条（重大事故等対処設

備）の設計方針展開を踏

まえた記載の適正化。 

【許可からの変更点等】 

表現の統一 

34



別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十三条 （閉じ込める機能の喪失に対処するための設備（代替火災感知設備））（30 / 62） 
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代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，想定される重大

事故等が発生した場合においても設置及

び常設設備との接続に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない場

所の選定として，中央監視室で操作可能

な設計とすることにより，当該設備の設

置及び常設設備との接続が可能な設計と

する。閉火⑤-10 

 

 

 

 

 

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末と代替火災感知設備

の火災状況確認用温度計との接続は，コ

ネクタ接続に統一することにより，速や

かに，容易かつ確実に現場での接続が可

能な設計とする。閉火⑥-1 

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，容易かつ確実に

接続でき，かつ，複数の系統が相互に使

用することができるよう，コネクタ接続

又はより簡便な接続方式を用いる設計と

する。閉火⑥-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，想定される重大

事故等が発生した場合においても設置及

び常設設備との接続に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない場

所の選定として，中央監視室で操作可能

な設計とすることにより，当該設備の設

置及び常設設備との接続が可能な設計と

する。閉火⑤-10 

 

 

 

 

 

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末と代替火災感知設備

の火災状況確認用温度計との接続は，コ

ネクタ接続に統一することにより，速や

かに，容易かつ確実に現場での接続が可

能な設計とする。閉火⑥-1 

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，容易かつ確実に

接続でき，かつ，複数の系統が相互に使

用することができるよう，コネクタ接続

又はより簡便な接続方式を用いる設計と

する。閉火⑥-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない

設計とする。◇6  

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，想定される重大

事故等が発生した場合においても設置及

び常設設備との接続に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない場

所の選定として，中央監視室で操作可能

な設計により，当該設備の設置及び常設

設備との接続が可能な設計とする。◇6  

 

ⅴ．操作性の確保 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)④ａ．操作性の確保」に示す。

◇7  

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末と代替火災感知設備

の火災状況確認用温度計との接続は，コ

ネクタ接続に統一することにより，速や

かに，容易かつ確実に現場での接続が可

能な設計とする。◇6  

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，容易かつ確実に

接続でき，かつ，複数の系統が相互に使

用することができるよう，コネクタ接続

又はより簡便な接続方式を用いる設計と

する。◇6  

 

 

(ｄ) 主要設備の仕様 

代替火災感知設備の主要設備を添５第

41 表に，代替火災感知設備の系統概要図

を添５第 56 図及び添５第 57 図に示す。

◇1 ，◇5  

代替火災感知設備の機器配置概要図を

添５第 59 図(１)及び添５第 59 図(２)に

示す。◇5  

また，重大事故等に対処するために必

要なパラメータに係る計測範囲，重大事

故時のプロセスの変動範囲及び重大事故

等対処設備の個数を添５第 43 表に，重大

事故等に対処するために必要なパラメー

タを計測する設備の計測概要図を添５第

58 図に示す。◇1 ，◇5  
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代替火災感知設備の常設重大事故等対

処設備は，通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認する

ため，独立して外観点検，機能性能確認

等が可能な設計とする。また，当該機能

を健全に維持するため，保修等が可能な

設計とする。閉火⑦-1 

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，独立して動作確認

が可能な設計とする。閉火⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替火災感知設備の常設重大事故等対

処設備は，通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認する

ため，独立して外観点検，機能性能確認

等が可能な設計とする。また，当該機能

を健全に維持するため，保修等が可能な

設計とする。閉火⑦-1 

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，独立して動作確認

が可能な設計とする。閉火⑦-2 

 

 

② 主要な設備・機器の種類 

c．重大事故等対処設備 

(a) 代替火災感知設備 

[常設重大事故等対処設備] 

火災状況確認用温度計 

９系列□1  

計測範囲 -196～450℃□1  

計測方式 測温抵抗体□1  

 

火災状況確認用温度表示装置 

１台閉火①-7 

 

 

[可搬型重大事故等対処設備] 

可搬型グローブボックス温度表示端末 

２台（予備として故障時のバックアッ

プを１台）□1  

 

(ｅ) 試験・検査 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)④ｂ．試験・検査性」に示す。

◇7  

 

代替火災感知設備は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，独立して外観点

検，機能性能確認等が可能な設計とす

る。また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。◇6  

 

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，独立して動作確認

が可能な設計とする。◇6  

 

 

添５第 41 表 代替火災感知設備の主要設

備の仕様 

 

[常設重大事故等対処設備] 

a. 火災状況確認用温度計 

数 量 ９系列◇6  

計測範囲 -196～ 450℃◇6  

計測方式 測温抵抗体◇6  

 

b. 火災状況確認用温度表示装置 

数 量 １台◇6  

 

[可搬型重大事故等対処設備] 

a. 可搬型グローブボックス温度表示端末

◇6  

数 量 ２台（予備として故障時のバッ

クアップを１ 台）◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉火①-7(P25 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

詳細な点検・検査及び保

守・修理の方法について

は，保安規定に基づき策

定する施設管理計画にお

いて明確化するため，基

本設計方針では「等」の

ままとした。 
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（閉じ込める機能の喪失に対処

するための設備） 

 

 

 

 

 

 

 

第三十三条 プルトニウムを取

り扱う加工施設には，加工規則

第二条の二第二号に掲げる重大

事故の拡大を防止するために必

要な次に掲げる重大事故等対処

設備が設けられていなければな

らない。 

 

一 核燃料物質等の飛散又は漏

えいを防止し，飛散又は漏えい

した核燃料物質等を回収するた

めに必要な設備 閉消① 

 

二 核燃料物質等を閉じ込める

機能を回復するために必要な設

備 

 

（閉消②から⑥は技術基準規則

第三十条への適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

7. その他の加工施設 

7.1 非常用設備 

 

7.1.1 火災防護設備 

7.1.1.2 重大事故等対処設備 

 

7.1.1.2.2 代替消火設備 

 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合において，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内の火災

源に対し消火剤を放出することで，核燃

料物質等の飛散又は漏えいの原因となる

火災を消火するために必要な核燃料物質

等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対

策に使用する重大事故等対処設備とし

て，代替消火設備を設置する設計とす

る。閉消①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替消火設備である遠隔消火装置は，

消火ガスボンベ，消火ガス配管，消火ノ

ズル等の消火剤を放出する流路及び遠隔

消火装置を起動するために起動用配管内

に充填する圧力を開放する系統で構成す

る。また，起動用配管内に充填する圧力

を開放する系統は，盤の手動操作により

電磁弁を開放することで起動用配管内の

圧力を開放する手段及び手動操作により

圧力開放用の弁を開放することで起動用

配管内の圧力を開放する手段を有する系

統とする。閉消①-2 

 

ト．その他加工設備の附属施設の構造及

び設備 

(イ) 非常用設備の種類 

(１) 火災防護設備 

① 構造 

ｂ．重大事故等対処設備 

(ｂ) 代替消火設備 

 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合において，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内の火災

源に対し消火剤を放出することで，核燃

料物質等の飛散又は漏えいの原因となる

火災を消火するために必要な核燃料物質

等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対

策に使用する重大事故等対処設備を設置

する。閉消①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替消火設備である遠隔消火装置は，

消火ガスボンベ，消火ガス配管，消火ノ

ズル等の消火剤を放出する流路及び遠隔

消火装置を起動するために起動用配管内

に充填する圧力を開放する系統で構成す

る。また，起動用配管内に充填する圧力

を開放する系統は，盤の手動操作により

電磁弁を開放することで起動用配管内の

圧力を開放する手段及び手動操作により

圧力開放用の弁を開放することで起動用

配管内の圧力を開放する手段を有する系

統とする。閉消①-2 

 

ト．その他加工設備の附属施設 

 

(イ) 非常用設備 

(１) 火災防護設備 

 

③ 重大事故等対処設備 

ｂ．代替消火設備 

(ａ) 概要 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合において，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内の火災

源に対し消火剤を放出することで，核燃

料物質等の飛散又は漏えいの原因となる

火災を消火するために必要な核燃料物質

等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対

策に使用する重大事故等対処設備を設置

する。◇6  

 

(ｂ) 系統構成及び主要設備 

重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックスに係る設計基準対象の施設として

機能を期待するグローブボックス温度監

視装置の感知機能又はグローブボックス

消火装置の消火機能が喪失している状態

で，万一火災が発生している場合におい

て，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス内の火災源に消火剤を放出する

ことで，核燃料物質等の飛散又は漏えい

の原因となる火災を消火するために必要

な設備として，代替消火設備を設ける。

閉消①-1 

 

ⅰ．系統構成 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合の重大事故等対処設備と

して，代替消火設備及び所内電源設備の

一部を使用する。◇2  

 

代替消火設備である遠隔消火装置は，

消火ガスボンベ，消火ガス配管，消火ノ

ズル等の消火剤を放出する流路及び遠隔

消火装置を起動するために起動用配管内

に充填する圧力を開放する系統で構成す

る。また，起動用配管内に充填する圧力

を開放する系統は，盤の手動操作により

電磁弁を開放することで起動用配管内の

圧力を開放する手段及び手動操作により

圧力開放用の弁を開放することで起動用

配管内の圧力を開放する手段を有する系

統とする。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「消火ガスボンベ，消火

ガス配管，消火ノズル

等」の内容である消火剤

の流路を構成する部分に

ついては，申請対象設備

として仕様表及び添付書

類にて明確化して示すこ

とから，基本設計方針で

は「等」のままとした。 

【許可からの変更点等】 

設工認において代替消火

設備を設ける設計とする

旨の冒頭宣言として記載

を適正化した。 

【「等」の解説】 

「核燃料物質等」については事業

許可基準規則及び技術基準規則に

基づく用語として「等」のままと

した。（以下同じ） 
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代替消火設備の遠隔消火装置は，重大

事故の発生を仮定するグローブボックス

に係る設計基準対象の施設として機能を

期待するグローブボックス温度監視装置

の感知機能又はグローブボックス消火装

置の消火機能の喪失を確認し，重大事故

の発生を仮定するグローブボックス内に

おける火災の発生を確認した場合には，

速やかに火災を消火するため，中央監視

室に設置する盤の手動操作により電磁弁

を開放することで起動用配管内の圧力を

開放し，起動用配管内の圧力により通常

閉止している消火ガスボンベのばね式の

弁が自動的に開放することによって，消

火ガスボンベから消火剤を放出できる設

計とする。閉消①-3 

 

中央監視室に設置する盤等が使用でき

ない場合は，中央監視室近傍に設置する

圧力開放用の弁を手動操作により開放す

ることで起動用配管内の圧力を開放し，

起動用配管内の圧力により通常閉止して

いる消火ガスボンベのばね式の弁が自動

的に開放することによって，消火ガスボ

ンベから消火剤を放出できる設計とす

る。また，遠隔消火装置の中央監視室近

傍で操作する圧力開放用の弁は，重大事

故に対処するための機能を発揮すること

ができるよう並列に２重化する設計とす

る。閉消①-4 

 

 

代替消火設備の遠隔消火装置の消火ノ

ズルは，消火剤を放出する対象となるオ

イルパンの全面に対して消火剤を放出で

きる位置に設置することで，確実に火災

を消火できる設計とする。閉消①-5 

 

遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮

定するグローブボックス内の火災源とな

る９箇所に対し，それぞれ消火できるよ

う設置する設計とする。閉消①-6 

 

 

 

所内電源設備の一部である受電開閉設

備等を常設重大事故等対処設備として設

置する。□2  

所内電源設備については「ト．

(イ)(３) 所内電源設備」に示す。□2  

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，重大

事故の発生を仮定するグローブボックス

に係る設計基準対象の施設として機能を

期待するグローブボックス温度監視装置

の感知機能又はグローブボックス消火装

置の消火機能の喪失を確認し，重大事故

の発生を仮定するグローブボックス内に

おける火災の発生を確認した場合には，

速やかに火災を消火するため，中央監視

室に設置する盤の手動操作により電磁弁

を開放することで起動用配管内の圧力を

開放し，起動用配管内の圧力により通常

閉止している消火ガスボンベのばね式の

弁が自動的に開放することによって，消

火ガスボンベから消火剤を放出できる設

計とする。閉消①-3 

 

中央監視室に設置する盤等が使用でき

ない場合は，中央監視室近傍に設置する

圧力開放用の弁を手動操作により開放す

ることで起動用配管内の圧力を開放し，

起動用配管内の圧力により通常閉止して

いる消火ガスボンベのばね式の弁が自動

的に開放することによって，消火ガスボ

ンベから消火剤を放出できる設計とす

る。また，遠隔消火装置の中央監視室近

傍で操作する圧力開放用の弁は，重大事

故に対処するための機能を発揮すること

ができるよう並列に２重化する設計とす

る。閉消①-4 

 

 

代替消火設備の遠隔消火装置の消火ノ

ズルは，消火剤を放出する対象となるオ

イルパンの全面に対して消火剤を放出で

きる位置に設置することで，確実に火災

を消火できる設計とする。閉消①-5 

 

遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮

定するグローブボックス内の火災源とな

る９箇所に対し，それぞれ消火できるよ

う設置する設計とする。閉消①-6 

 

 

 

所内電源設備の一部である受電開閉設

備等を常設重大事故等対処設備として設

置する。◇2  

所内電源設備については「ト．

(イ)(３)②ｄ．系統構成」に示す。◇2  

ⅱ．主要設備 

代替消火設備の遠隔消火装置は，重大

事故の発生を仮定するグローブボックス

に係る設計基準対象の施設として機能を

期待するグローブボックス温度監視装置

の感知機能又はグローブボックス消火装

置の消火機能の喪失を確認し，重大事故

の発生を仮定するグローブボックス内に

おける火災の発生を確認した場合には，

速やかに火災を消火するため，中央監視

室に設置する盤の手動操作により電磁弁

を開放することで起動用配管内の圧力を

開放し，起動用配管内の圧力により通常

閉止している消火ガスボンベのばね式の

弁が自動的に開放することによって，消

火ガスボンベから消火剤を放出できる設

計とする。◇6  

 

中央監視室に設置する盤等が使用でき

ない場合は，中央監視室近傍に設置する

圧力開放用の弁を手動操作により開放す

ることで起動用配管内の圧力を開放し，

起動用配管内の圧力により通常閉止して

いる消火ガスボンベのばね式の弁が自動

的に開放することによって，消火ガスボ

ンベから消火剤を放出できる設計とす

る。また，遠隔消火装置の中央監視室近

傍で操作する圧力開放用の弁は，重大事

故に対処するための機能を発揮すること

ができるよう並列に２重化する設計とす

る。◇6  

 

代替消火設備の遠隔消火装置の消火ノ

ズルは，消火剤を放出する対象となるオ

イルパンの全面に対して消火剤を放出で

きる位置に設置することで，確実に火災

を消火できる設計とする。◇6  

 

遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮

定するグローブボックス内の火災源とな

る９箇所に対し，それぞれ消火できるよ

う設置する設計とする。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

「盤等」は，盤自体の他，

弁の駆動源など弁の開放に

必要な機器の総称として示

した記載であり,その内容

により当該箇所の基本設計

方針（弁を直接の手動操作

で開放可能とすること）に

変更が生じるものではない

ため，許可の記載のままと

した。 
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代替消火設備の遠隔消火装置のうち中

央監視室に設置する盤の手動操作にて起

動するために必要な設備は，所内電源設

備の一部である受電開閉設備等の給電に

より起動する設計とする。閉消①-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，環境

条件を考慮することに加え，中央監視室

に設置する盤の手動操作又は中央監視室

近傍に設置する圧力開放用の弁の手動操

作により圧力を充填する起動用配管内の

圧力を開放し，消火ガスボンベから消火

剤を放出できる設計とすることで，自動

起動する火災防護設備のグローブボック

ス消火装置に対して動作原理の多様性を

図る設計とする。閉消②-1 

 

また，遠隔消火装置は，電源を必要と

せずに起動又は内蔵する蓄電池の給電に

より起動できる設計とすることで，非常

用所内電源設備の給電により起動する火

災防護設備のグローブボックス消火装置

に対して給電方式の多様性を図る設計と

する。閉消②-2 

 

さらに，遠隔消火装置は，火災源とな

る潤滑油に設置したオイルパンに対して

局所的に消火剤を放出又はオイルパンを

内包する機器筐体に対して局所的に消火

剤を放出する設計とすることで，グロー

ブボックス全体に対して消火剤を放出し

窒息消火を行う火災防護設備のグローブ

ボックス消火設備に対して消火方式の多

様性を図る設計とする。閉消②-3 

 

 

 

 

 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，他の

設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。閉消③-1 

 

代替消火設備の遠隔消火装置のうち中

央監視室に設置する盤の手動操作にて起

動するために必要な設備は，所内電源設

備の一部である受電開閉設備等の給電に

より起動する設計とする。閉消①-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，環境

条件を考慮することに加え，中央監視室

に設置する盤の手動操作又は中央監視室

近傍に設置する圧力開放用の弁の手動操

作により圧力を充填する起動用配管内の

圧力を開放し，消火ガスボンベから消火

剤を放出できる設計とすることで，自動

起動する火災防護設備のグローブボック

ス消火装置に対して動作原理の多様性を

図る設計とする。閉消②-1 

 

また，遠隔消火装置は，電源を必要と

せずに起動又は内蔵する蓄電池の給電に

より起動できる設計とすることで，非常

用所内電源設備の給電により起動する火

災防護設備のグローブボックス消火装置

に対して給電方式の多様性を図る設計と

する。閉消②-2 

 

さらに，遠隔消火装置は，火災源とな

る潤滑油に設置したオイルパンに対して

局所的に消火剤を放出又はオイルパンを

内包する機器筐体に対して局所的に消火

剤を放出する設計とすることで，グロー

ブボックス全体に対して消火剤を放出し

窒息消火を行う火災防護設備のグローブ

ボックス消火設備に対して消火方式の多

様性を図る設計とする。閉消②-3 

 

 

 

 

 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，他の

設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。閉消③-1 

 

代替消火設備の遠隔消火装置のうち中

央監視室に設置する盤の手動操作にて起

動するために必要な設備は，所内電源設

備の一部である受電開閉設備等の給電に

より起動する設計とする。◇6  

 

(ｃ) 設計方針 

ⅰ．共通要因故障に対する考慮 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)①ａ．共通要因故障に対する考

慮」に示す。◇7  

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，環境

条件を考慮することに加え，中央監視室

に設置する盤の手動操作又は中央監視室

近傍に設置する圧力開放用の弁の手動操

作により圧力を充填する起動用配管内の

圧力を開放し，消火ガスボンベから消火

剤を放出できる設計とすることで，自動

起動する火災防護設備のグローブボック

ス消火装置に対して動作原理の多様性を

図る設計とする。◇6  

 

また，遠隔消火装置は，電源を必要と

せずに起動又は内蔵する蓄電池の給電に

より起動できる設計とすることで，非常

用所内電源設備の給電により起動する火

災防護設備のグローブボックス消火装置

に対して給電方式の多様性を図る設計と

する。◇6  

 

さらに，遠隔消火装置は，火災源とな

る潤滑油に設置したオイルパンに対して

局所的に消火剤を放出又はオイルパンを

内包する機器筐体に対して局所的に消火

剤を放出する設計とすることで，グロー

ブボックス全体に対して消火剤を放出し

窒息消火を行う火災防護設備のグローブ

ボックス消火設備に対して消火方式の多

様性を図る設計とする。◇6  

 

ⅱ．悪影響防止 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)①ｂ．悪影響防止」に示す。◇7  

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，他の

設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。◇6  
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代替消火設備の遠隔消火装置は，重大

事故の発生を仮定するグローブボックス

内における火災を消火するため，検証試

験によって消火性能が確認された消火剤

を使用するとともに，全域放出方式の場

合は消防法施行規則第 20 条に基づき算出

する消火剤量又は局所放出方式の場合は

検証試験結果を基に火災源となる潤滑油

に対して設置したオイルパンの燃焼面積

に対して必要な消火剤量に余裕を考慮し

た消火剤量を有する設計とするととも

に，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス内の火災源となる９箇所に対し

てそれぞれ消火できる設計とする。閉消

④-1 

 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，火災

防護設備のグローブボックス消火装置の

安全機能の喪失を想定し，その範囲が系

統で機能喪失する重大事故等に対処する

ことから，当該系統の範囲ごとに重大事

故等への対処に必要な設備を１セット確

保する設計とする。閉消④-2 

 

 

 

 

 

代替消火設備は，耐熱性を有する又は

火災による温度上昇の影響を受けない場

所に設置することで，重大事故の発生を

仮定するグローブボックス内における火

災により上昇する温度の影響を考慮して

も，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。閉消⑤-1 

 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる代替消火設備の遠

隔消火装置のうち弁の手動操作により起

動するための系統及び消火剤を放出する

系統に係る設備は，第１章共通項目の

「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

で重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。閉消⑤-2 

 

 

 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，重大

事故の発生を仮定するグローブボックス

内における火災を消火するため，検証試

験によって消火性能が確認された消火剤

を使用するとともに，全域放出方式の場

合は消防法施行規則第 20 条に基づき算出

する消火剤量又は局所放出方式の場合は

検証試験結果を基に火災源となる潤滑油

に対して設置したオイルパンの燃焼面積

に対して必要な消火剤量に余裕を考慮し

た消火剤量を有する設計とするととも

に，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス内の火災源となる９箇所に対し

てそれぞれ消火できるよう９系列有する

□1 設計とする。閉消④-1 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，火災

防護設備のグローブボックス消火装置の

安全機能の喪失を想定し，その範囲が系

統で機能喪失する重大事故等に対処する

ことから，当該系統の範囲ごとに重大事

故等への対処に必要な設備を１セット確

保する。閉消④-2 

 

 

 

 

 

 

代替消火設備は，耐熱性を有する又は

火災による温度上昇の影響を受けない場

所に設置することで，重大事故の発生を

仮定するグローブボックス内における火

災により上昇する温度の影響を考慮して

も機能を損なわない設計とする。閉消⑤-

1 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替消火設備の遠隔消火装置の

うち弁の手動操作により起動するための

系統及び消化剤を放出する系統に係る設

備は，「ロ．(ト)(２)②ｅ．地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその機能

を損なわない設計とする。閉消⑤-2 

 

ⅲ．個数及び容量 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)② 個数及び容量」に示す。◇7  

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，重大

事故の発生を仮定するグローブボックス

内における火災を消火するため，検証試

験によって消火性能が確認された消火剤

を使用するとともに，全域放出方式の場

合は消防法施行規則第 20 条に基づき算出

する消火剤量又は局所放出方式の場合は

検証試験結果を基に火災源となる潤滑油

に対して設置したオイルパンの燃焼面積

に対して必要な消火剤量に余裕を考慮し

た消火剤量を有する設計とするととも

に，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス内の火災源となる９箇所に対し

てそれぞれ消火できるよう９系列有する

設計とする。◇1 ,◇6  

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，火災

防護設備のグローブボックス消火装置の

安全機能の喪失を想定し，その範囲が系

統で機能喪失する重大事故等に対処する

ことから，当該系統の範囲ごとに重大事

故等への対処に必要な設備を１セット確

保する。◇6  

 

ⅳ．環境条件等 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)③ 環境条件等」に示す。◇7  

 

代替消火設備は，耐熱性を有する又は

火災による温度上昇の影響を受けない場

所に設置することで，重大事故の発生を

仮定するグローブボックス内における火

災により上昇する温度の影響を考慮して

も機能を損なわない設計とする。◇6  

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替消火設備の遠隔消火装置の

うち弁の手動操作により起動するための

系統及び消化剤を放出する系統に係る設

備は，「イ．(ハ)(１)⑤ 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその機能

を損なわない設計とする。◇6  

 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 

仕様となる数量は仕様表

に記載し，基本設計方針

では設計要件となる事項

を述べる記載とした。 

【許可からの変更点等】 

表現の統一化。（以下同

じ） 

【許可からの変更点等】 

対処に用いる際の状況を

明確に記載 
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代替消火設備の遠隔消火装置は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる燃料

加工建屋に設置し，風（台風）等によ

り，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。閉消⑤-3 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，溢水

量を考慮し，影響を受けない高さへの設

置，被水防護する設計とする。閉消⑤-4 

 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，内部

発生飛散物の影響を受けない場所に設置

することにより，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。閉

消⑤-5 

 

内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる代替消火設備

の遠隔消火装置の中央監視室に設置する

盤の手動操作にて起動するために必要な

設備は，自然現象，人為事象，溢水，火

災及び内部発生飛散物に対して代替設備

による機能の確保，修理の対応により重

大事故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とする。閉消⑤-6 

また，重大事故等に対処するための機能

が確保できない場合には，関連する工程

を停止すること等を保安規定に定めて，

管理する。閉消⑤-7 

  

代替消火設備の遠隔消火装置は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定とし

て，放射線の影響を受けない異なる区画

若しくは離れた場所から操作可能な設計

又は中央監視室で操作可能な設計とす

る。閉消⑤-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる燃料

加工建屋に設置し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。閉消⑤-3 

 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，溢水

量を考慮し，影響を受けない高さへの設

置及び被水防護する設計とする。閉消⑤-

4 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，内部

発生飛散物の影響を受けない場所に設置

することにより，機能を損なわない設計

とする。閉消⑤-5 

 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる代替消火設備の遠隔消火装

置の中央監視室に設置する盤の手動操作

にて起動するために必要な設備は，自然

現象，人為事象，溢水，火災及び内部発

生飛散物に対して代替設備による機能の

確保，修理の対応により重大事故等に対

処するための機能を損なわない設計とす

る。閉消⑤-6 

 

 

 

 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定とし

て，放射線の影響を受けない異なる区画

若しくは離れた場所から操作可能な設計

又は中央監視室で操作可能な設計とす

る。閉消⑤-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる燃料

加工建屋に設置し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。◇6  

 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，溢水

量を考慮し，影響を受けない高さへの設

置及び被水防護する設計とする。◇6  

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，内部

発生飛散物の影響を受けない場所に設置

等することにより，機能を損なわない設

計とする。◇6  

 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる代替消火設備の遠隔消火装

置の中央監視室に設置する盤の手動操作

にて起動するために必要な設備は，地震

等により機能が損なわれる場合，代替設

備による機能の確保，修理の対応により

機能を維持する設計とする。◇6 また，上

記機能が確保できない場合に備え，関連

する工程を停止する等の手順を整備す

る。閉消⑤-7 

 

 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定とし

て，放射線の影響を受けない異なる区画

若しくは離れた場所から操作可能な設計

又は中央監視室で操作可能な設計とす

る。◇6  

 

ⅴ．操作性の確保 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)④ａ．操作性の確保」に示す。

◇7  

 

(ｄ) 主要設備の仕様 

代替消火設備の主要設備を添５第 42 表

(１)に，代替消火設備に関連するその他

設備の概略仕様を添５第 42 表(２)に，代

替消火設備の系統概要図を添５第 56 図及

び添５第 57 図に示す。◇1 ◇5  

【「等」の解説】 

風（台風）等の詳細は，

「8.2 重大事故等対処設備」

で建屋により損傷を防止する

自然現象の総称として示して

いるため本基本設計方針では

記載しない。（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 

30 条（重大事故等対処設

備）の設計方針展開を踏

まえた記載の適正化。 

【許可からの変更点等】 

主語の明確化に伴う記載

の適正化 

【「等」の解説】 

「関連する工程を停止する

こと等」が指す具体的な内

容には，全送排風機の停止

や全工程の停止及び火災源

を有する機器の動力電源の

遮断の状態確認(又は，停止

等の操作)も含んでおり，保

安規定に基づき策定する手

順書において明確化するた

め，基本設計方針では等の

ままとした。 【許可からの変更点等】 

表現の統一 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替消火設備は，通常時において，重

大事故等に対処するために必要な機能を

確認するため，独立して外観点検，機能

性能確認等が可能な設計とする。また，

当該機能を健全に維持するため，保修等

が可能な設計とする。閉消⑥-1 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，通常

時において，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するため，独立して

機器付きの圧力計により遠隔消火装置の

起動用配管における系統内の圧力が所定

値以上であることの確認が可能な設計と

する。閉消⑥-2 

 

 

代替消火設備の遠隔消火装置のうち中

央監視室近傍に設置する圧力開放用の弁

は，通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，

独立して動作確認により２重化されたそ

れぞれの圧力開放用の弁に固着がないこ

との確認が可能な設計とする。閉消⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替消火設備は，通常時において，重

大事故等に対処するために必要な機能を

確認するため，独立して外観点検，機能

確認等が可能な設計とする。また，当該

機能を健全に維持するため，保修等が可

能な設計とする。閉消⑥-1 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，通常

時において，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するため，独立して

機器付きの圧力計により遠隔消火装置の

起動用配管における系統内の圧力が所定

値以上であることの確認が可能な設計と

する。閉消⑥-2 

 

 

代替消火設備の遠隔消火装置のうち中

央監視室近傍に設置する圧力開放用の弁

は，通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，

独立して動作確認により２重化されたそ

れぞれの圧力開放用の弁に固着がないこ

との確認が可能な設計とする。閉消⑥-3 

 

②主要な設備・機器の種類 

c. 重大事故等対処設備 

(b) 代替消火設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

遠隔消火装置 ９系列□1  

 

消火剤 ハロゲン化物消火剤□1  

 

消火方式 局所放出方式又は全域放出方

式 (注１) □1  

消火剤量 検証試験結果を基に算出する

量以上 

ただし，全域放出方式の場合は，消防

法施行規則第 20 条に基づき算出する量

以上□1  

設置場所 重大事故の発生を仮定するグ

代替消火設備の機器配置概要図を添５

第 59 図(１)及び添５第 59 図(２)に示

す。◇5  

 

(ｅ) 試験・検査 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)④ｂ．試験・検査性」に示す。

◇7  

 

代替消火設備は，通常時において，重

大事故等に対処するために必要な機能を

確認するため，独立して外観点検，機能

性能確認等が可能な設計とする。また，

当該機能を健全に維持するため，保修等

が可能な設計とする。◇6  

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，通常

時において，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するため，独立して

機器付きの圧力計により遠隔消火装置の

起動用配管における系統内の圧力が所定

値以上であることの確認が可能な設計と

する。◇6  

 

代替消火設備の遠隔消火装置のうち中

央監視室近傍に設置する圧力開放用の弁

は，通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，

独立して動作確認により２重化されたそ

れぞれの圧力開放用の弁に固着がないこ

との確認が可能な設計とする。◇6  

 

添５第 42 表(１) 代替消火設備の主要設

備の仕様 

(１) 代替消火設備 

[常設重大事故等対処設備] 

a. 遠隔消火装置 

数 量 ９系列◇6  

消火剤 ハロゲン化物消火剤（FK-5-1-

12）◇6  

消火方式 局所放出方式又は全域放出方

式(注１) ◇6  

消火剤量 検証試験結果を基に算出され

る量以上 

ただし，全域放出方式の場合は，消防

法施行規則第 20 条に基づき算出される

量以上◇6  

設置場所 重大事故の発生を仮定するグ

【「等」の解説】 

詳細な点検・検査及び保

守・修理の方法について

は，保安規定に基づき策

定する施設管理計画にお

いて明確化するため，基

本設計方針では「等」の

ままとした。 
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ローブボックス内の火災源□1  

注１ 火災源及びオイルパンが機器の筐

体で覆われている箇所等は，全域放出

方式を採用する。□1  

ローブボックス内の火災源◇6  

注１ 火災源及びオイルパンが機器の筐

体で覆われている箇所等は，全域放出

方式を採用する。◇6  
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（閉じ込める機能の喪失に対処

するための設備） 

 

 

 

 

 

第三十三条 プルトニウムを取

り扱う加工施設には，加工規則

第二条の二第二号に掲げる重大

事故の拡大を防止するために必

要な次に掲げる重大事故等対処

設備が設けられていなければな

らない。 

 

一 核燃料物質等の飛散又は漏

えいを防止し，飛散又は漏えい

した核燃料物質等を回収するた

めに必要な設備 閉外① 

 

二 核燃料物質等を閉じ込める

機能を回復するために必要な設

備 

 

（閉外②から⑦は技術基準規則

第三十条への適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計

方針 

5.1.1 気体廃棄物の廃棄設備 

5.1.1.2 重大事故等対処設備 

(1) 外部放出抑制設備 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合において，グローブボッ

クス排気設備及び工程室排気設備の流路

を遮断することで，火災の影響によりグ

ローブボックス内及び工程室内の気相中

に移行した MOX 粉末が，外部へ放出され

ることを可能な限り防止するために必要

な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

の拡大防止対策に使用する重大事故等対

処設備として，外部放出抑制設備を設け

る設計とする。閉外①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備は，グローブボック

ス排気ダクト，グローブボックス給気フ

ィルタ，グローブボックス排気フィル

タ，グローブボックス排気フィルタユニ

ット，工程室排気ダクト，工程室排気フ

ィルタユニット，グローブボックス排風

機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手

動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダ

ンパ，工程室排気閉止ダンパ及び可搬型

ダンパ出口風速計で構成する。外部放出

抑制設備のうち，グローブボックス排風

機入口手動ダンパを 2基，工程室排風機

入口手動ダンパを 2基，グローブボック

ス排気閉止ダンパを 2基，工程室排気閉

止ダンパを 2基設置する設計とする。閉

外①-2，閉外①-10 

 

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び

設備 

(イ) 気体廃棄物の廃棄設備 

(１) 構造 

① 概要 

ｂ．重大事故等対処設備 

(ａ) 外部放出抑制設備 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合において，グローブボッ

クス排気設備及び工程室排気設備の流路

を遮断することで，火災の影響によりグ

ローブボックス内及び工程室内の気相中

に移行したＭＯＸ粉末が，外部へ放出さ

れることを可能な限り防止するために必

要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪

失の拡大防止対策に使用する重大事故等

対処設備を設置及び保管する。閉外①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備は，グローブボック

ス排気設備のダクト，グローブボックス

給気フィルタ，グローブボックス排気フ

ィルタ，グローブボックス排気フィルタ

ユニット及びグローブボックス排風機入

口手動ダンパ，工程室排気設備の工程室

排気ダクト，工程室排気フィルタユニッ

ト及び工程室排風機入口手動ダンパ，グ

ローブボックス排気閉止ダンパ，工程室

排気閉止ダンパ並びに可搬型ダンパ出口

風速計で構成する。閉外①-2 

 

 

 

 

 

 

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設 

(イ) 気体廃棄物の廃棄設備 

(２) 重大事故等対処施設 

① 外部放出抑制設備 

ａ．概要 

 

 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合において，グローブボッ

クス排気設備及び工程室排気設備の流路

を遮断することで，火災の影響によりグ

ローブボックス内及び工程室内の気相中

に移行したＭＯＸ粉末が，外部へ放出さ

れることを可能な限り防止するために必

要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪

失の拡大防止対策に使用する重大事故等

対処設備を設置及び保管する。◇6  

 

ｂ．系統構成及び主要設備 

重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックス内の火災の影響を受けたＭＯＸ粉

末がグローブボックス内及び工程室内の

気相中に移行し，移行したＭＯＸ粉末が

グローブボックス排気設備及び工程室排

気設備を経由して外部へ放出されること

を可能な限り防止するために必要な設備

として，外部放出抑制設備を設ける。閉

外①-1 

 

 (ａ) 系統構成 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合の重大事故等対処設備と

して，外部放出抑制設備及び所内電源設

備の一部を使用する。◇2  

外部放出抑制設備は，グローブボック

ス排気設備のダクト，グローブボックス

給気フィルタ，グローブボックス排気フ

ィルタ，グローブボックス排気フィルタ

ユニット及びグローブボックス排風機入

口手動ダンパ，工程室排気設備の工程室

排気ダクト，工程室排気フィルタユニッ

ト及び工程室排風機入口手動ダンパ，グ

ローブボックス排気閉止ダンパ，工程室

排気閉止ダンパ並びに可搬型ダンパ出口

風速計で構成する。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉外①-10（P.46 か

ら） 

【許可からの変更点等】 

設工認において外部放出抑制設備

を設ける設計とする旨の冒頭宣言

として記載を適正化した。 

【「等」の解説】 

「核燃料物質等」については事業

許可基準規則及び技術基準規則に

基づく用語として「等」のままと

した。（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化。 
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 グローブボックス排気ダクト，グロー

ブボックス給気フィルタ，グローブボッ

クス排気フィルタ，グローブボックス排

気フィルタユニット，グローブボックス

排風機入口手動ダンパ及びグローブボッ

クス排気閉止ダンパは，常設重大事故等

対処設備と位置づけ，設計基準対象の施

設のグローブボックス排気設備の一部と

兼用する設計とする。閉外①-3 

工程室排気ダクト，工程室排気フィル

タユニット，工程室排風機入口手動ダン

パ及び工程室排気閉止ダンパは，常設重

大事故等対処設備と位置づけ，設計基準

対象の施設の工程室排気設備の一部と兼

用する設計とする。閉外①-3 

 

  

 

 

 

 

外部放出抑制設備は，重大事故の発生

を仮定するグローブボックスに係る設計

基準対象の施設として機能を期待するグ

ローブボックス温度監視装置の感知機能

又はグローブボックス消火装置の消火機

能が喪失した場合には，放出経路となり

得るグローブボックスからの排気系に設

置するグローブボックス排気閉止ダンパ

及び工程室からの排気系に設置する工程

室排気閉止ダンパを中央監視室に設置す

る盤の手動操作により駆動動力源の窒素

を当該ダンパに供給することで閉止でき

る設計とする。閉外①-4 

 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び

工程室排気閉止ダンパが使用できない場

合は，放出経路となり得るグローブボッ

クスからの排気系に設置するグローブボ

ックス排風機入口手動ダンパ及び工程室

からの排気系に設置する工程室排風機入

口手動ダンパを地下１階の現場にて手動

操作により閉止できる設計とする。閉外

①-5 

 

 

 

所内電源設備の一部である受電開閉設

備，高圧母線及び低圧母線（以下「受電

開閉設備等」という。）を常設重大事故

等対処設備として設置する。□2  

 

 また，設計基準対象の施設と兼用する

グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトの一部，グローブボッ

クス給気フィルタの一部，グローブボッ

クス排気フィルタの一部，グローブボッ

クス排気フィルタユニット及びグローブ

ボックス排風機入口手動ダンパ，工程室

排気設備の工程室排気ダクトの一部，工

程室排気フィルタユニット及び工程室排

風機入口手動ダンパ並びに重大事故の発

生を仮定するグローブボックス□5 （第１

表）□1 を常設重大事故等対処設備として

位置付ける。閉外①-3 

 

 

 所内電源設備については「ト．

(イ)(３) 所内電源設備」に示す。□2  

 

 

外部放出抑制設備は，重大事故の発生

を仮定するグローブボックスに係る設計

基準対象の施設として機能を期待するグ

ローブボックス温度監視装置の感知機能

又はグローブボックス消火装置の消火機

能が喪失した場合には，放出経路となり

得るグローブボックスからの排気系に設

置するグローブボックス排気閉止ダンパ

及び工程室からの排気系に設置する工程

室排気閉止ダンパを中央監視室に設置す

る盤の手動操作により駆動動力源の窒素

を当該ダンパに供給することで閉止でき

る設計とする。閉外①-4 

 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び

工程室排気閉止ダンパが使用できない場

合は，放出経路となり得るグローブボッ

クスからの排気系に設置するグローブボ

ックス排風機入口手動ダンパ及び工程室

からの排気系に設置する工程室排風機入

口手動ダンパを地下１階の現場にて手動

操作により閉止できる設計とする。閉外

①-5 

 

 

 

所内電源設備の一部である受電開閉設

備等を常設重大事故等対処設備として設

置する。◇2  

 

 

 また，設計基準対象の施設と兼用する

グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトの一部，グローブボッ

クス給気フィルタの一部，グローブボッ

クス排気フィルタの一部，グローブボッ

クス排気フィルタユニット及びグローブ

ボックス排風機入口手動ダンパ，工程室

排気設備の工程室排気ダクトの一部，工

程室排気フィルタユニット及び工程室排

風機入口手動ダンパ並びに重大事故の発

生を仮定するグローブボックス（添５第

31 表(２)）を常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。◇1 ,◇6  

 

 

所内電源設備については「ト．

(イ)(３)②ｄ．系統構成」に示す。◇2  

 

(ｂ) 主要設備 

外部放出抑制設備は，重大事故の発生

を仮定するグローブボックスに係る設計

基準対象の施設として機能を期待するグ

ローブボックス温度監視装置の感知機能

又はグローブボックス消火装置の消火機

能が喪失した場合には，放出経路となり

得るグローブボックスからの排気系に設

置するグローブボックス排気閉止ダンパ

及び工程室からの排気系に設置する工程

室排気閉止ダンパを中央監視室に設置す

る盤の手動操作により駆動動力源の窒素

を当該ダンパに供給することで閉止でき

る設計とする。◇6  

 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び

工程室排気閉止ダンパが使用できない場

合は，放出経路となり得るグローブボッ

クスからの排気系に設置するグローブボ

ックス排風機入口手動ダンパ及び工程室

からの排気系に設置する工程室排風機入

口手動ダンパを地下１階の現場にて手動

操作により閉止できる設計とする。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化。 
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 上記のダンパの閉止が完了するまでの

間，火災の影響を受けてグローブボック

ス内又は工程室内の気相中に飛散又は漏

えいした MOX 粉末は，火災によって生ず

る気流に押し流されて外部に放出される

ことから，これを抑制するため，グロー

ブボックス排気設備及び工程室排気設備

に設置された高性能エアフィルタで MOX

粉末を捕集できる設計とする。閉外①-6 

 

また，上記のダンパの閉止によりグロ

ーブボックス排気設備及び工程室排気設

備からの外部への放出経路が遮断された

ことを確認するため，グローブボックス

排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダン

パの出口側のダクトに可搬型ダンパ出口

風速計を接続し，ダクト内の風速を計測

できる設計とする。閉外①-7 

 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び

工程室排気閉止ダンパは，所内電源設備

の一部である受電開閉設備等の給電によ

り中央監視室に設置する盤の手動操作が

可能な設計とする。閉外①-8 

 

可搬型ダンパ出口風速計は，乾電池を

使用する設計とする。閉外①-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス

排気設備及び工程室排気設備の流路を遮

断する手段については，中央監視室に設

置する盤の手動操作により駆動動力源の

窒素を供給することで閉止するグローブ

ボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気

閉止ダンパ並びに地下１階の現場にて手

動操作により閉止できるグローブボック

ス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風

 

 上記の対策が完了するまでの間，火災

の影響を受けてグローブボックス内又は

工程室内の気相中に飛散又は漏えいした

ＭＯＸ粉末は，火災によって生ずる気流

に押し流されて外部に放出されることか

ら，これを抑制するため，グローブボッ

クス排気設備及び工程室排気設備に設置

された高性能エアフィルタでＭＯＸ粉末

を捕集できる設計とする。閉外①-6 

 

 また，上記の対策によりグローブボッ

クス排気設備及び工程室排気設備からの

外部への放出経路が遮断されたことを確

認するため，ダンパ出口側のダクトに可

搬型ダンパ出口風速計を接続し，ダクト

内の風速を計測できる設計とする。閉外

①-7 

 

 

 グローブボックス排気閉止ダンパ及び

工程室排気閉止ダンパは，所内電源設備

の一部である受電開閉設備等の給電によ

り中央監視室に設置する盤の手動操作が

可能な設計とする。閉外①-8 

 

可搬型ダンパ出口風速計は，乾電池を

使用する設計とする。閉外①-9 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックスは，核燃料物質等を閉じ込める機

能の喪失が発生した場合において，グロ

ーブボックスからの漏えいを一定程度抑

制できる設計とする。□5  

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス

排気設備及び工程室排気設備の流路を遮

断する手段については，中央監視室に設

置する盤の手動操作により駆動動力源の

窒素を供給することで閉止するグローブ

ボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気

閉止ダンパ並びに地下１階の現場にて手

動操作により閉止できるグローブボック

ス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風

 

上記の対策が完了するまでの間，火災

の影響を受けてグローブボックス内又は

工程室内の気相中に飛散又は漏えいした

ＭＯＸ粉末は，火災によって生ずる気流

に押し流されて外部に放出されることか

ら，これを抑制するため，グローブボッ

クス排気設備及び工程室排気設備に設置

された高性能エアフィルタでＭＯＸ粉末

を捕集できる設計とする。◇6  

 

また，上記の対策によりグローブボッ

クス排気設備及び工程室排気設備からの

外部への放出経路が遮断されたことを確

認するため，ダンパ出口側のダクトに可

搬型ダンパ出口風速計を接続し，ダクト

内の風速を計測できる設計とする。◇6  

 

 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び

工程室排気閉止ダンパは，所内電源設備

の一部である受電開閉設備等の給電によ

り中央監視室に設置する盤の手動操作が

可能な設計とする。◇6  

 

可搬型ダンパ出口風速計は，乾電池を

使用する設計とする。◇6  

 

重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックスは，核燃料物質等を閉じ込める機

能の喪失が発生した場合において，グロ

ーブボックスからの漏えいを一定程度抑

制できる設計とする。◇8  

 

ｃ．設計方針 

(ａ) 共通要因故障に対する考慮 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)①ａ．共通要因故障に対する考

慮」に示す。◇5  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，燃料加工建屋から 100ｍ以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに保

管するとともに，燃料加工建屋にも保管

することで位置的分散を図る。◇6  

 

外部放出抑制設備のグローブボックス

排気設備及び工程室排気設備の流路を遮

断する手段については，中央監視室に設

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1 計測装置等 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な過渡

変化時及び重大事故等時における計測 

重大事故等が発生し，当該重大事故等

に対処するために監視することが必要な

パラメータとして，原子炉圧力容器内の

温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器への注水量，原子炉格

納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度

及び酸素濃度，原子炉建屋原子炉棟内の

水素濃度並びに未臨界の維持又は監視，

終ヒートシンクの確保，格納容器バイ

パスの監視，水源の確保に必要なパラメ

ータを計測する装置を設ける設計とす

る。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置の電源は，非常

用交流電源設備又は非常用直流電源設備

の喪失等により計器電源が喪失した場合

において，代替電源設備として常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，所内常設直流電源設備，常設代替直

流電源設備又は可搬型代替直流電源設備

を使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，MOX 燃料加工施設ともに

重大事故等に対処するためのパラ

メータを計測する方針は同じであ

るが， MOX 燃料加工施設と発電

炉にて計測するパラメータ及び計

測設備が異なるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，MOX 燃料加工施設ともに計

測する装置の電源要求（外部電源を

期待できない場合）の方針は同じで

あるが， MOX 燃料加工施設と発電

炉にて設備構成が異なるため。 

 

【許可からの変更点等】 

対策を明確に記載した。 

【許可からの変更点等】 

可搬型ダンパ出口風速計の

接続箇所が明確となるよう

記載を変更した。 
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機入口手動ダンパを設置することで，多

重性を確保した設計とする。閉外②-1 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，燃料加工建屋から 100ｍ以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに保

管するとともに，燃料加工建屋にも保管

することで位置的分散を図る設計とす

る。閉外②-2 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，グローブボックス排風機入口

手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及

び工程室排気閉止ダンパの操作によって

安全機能を有する施設として使用する系

統構成から重大事故等対処設備としての

系統構成とすることにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。閉外③-

1 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，他の設備から独立して単独で

使用可能なことにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。閉外③-2 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，グローブボックス排気設備及

び工程室排気設備の放出経路遮断後にお

けるダンパ出口のダクト内風速を確認す

るため，重大事故時に想定される変動範

囲を監視可能な計測範囲を有する設計と

するとともに，保有数は，必要数並びに

予備として故障時及び点検保守による待

機除外時のバックアップを含め，十分な

台数を確保する設計とする。閉外④-1 

 

 

 

外部放出抑制設備は，グローブボック

ス排気設備，工程室排気設備に対して，

当該系統の範囲ごとに重大事故等への対

処に必要な設備を１セット確保する設計

とする。閉外④-2 

機入口手動ダンパを設置することで，多

重性を確保した設計とする。閉外②-1 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，燃料加工建屋から 100ｍ以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに保

管するとともに，燃料加工建屋にも保管

することで位置的分散を図る。閉外②-2 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，グローブボックス排風機入口

手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及

び工程室排気閉止ダンパの操作によって

安全機能を有する施設として使用する系

統構成から重大事故等対処設備としての

系統構成とすることにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。閉外③-

1 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，他の設備から独立して単独で

使用可能なことにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。閉外③-2 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，グローブボックス排気設備及

び工程室排気設備の放出経路遮断後にお

けるダンパ出口のダクト内風速を確認す

るため，重大事故に想定される変動範囲

を監視可能な０～50ｍ/s の□1 計測範囲を

有する設計とするとともに，保有数は，

必要数として２台，□1 予備として故障時

及び点検保守による待機除外時のバック

アップを３台の合計５台以上を□1 確保す

る。閉外④-1 

 

外部放出抑制設備は，グローブボック

ス排気設備，工程室排気設備に対して，

当該系統の範囲ごとに重大事故等への対

処に必要な設備を１セット確保する。閉

外④-2 

置する盤の手動操作により駆動動力源の

窒素を供給することで閉止するグローブ

ボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気

閉止ダンパ並びに地下１階の現場にて手

動操作により閉止できるグローブボック

ス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風

機入口手動ダンパを設置することで，多

重性を確保する設計とする。◇6  

 

(ｂ) 悪影響防止 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)①ｂ．悪影響防止」に示す。◇7  

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，グローブボックス排風機入口

手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及

び工程室排気閉止ダンパの操作によって

安全機能を有する施設として使用する系

統構成から重大事故等対処設備としての

系統構成とすることにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。◇6  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，他の設備から独立して単独で

使用可能なことにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。◇6  

 

(ｃ) 個数及び容量 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)② 個数及び容量」に示す。◇7  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，グローブボックス排気設備及

び工程室排気設備の放出経路遮断後にお

けるダンパ出口のダクト内風速を確認す

るため，重大事故に想定される変動範囲

を監視可能な０～50ｍ/s の計測範囲を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として２台，予備として故障時及び

点検保守による待機除外時のバックアッ

プを３台の合計５台以上を確保する。

◇1 ,◇6  

 

 

外部放出抑制設備は，グローブボック

ス排気設備，工程室排気設備に対して，

当該系統の範囲ごとに重大事故等への対

処に必要な設備を１セット確保する。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

仕様となる数量は仕様表

に記載し，基本設計方針

では設計要件となる事項

を述べる記載とした。 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化 
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外部放出抑制設備は，耐熱性を有する

又は火災による温度上昇の影響を受けな

い場所に設置することで，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内におけ

る火災により上昇する温度の影響を考慮

しても，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。閉外⑤-1 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる外部放出抑制設備

の常設重大事故等対処設備，可搬型ダン

パ出口風速計は，第１章共通項目の「8.2 

重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることで重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。閉外⑤-2 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる燃料加工建屋に設置し，風

（台風）等により，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。

閉外⑤-3 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・

貯水所又は第２保管庫・貯水所に保管

し，風（台風）等により，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計と

する。閉外⑤-4 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備及び可搬型ダンパ出口風速計は，

溢水量を考慮し，影響を受けない高さへ

の設置又は保管，被水防護する設計とす

る。閉外⑤-5 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に設置することにより，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。閉外⑤-6 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，内部発生飛散物の影響を考慮

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備は，耐熱性を有する

又は火災による温度上昇の影響を受けな

い場所に設置することで，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内におけ

る火災により上昇する温度の影響を考慮

しても機能を損なわない設計とする。閉

外⑤-1 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる外部放出抑制設備の常設重大事

故等対処設備，可搬型ダンパ出口風速計

は，「ロ．(ト)(２)②ｅ．地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその機能

を損なわない設計とする。閉外⑤-2 

 

 

 

 外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる燃料加工建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

とする。閉外⑤-3 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・

貯水所又は第２保管庫・貯水所に保管

し，風（台風）等により機能を損なわな

い設計とする。閉外⑤-4 

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備及び可搬型ダンパ出口風速計は，

溢水量を考慮し，影響を受けない高さへ

の設置又は保管及び被水防護する設計と

する。閉外⑤-5 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に設置することにより，機能を

損なわない設計とする。閉外⑤-6 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，内部発生飛散物の影響を考慮

(ｄ) 環境条件等 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)③ 環境条件等」に示す。◇7  

 

外部放出抑制設備は，耐熱性を有する

又は火災による温度上昇の影響を受けな

い場所に設置することで，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内におけ

る火災により上昇する温度の影響を考慮

しても機能を損なわない設計とする。◇6  

 

 

 地震を要因として発生した場合に対処

に用いる外部放出抑制設備の常設重大事

故等対処設備は，「イ．(ハ)(１)⑤ 地

震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計」に基づく設計とすることで

その機能を損なわない設計とする。◇6  

 

 

 

 外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる燃料加工建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

とする。◇6  

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，溢水量を考慮し，影響を受け

ない高さへの設置及び被水防護する設計

とする。◇6  

 

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に設置することにより，機能を

損なわない設計とする。◇6  

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる外部放出抑制設備のグロー

ブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排

気閉止ダンパは，地震等により機能が損

なわれる場合，代替設備による機能の確

保，修理の対応により機能を維持する設

計とする。◇6 また，上記機能が確保でき

ない場合に備え，関連する工程を停止す

る等の手順を整備する。閉外⑤-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉外⑤-9（P.43 へ） 

【「等」の解説】 

風（台風）等の詳細は，

「8.2 重大事故等対処設備」

で建屋により損傷を防止する

自然現象の総称として示して

いるため本基本設計方針では

記載しない。（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 

対処に用いる際の状況を

明確に記載 

【許可からの変更点等】 

30 条（重大事故等対処設

備）の設計方針展開を踏

まえた記載の適正化。 

【許可からの変更点等】 

表現の統一化。（以下同

じ） 
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し，燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所

又は第２保管庫・貯水所の内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管すること

により，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。閉外⑤-7 

 

 内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる外部放出抑制

設備のグローブボックス排気閉止ダンパ

及び工程室排気閉止ダンパは，自然現

象，人為事象，溢水，火災及び内部発生

飛散物に対して代替設備による機能の確

保，修理の対応により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とす

る。閉外⑤-8 

また，重大事故等に対処するための機能

が確保できない場合には，関連する工程

を停止すること等を保安規定に定めて，

管理する。閉外⑤-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス

排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入

口手動ダンパ，グローブボックス排気閉

止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，

想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所の選定

として，放射線の影響を受けない異なる

区画又は離れた場所から操作可能な設計

とする。閉外⑤-10 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，想定される重大事故等が発生

した場合においても設置及び常設設備と

の接続に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない場所の選定とし

て，放射線の影響を受けない異なる区画

若しくは離れた場所で操作可能な設計と

するとともに，高性能エアフィルタによ

り MOX 粉末を捕集した後のダクトに接続

口を設けることで接続操作時に汚染が拡

大しないよう考慮することにより，当該

設備の設置及び常設設備との接続が可能

な設計とする。閉外⑤-11 

 

し，燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所

又は第２保管庫・貯水所の内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管すること

により，機能を損なわない設計とする。

閉外⑤-7 

 

 内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる外部放出抑制設備のグロー

ブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排

気閉止ダンパは，自然現象，人為事象，

溢水，火災及び内部発生飛散物に対して

代替設備による機能の確保，修理の対応

により重大事故等に対処するための機能

を損なわない設計とする。閉外⑤-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス

排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入

口手動ダンパ，グローブボックス排気閉

止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，

想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所の選定

として，放射線の影響を受けない異なる

区画又は離れた場所から操作可能な設計

とする。閉外⑤-10 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，想定される重大事故等が発生

した場合においても設置及び常設設備と

の接続に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない場所の選定とし

て，放射線の影響を受けない異なる区画

若しくは離れた場所で操作可能な設計と

するとともに，高性能エアフィルタによ

りＭＯＸ粉末を捕集した後のダクトに接

続口を設けることで接続操作時に汚染が

拡大しないよう考慮することにより，当

該設備の設置及び常設設備との接続が可

能な設計とする。閉外⑤-11 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる外部放出抑制設備の可搬型ダン

パ出口風速計は，「イ．(ハ)(１)⑤ 地

震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計」に基づく設計とすることで

その機能を損なわない設計とする。◇6  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風

速計は，溢水量を考慮し，影響を受けな

い高さへの保管及び被水防護する設計と

する。◇6  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・

貯水所又は第２保管庫・貯水所に保管

し，風（台風）等により機能を損なわな

い設計とする。◇6  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所

又は第２保管庫・貯水所の内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管すること

により，機能を損なわない設計とする。

◇6  

外部放出抑制設備のグローブボックス

排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入

口手動ダンパ，グローブボックス排気閉

止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，

想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所の選定

として，放射線の影響を受けない異なる

区画又は離れた場所から操作可能な設計

とする。◇6  

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，想定される重大事故等が発生

した場合においても設置及び常設設備と

の接続に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない場所の選定とし

て，放射線の影響を受けない異なる区画

若しくは離れた場所で操作可能な設計と

するとともに，高性能エアフィルタによ

りＭＯＸ粉末を捕集した後のダクトに接

続口を設けることで接続操作時に汚染が

拡大しないよう考慮することにより，当

該設備の設置及び常設設備との接続が可

能な設計とする。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉外⑤-9（P.42 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「関連する工程を停止するこ

と等」が指す具体的な内容に

は，全送排風機の停止や全工

程の停止及び火災源を有する

機器の動力電源の遮断の状態

確認(又は，停止等の操作)も

含んでおり，保安規定に基づ

き策定する手順書において明

確化するため，基本設計方針

では等のままとした。 

【許可からの変更点等】 

主語の明確化に伴う記載

の適正化 

【許可からの変更点等】 

表現の統一 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十三条（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備（外部放出抑制設備））（45 / 62） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計と常設ダクトとの接続は，常設ダ

クトに測定口を設けて可搬型ダンパ出口

風速計の検出部を挿入する接続に統一す

ることにより，速やかに，容易かつ確実

に現場での接続が可能な設計とする。閉

外⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認する

ため，外観点検，機能性能確認等が可能

な設計とする。また，当該機能を健全に

維持するため，保修等が可能な設計とす

る。閉外⑦-1 

外部放出抑制設備のグローブボックス

排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入

口手動ダンパ，グローブボックス排気閉

止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，

通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，動作

確認によりダンパの固着がないことの確

認が可能な設計とする。閉外⑦-2 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計と常設ダクトとの接続は，常設ダ

クトに測定口を設けて可搬型ダンパ出口

風速計の検出部を挿入する接続に統一す

ることにより，速やかに，容易かつ確実

に現場での接続が可能な設計とする。閉

外⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認する

ため，外観点検，機能性能確認等が可能

な設計とする。また，当該機能を健全に

維持するため，保修等が可能な設計とす

る。閉外⑦-1 

外部放出抑制設備のグローブボックス

排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入

口手動ダンパ，グローブボックス排気閉

止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，

通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，動作

確認によりダンパの固着がないことの確

認が可能な設計とする。閉外⑦-2 

(ｅ) 操作性の確保 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)④ａ．操作性の確保」に示す。

◇7  

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計と常設ダクトとの接続は，常設ダ

クトに測定口を設けて可搬型ダンパ出口

風速計の検出部を挿入する接続に統一す

ることにより，速やかに，容易かつ確実

に現場での接続が可能な設計とする。◇6  

 

ｄ．主要設備の仕様 

外部放出抑制設備の主要設備を添５第

31 表(１)に，外部放出抑制設備に関連す

るその他設備の概略仕様を添５第 31 表

(３)に，外部放出抑制設備の系統概要図

を添５第 39 図(１)，添５第 39 図(２)，

添５第 40 図(１)及び添５第 40 図(２)に

示す。◇1 ，◇5  

外部放出抑制設備の機器配置概要図を

添５第 44 図(１)及び添５第 44 図(２)に

示す。◇5  

また，重大事故等に対処するために必

要なパラメータに係る計測範囲，重大事

故時のプロセスの変動範囲及び重大事故

等対処設備の個数を添５第 34 表に，重大

事故等に対処するために必要なパラメー

タを計測する設備の計測概要図を添５第

43 図に示す。◇1 ，◇5  

 

ｅ．試験・検査 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)④ｂ．試験・検査性」に示す。

◇7  

外部放出抑制設備の常設重大事故等対

処設備は，通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認する

ため，外観点検，機能性能確認等が可能

な設計とする。また，当該機能を健全に

維持するため，保修等が可能な設計とす

る。 
外部放出抑制設備のグローブボックス

排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入

口手動ダンパ，グローブボックス排気閉

止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，

通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，動作

確認によりダンパの固着がないことの確

認が可能な設計とする。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

詳細な点検・検査及び保

守・修理の方法について

は，保安規定に基づき策定

する施設管理計画において

明確化するため，基本設計

方針では「等」のままとし

た。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十三条（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備（外部放出抑制設備））（46 / 62） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス

給気フィルタ，グローブボックス排気フ

ィルタ，グローブボックス排気フィルタ

ユニット及び工程室排気フィルタユニッ

トは，通常時において，重大事故等に対

処するために必要な機能を確認するた

め，差圧の確認によりフィルタの目詰ま

りがないことの確認が可能な設計とす

る。閉外⑦-3 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認する

ため，外観点検，員数確認，模擬入力に

よる機能，性能の確認及び校正等が可能

な設計とする。また，当該機能を健全に

維持するため，取替えが可能な設計とす

る。閉外⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス

給気フィルタ，グローブボックス排気フ

ィルタ，グローブボックス排気フィルタ

ユニット及び工程室排気フィルタユニッ

トは，通常時において，重大事故等に対

処するために必要な機能を確認するた

め，差圧の確認によりフィルタの目詰ま

りがないことの確認が可能な設計とす

る。閉外⑦-3 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認する

ため，外観点検，員数確認，模擬入力に

よる機能，性能の確認及び校正等が可能

な設計とする。また，当該機能を健全に

維持するため，取替えが可能な設計とす

る。閉外⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

② 主要な設備及び機器の種類及び個数 

b. 重大事故等対処設備 

(a) 外部放出抑制設備 

[常設重大事故等対処設備] 

グローブボックス排気ダクト（設計基準

対象の施設と兼用）（第２表） 

１式□1  

 

 

グローブボックス給気フィルタ（設計基

準対象の施設と兼用）（第２表） 

１式□1  

粒子除去効率 99.97％以上（0.15μmＤ

ＯＰ粒子）／段□1  

 

 

グローブボックス排気フィルタ（設計基

準対象の施設と兼用）（第２表） 

１式□1  

粒子除去効率 99.97％以上（0.15μmＤ

ＯＰ粒子）／段□1  

 

 

グローブボックス排気フィルタユニット

（設計基準対象の施設と兼用）（第２

 外部放出抑制設備のグローブボックス

給気フィルタ，グローブボックス排気フ

ィルタ，グローブボックス排気フィルタ

ユニット及び工程室排気フィルタユニッ

トは，通常時において，重大事故等に対

処するために必要な機能を確認するた

め，差圧の確認によりフィルタの目詰ま

りがないことの確認が可能な設計とす

る。◇6  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認する

ため，外観点検，員数確認等が可能な設

計とする。また，当該機能を健全に維持

するため，取替え等が可能な設計とす

る。◇6  

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口

風速計は，通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認する

ため，模擬入力による機能，性能の確認

及び校正が可能な設計とする。◇6  

 

添５第 31 表(１) 外部放出抑制設備の主

要設備の仕様 

(１) 外部放出抑制設備 

[常設重大事故等対処設備] 

a. グローブボックス排気ダクト（設計基

準対象の施設と兼用）（添５第 39 図

(１)，添５第 39 図(２)，添５第 40 図

(１)及び添５第 40 図(２)） 

数 量 １式◇6  

b. グローブボックス給気フィルタ（設計

基準対象の施設と兼用）（添５第 39 図

(１)，添５第 39 図(２)，添５第 40 図

(１)及び添５第 40 図(２)） 

数 量 １式◇6  

粒子除去効率 99.97％ 以上（0.15μm

ＤＯＰ粒子）／段◇6  

c. グローブボックス排気フィルタ（設計

基準対象の施設と兼用）（添５第 39 図

(１)，添５第 39 図(２)，添５第 40 図

(１)及び添５第 40 図(２)） 

数 量 １式◇6  

粒子除去効率 99.97％ 以上（0.15μm

ＤＯＰ粒子）／段◇6  

d. グローブボックス排気フィルタユニッ

ト（設計基準対象の施設と兼用）（添５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

詳細な点検・検査の方法

については，保安規定に

基づき策定する施設管理

計画において明確化する

ため，基本設計方針では

「等」のままとした。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十三条（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備（外部放出抑制設備））（47 / 62） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
表） 

１式□1  

粒子除去効率 99.97％以上（0.15μmＤ

ＯＰ粒子）／段□1  

 

工程室排気ダクト（設計基準対象の施設

と兼用）（第２表） 

１式□1  

 

 

工程室排気フィルタユニット（設計基準

対象の施設と兼用）（第２表） 

１式□1  

粒子除去効率 99.97％以上（0.15μmＤ

ＯＰ粒子）／段□1  

 

 

グローブボックス排風機入口手動ダンパ

（設計基準対象の施設と兼用）（第２

表） 

２基閉外①-10 

駆動動力源 手動□6  

取付位置 グローブボックス排風機前部

□6  

 

工程室排風機入口手動ダンパ（設計基準

対象の施設と兼用）（第２表） 

２基閉外①-10 

駆動動力源 手動□6  

取付位置 工程室排風機前部□6  

 

 

グローブボックス排気閉止ダンパ 

２基閉外①-10 

駆動動力源 窒素□6  

取付位置 グローブボックス排風機前部

□6  

 

工程室排気閉止ダンパ 

２基閉外①-10 

駆動動力源 窒素□6  

取付位置 工程室排風機前部□6  

 

 

 

 

 

第 39 図(１)，添５第 39 図(２)， 添５ 

第 40 図(１)及び添５ 第 40 図(２)） 

数 量 １式◇6  

粒子除去効率 99.97％ 以上（ 0.15μ

ｍ ＤＯＰ 粒子）／段◇6  

e. 工程室排気ダクト（設計基準対象の施

設と兼用）（添５第 39 図(１)，添５第

39 図(２)，添５第 40 図(１)及び添５ 第

40 図(２)） 

数 量 １式◇6  

f. 工程室排気フィルタユニット（添５第

39 図(１)，添５第 39 図(２)， 添５ 第

40 図(１)及び添５ 第 40 図(２)） 

数 量 １式◇6  

粒子除去効率 99.97％ 以上（ 0.15μ

ｍ ＤＯＰ 粒子）／段◇6  

g. グローブボックス排風機入口手動ダン

パ（設計基準対象の施設と兼用）（添５

第 39 図(１)，添５第 39 図(２)， 添５ 

第 40 図(１)及び添５ 第 40 図(２)） 

数 量 ２基◇6  

駆動動力源 手動◇6  

取付位置 グローブボックス排風機前部

◇6  

h. 工程室排風機入口手動ダンパ（設計基

準対象の施設と兼用）（添５第 39 図

(１)，添５第 39 図(２)，添５第 40 

図(１)及び添５第 40 図(２)） 

数 量 ２基◇6  

駆動動力源 手動◇6  

取付位置 工程室排風機前部◇6  

i. グローブボックス排気閉止ダンパ 

数 量 ２基◇6  

駆動動力源 窒素◇6  

取付位置 グローブボックス排風機前部

◇6  

j. 工程室排気閉止ダンパ 

数 量 ２基◇6  

駆動動力源 窒素◇6  

取付位置 工程室排風機前部◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉外①-10（P.38 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉外①-10（P.38 へ） 

 

 

 

 

 

閉外①-10（P.38 へ） 

 

 

 

 

 

閉外①-10（P.38 へ） 

52



別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十三条（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備（外部放出抑制設備））（48 / 62） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クス（設計基準対象の施設と兼用）（第

１表） 

８基□1  

 

[可搬型重大事故等対処設備] 

可搬型ダンパ出口風速計 

５台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを３台）□1  

計測範囲 ０～50ｍ/s□1  

計測方式 熱式風速計□1  

 

ｋ．重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス（設計基準対象の施設と兼用）

（添５第 31 表(２ )） 

基 数 ８基◇6  

 

[可搬型重大事故等対処設備] 

ａ. 可搬型ダンパ出口風速計 

数 量 ５台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを３ 台）◇6  

計測範囲 ０～50ｍ/s◇6  

計測方式 熱式風速計◇6  
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十三条（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備（放射線管理施設））（49 / 62） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（閉じ込める機能の喪失に対処

するための設備） 

 

 

 

 

 

 

第三十三条 プルトニウムを取

り扱う加工施設には，加工規則

第二条の二第二号に掲げる重大

事故の拡大を防止するために必

要な次に掲げる重大事故等対処

設備が設けられていなければな

らない。 

 

一 核燃料物質等の飛散又は漏

えいを防止し，飛散又は漏えい

した核燃料物質等を回収するた

めに必要な設備 閉工① 

 

二 核燃料物質等を閉じ込める

機能を回復するために必要な設

備 

 

（閉工②から⑥は技術基準規則

第三十条への適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

6.1 放射線管理施設の基本方針 

6.1.2 代替モニタリング設備 

 

 

(1) 工程室放射線計測設備 

 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

の拡大防止対策のうち，代替消火設備，

代替火災感知設備及び外部放出抑制設備

を用いた一連の対策が完了した後，工程

室内の気相中における放射性物質の濃度

を計測することで，工程室内雰囲気が安

定した状態であることを確認するために

必要な核燃料物質等の回収に使用する重

大事故等対処設備として，工程室放射線

計測設備を設ける設計とする。閉工①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程室放射線計測設備は，可搬型ダス

トサンプラ及びアルファ・ベータ線用サ

ーベイメータで構成する。閉工①-2 

 

 

工程室放射線計測設備は，核燃料物質

等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対

策のうち，代替消火設備，代替火災感知

設備及び外部放出抑制設備を用いた一連

の対策が完了し，工程室内雰囲気が安定

した状態であることを確認した後に，ウ

エス等の資機材により MOX 粉末を回収す

ることから，当該作業の着手判断とし

て，可搬型ダストサンプラにより，工程

室内の気相中の MOX 粉末を捕集し，アル

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び

設備 

(イ) 気体廃棄物の廃棄設備 

(１) 構造 

① 概要 

ｂ．重大事故等対処設備 

 (ｃ) 工程室放射線計測設備 

 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

の拡大防止対策のうち，代替消火設備，

代替火災感知設備及び外部放出抑制設備

を用いた一連の対策が完了した後，工程

室内の気相中における放射性物質の濃度

を計測することで，工程室内雰囲気が安

定した状態であることを確認するために

必要な核燃料物質等の回収に使用する重

大事故等対処設備を保管する。閉工①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程室放射線計測設備は，可搬型ダス

トサンプラ及びアルファ・ベータ線用サ

ーベイメータで構成する。閉工①-2 

 

 

工程室放射線計測設備は，核燃料物質

等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対

策のうち，代替消火設備，代替火災感知

設備及び外部放出抑制設備を用いた一連

の対策が完了し，工程室内雰囲気が安定

した状態であることを確認した後に，ウ

エス等の資機材によりＭＯＸ粉末を回収

することから，当該作業の着手判断とし

て，可搬型ダストサンプラにより，工程

室内の気相中のＭＯＸ粉末を捕集し，ア

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設 

(イ) 気体廃棄物の廃棄設備 

(２) 重大事故等対処施設 

 

 

 

③ 工程室放射線計測設備 

ａ．概要 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

の拡大防止対策のうち，代替消火設備，

代替火災感知設備及び外部放出抑制設備

を用いた一連の対策が完了した後，工程

室内の気相中における放射性物質の濃度

を計測することで，工程室内雰囲気が安

定した状態であることを確認するために

必要な核燃料物質等の回収に使用する重

大事故等対処設備を保管する。◇6  

 

ｂ．系統構成及び主要設備 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

の拡大防止対策のうち，代替消火設備，

代替火災感知設備及び外部放出抑制設備

を用いた一連の対策が完了した後，工程

室内の気相中における放射性物質の濃度

を計測することで，工程室内雰囲気が安

定した状態であることを確認するために

必要な設備として，工程室放射線計測設

備を設ける。閉工①-1 

 

(ａ) 系統構成 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合の重大事故等対処設備と

して，工程室放射線計測設備を使用す

る。閉工①-1 

 

 

工程室放射線計測設備は，可搬型ダス

トサンプラ及びアルファ・ベータ線用サ

ーベイメータで構成する。◇6  

 

(ｂ) 主要設備 

工程室放射線計測設備は，核燃料物質

等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対

策のうち，代替消火設備，代替火災感知

設備及び外部放出抑制設備を用いた一連

の対策が完了し，工程室内雰囲気が安定

した状態であることを確認した後に，ウ

エス等の資機材によりＭＯＸ粉末を回収

することから，当該作業の着手判断とし

て，可搬型ダストサンプラにより，工程

室内の気相中のＭＯＸ粉末を捕集し，ア

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「核燃料物質等」については事業

許可基準規則及び技術基準規則に

基づく用語として「等」のままと

した。（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 

設工認において工程室放

射線計測設備を設ける設

計とする旨の冒頭宣言と

して記載を適正化した。 

【「等」の解説】 

MOX 粉末の舞い上がりが生

じない資機材として，ウエ

ス，ビニルバッグ，テープ

といった一般的な物を示す

記載として「等」のままと

した。 
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ファ・ベータ線用サーベイメータによ

り，放射性物質の濃度を計測すること

で，工程室内雰囲気が安定した状態であ

ることを確認できる設計とする。閉工①-

3 

 

可搬型ダストサンプラ及びアルファ・

ベータ線用サーベイメータは,充電池又は

乾電池を使用する設計とする。閉工①-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，故障時のバックアップを

含めて必要な数量を燃料加工建屋から 100

ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部

保管エリアに分散して保管することで位

置的分散を図る設計とする。閉工② 

 

 

 

 

 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，他の設備から独立して単

独で使用可能なことにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。閉工③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラは，工程室内の放射性物質濃度

の測定に必要な容量の充電池又は乾電池

を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として１台，予備として故障

時のバックアップを１台の合計２台以上

を確保する設計とする。閉工④-1 

 

 

ルファ・ベータ線用サーベイメータによ

り，放射性物質の濃度を計測すること

で，工程室内雰囲気が安定した状態であ

ることを確認できる設計とする。閉工①-

3 

 

可搬型ダストサンプラ及びアルファ・

ベータ線用サーベイメータは,充電池又は

乾電池を使用する設計とする。閉工①-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，故障時のバックアップを

含めて必要な数量を燃料加工建屋から 100

ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部

保管エリアに分散して保管することで位

置的分散を図る。閉工② 

 

 

 

 

 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，他の設備から独立して単

独で使用可能なことにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。閉工③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラは，工程室内の放射性物質濃度

の測定に必要な容量の充電池又は乾電池

を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として１台，予備として故障

時のバックアップを１台の合計２台以上

を確保する。閉工④-1 

 

 

ルファ・ベータ線用サーベイメータによ

り，放射性物質の濃度を計測すること

で，工程室内雰囲気が安定した状態であ

ることを確認できる設計とする。◇6  

 

 

可搬型ダストサンプラ及びアルファ・

ベータ線用サーベイメータは，充電池又

は乾電池を使用する設計とする。◇6  

 

ｃ．設計方針 

(ａ) 共通要因故障に対する考慮 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)①ａ．共通要因故障に対する考

慮」に示す。◇7  

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，故障時バックアップを含

めて必要な数量を燃料加工建屋から 100ｍ

以上の離隔距離を確保した複数の外部保

管エリアに分散して保管することで位置

的分散を図る。◇6  

 

(ｂ) 悪影響防止 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)①ｂ．悪影響防止」に示す。◇7  

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，他の設備から独立して単

独で使用可能なことにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。◇6  

 

 

 

(ｃ) 個数及び容量 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)② 個数及び容量」に示す。◇7  

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラは，工程室内の放射性物質濃度

の測定に必要な容量の充電池又は乾電池

を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として１台，予備として故障

時のバックアップを１台の合計２台以上

を確保する。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化（以下同じ） 
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工程室放射線計測設備のアルファ・ベ

ータ線用サーベイメータは，工程室内の

放射性物質濃度の測定に必要な計測範囲

を有するとともに，十分な容量の充電池

又は乾電池を有する設計とする。また，

保有数は，必要数並びに予備として故障

時のバックアップを含め，十分な台数を

確保する設計とする。閉工④-2 

 

 

 

 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる工程室放射線計測

設備の可搬型ダストサンプラ及びアルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータは，第１

章共通項目の「8.2 重大事故等対処設

備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることで重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。閉

工⑤-1 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，外部からの衝撃による損

傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管

庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所に保

管し，風（台風）等により，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。閉工⑤-2 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，溢水量を考慮し，影響を

受けない高さへの保管，被水防護する設

計とする。閉工⑤-3 

 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，内部発生飛散物の影響を

考慮し，第１保管庫・貯水所又は第２保

管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。閉工⑤-4 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，想定される重大事故等が

工程室放射線計測設備のアルファ・ベ

ータ線用サーベイメータは，工程室内の

放射性物質濃度の測定に必要な容量の充

電池又は乾電池を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数として１台，□1
予備として故障時のバックアップを１台

の合計２台以上□1 を確保する。閉工④-2 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる工程室放射線計測設備の可搬型

ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線

用サーベイメータは，「ロ．(ト)(２)②

ｅ．地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計」に基づく設計とする

ことでその機能を損なわない設計とす

る。閉工⑤-1 

 

 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，外部からの衝撃による損

傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管

庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所に保

管し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。閉工⑤-2 

 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，溢水量を考慮し，影響を

受けない高さへの保管及び被水防護する

設計とする。閉工⑤-3 

 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，内部発生飛散物の影響を

考慮し，第１保管庫・貯水所又は第２保

管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。閉工⑤-4 

 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，想定される重大事故等が

工程室放射線計測設備のアルファ・ベ

ータ線用サーベイメータは，工程室内の

放射性物質濃度の測定に必要な容量の充

電池又は乾電池を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数として１台，予

備として故障時のバックアップを１台の

合計２台以上を確保する。◇1 ,◇6  

 

(ｄ) 環境条件等 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)③ 環境条件等」に示す。◇7  

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる工程室放射線計測設備の可搬型

ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線

用サーベイメータは，「イ．(ハ)(１)⑤ 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。◇6  

 

 

 工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，溢水量を考慮し，影響を

受けない高さへの保管及び被水防護する

設計とする。◇6  

 

 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，外部からの衝撃による損

傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管

庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所に保

管し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。◇6  

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，内部発生飛散物の影響を

考慮し，第１保管庫・貯水所又は第２保

管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。◇6  

 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

必要な仕様として計測範

囲について追記した。 

【許可からの変更点等】 

仕様となる数量は仕様表

に記載し，基本設計方針

では設計要件となる事項

を述べる記載とした。 

【許可からの変更点等】 

表現の統一化。（以下同

じ） 

【「等」の解説】 

風（台風）等の詳細は，

「8.2 重大事故等対処設備」

で建屋により損傷を防止する

自然現象の総称として示して

いるため本基本設計方針では

記載しない。 

【許可からの変更点等】 

30 条（重大事故等対処設

備）の設計方針展開を踏

まえた記載の適正化。 
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発生した場合においても設置に支障がな

いように，線量率の高くなるおそれの少

ない場所の選定として，放射線の影響を

受けない異なる区画若しくは離れた場所

で操作可能な設計により，当該設備の設

置が可能な設計とする。閉工⑤-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，通常時において，重大事

故等に対処するために必要な機能を確認

するため，外観点検，機能性能確認等が

可能な設計とする。また，当該機能を健

全に維持するため，取替え等が可能な設

計とする。閉工⑥-1 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラは，通常時において，重大事故

等に対処するために必要な機能を確認す

るため，動作確認が可能な設計とする。

閉工⑥-2 

 

工程室放射線計測設備のアルファ・ベ

ータ線用サーベイメータは，通常時にお

いて，重大事故等に対処するために必要

な機能を確認するため，外観点検，模擬

入力による機能，性能の確認及び校正が

可能な設計とする。閉工⑥-3 

発生した場合においても設置に支障がな

いように，線量率の高くなるおそれの少

ない場所の選定として，放射線の影響を

受けない異なる区画若しくは離れた場所

で操作可能な設計により，当該設備の設

置が可能な設計とする。閉工⑤-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，通常時において，重大事

故等に対処するために必要な機能を確認

するため，外観点検，機能性能確認等が

可能な設計とする。また，当該機能を健

全に維持するため，取替え等が可能な設

計とする。閉工⑥-1 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラは，通常時において，重大事故

等に対処するために必要な機能を確認す

るため，動作確認が可能な設計とする。

閉工⑥-2 

 

工程室放射線計測設備のアルファ・ベ

ータ線用サーベイメータは，通常時にお

いて，重大事故等に対処するために必要

な機能を確認するため，外観点検，模擬

入力による機能，性能の確認及び校正が

可能な設計とする。閉工⑥-3 

 

ベイメータは，想定される重大事故等が

発生した場合においても設置に支障がな

いように，線量率の高くなるおそれの少

ない場所の選定として，放射線の影響を

受けない異なる区画若しくは離れた場所

で操作可能な設計により，当該設備の設

置が可能な設計とする。◇6  

 

(ｅ) 操作性の確保 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)④ａ．操作性の確保」に示す。

◇7  

 

ｄ．主要設備の仕様 

工程室放射線計測設備の主要設備を添

５第 33 表に，工程室放射線計測設備の系

統概要図を添５第 42 図に示す。◇1 ，◇5  

また，重大事故等に対処するために必

要なパラメータに係る計測範囲，重大事

故時のプロセスの変動範囲及び重大事故

等対処設備の個数を添５第 34 表に示す。

◇1  

 

ｅ．試験・検査 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)④ｂ．試験・検査性」に示す。

◇7  

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータは，通常時において，重大事

故等に対処するために必要な機能を確認

するため，外観点検，機能性能確認等が

可能な設計とする。また，当該機能を健

全に維持するため，取替え等が可能な設

計とする。◇6  

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラは，通常時において，重大事故

等に対処するために必要な機能を確認す

るため，動作確認が可能な設計とする。

◇6  

 

工程室放射線計測設備のアルファ・ベ

ータ線用サーベイメータは，通常時にお

いて，重大事故等に対処するために必要

な機能を確認するため，外観点検，模擬

入力による機能，性能の確認及び校正が

可能な設計とする。◇6  

【「等」の解説】 

詳細な点検・検査及び保守・

修理の方法については，保安

規定に基づき策定する施設管

理計画において明確化するた

め，基本設計方針では「等」

のままとした。 
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②主要な設備・機器の種類 

b. 重大事故等対処設備 

(c) 工程室放射線計測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型ダストサンプラ 

２台（予備として故障時のバックアッ

プを１台）□1  

アルファ・ベータ線用サーベイメータ 

２台（予備として故障時のバックアッ

プを１台）□1  

計測範囲 B.G～100Kmin-1（アルファ

線）□1  

B.G～300Kmin-1（ベータ線）□1  

種 類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーショ

ン式検出器□1  

プラスチックシンチレーション式検出

器□1  

 

添５第 33 表 工程室放射線計測設備の主

要設備の仕様 

(１) 工程室放射線計測設備 

[可搬型重大事故等対処設備] 

a. 可搬型ダストサンプラ 

数 量 ２台（予備として故障時のバッ

クアップを１台）◇6  

b. アルファ・ベータ線用サーベイメータ 

数 量 ２台（予備として故障時のバッ

クアップを１台）◇6  

計測範囲 B.G～100Kmin-1（アルファ

線）◇6  

B.G～300Kmin-1（ベータ線）◇6  

種 類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーショ

ン式検出器◇6  

プラスチックシンチレーション式検出

器◇6  
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（閉じ込める機能の喪失に対処

するための設備） 

 

 

 

 

 

 

第三十三条 プルトニウムを取

り扱う加工施設には，加工規則

第二条の二第二号に掲げる重大

事故の拡大を防止するために必

要な次に掲げる重大事故等対処

設備が設けられていなければな

らない。 

 

一 核燃料物質等の飛散又は漏

えいを防止し，飛散又は漏えい

した核燃料物質等を回収するた

めに必要な設備  

 

二 核燃料物質等を閉じ込める

機能を回復するために必要な設

備 閉グ① 

 

（閉グ②から⑦は技術基準規則

第三十条への適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計

方針 

5.1.1 気体廃棄物の廃棄設備 

5.1.1.2 重大事故等対処設備 

(2) 代替グローブボックス排気設備 

 

核燃料物質等の回収の一環として，グ

ローブボックス排気設備の排気機能を回

復し，工程室からグローブボックス排気

経路への気流を確保することで，工程室

内の MOX 粉末を回収する際の作業環境を

確保するために必要な閉じ込める機能の

回復に使用する重大事故等対処設備とし

て，代替グローブボックス排気設備を設

ける設計とする。閉グ①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備は，グ

ローブボックス排気ダクト，グローブボ

ックス給気フィルタ，グローブボックス

排気フィルタ，可搬型排風機付フィルタ

ユニット，可搬型フィルタユニット及び

可搬型ダクトで構成する。閉グ①-2 

 

 

 

 

 

 

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び

設備 

(イ) 気体廃棄物の廃棄設備 

(１) 構造 

① 概要 

ｂ．重大事故等対処設備 

 (ｂ) 代替グローブボックス排気設備 

 

核燃料物質等の回収の一環として，グ

ローブボックス排気設備の排気機能を回

復し，工程室からグローブボックス排気

経路への気流を確保することで，工程室

内のＭＯＸ粉末を回収する際の作業環境

を確保するために必要な閉じ込める機能

の回復に使用する重大事故等対処設備を

設置及び保管する。閉グ①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備は，グ

ローブボックス排気設備のグローブボッ

クス排気ダクト，グローブボックス給気

フィルタ及びグローブボックス排気フィ

ルタ，可搬型排風機付フィルタユニッ

ト，可搬型フィルタユニット並びに可搬

型ダクトで構成する。閉グ①-2 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である

第１軽油貯槽及び第２軽油貯槽（以下

「軽油貯槽」という。）を常設重大事故

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設 

 

(イ) 気体廃棄物の廃棄設備 

 

 

(２) 重大事故等対処施設 

② 代替グローブボックス排気設備 

ａ．概要 

核燃料物質等の回収の一環として，グ

ローブボックス排気設備の排気機能を回

復し，工程室からグローブボックス排気

経路への気流を確保することで，工程室

内のＭＯＸ粉末を回収する際の作業環境

を確保するために必要な閉じ込める機能

の回復に使用する重大事故等対処設備を

設置及び保管する。◇6  

 

ｂ．系統構成及び主要設備 

核燃料物質等の回収の一環として，設

計基準対象の施設であるグローブボック

ス排風機の復旧等に時間を要することが

想定されるため，可搬型排風機付フィル

タユニット等により工程室からグローブ

ボックス排気経路への気流を確保するこ

とでグローブボックス排気設備の排気機

能を回復し，工程室内のＭＯＸ粉末を回

収する際の作業環境を確保するために必

要な設備として，代替グローブボックス

排気設備を設ける。閉グ①-1 

 

(ａ) 系統構成 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合の重大事故等対処設備と

して，代替グローブボックス排気設備，

代替モニタリング設備の一部，代替試料

分析関係設備の一部，代替電源設備の一

部及び補機駆動用燃料補給設備の一部を

使用する。◇2 ，◇3 ，◇6  

 

代替グローブボックス排気設備は，グ

ローブボックス排気設備のグローブボッ

クス排気ダクト，グローブボックス給気

フィルタ及びグローブボックス排気フィ

ルタ，可搬型排風機付フィルタユニッ

ト，可搬型フィルタユニット並びに可搬

型ダクトで構成する。◇6  

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油貯槽を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

設工認において代替グロー

ブボックス排気設備を設け

る設計とする旨の冒頭宣言

として記載を適正化した。 

【「等」の解説】 

「核燃料物質等」については事業

許可基準規則及び技術基準規則に

基づく用語として「等」のままと

した。（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化。 
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グローブボックス排気ダクト，グロー

ブボックス給気フィルタ及びグローブボ

ックス排気フィルタは，常設重大事故等

対処施設と位置付け，設計基準対象の施

設のグローブボックス排気設備の一部と

兼用する設計とする。閉グ①-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備は，核

燃料物質等の回収の一環として，設計基

準対象の施設であるグローブボックス排

風機の復旧等に時間を要することが想定

されるため，可搬型排風機付フィルタユ

ニット，可搬型フィルタユニット及び可

搬型ダクトを敷設及び接続し，可搬型ダ

クト及びグローブボックス排気設備を接

続した後，可搬型排風機付フィルタユニ

ットを運転することで，工程室からグロ

ーブボックス排気経路への気流を確保す

るとともに，可搬型排風機付フィルタユ

ニット及び可搬型フィルタユニットに内

蔵する合計４段の高性能エアフィルタに

より MOX 粉末を捕集できる設計とする。

閉グ①-4 

等対処設備として設置する。□2  

 

代替モニタリング設備の一部である可

搬型排気モニタリング設備，代替試料分

析関係設備の一部である可搬型放出管理

分析設備，代替電源設備の一部である燃

料加工建屋可搬型発電機，可搬型分電盤

及び可搬型電源ケーブル並びに補機駆動

用燃料補給設備の一部である軽油用タン

クローリを可搬型重大事故等対処設備と

して配備する。□2 ，□3  

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する

グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトの一部，グローブボッ

クス給気フィルタの一部及びグローブボ

ックス排気フィルタの一部並びに重大事

故の発生を仮定するグローブボックス□5

（第１表）□1 を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。閉グ①-3 

 

 

代替モニタリング設備については

「ヘ．(ロ)(１) 放射線監視設備」に，

代替試料分析関係設備については「ヘ．

(ロ)(２) 試料分析関係設備」に，□3 代

替電源設備については「ト．(イ)(３) 

所内電源設備」に，補機駆動用燃料補給

設備については「ト．(イ)(４) 補機駆

動用燃料補給設備」に示す。□2  

 

 

代替グローブボックス排気設備は，核

燃料物質等の回収の一環として，設計基

準対象の施設であるグローブボックス排

風機の復旧等に時間を要することが想定

されるため，可搬型排風機付フィルタユ

ニット，可搬型フィルタユニット及び可

搬型ダクトを敷設及び接続し，可搬型ダ

クト及びグローブボックス排気設備を接

続した後，可搬型排風機付フィルタユニ

ットを運転することで，工程室からグロ

ーブボックス排気経路への気流を確保す

るとともに，可搬型排風機付フィルタユ

ニット及び可搬型フィルタユニットに内

蔵する合計４段の高性能エアフィルタに

よりＭＯＸ粉末を捕集できる設計とす

る。閉グ①-4 

 

 

代替モニタリング設備の一部である可

搬型排気モニタリング設備，代替試料分

析関係設備の一部である可搬型放出管理

分析設備，代替電源設備の一部である燃

料加工建屋可搬型発電機，可搬型分電盤

及び可搬型電源ケーブル並びに補機駆動

用燃料補給設備の一部である軽油用タン

クローリを可搬型重大事故等対処設備と

して配備する。◇2 ，◇3  

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する

グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトの一部，グローブボッ

クス給気フィルタの一部及びグローブボ

ックス排気フィルタの一部並びに重大事

故の発生を仮定するグローブボックス

（添５第 32 表(２)）を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。◇1 ,◇6  

 

 

代替モニタリング設備，代替試料分析

関係設備については「ヘ．(ロ)(４)① 

系統構成」に，◇3 代替電源設備について

は「ト．(イ)(３)②ｄ．系統構成」に，

補機駆動用燃料補給設備については

「ト．(イ)(４)④ 系統構成」に示す。

◇2  

 

 

 

(ｂ) 主要設備 

代替グローブボックス排気設備は，核

燃料物質等の回収の一環として，設計基

準対象の施設であるグローブボックス排

風機の復旧等に時間を要することが想定

されるため，可搬型排風機付フィルタユ

ニット，可搬型フィルタユニット及び可

搬型ダクトを敷設及び接続し，可搬型ダ

クト及びグローブボックス排気設備を接

続した後，可搬型排風機付フィルタユニ

ットを運転することで，工程室からグロ

ーブボックス排気経路への気流を確保す

るとともに，可搬型排風機付フィルタユ

ニット及び可搬型フィルタユニットに内

蔵する合計４段の高性能エアフィルタに

よりＭＯＸ粉末を捕集できる設計とす

る。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

設計基準対象の施設であ

る換気設備全般を指して

おり，例示として代表的

な機器を示す記載として

「等」のままとした。 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化。 
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 代替グローブボックス排気設備は，設

計基準対象の施設のグローブボックス排

気設備の排気機能を回復することで，グ

ローブボックスから間接的に工程室内の

空気も排気することが可能であるため，

グローブボックス排気設備の排気機能の

み回復する設計とする。閉グ①-5 

 

代替グローブボックス排気設備は，排

気により放出される放射性物質の濃度を

測定するための放射線管理施設の可搬型

排気モニタリング設備を接続できる設計

とする。 

なお，放射線監視設備に係る設計方針

については，第 2章 個別項目の「6.放

射線管理施設」に示す。 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニットは，代替電

源設備の燃料加工建屋可搬型発電機の給

電により駆動する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備は，共通要因によ

ってグローブボックス排気設備と同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう

に，グローブボックス排気設備が設置さ

れる燃料加工建屋から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，燃料加工建屋にも保管するこ

とで位置的分散を図る設計とする。燃料

加工建屋に保管する場合はグローブボッ

クス排気設備と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る設計とする。閉グ

② 

 

 

 

 

 

 代替グローブボックス排気設備は，設

計基準対象の施設のグローブボックス排

気設備の排気機能を回復することで，グ

ローブボックスから間接的に工程室内の

空気も排気することが可能であるため，

グローブボックス排気設備の排気機能の

み回復する設計とする。閉グ①-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニットは，代替電

源設備の燃料加工建屋可搬型発電機の給

電により駆動し，燃料加工建屋可搬型発

電機の運転に必要な燃料は，補機駆動用

燃料補給設備から補給が可能な□2 設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備は，共通要因によ

ってグローブボックス排気設備と同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう

に，グローブボックス排気設備が設置さ

れる燃料加工建屋から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，燃料加工建屋にも保管するこ

とで位置的分散を図る。燃料加工建屋内

に保管する場合はグローブボックス排気

設備と異なる場所に保管することで位置

的分散を図る。閉グ② 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備は，設

計基準対象の施設のグローブボックス排

気設備の排気機能を回復することで，グ

ローブボックスから間接的に工程室内の

空気も排気することが可能であるため，

グローブボックス排気設備の排気機能の

み回復する設計とする。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニットは，代替電

源設備の燃料加工建屋可搬型発電機の給

電により駆動し，燃料加工建屋可搬型発

電機の運転に必要な燃料は，補機駆動用

燃料補給設備から補給が可能な設計とす

る。◇2 ,◇6  

 

ｃ．設計方針 

(ａ) 共通要因故障に対する考慮 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)①ａ．共通要因故障に対する考

慮」に示す。◇7  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備は，共通要因によ

ってグローブボックス排気設備と同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう

に，グローブボックス排気設備が設置さ

れる燃料加工建屋から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，燃料加工建屋にも保管するこ

とで位置的分散を図る。燃料加工建屋内

に保管する場合はグローブボックス排気

設備と異なる場所に保管することで位置

的分散を図る。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

他条文との記載の横並び

のため。 

【許可からの変更点等】 

文章の適正化 

【許可からの変更点等】 

可搬型排気モニタリング設備

を使用するために，代替グロ

ーブボックス排気設備に必要

な設計方針であるため追記し

た。 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化（以下同じ） 
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代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，グローブボック

ス排気ダクトに設置するダンパ操作によ

って安全機能を有する施設として使用す

る系統構成から重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。閉

グ③-1 

 

 

 

屋外に保管する代替グローブボックス

排気設備の可搬型ダクトは，竜巻により

飛来物とならないよう必要に応じて固縛

等の措置を講じることで他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。閉グ③-2 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニットは，回転体

が飛散することを防ぐことで他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。閉グ③-

3 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニットは，MOX 粉末

を可搬型排風機付フィルタユニット及び

可搬型フィルタユニットの高性能エアフ

ィルタで捕集しつつ，可搬型ダクトを介

して，外部に放出するために必要な排気

風量を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数並びに予備として故障時及

び点検保守による待機除外時のバックア

ップを含め，十分な台数を確保する設計

とする。閉グ④-1 

 

 

また，代替グローブボックス排気設備

の可搬型フィルタユニットの保有数は，

必要数並びに予備として故障時及び点検

保守による待機除外時のバックアップを

含め，十分な台数を確保する設計とす

る。閉グ④-2 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，グローブボック

ス排気ダクトに設置するダンパ操作によ

って安全機能を有する施設として使用す

る系統構成から重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。閉

グ③-1 

 

 

 

屋外に保管する代替グローブボックス

排気設備の可搬型ダクトは，竜巻により

飛来物とならないよう必要に応じて固縛

等の措置をとることで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。閉グ③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニットは，ＭＯＸ

粉末を可搬型排風機付フィルタユニット

及び可搬型フィルタユニットの高性能エ

アフィルタで捕集しつつ，可搬型ダクト

を介して，外部に放出するために必要な

排気風量を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として１台，□1 予備と

して故障時及び点検保守による待機除外

時のバックアップを２台の合計３台以上

□1 を確保する。閉グ④-1 

 

また，代替グローブボックス排気設備

の可搬型フィルタユニットは，保有数

は，必要数として１台，□1 予備として故

障時及び点検保守による待機除外時のバ

ックアップ２台の合計３台以上□1 を確保

 

(ｂ) 悪影響防止 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)①ｂ．悪影響防止」に示す。◇7  

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，グローブボック

ス排気ダクトに設置するダンパ操作によ

って安全機能を有する施設として使用す

る系統構成から重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。◇6  

 

 

 

屋外に保管する代替グローブボックス

排気設備の可搬型ダクトは，竜巻により

飛来物とならないよう必要に応じて固縛

等の措置をとることで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。◇6  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニットは，回転体

が飛散することを防ぐことで他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。閉グ③-

3 

 

(ｃ) 個数及び容量 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)② 個数及び容量」に示す。◇7  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニットは，ＭＯＸ

粉末を可搬型排風機付フィルタユニット

及び可搬型フィルタユニットの高性能エ

アフィルタで捕集しつつ，可搬型ダクト

を介して，外部に放出するために必要な

排気風量を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として１台，予備とし

て故障時及び点検保守による待機除外時

のバックアップを２台の合計３台以上を

確保する。◇1 ,◇6  

 

 

また，代替グローブボックス排気設備

の可搬型フィルタユニットの保有数は，

必要数として１台，予備として故障時及

び点検保守による待機除外時のバックア

ップ２台の合計３台以上を確保する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「固縛等の措置」が指す内容

は保管状況によって異なり，

個々の内容は添付書類に示す

ため，基本設計方針では

「等」のままとした。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 

文章の適正化 

【許可からの変更点等】 

仕様となる数量は仕様表

に記載し，基本設計方針

では設計要件となる事項

を述べる記載とした。 

【許可からの変更点等】 

文章の適正化 
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 代替グローブボックス排気設備は，グ

ローブボックス排気設備に対して，当該

系統の範囲ごとに重大事故等への対処に

必要な設備を１セット確保する設計とす

る。閉グ④-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる代替グローブボッ

クス排気設備の常設重大事故等対処設

備，可搬型重大事故等対処設備は，第１

章共通項目の「8.2 重大事故等対処設

備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることで重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。閉

グ⑤-1 

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる燃料加工建屋に

設置し，風（台風）等により，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。閉グ⑤-2 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニット及び可搬型

フィルタユニットは，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる燃料加工建屋，第

１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水

所に保管し，風（台風）等により，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。閉グ⑤-3 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトは，外部からの衝撃による損傷

を防止できる燃料加工建屋に設置し，風

（台風）等により，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする

か，又は風（台風）及び竜巻に対して，

風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，収納するコンテナ等に対して転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計

する。閉グ④-2 

 

代替グローブボックス排気設備は，グ

ローブボックス排気設備に対して，当該

系統の範囲ごとに重大事故等への対処に

必要な設備を１セット確保する。閉グ④-

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替グローブボックス排気設備

の常設重大事故等対処設備，可搬型重大

事故等対処設備は，「ロ．(ト)(２)②

ｅ．地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計」に基づく設計とする

ことでその機能を損なわない設計とす

る。閉グ⑤-1 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる燃料加工建屋に

設置し，風（台風）等により機能を損な

わない設計とする。閉グ⑤-2 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニット及び可搬型

フィルタユニットは，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる燃料加工建屋，第

１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水

所に保管し，風（台風）等により機能を

損なわない設計とする。閉グ⑤-3 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトは，外部からの衝撃による損傷

を防止できる燃料加工建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

とするか，又は風（台風）及び竜巻に対

して，風（台風）及び竜巻による風荷重

を考慮し，収納するコンテナ等に対して

転倒防止，固縛等の措置を講じて保管す

る設計とする。閉グ⑤-4 

◇1 ,◇6  

 

代替グローブボックス排気設備は，グ

ローブボックス排気設備に対して，当該

系統の範囲ごとに重大事故等への対処に

必要な設備を１セット確保する。◇6  

 

 

 

 

 

(ｄ) 環境条件等 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)③ 環境条件等」に示す。◇7  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替グローブボックス排気設備

の常設重大事故等対処設備は，「イ．

(ハ)(１)⑤ 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。◇6  

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる燃料加工建屋に

設置し，風（台風）等により機能を損な

わない設計とする。◇6  

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，溢水量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置及び被

水防護する設計とする。◇6  

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，内部発生飛散物

の影響を受けない場所に設置することに

より，機能を損なわない設計とする。◇6  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替グローブボックス排気設備

の可搬型重大事故等対処設備は，「イ．

(ハ)(１)⑤ 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「コンテナ等」が指す

保管方法の内容，「転

倒防止，固縛等」が指

す保管方法に応じた措

置の内容については添

付書類に示すため，基

本設計方針では「等」

のままとした。 

【許可からの変更点等】 

表現の統一化。（以下同

じ） 

【「等」の解説】 

風（台風）等の詳細は，

「8.2 重大事故等対処設備」

で建屋により損傷を防止する

自然現象の総称として示して

いるため本基本設計方針では

記載しない。 
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とする。閉グ⑤-4 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備，可搬型排風機付フ

ィルタユニット及び可搬型フィルタユニ

ットは，溢水量を考慮し，影響を受けな

い高さへの設置又は保管，被水防護する

設計とする。閉グ⑤-5 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，内部発生飛散物

の影響を考慮し，内部発生飛散物の影響

を受けない場所に設置することにより，

重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。閉グ⑤-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニット及び可搬型

フィルタユニットは，内部発生飛散物の

影響を考慮し，燃料加工建屋，第１保管

庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。

閉グ⑤-7 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトは，内部発生飛散物の影響を考

慮し，燃料加工建屋の内部発生飛散物の

影響を受けない場所に保管することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。閉グ⑤-8 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備，可搬型排風機付フ

ィルタユニット及び可搬型フィルタユニ

ットは，溢水量を考慮し，影響を受けな

い高さへの設置又は保管及び被水防護す

る設計とする。閉グ⑤-5 

 

 

 

 

 

 代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，内部発生飛散物

の影響を考慮し，内部発生飛散物の影響

を受けない場所に設置することにより，

機能を損なわない設計とする。閉グ⑤-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニット及び可搬型

フィルタユニットは，内部発生飛散物の

影響を考慮し，燃料加工建屋，第１保管

庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設

計とする。閉グ⑤-7 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトは，内部発生飛散物の影響を考

慮し，燃料加工建屋の内部発生飛散物の

影響を受けない場所に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。閉グ

⑤-8 

 

 

 

 

 

 

計とする。◇6  

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニット及び可搬型

フィルタユニットは，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる燃料加工建屋，第

１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水

所に保管し，風（台風）等により機能を

損なわない設計とする。◇6  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトは，外部からの衝撃による損傷

を防止できる燃料加工建屋に保管し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

とする。◇6  

 

 代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトは，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を

考慮し，収納するコンテナ等に対して転

倒防止，固縛等の措置を講じて保管する

設計とする。◇6  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニット及び可搬型

フィルタユニットは，溢水量を考慮し，

影響を受けない高さへの保管及び被水防

護する設計とする。◇6  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型排風機付フィルタユニット及び可搬型

フィルタユニットは，内部発生飛散物の

影響を考慮し，燃料加工建屋，第１保管

庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設

計とする。◇6  

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトは，内部発生飛散物の影響を考

慮し，燃料加工建屋の内部発生飛散物の

影響を受けない場所に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

30 条（重大事故等対処設

備）の設計方針展開を踏

まえた記載の適正化。 
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代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス排気ダクトの系統に設置す

るダンパの操作は，想定される重大事故

等が発生した場合においても操作に支障

がないように，線量率の高くなるおそれ

の少ない場所の選定として，放射線の影

響を受けない異なる区画若しくは離れた

場所から操作可能な設計とする。閉グ⑤-

9 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても設置

及び常設設備との接続に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない場

所の選定として，放射線の影響を受けな

い異なる区画若しくは離れた場所で操作

可能な設計により，当該設備の設置及び

常設設備との接続が可能な設計とする。

閉グ⑤-10 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトと代替グローブボックス排気設

備のグローブボックス排気ダクトとの接

続は，フランジ接続に統一することによ

り，速やかに，容易かつ確実に現場での

接続が可能な設計とする。閉グ⑥-1 

 

代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス排気ダクトは，通常時に使

用する系統から速やかに切り替えること

ができるよう，系統に必要なダンパを設

ける設計とし，それぞれ簡易な接続及び

ダンパの操作により安全機能を有する施

設の系統から重大事故等対処設備の系統

に速やかに切り替えられる設計とする。

閉グ⑥-2 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトは，容易かつ確実に接続でき，

かつ，複数の系統が相互に使用すること

ができるよう，フランジ接続又はより簡

便な接続方式を用いる設計とする。閉グ

⑥-3 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス排気ダクトの系統に設置す

るダンパの操作は，想定される重大事故

等が発生した場合においても操作に支障

がないように，線量率の高くなるおそれ

の少ない場所の選定として，放射線の影

響を受けない異なる区画若しくは離れた

場所から操作可能な設計とする。閉グ⑤-

9 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても設置

及び常設設備との接続に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない場

所の選定として，放射線の影響を受けな

い異なる区画若しくは離れた場所で操作

可能な設計により，当該設備の設置及び

常設設備との接続が可能な設計とする。

閉グ⑤-10 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトと代替グローブボックス排気設

備のグローブボックス排気ダクトとの接

続は，フランジ接続に統一することによ

り，速やかに，容易かつ確実に現場での

接続が可能な設計とする。閉グ⑥-1 

 

代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス排気ダクトは，通常時に使

用する系統から速やかに切り替えること

ができるよう，系統に必要なダンパを設

ける設計とし，それぞれ簡易な接続及び

ダンパの操作により安全機能を有する施

設の系統から重大事故等対処設備の系統

に速やかに切り替えられる設計とする。

閉グ⑥-2 

 

 代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトは，容易かつ確実に接続でき，

かつ，複数の系統が相互に使用すること

ができるよう，フランジ接続又はより簡

便な接続方式を用いる設計とする。閉グ

⑥-3 

 

 

 

 代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス排気ダクトの系統に設置す

るダンパの操作は，想定される重大事故

等が発生した場合においても操作に支障

がないように，線量率の高くなるおそれ

の少ない場所の選定として，放射線の影

響を受けない異なる区画若しくは離れた

場所から操作可能な設計とする。◇6  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても設置

及び常設設備との接続に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない場

所の選定として，放射線の影響を受けな

い異なる区画若しくは離れた場所で操作

可能な設計により，当該設備の設置及び

常設設備との接続が可能な設計とする。

◇6  

 

 

(ｅ) 操作性の確保 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)④ａ．操作性の確保」に示す。

◇7  

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトと代替グローブボックス排気設

備のグローブボックス排気ダクトとの接

続は，フランジ接続に統一することによ

り，速やかに，容易かつ確実に現場での

接続が可能な設計とする。◇6  

 

代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス排気ダクトは，通常時に使

用する系統から速やかに切り替えること

ができるよう，系統に必要なダンパを設

ける設計とし，それぞれ簡易な接続及び

ダンパの操作により安全機能を有する施

設の系統から重大事故等対処設備の系統

に速やかに切り替えられる設計とする。

◇6  

代替グローブボックス排気設備の可搬

型ダクトは，容易かつ確実に接続でき，

かつ，複数の系統が相互に使用すること

ができるよう，フランジ接続又はより簡

便な接続方式を用いる設計とする。◇6  
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代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，外観点検，機能性

能確認等が可能な設計とする。また，当

該機能を健全に維持するため，保修等が

可能な設計とする。閉グ⑦-1 

 

代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス給気フィルタ及びグローブ

ボックス排気フィルタは，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，差圧の確認により

フィルタの目詰まりがないことの確認が

可能な設計とする。閉グ⑦-2 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，外観点検，員数確

認，動作確認等が可能な設計とする。ま

た，当該機能を健全に維持するため，保

修等が可能な設計とする。閉グ⑦-3 

 

 

可搬型ダクトを使用した代替グローブ

ボックス排気設備のグローブボックス排

気ダクトの接続口は，通常時において，

重大事故等に対処するために必要な機能

を確認するため，外観の確認が可能な設

計とする。閉グ⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，外観点検，機能性

能確認等が可能な設計とする。また，当

該機能を健全に維持するため，保修等が

可能な設計とする。閉グ⑦-1 

 

代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス給気フィルタ及びグローブ

ボックス排気フィルタは，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，差圧の確認により

フィルタの目詰まりがないことの確認が

可能な設計とする。閉グ⑦-2 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，外観点検，員数確

認，動作確認等が可能な設計とする。ま

た，当該機能を健全に維持するため，分

解点検等が可能な設計とする。閉グ⑦-3 

 

 

可搬型ダクトを使用した代替グローブ

ボックス排気設備のグローブボックス排

気ダクトの接続口は，通常時において，

重大事故等に対処するために必要な機能

を確認するため，外観の確認が可能な設

計とする。閉グ⑦-4 

 

 

 

ｄ．主要設備の仕様 

代替グローブボックス排気設備の主要

設備を添５第 32 表(１)に，代替グローブ

ボックス排気設備に関連するその他設備

の概略仕様を添５第 32 表(３)から添５第

32 表(５)に，代替グローブボックス排気

設備の系統概要図を添５第 41 図(１)及び

添５第 41 図(２)に示す。◇1 ，◇5  

代替グローブボックス排気設備の機器

配置概要図を添５第 44 図(１)及び添５第

44 図(２)に示す。◇5  

 

ｅ．試験・検査 

基本方針については，「イ．

(ハ)(１)④ｂ．試験・検査性」に示す。

◇7  

代替グローブボックス排気設備の常設

重大事故等対処設備は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，外観点検，機能性

能確認等が可能な設計とする。また，当

該機能を健全に維持するため，保修等が

可能な設計とする。◇6  

 

 代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス給気フィルタ及びグローブ

ボックス排気フィルタは，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，差圧の確認により

フィルタの目詰まりがないことの確認が

可能な設計とする。◇6  

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，外観点検，員数確

認，動作確認等が可能な設計とする。ま

た，当該機能を健全に維持するため，分

解点検等が可能な設計とする。◇6  

 

可搬型ダクトを使用した代替グローブ

ボックス排気設備のグローブボックス排

気ダクトの接続口は，通常時において，

重大事故等に対処するために必要な機能

を確認するため，外観の確認が可能な設

計とする。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

許可記載の「分解点検等」

の意味は「保修等」に包含

されるため，他設備との統

一を考慮し，「保修等」と

した。 

【「等」の解説】 

詳細な点検・検査及び保

守・修理の方法について

は，保安規定に基づき策

定する施設管理計画にお

いて明確化するため，基

本設計方針では「等」の

ままとした。 

【「等」の解説】 

詳細な点検・検査及び保

守・修理の方法について

は，保安規定に基づき策

定する施設管理計画にお

いて明確化するため，基

本設計方針では「等」の

ままとした。 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十三条（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備（代替グローブボックス排気設備））（62 / 62） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
②主要な設備・機器の種類 

b. 重大事故等対処設備 

(b) 代替グローブボックス排気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

グローブボックス排気ダクト（設計基準

対象の施設と兼用）（第３表） 

１式□1  

 

グローブボックス給気フィルタ（設計基

準対象の施設と兼用）（第３表） 

１式□1  

 

グローブボックス排気フィルタ（設計基

準対象の施設と兼用）（第３表） 

１式□1  

 

重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クス（設計基準対象の施設と兼用）（第

１表） 

８基□1  

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型排風機付フィルタユニット 

３台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを２台）□1  

粒子除去効率 99.97％以上（0.15μmＤ

ＯＰ粒子）／段□1  

容 量 約 1100m3/h/台□1  

 

 

可搬型フィルタユニット 

３台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを２台）□1  

粒子除去効率 99.97％以上（0.15μmＤ

ＯＰ粒子）／段□1  

可搬型ダクト １式□1  

添５第 32 表(１) 代替グローブボックス

排気設備の主要設備の仕様 

(１) 代替グローブボックス排気設備 

[常設重大事故等対処設備] 

a. グローブボックス排気ダクト（設計基

準対象の施設と兼用）（添５第 41 図(１)

及び添５第 41 図(２)） 

数 量 １式◇6  

b. グローブボックス給気フィルタ（設計

基準対象の施設と兼用）（添５第 41 図

(１)及び添５第 41 図(２)） 

数 量 １式◇6  

c. グローブボックス排気フィルタ（設計

基準対象の施設と兼用）（添５第 41 図

(１)及び添５第 41 図(２)） 

数 量 １式◇6  

d. 重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックス（設計基準対象の施設と兼用）

（添５第 32 表(２)） 

基 数 ８基◇6  

 

[可搬型重大事故等対処設備] 

a. 可搬型排風機付フィルタユニット 

種 類 遠心式，高性能エアフィルタ１

段内蔵形◇6  

数 量 ３台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを２台） 

粒子除去効率 99.97％ 以上（0.15μｍ 

ＤＯＰ粒子）／段◇6  

容 量 約 1100m3/h/台◇6  

b. 可搬型フィルタユニット 

種 類 高性能エアフィルタ３段内蔵形 

数 量 ３台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを２台） 

粒子除去効率 99.97％以上（0.15μｍ

ＤＯＰ粒子）／段◇6  

c. 可搬型ダクト 

数 量 １式◇6  
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別紙１② 

第三十三条（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備（共通項目）） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

閉共

① 

核燃料物質等の飛散又は漏えい

を防止し，飛散又は漏えいした核

燃料物質等を回収するために必

要な設備の概要 

技術基準規則（第 33 条）の要求

事項を受けている内容 
１項１号 － b 

閉共

② 

核燃料物質等を閉じ込める機能

を回復するために必要な設備の

概要 

技術基準規則（第 33 条）の要求

事項を受けている内容 １項２号 － b 

閉成

① 

グローブボックスを放出経路

の遮断に使用するために必要

な設備設計 

技術基準規則（第 33 条）の要求

事項を受けている内容 １項１号 － b 

閉成

② 

グローブボックスを閉じ込め

る機能の回復に使用するため

に必要な設備設計 

技術基準規則（第 33 条）の要求

事項を受けている内容 １項２号 － b 

閉成

③ 
環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 33 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（30 条１項２号） 
－ d 

閉火

① 

火災の確認をするために必要

な設備設計 

技術基準規則（第 33 条）の要求

事項を受けている内容 
１項１号 － b 

閉火

② 

共通要因故障に対する考慮に

関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 33 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（30 条２項） 

（30 条３項６号） 

－ d 

閉火

③ 
悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 33 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（30 条１項６号） 
－ d 

閉火

④ 
個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 33 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（30 条１項１号） 
－ a,c 

閉火

⑤ 
環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 33 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（30 条１項２号） 

（30 条３項３号） 

－ a,d 

閉火

⑥ 
操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 33 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（30 条１項３号） 

（30 条３項１号） 

－ d 
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閉火

⑦ 
試験・検査の確保に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 33 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（30 条１項４号） 
－ d 

閉消

① 

火災の消火をするために必要

な設備設計 

技術基準規則（第 33 条）の要求

事項を受けている内容 
１項１号 － b,e 

閉消

② 

共通要因故障に対する考慮に

関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 33 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（30 条２項） 
－ d 

閉消

③ 
悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 33 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（30 条１項６号） 
－ d 

閉消

④ 
個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 33 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（30 条１項１号） 
－ a,c 

閉消

⑤ 
環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 33 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（30 条１項２号） 

（30 条１項７号） 

－ a,d 

閉消

⑥ 
試験・検査の確保に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 33 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（30 条１項４号） 
－ d 

閉外

① 

放出経路の遮断をするために

必要な設備設計 

技術基準規則（第 33 条）の要求事

項を受けている内容 
１項１号 － a,b,e 

閉外

② 

共通要因故障に対する考慮に

関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 33 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（30 条２項） 

（30 条３項６号） 

－ d 

閉外

③ 
悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 33 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（30 条１項６号） 
－ d 

閉外

④ 
個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 33 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（30 条１項１号） 
－ a,c 

閉外

⑤ 
環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

－ 

（30 条１項２号） 
－ d 
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則（第 33 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

（30 条１項７号） 

（30 条３項３号） 

閉外

⑥ 
操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 33 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（30 条１項３号） 
－ d 

閉外

⑦ 
試験・検査の確保に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 33 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（30 条１項４号） 
－ d 

閉工

① 

核燃料物質等の回収をするた

めに必要な設備設計 

技術基準規則（第 33 条）の要求事

項を受けている内容 
１項１号 － b 

閉工

② 

共通要因故障に対する考慮に

関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 33 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（30 条３項６号） 
－ d 

閉工

③ 
悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 33 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（30 条１項６号） 
－ d 

閉工

④ 
個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 33 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（30 条１項１号） 
－ a,c 

閉工

⑤ 
環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 33 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（30 条１項２号） 

（30 条３項３号） 

－ d 

閉工

⑥ 
試験・検査の確保に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 33 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（30 条１項４号） 
－ d 

閉グ

① 

閉じ込める機能の回復をする

ために必要な設備設計 

技術基準規則（第 33 条）の要求事

項を受けている内容 
１項２号 － a,b,e,f 

閉グ

② 

共通要因故障に対する考慮に

関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 33 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（30 条３項６号） 
－ d 

閉グ

③ 
悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 33 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（30 条１項６号） 
－ d 
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閉グ

④ 
個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 33 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（30 条１項１号） 
－ a,c 

閉グ

⑤ 
環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 33 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（30 条１項２号） 

（30 条１項７号） 

（30 条３項３号） 

－ d 

閉グ

⑥ 
操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 33 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（30 条１項３号） 

（30 条１項５号） 

（30 条３項１号） 

－ d 

閉グ

⑦ 
試験・検査の確保に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 33 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（30 条１項４号） 
－ d 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  設備仕様 仕様表にて記載する。 a 

□2  電源設備に関する事項 
第 36 条電源設備にて説明する内容であるため，記載しな

い。 
－ 

□3  監視測定設備に関する事項 
第 37 条監視測定設備にて説明する内容であるため，記載

しない。 
－ 

□4  
成形施設として記載不要な事

項 

外部放出抑制設備，代替グローブボックス排気設備の項

目に記載する方針であり，成形施設の項目には記載しな

い。 

－ 

□5  成形施設にて展開する事項 
成形施設の項目に記載する方針であり，外部放出抑制設

備の項目には記載しない。 
－ 

□6  添付書類にて展開する事項 

外部放出抑制設備のダンパの駆動方式及び取付位置につ

いては添付書類の説明書にて記載する内容であるため，

記載しない。 

h 

３．事業変更許可申請書の添五のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  設備仕様 仕様表にて記載する。 a 

◇2  電源設備に関する事項 
第 36 条電源設備にて説明する内容であるため，記載しな

い。 
－ 

◇3  監視測定設備に関する事項 
第 37 条監視測定設備にて説明する内容であるため，記載

しない。 
－ 
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◇4  
成形施設として記載不要な事

項 

外部放出抑制設備，代替グローブボックス排気設備の項

目に記載する方針であり，成形施設の項目には記載しな

い。 

－ 

◇5  系統図等 
添付書類の系統図，配置図，構造図等にて記載する内容

であるため，記載しない。 
g 

◇6  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の

記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

◇7  
第 30条からの展開事項の基本

方針 

本条文にて第 30条「重大事故等対処設備」に関連する

設計方針を展開しているが、基本方針については第 30

条の基本設計方針にて記載する。 

d 

◇8  成形施設にて展開する事項 

外部放出抑制設備，代替グローブボックス排気設備の項

目に記載する方針であり，成形施設の項目には記載しな

い。 

－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 仕様表 

b Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書 

c Ⅴ－１－１－３ 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

d 
Ⅴ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書 

e 
Ⅴ－１－５－１ 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説

明書 

f Ⅴ－１－６－１－２ 代替電源設備の出力の決定に関する説明書 

g 

Ⅴ－２－３ 系統図 

Ⅴ－２－４ 配置図 

Ⅴ－２－５ 構造図 

h Ⅴ－１－４ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 

 

 

72



令和５年２月 28 日 Ｒ３ 

別紙２ 

基本設計方針を踏まえた添付書類の

記載及び申請回次の展開 

73



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
4.　閉じ込めの機能
4.3　閉じ込める機能の喪失に対処するための設備
　MOX燃料加工施設の事業(変更)許可において想定している重大事故は，
核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失であり，露出したMOX粉末を取り扱
い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックス(以下「重大事故の発
生を仮定するグローブボックス」という。)で火災が発生し，設計基準対
象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機
能又はグローブボックス消火装置の消火機能が，外的事象の「地震」又
は内的事象の「動的機器の多重故障」で喪失することにより火災が継続
し，核燃料物質等が火災により発生する気流によって気相中へ移行し，
大気中へ放射性物質が放出されることである。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
1.概要
2.基本方針
2.1　MOX燃料加工施設における重大事故等の対
処
(1)　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の特
徴

【1.概要】
・閉じ込める機能の喪失に対処するための設備
に関する説明書の概要について記載する。
【2.　基本方針】
【2.1(1)　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪
失の特徴】
・MOX燃料加工施設における重大事故の特徴，重
大事故等対処の概要について説明する。

－ － － － － － － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
1.概要
2.基本方針
2.1　MOX燃料加工施
設における重大事故
等の対処
(1)　核燃料物質等を
閉じ込める機能の喪
失の特徴

【1.概要】
・閉じ込める機能の喪失に対処するた
めの設備に関する説明書の概要につい
て記載する。
【2.　基本方針】
【2.1(1)　核燃料物質等を閉じ込める
機能の喪失の特徴】
・MOX燃料加工施設における重大事故
の特徴，重大事故等対処の概要につい
て説明する。

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
2.1　MOX燃料加工施設における重大事故等の対
処
(2)　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対
処

【2.1(2)　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪
失の対処】
・MOX燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ
込める機能の喪失における対処について説明す
る。

－ － － － － － －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
2.1　MOX燃料加工施
設における重大事故
等の対処
(2)　核燃料物質等を
閉じ込める機能の喪
失の対処

【2.1(2)　核燃料物質等を閉じ込める
機能の喪失の対処】
・MOX燃料加工施設における核燃料物
質等を閉じ込める機能の喪失における
対処について説明する。

－ －
Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
1.　概要

【1.　概要】
　代替火災感知設備及び代替消火設備の概要を
記載する。

－ － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
1.　概要

【1.　概要】
　代替火災感知設備及び代替消火設備
の概要を記載する。

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
2.1　MOX燃料加工施設における重大事故等の対
処
(2)　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対
処

【2.1(2)　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪
失の対処】
・MOX燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ
込める機能の喪失における対処について説明す
る。

－ － － － － － －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
2.1　MOX燃料加工施
設における重大事故
等の対処
(2)　核燃料物質等を
閉じ込める機能の喪
失の対処

【2.1(2)　核燃料物質等を閉じ込める
機能の喪失の対処】
・MOX燃料加工施設における核燃料物
質等を閉じ込める機能の喪失における
対処について説明する。

－ －
Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
1.　概要

【1.　概要】
　外部放出抑制設備及び代替グローブボックス
排気設備の概要を記載する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
1.　概要

【1.　概要】
　外部放出抑制設備及び代替グローブ
ボックス排気設備の概要を記載する。

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
2.1　MOX燃料加工施設における重大事故等の対
処
(2)　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対
処

【2.1(2)　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪
失の対処】
・MOX燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ
込める機能の喪失における対処について説明す
る。

－ － － － － － － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
2.1　MOX燃料加工施
設における重大事故
等の対処
(2)　核燃料物質等を
閉じ込める機能の喪
失の対処

【2.1(2)　核燃料物質等を閉じ込める
機能の喪失の対処】
・MOX燃料加工施設における核燃料物
質等を閉じ込める機能の喪失における
対処について説明する。

－ －
Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
1.　概要

【1.　概要】
　外部放出抑制設備及び代替グローブボックス
排気設備の概要を記載する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する
説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
1.　概要

【1.　概要】
工程室放射線計測設備の概要を記載する。

－ － － － － － － － － － －

5

　MOX燃料加工施設は，上記の核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対
処するため，核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し，飛散又は漏えい
した核燃料物質等を回収するとともに，核燃料物質等を閉じ込める機能
を回復するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － － － 〇 － 基本方針 －

6

　閉じ込める機能の喪失に対処するための設備は，重大事故の発生を仮
定するグローブボックス，代替火災感知設備，代替消火設備，外部放出
抑制設備，工程室放射線計測設備及び代替グローブボックス排気設備で
構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － － － 〇 － 基本方針 －

7

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスは，核燃料物質等を閉じ
込める機能の喪失が発生した場合においても，グローブボックスからの
核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。
　なお，重大事故の発生を仮定するグローブボックスの設計方針につい
ては，第2章　個別項目の「1.　成形施設」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
2.2　加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処す
るための設備の基本方針

3.　施設の詳細設計方針
3.1　重大事故の発生を仮定するグローブボック
ス

【2.2　加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処
するための設備の基本方針】
・MOX燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ
込める機能の喪失に対処するための設備の設備
構成，基本方針について説明する。

【3.1　重大事故の発生を仮定するグローブボッ
クス】
・MOX燃料加工施設における露出したMOX粉末を
取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグロー
ブボックスの対象，設置場所，油の保有量につ
いて説明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる
設計の設計方針について説明する。

－ － － － － － － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
2.2　加工施設の閉じ
込める機能の喪失に
対処するための設備
の基本方針

3.　施設の詳細設計
方針
3.1　重大事故の発生
を仮定するグローブ
ボックス

【2.2　加工施設の閉じ込める機能の
喪失に対処するための設備の基本方
針】
・MOX燃料加工施設における核燃料物
質等を閉じ込める機能の喪失に対処す
るための設備の設備構成，基本方針に
ついて説明する。

【3.1　重大事故の発生を仮定するグ
ローブボックス】
・MOX燃料加工施設における露出した
MOX粉末を取り扱い，火災源となる潤
滑油を有するグローブボックスの対
象，設置場所，油の保有量について説
明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑
制できる設計の設計方針について説明
する。

－ －
Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火

【5.　火災の感知及び消火】
・加工施設における核燃料物質等を閉じ込める
機能の喪失の対処として，グローブボックス内
で発生した火災の感知及び消火するための設備
について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.　火災の感知及び
消火

【5.　火災の感知及び消火】
・加工施設における核燃料物質等を閉
じ込める機能の喪失の対処として，グ
ローブボックス内で発生した火災の感
知及び消火するための設備について説
明する。

添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)
第１回申請 第２回申請

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
項目
番号

－

3

また，火災の影響を受けたMOX粉末の外部への放出経路を速やかに遮断す
る対策を実施することにより，外部への放射性物質の放出を低減させ
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 〇 － 基本方針 －

2

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処では，火災の継続時間に
応じて，外部への放射性物質の総放出量が増加するため，速やかに火災
の確認及び消火を実施することにより，外部への放射性物質の放出を低
減させる。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 〇 － 基本方針

4

上記対策後，核燃料物質等を回収するための作業環境を確保するため，
核燃料物質等の閉じ込める機能を回復させるための対策を実施し，工程
室内雰囲気が安定した状態であることを確認した後に核燃料物質の回収
作業を実施する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
2.2　加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処す
るための設備の基本方針

【2.2　加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処
するための設備の基本方針】
・MOX燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ
込める機能の喪失に対処するための設備の設備
構成，基本方針について説明する。

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
2.2　加工施設の閉じ
込める機能の喪失に
対処するための設備
の基本方針

【2.2　加工施設の閉じ込める機能の
喪失に対処するための設備の基本方
針】
・MOX燃料加工施設における核燃料物
質等を閉じ込める機能の喪失に対処す
るための設備の設備構成，基本方針に
ついて説明する。

冒頭宣言

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施
設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又は
グローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認した場合，重大事故
の発生を仮定するグローブボックス内における火災を速やかに確認する
とともに，核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を速やかに
消火するために必要な重大事故等対処設備として，代替火災感知設備及
び代替消火設備を設ける設計とする。
　なお，代替火災感知設備及び代替消火設備の設計方針については，第2
章　個別項目の「7.1.1　火災防護設備」に示す。

8

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
2.2　加工施設の閉じ
込める機能の喪失に
対処するための設備
の基本方針
(1)　グローブボック
ス内で発生した火災
の感知

(2)　グローブボック
ス内で発生した火災
の消火

3.2　グローブボック
ス内で発生した火災
の感知に係る設備

3.3　グローブボック
ス内で発生した火災
の消火に係る設備

【2.2(1)　グローブボックス内で発生
した火災の感知】
・グローブボックス内で発生した火災
の感知するための設備及び設備の基本
方針について説明する。
【2.2(2)　グローブボックス内で発生
した火災の消火】
・グローブボックス内で発生した火災
の消火するための設備及び設備の基本
方針について説明する。
【3.2　グローブボックス内で発生し
た火災の感知に係る設備】
・グローブボックス内で発生した火災
の感知するための設備について説明す
る。詳細については，「Ⅴ-1-1-6　火
災及び爆発の防止に関する説明書」に
て説明することを記載する。
【3.3　グローブボックス内で発生し
た火災の消火に係る設備】
・グローブボックス内で発生した火災
の消火するための設備について説明す
る。
・詳細については，「Ⅴ-1-1-6　火災
及び爆発の防止に関する説明書」にて
説明することを記載する。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-
1-6-1　所内電源設備に関する説明
書」にて説明することを記載する。

〇 － 基本方針 －

【2.2(1)　グローブボックス内で発生した火災
の感知】
・グローブボックス内で発生した火災の感知す
るための設備及び設備の基本方針について説明
する。
【2.2(2)　グローブボックス内で発生した火災
の消火】
・グローブボックス内で発生した火災の消火す
るための設備及び設備の基本方針について説明
する。
【3.2　グローブボックス内で発生した火災の感
知に係る設備】
・グローブボックス内で発生した火災の感知す
るための設備について説明する。詳細について
は，「Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に関する
説明書」にて説明することを記載する。
【3.3　グローブボックス内で発生した火災の消
火に係る設備】
・グローブボックス内で発生した火災の消火す
るための設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発
の防止に関する説明書」にて説明することを記
載する。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-1-6-1　所
内電源設備に関する説明書」にて説明すること
を記載する。

基本方針基本方針

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
2.2　加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処す
るための設備の基本方針
(1)　グローブボックス内で発生した火災の感知

(2)　グローブボックス内で発生した火災の消火

3.2　グローブボックス内で発生した火災の感知
に係る設備

3.3　グローブボックス内で発生した火災の消火
に係る設備

－ － － － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

1

第1章　共通項目
4.　閉じ込めの機能
4.3　閉じ込める機能の喪失に対処するための設備
　MOX燃料加工施設の事業(変更)許可において想定している重大事故は，
核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失であり，露出したMOX粉末を取り扱
い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックス(以下「重大事故の発
生を仮定するグローブボックス」という。)で火災が発生し，設計基準対
象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機
能又はグローブボックス消火装置の消火機能が，外的事象の「地震」又
は内的事象の「動的機器の多重故障」で喪失することにより火災が継続
し，核燃料物質等が火災により発生する気流によって気相中へ移行し，
大気中へ放射性物質が放出されることである。

冒頭宣言

5

　MOX燃料加工施設は，上記の核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対
処するため，核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し，飛散又は漏えい
した核燃料物質等を回収するとともに，核燃料物質等を閉じ込める機能
を回復するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言

6

　閉じ込める機能の喪失に対処するための設備は，重大事故の発生を仮
定するグローブボックス，代替火災感知設備，代替消火設備，外部放出
抑制設備，工程室放射線計測設備及び代替グローブボックス排気設備で
構成する。

冒頭宣言

7

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスは，核燃料物質等を閉じ
込める機能の喪失が発生した場合においても，グローブボックスからの
核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。
　なお，重大事故の発生を仮定するグローブボックスの設計方針につい
ては，第2章　個別項目の「1.　成形施設」に示す。

冒頭宣言

基本設計方針 要求種別
項目
番号

3

また，火災の影響を受けたMOX粉末の外部への放出経路を速やかに遮断す
る対策を実施することにより，外部への放射性物質の放出を低減させ
る。

冒頭宣言

2

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処では，火災の継続時間に
応じて，外部への放射性物質の総放出量が増加するため，速やかに火災
の確認及び消火を実施することにより，外部への放射性物質の放出を低
減させる。

冒頭宣言

4

上記対策後，核燃料物質等を回収するための作業環境を確保するため，
核燃料物質等の閉じ込める機能を回復させるための対策を実施し，工程
室内雰囲気が安定した状態であることを確認した後に核燃料物質の回収
作業を実施する。

冒頭宣言

冒頭宣言

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施
設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又は
グローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認した場合，重大事故
の発生を仮定するグローブボックス内における火災を速やかに確認する
とともに，核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を速やかに
消火するために必要な重大事故等対処設備として，代替火災感知設備及
び代替消火設備を設ける設計とする。
　なお，代替火災感知設備及び代替消火設備の設計方針については，第2
章　個別項目の「7.1.1　火災防護設備」に示す。

8

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

〇 － 基本方針 －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
1.　概要

【1.　概要】
　外部放出抑制設備及び代替グローブ
ボックス排気設備の概要を記載する。

－ － － － － －

〇 － 基本方針 －

Ⅴ-1-5　放射線管理
施設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管
理施設の構成に関す
る説明書並びに計測
範囲及び警報動作範
囲に関する説明書
1.　概要

【1.　概要】
工程室放射線計測設備の概要を記載す
る。

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

第３回申請 第４回申請

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

－ － － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
2.2　加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処す
るための設備の基本方針
(3)　外部への放出経路の遮断，高性能エアフィ
ルタによるMOX粉末の捕集

3.4　外部への放出経路の遮断及び高性能エア
フィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備

【2.2(3)　外部への放出経路の遮断，高性能エ
アフィルタによるMOX粉末の捕集】
・グ(3)　外部への放出経路の遮断するための設
備，核燃料物質を捕集するための高性能エア
フィルタの基本方針について説明する。

【3.4　外部への放出経路の遮断及び高性能エア
フィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備】
・外部への放出経路の遮断及び高性能エアフィ
ルタによるMOX粉末の捕集に係る設備について説
明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書」にて説明することを
記載する。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-1-6-1　所
内電源設備に関する説明書」にて説明すること
を記載する。

－ －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
2.2　加工施設の閉じ
込める機能の喪失に
対処するための設備
の基本方針
(3)　外部への放出経
路の遮断，高性能エ
アフィルタによるMOX
粉末の捕集

3.4　外部への放出経
路の遮断及び高性能
エアフィルタによる
MOX粉末の捕集に係る
設備

【2.2(3)　外部への放出経路の遮断，
高性能エアフィルタによるMOX粉末の
捕集】
・グ(3)　外部への放出経路の遮断す
るための設備，核燃料物質を捕集する
ための高性能エアフィルタの基本方針
について説明する。

【3.4　外部への放出経路の遮断及び
高性能エアフィルタによるMOX粉末の
捕集に係る設備】
・外部への放出経路の遮断及び高性能
エアフィルタによるMOX粉末の捕集に
係る設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性
廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に
て説明することを記載する。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-
1-6-1　所内電源設備に関する説明
書」にて説明することを記載する。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書

2.　基本方針
2.1　気体廃棄物の廃棄設備の基
本方針
2.1.2　重大事故等対処設備
2.1.2.1　外部放出抑制設備の基
本方針

3.施設の詳細設計方針
3.1　気体廃棄物の廃棄設備
3.1.2　重大事故等対処設備
3.1.2.1　外部放出抑制設備

【2.　基本方針】
【2.1　気体廃棄物の廃棄設備の基本方針】
【2.1.2　重大事故等対処設備】
【2.1.2.1　外部放出抑制設備の基本方針】
・核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失に対処
するための外部への放出経路の遮断及び高性能
エアフィルタによるMOX粉末の捕集に関する設備
の基本方針を説明する。

【3.1.2.1　外部放出抑制設備】
　外部放出抑制設備における設備の概要を説明
する。

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書

2.　基本方針
2.1　気体廃棄物の廃
棄設備の基本方針
2.1.2　重大事故等対
処設備
2.1.2.1　外部放出抑
制設備の基本方針

3.施設の詳細設計方
針
3.1　気体廃棄物の廃
棄設備
3.1.2　重大事故等対
処設備
3.1.2.1　外部放出抑
制設備

【2.　基本方針】
【2.1　気体廃棄物の廃棄設備の基本
方針】
【2.1.2　重大事故等対処設備】
【2.1.2.1　外部放出抑制設備の基本
方針】
・核燃料物質等の閉じ込める機能の喪
失に対処するための外部への放出経路
の遮断及び高性能エアフィルタによる
MOX粉末の捕集に関する設備の基本方
針を説明する。

【3.1.2.1　外部放出抑制設備】
　外部放出抑制設備における設備の概
要を説明する。

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
2.2　加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処す
るための設備の基本方針
(4)　核燃料物質等の回収

3.5　核燃料物質等の回収に係る設備

【2.2(4)　核燃料物質等の回収】
・工程室内に飛散した核燃料物質を回収するた
め，工程室内の雰囲気が安定した状態であるこ
とを確認するための設備の基本方針について説
明する。

【3.5　核燃料物質等の回収に係る設備】
・核燃料物質等の回収に係る設備について説明
する。
・詳細については，「Ⅴ-1-5　放射線管理施設
に関する説明書」にて説明することを記載す
る。

－ － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
2.2　加工施設の閉じ
込める機能の喪失に
対処するための設備
の基本方針
(4)　核燃料物質等の
回収

3.5　核燃料物質等の
回収に係る設備

【2.2(4)　核燃料物質等の回収】
・工程室内に飛散した核燃料物質を回
収するため，工程室内の雰囲気が安定
した状態であることを確認するための
設備の基本方針について説明する。

【3.5　核燃料物質等の回収に係る設
備】
・核燃料物質等の回収に係る設備につ
いて説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-5　放射線
管理施設に関する説明書」にて説明す
ることを記載する。

－ －

Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する
説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
2.　基本方針
2.2　重大事故等対処設備に関す
る計測

【2.2　重大事故等対処設備に関する計測】
・閉じ込める機能の喪失の対処として，飛散し
た核燃料物質の回収するための工程室内の雰囲
気を確認するために設ける工程室放射線計測設
備の基本方針について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
2.2　加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処す
るための設備の基本方針
(5)　核燃料物質等を閉じ込める機能の回復

3.6　核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係
る設備

【2.2(5)　核燃料物質等を閉じ込める機能の回
復】
・核燃料物質等の回収の際の作業環境を確保す
るための換気設備の基本方針について説明す
る。

【3.6　核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に
係る設備】
・核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る
設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書」にて説明することを
記載する。
・対処に係る電源，燃料については，「Ⅴ-1-6-
1　所内電源設備に関する説明書」にて説明する
ことを記載する。
・排気により放出される放射線管理施設につい
ては，「Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する説明
書」にて説明することを記載する。

－ － － － － － －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
2.2　加工施設の閉じ
込める機能の喪失に
対処するための設備
の基本方針
(5)　核燃料物質等を
閉じ込める機能の回
復

3.6　核燃料物質等の
閉じ込める機能の回
復に係る設備

【2.2(5)　核燃料物質等を閉じ込める
機能の回復】
・核燃料物質等の回収の際の作業環境
を確保するための換気設備の基本方針
について説明する。

【3.6　核燃料物質等の閉じ込める機
能の回復に係る設備】
・核燃料物質等の閉じ込める機能の回
復に係る設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性
廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に
て説明することを記載する。
・対処に係る電源，燃料については，
「Ⅴ-1-6-1　所内電源設備に関する説
明書」にて説明することを記載する。
・排気により放出される放射線管理施
設については，「Ⅴ-1-5　放射線管理
施設に関する説明書」にて説明するこ
とを記載する。

－ －
Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
2.　基本方針

【2.　基本方針】
・核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失に対処
するための核燃料物質等の閉じ込める機能の回
復に係る設備の基本方針を説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
2.　基本方針

【2.　基本方針】
・核燃料物質等の閉じ込める機能の喪
失に対処するための核燃料物質等の閉
じ込める機能の回復に係る設備の基本
方針を説明する。

機能要求①
機能要求②

予備混合装置グローブボックス 設計方針（装置構造）

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
3.　施設の詳細設計方針
3.1　重大事故の発生を仮定するグローブボック
ス

【3.1　重大事故の発生を仮定するグローブボッ
クス】
・MOX燃料加工施設における露出したMOX粉末を
取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグロー
ブボックスの対象，設置場所，油の保有量につ
いて説明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる
設計の設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － － － －

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.1　成形施設
8.1.1　一次混合設備
(1)　機能

【8.1.1(1)　機能】
・予備混合装置グローブボックスに要求される
機能について説明する。

－ － － － － － － － － － －

13

常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，重大
事故時におけるグローブボックス内の火災により上昇する温度の影響を
考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

設置要求 予備混合装置グローブボックス 設計方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

14

地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故
等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，第１章共通項目の
「8.2　重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

15

常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，外部
からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）
等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 設置要求 予備混合装置グローブボックス

設計方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設

備））
－ － － － － － － － － － － － －

16
常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，溢水
量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護する設計とする。 運用要求

施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置又は
保管，被水防護対策）

基本方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

17
常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，内部
発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等

（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － － － － － － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上の考慮
8.1　成形施設
8.1.1　一次混合設備
(2)　環境条件等

【(2)　環境条件等】
・予備混合装置グローブボックスに要求される
重大事故時の環境条件等に係る設計方針につい
て説明する。

第2章　個別項目
1.成形施設
1.2　粉末調整工程
1.2.1　粉末調整工程の構成
1.2.2　主要設備の系統構成
(2)　一次混合設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボッ
クスである予備混合装置グローブボックスを常設重大事故等対処設備と
位置づけ，重大事故等が発生した場合において，グローブボックスから
の核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。

－基本方針－〇－－基本方針冒頭宣言 基本方針

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施
設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又は
グローブボックス消火装置の消火機能が喪失し，重大事故の発生を仮定
するグローブボックス内において火災が発生及び継続した場合，火災の
影響を受けたMOX粉末がグローブボックス内及び工程室内の気相中に移行
し，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備が外部への放出経路
となり得ることから，速やかに放出経路を遮断するために必要な重大事
故等対処設備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。
　なお，外部放出抑制設備の設計方針については，第2章　個別項目の
「5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備」に示す。

9 －－－

　核燃料物質等の回収については，工程室内雰囲気が安定した状態であ
ることを確認した後に実施するものとし，回収作業時のMOX粉末の舞い上
がりを考慮してサイクロン集塵機等の設備は用いず，ウエス等の資機材
によりMOX粉末を回収することから，核燃料物質等を回収するために必要
な重大事故等対処設備は設けない。ただし，回収作業に着手する判断と
して，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認するために必要
な重大事故等対処設備として，工程室放射線計測設備を設ける設計とす
る。
　なお，工程室放射線計測設備の設計方針については，第2章　個別項目
の「6.1.2　代替モニタリング設備」に示す。

10 －－－－－

基本方針基本方針冒頭宣言

基本方針基本方針冒頭宣言

〇 － 基本方針 －

　核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，核燃料物質等の回収の一環
として，設計基準対象の施設であるグローブボックス排風機の復旧等に
時間を要することが想定されるため，可搬型排風機付フィルタユニット
等をグローブボックス排気設備に接続し，工程室からグローブボックス
排気経路への気流を確保することで工程室内のMOX粉末を回収する際の作
業環境を確保する。これらの可搬型排風機付フィルタユニット等により
工程室内のMOX粉末を回収する際の作業環境を確保するために必要な重大
事故等対処設備として，代替グローブボックス排気設備を設ける設計と
する。
　なお，代替グローブボックス排気設備の設計方針については，第2章
個別項目の「5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備」に示す。

11

12
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

基本設計方針 要求種別
項目
番号

機能要求①
機能要求②

冒頭宣言

13

常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，重大
事故時におけるグローブボックス内の火災により上昇する温度の影響を
考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

設置要求

14

地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故
等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，第１章共通項目の
「8.2　重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

15

常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，外部
からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）
等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 設置要求

16
常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，溢水
量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護する設計とする。 運用要求

17
常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，内部
発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

第2章　個別項目
1.成形施設
1.2　粉末調整工程
1.2.1　粉末調整工程の構成
1.2.2　主要設備の系統構成
(2)　一次混合設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボッ
クスである予備混合装置グローブボックスを常設重大事故等対処設備と
位置づけ，重大事故等が発生した場合において，グローブボックスから
の核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。

冒頭宣言

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施
設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又は
グローブボックス消火装置の消火機能が喪失し，重大事故の発生を仮定
するグローブボックス内において火災が発生及び継続した場合，火災の
影響を受けたMOX粉末がグローブボックス内及び工程室内の気相中に移行
し，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備が外部への放出経路
となり得ることから，速やかに放出経路を遮断するために必要な重大事
故等対処設備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。
　なお，外部放出抑制設備の設計方針については，第2章　個別項目の
「5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備」に示す。

9

　核燃料物質等の回収については，工程室内雰囲気が安定した状態であ
ることを確認した後に実施するものとし，回収作業時のMOX粉末の舞い上
がりを考慮してサイクロン集塵機等の設備は用いず，ウエス等の資機材
によりMOX粉末を回収することから，核燃料物質等を回収するために必要
な重大事故等対処設備は設けない。ただし，回収作業に着手する判断と
して，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認するために必要
な重大事故等対処設備として，工程室放射線計測設備を設ける設計とす
る。
　なお，工程室放射線計測設備の設計方針については，第2章　個別項目
の「6.1.2　代替モニタリング設備」に示す。

10

冒頭宣言

冒頭宣言

　核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，核燃料物質等の回収の一環
として，設計基準対象の施設であるグローブボックス排風機の復旧等に
時間を要することが想定されるため，可搬型排風機付フィルタユニット
等をグローブボックス排気設備に接続し，工程室からグローブボックス
排気経路への気流を確保することで工程室内のMOX粉末を回収する際の作
業環境を確保する。これらの可搬型排風機付フィルタユニット等により
工程室内のMOX粉末を回収する際の作業環境を確保するために必要な重大
事故等対処設備として，代替グローブボックス排気設備を設ける設計と
する。
　なお，代替グローブボックス排気設備の設計方針については，第2章
個別項目の「5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備」に示す。

11

12

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 － 基本方針 －

Ⅴ-1-5　放射線管理
施設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管
理施設の構成に関す
る説明書並びに計測
範囲及び警報動作範
囲に関する説明書
2.　基本方針
2.2　重大事故等対処
設備に関する計測

【2.2　重大事故等対処設備に関する
計測】
・閉じ込める機能の喪失の対処とし
て，飛散した核燃料物質の回収するた
めの工程室内の雰囲気を確認するため
に設ける工程室放射線計測設備の基本
方針について説明する。

〇 予備混合装置グローブボックス －
＜核物質等取扱ボックス＞
・漏れ率

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
3.　施設の詳細設計
方針
3.1　重大事故の発生
を仮定するグローブ
ボックス

【3.1　重大事故の発生を仮定するグ
ローブボックス】
・MOX燃料加工施設における露出した
MOX粉末を取り扱い，火災源となる潤
滑油を有するグローブボックスの対
象，設置場所，油の保有量について説
明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑
制できる設計の設計方針について説明
する。

－ － － － － －

〇 基本方針 － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.1　成形施設
8.1.1　一次混合設備
(1)　機能

【8.1.1(1)　機能】
・予備混合装置グローブボックスに要
求される機能について説明する。

－ － － － － －

〇 予備混合装置グローブボックス － － － － － － － －

〇 基本方針 － － － － － － － －

〇 予備混合装置グローブボックス － － － － － － － －

〇
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置
又は保管，被水防護対策）

－ － － － － － － －

〇 基本方針 － － － － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.1　成形施設
8.1.1　一次混合設備
(2)　環境条件等

【(2)　環境条件等】
・予備混合装置グローブボックスに要
求される重大事故時の環境条件等に係
る設計方針について説明する。

第2回申請と同一

第2回申請と同一

－ － － －－ －

第2回申請と同一

－ － － －

－ － －－

第2回申請と同一

－ －

－ －

第2回申請と同一
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説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

機能要求①
機能要求②

均一化混合装置グローブボックス
造粒装置グローブボックス
添加剤混合装置グローブボックス

設計方針（装置構造）

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
3.　施設の詳細設計方針
3.1　重大事故の発生を仮定するグローブボック
ス

【3.1　重大事故の発生を仮定するグローブボッ
クス】
・MOX燃料加工施設における露出したMOX粉末を
取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグロー
ブボックスの対象，設置場所，油の保有量につ
いて説明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる
設計の設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － － － －

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.1　成形施設
8.1.2　二次混合設備
(1)　機能

【8.1.2(1)　機能】
・均一化混合装置グローブボックス，造粒装置
グローブボックス及び添加剤混合装置グローブ
ボックスに要求される機能について説明する。

－ － － － － － － － － － －

19

常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒
装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスは，重大事
故時におけるグローブボックス内の火災により上昇する温度の影響を考
慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
均一化混合装置グローブボックス
造粒装置グローブボックス
添加剤混合装置グローブボックス

設計方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

20

地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故
等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブ
ボックス及び添加剤混合装置グローブボックスは，第１章共通項目の
「8.2　重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

21

常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒
装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスは，外部か
らの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等
により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
均一化混合装置グローブボックス
造粒装置グローブボックス
添加剤混合装置グローブボックス

設計方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設

備））
－ － － － － － － － － － － － －

22

常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒
装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスは，溢水量
を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護する設計とする。 運用要求

施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置又は
保管，被水防護対策）

基本方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

23

常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒
装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスは，内部発
生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等

（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － － － － － － － － － －

機能要求①
機能要求②

回収粉末処理・混合装置グローブボッ
クス

設計方針（装置構造）

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
3.　施設の詳細設計方針
3.1　重大事故の発生を仮定するグローブボック
ス

【3.1　重大事故の発生を仮定するグローブボッ
クス】
・MOX燃料加工施設における露出したMOX粉末を
取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグロー
ブボックスの対象，設置場所，油の保有量につ
いて説明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる
設計の設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － － － －

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.1　成形施設
8.1.3　スクラップ処理設備
(1)　機能

【8.1.3(1)　機能】
・回収粉末処理・混合装置グローブボックスに
要求される機能について説明する。

－ － － － － － － － － － －

25

常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボック
スは，重大事故時におけるグローブボックス内の火災により上昇する温
度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

設置要求
回収粉末処理・混合装置グローブボッ
クス

設計方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

26

地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故
等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボックスは，第１章
共通項目の「8.2　重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

27

常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボック
スは，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，
風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

設置要求
回収粉末処理・混合装置グローブボッ
クス

設計方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設

備））
－ － － － － － － － － － － － －

28
常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボック
スは，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護する設
計とする。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置又は
保管，被水防護対策）

基本方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

29

常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボック
スは，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設

備））
－ － － － － － － － － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上の考慮
8.1　成形施設
8.1.2　二次混合設備
(2)　環境条件等

【8.1.2(2)　環境条件等】
・均一化混合装置グローブボックス，造粒装置
グローブボックス及び添加剤混合装置グローブ
ボックスに要求される重大事故時の環境条件等
に係る設計方針について説明する。

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.1　成形施設
8.1.3　スクラップ処理設備
(2)　環境条件等

【8.1.3(2)　環境条件等】
・回収粉末処理・混合装置グローブボックスに
要求される重大事故時の環境条件等に係る設計
方針について説明する。

(5)　スクラップ処理設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボッ
クスである回収粉末処理・混合装置グローブボックスを常設重大事故等
対処設備と位置づけ，重大事故等が発生した場合において，グローブ
ボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とす
る。

18

24

(3)　二次混合設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボッ
クスである均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボック
ス及び添加剤混合装置グローブボックスを常設重大事故等対処設備と位
置づけ，重大事故等が発生した場合において，グローブボックスからの
核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。
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基本設計方針 要求種別
項目
番号

機能要求①
機能要求②

冒頭宣言

19

常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒
装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスは，重大事
故時におけるグローブボックス内の火災により上昇する温度の影響を考
慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

20

地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故
等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブ
ボックス及び添加剤混合装置グローブボックスは，第１章共通項目の
「8.2　重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

21

常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒
装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスは，外部か
らの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等
により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

22

常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒
装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスは，溢水量
を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護する設計とする。 運用要求

23

常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒
装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスは，内部発
生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

機能要求①
機能要求②

冒頭宣言

25

常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボック
スは，重大事故時におけるグローブボックス内の火災により上昇する温
度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

設置要求

26

地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故
等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボックスは，第１章
共通項目の「8.2　重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

27

常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボック
スは，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，
風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

設置要求

28
常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボック
スは，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護する設
計とする。

運用要求

29

常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボック
スは，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 冒頭宣言

(5)　スクラップ処理設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボッ
クスである回収粉末処理・混合装置グローブボックスを常設重大事故等
対処設備と位置づけ，重大事故等が発生した場合において，グローブ
ボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とす
る。

18

24

(3)　二次混合設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボッ
クスである均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボック
ス及び添加剤混合装置グローブボックスを常設重大事故等対処設備と位
置づけ，重大事故等が発生した場合において，グローブボックスからの
核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 添加剤混合装置グローブボックス
均一化混合装置グローブボックス
造粒装置グローブボックス

＜核物質等取扱ボックス＞
・漏れ率

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
3.　施設の詳細設計
方針
3.1　重大事故の発生
を仮定するグローブ
ボックス

【3.1　重大事故の発生を仮定するグ
ローブボックス】
・MOX燃料加工施設における露出した
MOX粉末を取り扱い，火災源となる潤
滑油を有するグローブボックスの対
象，設置場所，油の保有量について説
明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑
制できる設計の設計方針について説明
する。

－ － － － － －

〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.1　成形施設
8.1.2　二次混合設備
(1)　機能

【8.1.2(1)　機能】
・均一化混合装置グローブボックス，
造粒装置グローブボックス及び添加剤
混合装置グローブボックスに要求され
る機能について説明する。

－ － － － － －

〇 添加剤混合装置グローブボックス
均一化混合装置グローブボックス
造粒装置グローブボックス

－ － － － － － －

〇 基本方針 基本方針 － － － － － － －

〇 添加剤混合装置グローブボックス
均一化混合装置グローブボックス
造粒装置グローブボックス

－ － － － － － －

〇
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置
又は保管，被水防護対策）

施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置
又は保管，被水防護対策）

－ － － － － － －

〇 基本方針 基本方針 － － － － － － －

〇
回収粉末処理・混合装置グローブ
ボックス

－
＜核物質等取扱ボックス＞
・漏れ率

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
3.　施設の詳細設計
方針
3.1　重大事故の発生
を仮定するグローブ
ボックス

【3.1　重大事故の発生を仮定するグ
ローブボックス】
・MOX燃料加工施設における露出した
MOX粉末を取り扱い，火災源となる潤
滑油を有するグローブボックスの対
象，設置場所，油の保有量について説
明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑
制できる設計の設計方針について説明
する。

－ － － － － －

〇 基本方針 － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.1　成形施設
8.1.3　スクラップ処
理設備
(1)　機能

【8.1.3(1)　機能】
・回収粉末処理・混合装置グローブ
ボックスに要求される機能について説
明する。

－ － － － － －

〇
回収粉末処理・混合装置グローブ
ボックス

－ － － － － － － －

〇 基本方針 － － － － － － － －

〇
回収粉末処理・混合装置グローブ
ボックス

－ － － － － － － －

〇
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置
又は保管，被水防護対策）

－ － － － － － － －

〇 基本方針 － － － － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.1　成形施設
8.1.2　二次混合設備
(2)　環境条件等

【8.1.2(2)　環境条件等】
・均一化混合装置グローブボックス，
造粒装置グローブボックス及び添加剤
混合装置グローブボックスに要求され
る重大事故時の環境条件等に係る設計
方針について説明する。

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.1　成形施設
8.1.3　スクラップ処
理設備
(2)　環境条件等

【8.1.3(2)　環境条件等】
・回収粉末処理・混合装置グローブ
ボックスに要求される重大事故時の環
境条件等に係る設計方針について説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

機能要求①
機能要求②

プレス装置(プレス部)グローブボック
ス

設計方針（装置構造）

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
3.　施設の詳細設計方針
3.1　重大事故の発生を仮定するグローブボック
ス

【3.1　重大事故の発生を仮定するグローブボッ
クス】
・MOX燃料加工施設における露出したMOX粉末を
取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグロー
ブボックスの対象，設置場所，油の保有量につ
いて説明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる
設計の設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － － － －

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.1　成形施設
8.1.4　圧縮成形設備
(1)　機能

【8.1.4(1)　機能】
・プレス装置(プレス部)グローブボックスに要
求される機能について説明する。

－ － － － － － － － － － －

31

常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックス
は，重大事故時におけるグローブボックス内の火災により上昇する温度
の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

設置要求
プレス装置(プレス部)グローブボック
ス

設計方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

32

地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故
等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックスは，第１章共
通項目の「8.2　重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

33

常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックス
は，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風
（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

設置要求
プレス装置(プレス部)グローブボック
ス

設計方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設

備））
－ － － － － － － － － － － － －

34
常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックス
は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護する設計
とする。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置又は
保管，被水防護対策）

基本方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

35
常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックス
は，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等

（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － － － － － － － － － －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
3.　施設の詳細設計方針
3.2　グローブボックス内で発生した火災の感知
に係る設備

【3.2　グローブボックス内で発生した火災の感
知に係る設備】
・グローブボックス内で発生した火災の感知す
るための設備について説明する。詳細について
は，「Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に関する
説明書」にて説明することを記載する。

－ － － － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.3　代替火災感知設備
5.3.1　要求機能及び性能目標

【5.　火災の感知及び消火】
・加工施設における核燃料物質等を閉じ込める
機能の喪失の対処として，グローブボックス内
で発生した火災の感知及び消火するための設備
について説明する。

【5.3　代替火災感知設備】
【5.3.1　要求機能及び性能目標】
・代替火災感知設備に要求される機能，性能目
標について，説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感知設備
(1)　機能

【8.4.1.1(1)　機能】
・代替火災感知設備に要求される機能について
説明する。

－ － － － － － － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.1　成形施設
8.1.4　圧縮成形設備
(2)　環境条件等

【8.1.4(2)　環境条件等】
・プレス装置(プレス部)グローブボックスに要
求される重大事故時の環境条件等に係る設計方
針について説明する。

1.3　ペレット加工工程
1.3.2　主要設備の系統構成
(1)　圧縮成形設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボッ
クスであるプレス装置(プレス部)グローブボックスを常設重大事故等対
処設備と位置づけ，重大事故等が発生した場合において，グローブボッ
クスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。

第2章　個別項目
7.　その他の加工施設
7.1　非常用設備
7.1.1　火災防護設備
7.1.1.2　重大事故等対処設備
7.1.1.2.1　代替火災感知設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，重大
事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源近傍の温度を計測す
ることで，核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を確認し，
消火の実施を判断するために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪
失の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設備として，代替火災感知
設備を設ける設計とする。

30

36 冒頭宣言 基本方針 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

基本設計方針 要求種別
項目
番号

機能要求①
機能要求②

冒頭宣言

31

常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックス
は，重大事故時におけるグローブボックス内の火災により上昇する温度
の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

設置要求

32

地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故
等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックスは，第１章共
通項目の「8.2　重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

33

常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックス
は，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風
（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

設置要求

34
常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックス
は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護する設計
とする。

運用要求

35
常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックス
は，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

1.3　ペレット加工工程
1.3.2　主要設備の系統構成
(1)　圧縮成形設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボッ
クスであるプレス装置(プレス部)グローブボックスを常設重大事故等対
処設備と位置づけ，重大事故等が発生した場合において，グローブボッ
クスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。

第2章　個別項目
7.　その他の加工施設
7.1　非常用設備
7.1.1　火災防護設備
7.1.1.2　重大事故等対処設備
7.1.1.2.1　代替火災感知設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，重大
事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源近傍の温度を計測す
ることで，核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を確認し，
消火の実施を判断するために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪
失の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設備として，代替火災感知
設備を設ける設計とする。

30

36 冒頭宣言

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 －
プレス装置(プレス部)グローブ
ボックス

＜核物質等取扱ボックス＞
・漏れ率

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
3.　施設の詳細設計
方針
3.1　重大事故の発生
を仮定するグローブ
ボックス

【3.1　重大事故の発生を仮定するグ
ローブボックス】
・MOX燃料加工施設における露出した
MOX粉末を取り扱い，火災源となる潤
滑油を有するグローブボックスの対
象，設置場所，油の保有量について説
明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑
制できる設計の設計方針について説明
する。

－ － － － － －

〇 － 基本方針 －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.1　成形施設
8.1.4　圧縮成形設備
(1)　機能

【8.1.4(1)　機能】
・プレス装置(プレス部)グローブボッ
クスに要求される機能について説明す
る。

－ － － － － －

〇 －
プレス装置(プレス部)グローブ
ボックス

－ － － － － － －

〇 － 基本方針 － － － － － － －

〇 －
プレス装置(プレス部)グローブ
ボックス

－ － － － － － －

〇 －
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置
又は保管，被水防護対策）

－ － － － － － －

〇 － 基本方針 － － － － － － －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
3.　施設の詳細設計
方針
3.2　グローブボック
ス内で発生した火災
の感知に係る設備

【3.2　グローブボックス内で発生し
た火災の感知に係る設備】
・グローブボックス内で発生した火災
の感知するための設備について説明す
る。詳細については，「Ⅴ-1-1-6　火
災及び爆発の防止に関する説明書」に
て説明することを記載する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.　火災の感知及び
消火
5.3　代替火災感知設
備
5.3.1　要求機能及び
性能目標

【5.　火災の感知及び消火】
・加工施設における核燃料物質等を閉
じ込める機能の喪失の対処として，グ
ローブボックス内で発生した火災の感
知及び消火するための設備について説
明する。

【5.3　代替火災感知設備】
【5.3.1　要求機能及び性能目標】
・代替火災感知設備に要求される機
能，性能目標について，説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(1)　機能

【8.4.1.1(1)　機能】
・代替火災感知設備に要求される機能
について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.1　成形施設
8.1.4　圧縮成形設備
(2)　環境条件等

【8.1.4(2)　環境条件等】
・プレス装置(プレス部)グローブボッ
クスに要求される重大事故時の環境条
件等に係る設計方針について説明す
る。

〇 － 基本方針 －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

37

　代替火災感知設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内
の火災源近傍に設置する測温抵抗体及び中央監視室に設置する端子盤を
有する火災状況確認用温度計並びに火災状況確認用温度計で計測した火
災源近傍の温度を表示する火災状況確認用温度表示装置及び可搬型グ
ローブボックス温度表示端末で構成する。代替火災感知設備のうち，火
災状況確認用温度表示装置を1台設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － － － － － － － － －

38

　代替火災感知設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内
における火災を確認し，遠隔消火装置による消火の実施を判断するた
め，火災状況確認用温度計及び火災状況確認用温度計に接続して設置す
る火災状況確認用温度表示装置の組合せにより，中央監視室にて重大事
故の発生を仮定するグローブボックス内における火災源近傍の温度を確
認できる設計とする。

機能要求①
設置要求

火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置
可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（系統構成） － － － － － － － － － － － － －

39

　火災状況確認用温度表示装置を使用できない場合は，火災状況確認用
温度計に中央監視室から可搬型グローブボックス温度表示端末を接続す
ることで，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災
源近傍の温度を確認できる設計とする。

機能要求①
火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置
可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（系統構成） － － － － － － － － － － － － －

40
　可搬型グローブボックス温度表示端末は，乾電池を使用する設計とす
る。 機能要求① 可搬型グローブボックス温度表示端末 設計方針（系統構成） － － － － － － － － － － － － －

41
　火災状況確認用温度表示装置は，充電池を使用する設計とする。

機能要求① 火災状況確認用温度表示装置 設計方針（系統構成） － － － － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.3　代替火災感知設備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・共通要因故障の考慮（給電方式の多様化）に
ついて説明する。 － － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感知設備
(2)　共通要因故障に対する考慮

【8.4.1.1(2)　共通要因故障に対する考慮】
・代替火災感知設備に要求される共通要因故障
に対する考慮に係る設計方針について説明す
る。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.3　代替火災感知設備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・共通要因故障の考慮（独立性）について説明
する。 － － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感知設備
(2)　共通要因故障に対する考慮

【8.4.1.1(2)　共通要因故障に対する考慮】
・代替火災感知設備に要求される共通要因故障
に対する考慮に係る設計方針について説明す
る。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.3　代替火災感知設備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・共通要因故障の考慮（可搬型設備の位置的分
散）について説明する。 － － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感知設備
(2)　共通要因故障に対する考慮

【8.4.1.1(2)　共通要因故障に対する考慮】
・代替火災感知設備に要求される共通要因故障
に対する考慮に係る設計方針について説明す
る。

－ － － － － － － － － － －

設計方針（悪影響防止） － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.3　代替火災感知設備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・悪影響防止（系統分離）について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感知設備
(3)　悪影響防止

【8.4.1.1(3)　悪影響防止】
・代替火災感知設備に要求される悪影響防止に
係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

機能要求①

　代替火災感知設備の火災状況確認用温度計は，重大事故等発生前（通
常時）の離隔若しくは分離された状態からコネクタ接続により重大事故
等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及
ぼさない設計とする。

45

設計方針（共通要因故障
に対する考慮等）

設計方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置
可搬型グローブボックス温度表示端末

機能要求①

　代替火災感知設備は，環境条件を考慮することに加え，内蔵する充電
池の給電により動作する火災状況確認用温度表示装置又は乾電池の給電
により動作する可搬型グローブボックス温度表示端末で火災源近傍の温
度を確認できる設計とすることで，非常用所内電源設備の給電により動
作する火災防護設備のグローブボックス温度監視装置に対して給電方式
の多様性を図る設計とする。

42

設計方針（共通要因故障
に対する考慮等）

火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置
可搬型グローブボックス温度表示端末

機能要求①

　また，火災状況確認用温度計で計測した火災源近傍の温度は火災状況
確認用温度表示装置に表示することで確認できる設計とするとともに，
静的機器のみで構成する火災状況確認用温度計に可搬型グローブボック
ス温度表示端末を接続することにより，計測した火災源近傍の温度を確
認できる設計とすることで，火災防護設備のグローブボックス温度監視
装置に対して独立性を有する設計とする。

43

可搬型グローブボックス温度表示端末設置要求

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，共通要
因によって火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災
感知設備の常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損なわれるおそ
れがないように，火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代
替火災感知設備の常設重大事故等対処設備が設置される建屋から100ｍ以
上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，燃料加工
建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。燃料加工建屋に
保管する場合は火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替
火災感知設備の常設重大事故等対処設備と異なる場所に保管することで
位置的分散を図る設計とする。

44

火災状況確認用温度計

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.3.2　機能設計
5.3.3　構造強度設計

【5.3.2　機能設計】
・代替火災感知設備の構成，設置条件等の設備
の設計方針を説明する。

【5.3.3　構造強度設計】
・代替火災感知設備の構造強度設計は，「Ⅴ-1-
1-4-2　重大事故等対処設備が使用される環境下
における健全性に関する説明書」の環境条件等
に基づく設計とすることを説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

基本設計方針 要求種別
項目
番号

37

　代替火災感知設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内
の火災源近傍に設置する測温抵抗体及び中央監視室に設置する端子盤を
有する火災状況確認用温度計並びに火災状況確認用温度計で計測した火
災源近傍の温度を表示する火災状況確認用温度表示装置及び可搬型グ
ローブボックス温度表示端末で構成する。代替火災感知設備のうち，火
災状況確認用温度表示装置を1台設置する設計とする。

冒頭宣言

38

　代替火災感知設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内
における火災を確認し，遠隔消火装置による消火の実施を判断するた
め，火災状況確認用温度計及び火災状況確認用温度計に接続して設置す
る火災状況確認用温度表示装置の組合せにより，中央監視室にて重大事
故の発生を仮定するグローブボックス内における火災源近傍の温度を確
認できる設計とする。

機能要求①
設置要求

39

　火災状況確認用温度表示装置を使用できない場合は，火災状況確認用
温度計に中央監視室から可搬型グローブボックス温度表示端末を接続す
ることで，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災
源近傍の温度を確認できる設計とする。

機能要求①

40
　可搬型グローブボックス温度表示端末は，乾電池を使用する設計とす
る。 機能要求①

41
　火災状況確認用温度表示装置は，充電池を使用する設計とする。

機能要求①

機能要求①

　代替火災感知設備の火災状況確認用温度計は，重大事故等発生前（通
常時）の離隔若しくは分離された状態からコネクタ接続により重大事故
等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及
ぼさない設計とする。

45

機能要求①

　代替火災感知設備は，環境条件を考慮することに加え，内蔵する充電
池の給電により動作する火災状況確認用温度表示装置又は乾電池の給電
により動作する可搬型グローブボックス温度表示端末で火災源近傍の温
度を確認できる設計とすることで，非常用所内電源設備の給電により動
作する火災防護設備のグローブボックス温度監視装置に対して給電方式
の多様性を図る設計とする。

42

機能要求①

　また，火災状況確認用温度計で計測した火災源近傍の温度は火災状況
確認用温度表示装置に表示することで確認できる設計とするとともに，
静的機器のみで構成する火災状況確認用温度計に可搬型グローブボック
ス温度表示端末を接続することにより，計測した火災源近傍の温度を確
認できる設計とすることで，火災防護設備のグローブボックス温度監視
装置に対して独立性を有する設計とする。

43

設置要求

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，共通要
因によって火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災
感知設備の常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損なわれるおそ
れがないように，火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代
替火災感知設備の常設重大事故等対処設備が設置される建屋から100ｍ以
上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，燃料加工
建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。燃料加工建屋に
保管する場合は火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替
火災感知設備の常設重大事故等対処設備と異なる場所に保管することで
位置的分散を図る設計とする。

44

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 － 基本方針 － － － － － － －

〇 －

火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置
可搬型グローブボックス温度表示
端末

－ － － － － － －

〇 －

火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置
可搬型グローブボックス温度表示
端末

－ － － － － － －

〇 －
可搬型グローブボックス温度表示
端末

－ － － － － － －

〇 － 火災状況確認用温度表示装置 － － － － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・共通要因故障の考慮（給電方式の多
様化）について説明する。 － － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.4.1.1(2)　共通要因故障に対する
考慮】
・代替火災感知設備に要求される共通
要因故障に対する考慮に係る設計方針
について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・共通要因故障の考慮（独立性）につ
いて説明する。 － － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.4.1.1(2)　共通要因故障に対する
考慮】
・代替火災感知設備に要求される共通
要因故障に対する考慮に係る設計方針
について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・共通要因故障の考慮（可搬型設備の
位置的分散）について説明する。 － － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.4.1.1(2)　共通要因故障に対する
考慮】
・代替火災感知設備に要求される共通
要因故障に対する考慮に係る設計方針
について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・悪影響防止（系統分離）について説
明する。 － － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(3)　悪影響防止

【8.4.1.1(3)　悪影響防止】
・代替火災感知設備に要求される悪影
響防止に係る設計方針について説明す
る。

－ － － － － －

－
可搬型グローブボックス温度表示
端末

－〇

－火災状況確認用温度計－〇

－

火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置
可搬型グローブボックス温度表示
端末

－〇

－

火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置
可搬型グローブボックス温度表示
端末

－〇

【5.3.2　機能設計】
・代替火災感知設備の構成，設置条件
等の設備の設計方針を説明する。

【5.3.3　構造強度設計】
・代替火災感知設備の構造強度設計
は，「Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設
備が使用される環境下における健全性
に関する説明書」の環境条件等に基づ
く設計とすることを説明する。

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.3.2　機能設計
5.3.3　構造強度設計

83



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

46

　代替火災感知設備の火災状況確認用温度計は，重大事故の発生を仮定
するグローブボックス内における火災源近傍の温度を確認するため，重
大事故時に想定される変動範囲を監視可能な計測範囲を有する設計とす
るとともに，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源と
なる９箇所に対してそれぞれの火災源近傍の温度を計測できる設計とす
る。

機能要求②
設置要求

火災状況確認用温度計
設計方針（個数及び容

量）
－ － － － － － － － － － － － －

47

　代替火災感知設備の火災状況確認用温度表示装置は，代替消火設備及
び外部放出抑制設備を用いた重大事故等対策が完了するまでの間，重大
事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災源近傍の温度を
確認するために必要な容量の充電池を有する設計とする。

機能要求①
設置要求

火災状況確認用温度表示装置
設計方針（個数及び容

量）
－ － － － － － － － － － － － －

48

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，代替消
火設備及び外部放出抑制設備を用いた重大事故等対策が完了するまでの
間，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災源近傍
の温度を確認するために必要な容量の乾電池を有する設計とするととも
に，保有数は，必要数として１台，予備として故障時のバックアップを
１台の合計２台以上を確保する設計とする。

機能要求①
設置要求

可搬型グローブボックス温度表示端末
設計方針（個数及び容

量）
－ － － － － － － － － － － － －

49

　代替火災感知設備は，火災防護設備のグローブボックス温度監視装置
の安全機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等
に対処することから，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要
な設備を１セット確保する設計とする。

機能要求①
火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置
可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － － － － － － － － － －

50

　代替火災感知設備は，耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響
を受けない場所に設置することで，重大事故の発生を仮定するグローブ
ボックス内における火災により上昇する温度の影響を考慮しても，重大
事故等への対処に必要な機能を維持できる設計とする。

設置要求
火災状況確認用温度計
可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

51

　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替火災
感知設備の火災状況確認用温度計及び可搬型グローブボックス温度表示
端末は，第１章共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震
を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする
ことで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

52
　代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 火災状況確認用温度計
設計方針（環境条件等

（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － － － － － － － － － －

53

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，外部か
らの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又
は第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 可搬型グローブボックス温度表示端末
設計方針（環境条件等

（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － － － － － － － － － －

54

　代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備，可搬型グローブボック
ス温度表示端末は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置又は
保管，被水防護する設計とする。 機能要求②

運用要求

火災状況確認用温度計
可搬型グローブボックス温度表示端末
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置又は
保管，被水防護対策）

設計方針（環境条件等）
基本方針（環境条件等）

－ － － － － － － － － － － － －

55
　代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影
響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等

（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － － － － － － － － － －

56

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，内部発
生飛散物の影響を考慮し，燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２
保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管すること
により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等

（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － － － － － － － － － －

57

　内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替
火災感知設備の火災状況確認用温度表示装置は，自然現象，人為事象，
溢水，火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，修
理の対応により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とす
る。また，重大事故等に対処するための機能が確保できない場合には，
関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて，管理する。

機能要求①
運用要求

火災状況確認用温度表示装置
施設共通　基本設計方針
（代替品，修理，工程停止等による機
能維持）

設計方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設

備））

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設

備））

－ － － － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.3　代替火災感知設備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・環境条件（保管場所，操作場所及びアクセス
ルート） － － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感知設備
(4)　環境条件等

【8.4.1.1(4)　環境条件等】
・代替火災感知設備に要求される環境条件等に
係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.3　代替火災感知設備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・操作性の確保（接続性）について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感知設備
(5)　操作性の確保

【8.4.1.1(5)　操作性の確保】
・代替火災感知設備に要求される操作性の確保
に係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.3　代替火災感知設備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・操作性の確保（接続性）について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感知設備
(5)　操作性の確保

【8.4.1.1(5)　操作性の確保】
・代替火災感知設備に要求される操作性の確保
に係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.3　代替火災感知設備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）につ
いて説明する。 － － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感知設備
(6)　試験・検査

【8.4.1.1(6)　試験・検査】
・代替火災感知設備に要求される試験・検査に
係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

　代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重
大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，独立して外観点
検，機能性能確認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持
するため，保修等が可能な設計とする。

61 機能要求①
火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置

設計方針（試験・検査
性）

設計方針（操作性の確
保）

可搬型グローブボックス温度表示端末機能要求①

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，容易か
つ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよ
う，コネクタ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。

60

可搬型グローブボックス温度表示端末設置要求

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，想定さ
れる重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に
支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定とし
て，中央監視室で操作可能な設計とすることにより，当該設備の設置及
び常設設備との接続が可能な設計とする。

58

設計方針（操作性の確
保）

火災状況確認用温度計
可搬型グローブボックス温度表示端末

機能要求①

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末と代替火災
感知設備の火災状況確認用温度計との接続は，コネクタ接続に統一する
ことにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とす
る。

59

設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備の

設置場所））

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・個数及び容量（感知器の種類，計測範囲，個
数）について説明する。

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感知設備
(4)　環境条件等

【8.4.1.1(4)　環境条件等】
・代替火災感知設備に要求される環境条件等に
係る設計方針について説明する。

84



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

基本設計方針 要求種別
項目
番号

46

　代替火災感知設備の火災状況確認用温度計は，重大事故の発生を仮定
するグローブボックス内における火災源近傍の温度を確認するため，重
大事故時に想定される変動範囲を監視可能な計測範囲を有する設計とす
るとともに，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源と
なる９箇所に対してそれぞれの火災源近傍の温度を計測できる設計とす
る。

機能要求②
設置要求

47

　代替火災感知設備の火災状況確認用温度表示装置は，代替消火設備及
び外部放出抑制設備を用いた重大事故等対策が完了するまでの間，重大
事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災源近傍の温度を
確認するために必要な容量の充電池を有する設計とする。

機能要求①
設置要求

48

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，代替消
火設備及び外部放出抑制設備を用いた重大事故等対策が完了するまでの
間，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災源近傍
の温度を確認するために必要な容量の乾電池を有する設計とするととも
に，保有数は，必要数として１台，予備として故障時のバックアップを
１台の合計２台以上を確保する設計とする。

機能要求①
設置要求

49

　代替火災感知設備は，火災防護設備のグローブボックス温度監視装置
の安全機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等
に対処することから，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要
な設備を１セット確保する設計とする。

機能要求①

50

　代替火災感知設備は，耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響
を受けない場所に設置することで，重大事故の発生を仮定するグローブ
ボックス内における火災により上昇する温度の影響を考慮しても，重大
事故等への対処に必要な機能を維持できる設計とする。

設置要求

51

　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替火災
感知設備の火災状況確認用温度計及び可搬型グローブボックス温度表示
端末は，第１章共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震
を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする
ことで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

52
　代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

53

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，外部か
らの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又
は第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

54

　代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備，可搬型グローブボック
ス温度表示端末は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置又は
保管，被水防護する設計とする。 機能要求②

運用要求

55
　代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影
響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

56

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，内部発
生飛散物の影響を考慮し，燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２
保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管すること
により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

57

　内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替
火災感知設備の火災状況確認用温度表示装置は，自然現象，人為事象，
溢水，火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，修
理の対応により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とす
る。また，重大事故等に対処するための機能が確保できない場合には，
関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて，管理する。

機能要求①
運用要求

　代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重
大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，独立して外観点
検，機能性能確認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持
するため，保修等が可能な設計とする。

61 機能要求①

機能要求①

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，容易か
つ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよ
う，コネクタ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。

60

設置要求

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，想定さ
れる重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に
支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定とし
て，中央監視室で操作可能な設計とすることにより，当該設備の設置及
び常設設備との接続が可能な設計とする。

58

機能要求①

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末と代替火災
感知設備の火災状況確認用温度計との接続は，コネクタ接続に統一する
ことにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とす
る。

59

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 － 火災状況確認用温度計
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

－ － － － － －

〇 － 火災状況確認用温度表示装置 － － － － － － －

〇 －
可搬型グローブボックス温度表示
端末

－ － － － － － －

〇 －

火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置
可搬型グローブボックス温度表示
端末

－ － － － － － －

〇 －
火災状況確認用温度計
可搬型グローブボックス温度表示
端末

－ － － － － － －

〇 － 基本方針 － － － － － － －

〇 － 火災状況確認用温度計 － － － － － － －

〇 －
可搬型グローブボックス温度表示
端末

－ － － － － － －

〇 －

火災状況確認用温度計
可搬型グローブボックス温度表示
端末
施設共通　基本設計方針

＜計測装置＞
・溢水防護上の配慮が必要な
高さ

－ － － － － －

〇 － 基本方針 － － － － － － －

〇 － 基本方針 － － － － － － －

〇 －

火災状況確認用温度表示装置
施設共通　基本設計方針
（代替品，修理，工程停止等によ
る機能維持）

－ － － － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・環境条件（保管場所，操作場所及び
アクセスルート） － － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(4)　環境条件等

【8.4.1.1(4)　環境条件等】
・代替火災感知設備に要求される環境
条件等に係る設計方針について説明す
る。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・操作性の確保（接続性）について説
明する。 － － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(5)　操作性の確保

【8.4.1.1(5)　操作性の確保】
・代替火災感知設備に要求される操作
性の確保に係る設計方針について説明
する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・操作性の確保（接続性）について説
明する。 － － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(5)　操作性の確保

【8.4.1.1(5)　操作性の確保】
・代替火災感知設備に要求される操作
性の確保に係る設計方針について説明
する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・試験・検査性（外観検査，動作確認
等）について説明する。 － － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(6)　試験・検査

【8.4.1.1(6)　試験・検査】
・代替火災感知設備に要求される試
験・検査に係る設計方針について説明
する。

－ － － － － －

－
火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置

－〇

－
火災状況確認用温度計
可搬型グローブボックス温度表示
端末

－〇

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(4)　環境条件等

【8.4.1.1(4)　環境条件等】
・代替火災感知設備に要求される環境
条件等に係る設計方針について説明す
る。

－
可搬型グローブボックス温度表示
端末

－〇

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・個数及び容量（感知器の種類，計測
範囲，個数）について説明する。

－
可搬型グローブボックス温度表示
端末

－〇

85



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.3　代替火災感知設備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）につ
いて説明する。 － － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感知設備
(6)　試験・検査

【8.4.1.1(6)　試験・検査】
・代替火災感知設備に要求される試験・検査に
係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
3.　施設の詳細設計方針
3.3　グローブボックス内で発生した火災の消火
に係る設備

【3.3　グローブボックス内で発生した火災の消
火に係る設備】
・グローブボックス内で発生した火災の消火す
るための設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発
の防止に関する説明書」にて説明することを記
載する。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-1-6-1　所
内電源設備に関する説明書」にて説明すること
を記載する。

－ － － － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.4　代替消火設備
5.4.1　要求機能及び性能目標

【5.4　代替消火設備】
【5.4.1　要求機能及び性能目標】
・代替消火設備に要求される機能，性能目標に
ついて，説明する。 － － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設備
(1)　機能

【8.4.1.2(1)　機能】
・代替消火設備に要求される機能について説明
する。

－ － － － － － － － － － －

64

　代替消火設備である遠隔消火装置は，消火ガスボンベ，消火ガス配
管，消火ノズル等の消火剤を放出する流路及び遠隔消火装置を起動する
ために起動用配管内に充填する圧力を開放する系統で構成する。また，
起動用配管内に充填する圧力を開放する系統は，盤の手動操作により電
磁弁を開放することで起動用配管内の圧力を開放する手段及び手動操作
により圧力開放用の弁を開放することで起動用配管内の圧力を開放する
手段を有する系統とする。

機能要求① 遠隔消火装置 基本方針 － － － － － － － － － － － － －

65

　代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮定するグローブ
ボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボッ
クス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能
の喪失を確認し，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内におけ
る火災の発生を確認した場合には，速やかに火災を消火するため，中央
監視室に設置する盤の手動操作により電磁弁を開放することで起動用配
管内の圧力を開放し，起動用配管内の圧力により通常閉止している消火
ガスボンベのばね式の弁が自動的に開放することによって，消火ガスボ
ンベから消火剤を放出できる設計とする。

機能要求①
設置要求

遠隔消火装置 設計方針（系統構成） － － － － － － － － － － － － －

66

　中央監視室に設置する盤等が使用できない場合は，中央監視室近傍に
設置する圧力開放用の弁を手動操作により開放することで起動用配管内
の圧力を開放し，起動用配管内の圧力により通常閉止している消火ガス
ボンベのばね式の弁が自動的に開放することによって，消火ガスボンベ
から消火剤を放出できる設計とする。また，遠隔消火装置の中央監視室
近傍で操作する圧力開放用の弁は，重大事故に対処するための機能を発
揮することができるよう並列に２重化する設計とする。

機能要求① 遠隔消火装置 設計方針（系統構成） － － － － － － － － － － － － －

67
　代替消火設備の遠隔消火装置の消火ノズルは，消火剤を放出する対象
となるオイルパンの全面に対して消火剤を放出できる位置に設置するこ
とで，確実に火災を消火できる設計とする。

機能要求① 遠隔消火装置 設計方針（装置構造） － － － － － － － － － － － － －

68
　代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮定するグローブ
ボックス内の火災源となる９箇所に対し，それぞれ消火できるよう設置
する設計とする。

機能要求① 遠隔消火装置 設計方針（系統構成） － － － － － － － － － － － － －

69
　代替消火設備の遠隔消火装置のうち中央監視室に設置する盤の手動操
作にて起動するために必要な設備は，所内電源設備の一部である受電開
閉設備等の給電により起動する設計とする。

機能要求① 遠隔消火装置 設計方針（系統構成） － － － － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・共通要因故障の考慮（動作原理の独立性）に
ついて説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設備
(2)　共通要因故障に対する考慮

【8.4.1.2(2)　共通要因故障に対する考慮】
・代替消火設備に要求される共通要因故障に対
する考慮に係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・共通要因故障の考慮（給電方式の多様化）に
ついて説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設備
(2)　共通要因故障に対する考慮

【8.4.1.2(2)　共通要因故障に対する考慮】
・代替消火設備に要求される共通要因故障に対
する考慮に係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

71

　また，代替消火設備の遠隔消火装置は，電源を必要とせずに起動又は
内蔵する蓄電池の給電により起動できる設計とすることで，非常用所内
電源設備の給電により起動する火災防護設備のグローブボックス消火装
置に対して給電方式の多様性を図る設計とする。

機能要求① 遠隔消火装置

遠隔消火装置機能要求①

　代替消火設備の遠隔消火装置は，環境条件を考慮することに加え，中
央監視室に設置する盤の手動操作又は中央監視室近傍に設置する圧力開
放用の弁の手動操作により圧力を充填する起動用配管内の圧力を開放
し，消火ガスボンベから消火剤を放出できる設計とすることで，自動起
動する火災防護設備のグローブボックス消火装置に対して動作原理の多
様性を図る設計とする。

70

設計方針（試験・検査
性）

可搬型グローブボックス温度表示端末機能要求①

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，通常時
において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，独
立して動作確認が可能な設計とする。

62

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計
5.4.3　構造強度設計

【5.4.2　機能設計】
・代替消火設備の構成，誤動作による悪影響，
系統構成，配置上の考慮等の設備の設計方針を
説明する。

【5.4.3　構造強度設計】
・代替消火設備の構造強度設計は，「Ⅴ-1-1-4-
2　重大事故等対処設備が使用される環境下にお
ける健全性に関する説明書」の環境条件等に基
づく設計とすることを説明する。
・代替消火装置の容器・管に関する強度評価
は，「Ⅳ-3　強度計算書」にて説明することを
記載する。

7.1.1.2.2　代替消火設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，重大
事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源に対し消火剤を放出
することで，核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火す
るために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に
使用する重大事故等対処設備として，代替消火設備を設置する設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

設計方針（共通要因故障
に対する考慮等（常設重
大事故等対処設備））

63

設計方針（共通要因故障
に対する考慮等（常設重
大事故等対処設備））

86



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

基本設計方針 要求種別
項目
番号

64

　代替消火設備である遠隔消火装置は，消火ガスボンベ，消火ガス配
管，消火ノズル等の消火剤を放出する流路及び遠隔消火装置を起動する
ために起動用配管内に充填する圧力を開放する系統で構成する。また，
起動用配管内に充填する圧力を開放する系統は，盤の手動操作により電
磁弁を開放することで起動用配管内の圧力を開放する手段及び手動操作
により圧力開放用の弁を開放することで起動用配管内の圧力を開放する
手段を有する系統とする。

機能要求①

65

　代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮定するグローブ
ボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボッ
クス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能
の喪失を確認し，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内におけ
る火災の発生を確認した場合には，速やかに火災を消火するため，中央
監視室に設置する盤の手動操作により電磁弁を開放することで起動用配
管内の圧力を開放し，起動用配管内の圧力により通常閉止している消火
ガスボンベのばね式の弁が自動的に開放することによって，消火ガスボ
ンベから消火剤を放出できる設計とする。

機能要求①
設置要求

66

　中央監視室に設置する盤等が使用できない場合は，中央監視室近傍に
設置する圧力開放用の弁を手動操作により開放することで起動用配管内
の圧力を開放し，起動用配管内の圧力により通常閉止している消火ガス
ボンベのばね式の弁が自動的に開放することによって，消火ガスボンベ
から消火剤を放出できる設計とする。また，遠隔消火装置の中央監視室
近傍で操作する圧力開放用の弁は，重大事故に対処するための機能を発
揮することができるよう並列に２重化する設計とする。

機能要求①

67
　代替消火設備の遠隔消火装置の消火ノズルは，消火剤を放出する対象
となるオイルパンの全面に対して消火剤を放出できる位置に設置するこ
とで，確実に火災を消火できる設計とする。

機能要求①

68
　代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮定するグローブ
ボックス内の火災源となる９箇所に対し，それぞれ消火できるよう設置
する設計とする。

機能要求①

69
　代替消火設備の遠隔消火装置のうち中央監視室に設置する盤の手動操
作にて起動するために必要な設備は，所内電源設備の一部である受電開
閉設備等の給電により起動する設計とする。

機能要求①

71

　また，代替消火設備の遠隔消火装置は，電源を必要とせずに起動又は
内蔵する蓄電池の給電により起動できる設計とすることで，非常用所内
電源設備の給電により起動する火災防護設備のグローブボックス消火装
置に対して給電方式の多様性を図る設計とする。

機能要求①

機能要求①

　代替消火設備の遠隔消火装置は，環境条件を考慮することに加え，中
央監視室に設置する盤の手動操作又は中央監視室近傍に設置する圧力開
放用の弁の手動操作により圧力を充填する起動用配管内の圧力を開放
し，消火ガスボンベから消火剤を放出できる設計とすることで，自動起
動する火災防護設備のグローブボックス消火装置に対して動作原理の多
様性を図る設計とする。

70

機能要求①

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，通常時
において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，独
立して動作確認が可能な設計とする。

62

7.1.1.2.2　代替消火設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，重大
事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源に対し消火剤を放出
することで，核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火す
るために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に
使用する重大事故等対処設備として，代替消火設備を設置する設計とす
る。

冒頭宣言63

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・試験・検査性（外観検査，動作確認
等）について説明する。 － － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(6)　試験・検査

【8.4.1.1(6)　試験・検査】
・代替火災感知設備に要求される試
験・検査に係る設計方針について説明
する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
3.　施設の詳細設計
方針
3.3　グローブボック
ス内で発生した火災
の消火に係る設備

【3.3　グローブボックス内で発生し
た火災の消火に係る設備】
・グローブボックス内で発生した火災
の消火するための設備について説明す
る。
・詳細については，「Ⅴ-1-1-6　火災
及び爆発の防止に関する説明書」にて
説明することを記載する。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-
1-6-1　所内電源設備に関する説明
書」にて説明することを記載する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.4　代替消火設備
5.4.1　要求機能及び
性能目標

【5.4　代替消火設備】
【5.4.1　要求機能及び性能目標】
・代替消火設備に要求される機能，性
能目標について，説明する。 － － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(1)　機能

【8.4.1.2(1)　機能】
・代替消火設備に要求される機能につ
いて説明する。

－ － － － － －

〇 － 遠隔消火装置 － － － － － － －

〇 － 遠隔消火装置 － － － － － － －

〇 － 遠隔消火装置 － － － － － － －

〇 － 遠隔消火装置 － － － － － － －

〇 － 遠隔消火装置 － － － － － － －

〇 － 遠隔消火装置 － － － － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.　火災の感知及び
消火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・共通要因故障の考慮（動作原理の独
立性）について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.4.1.2(2)　共通要因故障に対する
考慮】
・代替消火設備に要求される共通要因
故障に対する考慮に係る設計方針につ
いて説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.　火災の感知及び
消火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・共通要因故障の考慮（給電方式の多
様化）について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.4.1.2(2)　共通要因故障に対する
考慮】
・代替消火設備に要求される共通要因
故障に対する考慮に係る設計方針につ
いて説明する。

－ － － － － －

－遠隔消火装置－〇

－ 基本方針 －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.4.2　機能設計
5.4.3　構造強度設計

【5.4.2　機能設計】
・代替消火設備の構成，誤動作による
悪影響，系統構成，配置上の考慮等の
設備の設計方針を説明する。

【5.4.3　構造強度設計】
・代替消火設備の構造強度設計は，
「Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が
使用される環境下における健全性に関
する説明書」の環境条件等に基づく設
計とすることを説明する。
・代替消火装置の容器・管に関する強
度評価は，「Ⅳ-3　強度計算書」にて
説明することを記載する。

－
可搬型グローブボックス温度表示
端末

－〇

－遠隔消火装置－〇

〇
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・共通要因故障の考慮（消火方式の多様化）に
ついて説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設備
(2)　共通要因故障に対する考慮

【8.4.1.2(2)　共通要因故障に対する考慮】
・代替消火設備に要求される共通要因故障に対
する考慮に係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・悪影響防止（独立性）について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設備
(3)　悪影響防止

【8.4.1.2(3)　悪影響防止】
・代替消火設備に要求される悪影響防止に係る
設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

74

　代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮定するグローブ
ボックス内における火災を消火するため，検証試験によって消火性能が
確認された消火剤を使用するとともに，全域放出方式の場合は消防法施
行規則第20条に基づき算出する消火剤量又は局所放出方式の場合は検証
試験結果を基に火災源となる潤滑油に対して設置したオイルパンの燃焼
面積に対して必要な消火剤量に余裕を考慮した消火剤量を有する設計と
するとともに，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源
となる９箇所に対してそれぞれ消火できる設計とする。

機能要求②
設置要求

遠隔消火装置
設計方針（個数及び容

量）
－ － － － － － － － － － － － －

75

　代替消火設備の遠隔消火装置は，火災防護設備のグローブボックス消
火装置の安全機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大
事故等に対処することから，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処
に必要な設備を１セット確保する設計とする。

機能要求① 遠隔消火装置
設計方針（個数及び容

量）
－ － － － － － － － － － － － －

76

　代替消火設備の遠隔消火装置は，耐熱性を有する又は火災による温度
上昇の影響を受けない場所に設置することで，重大事故の発生を仮定す
るグローブボックス内における火災により上昇する温度の影響を考慮し
ても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 遠隔消火装置 設計方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

77

　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替消火
設備の遠隔消火装置のうち弁の手動操作により起動するための系統及び
消火剤を放出する系統に係る設備は，第1章共通項目の「8.2 重大事故等
対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震
設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

78
　代替消火設備の遠隔消火装置は，外部からの衝撃による損傷を防止で
きる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 遠隔消火装置
設計方針（環境条件等

（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － － － － － － － － － －

79

　代替消火設備の遠隔消火装置は，溢水量を考慮し，影響を受けない高
さへの設置，被水防護する設計とする。 機能要求②

運用要求

遠隔消火装置
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置又は
保管，被水防護対策）

設計方針（環境条件等）
基本方針（環境条件等）

－ － － － － － － － － － － － －

80
　代替消火設備の遠隔消火装置は，内部発生飛散物の影響を受けない場
所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等

（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － － － － － － － － － －

81

　内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替
消火設備の遠隔消火装置の中央監視室に設置する盤の手動操作にて起動
するために必要な設備は，自然現象，人為事象，溢水，火災及び内部発
生飛散物に対して代替設備による機能の確保，修理の対応により重大事
故等に対処するための機能を損なわない設計とする。また，重大事故等
に対処するための機能が確保できない場合には，関連する工程を停止す
ること等を保安規定に定めて，管理する。

機能要求①
運用要求

遠隔消火装置
施設共通　基本設計方針
（代替品，修理，工程停止等による機
能維持）

設計方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設

備））

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設

備））

－ － － － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・環境条件等（操作場所及びアクセスルート）
について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設備
(4)　環境条件等

【8.4.1.2(4)　環境条件等】
・代替消火設備に要求される環境条件等に係る
設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備の

設置場所））
遠隔消火装置設置要求

設計方針（悪影響防止）遠隔消火装置機能要求①

　代替消火設備の遠隔消火装置は，他の設備から独立して単独で使用可
能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

73

機能要求①

　さらに，代替消火設備の遠隔消火装置は，火災源となる潤滑油に設置
したオイルパンに対して局所的に消火剤を放出又はオイルパンを内包す
る機器筐体に対して局所的に消火剤を放出する設計とすることで，グ
ローブボックス全体に対して消火剤を放出し窒息消火を行う火災防護設
備のグローブボックス消火設備に対して消火方式の多様性を図る設計と
する。

72 遠隔消火装置

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・個数及び容量（消火剤の種類，消火剤量の考
え方）について説明する。

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設備
(4)　環境条件等

【8.4.1.2(4)　環境条件等】
・代替消火設備に要求される環境条件等に係る
設計方針について説明する。

設計方針（共通要因故障
に対する考慮等（常設重
大事故等対処設備））

　代替消火設備の遠隔消火装置は，想定される重大事故等が発生した場
合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少な
い場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れ
た場所から操作可能な設計又は中央監視室で操作可能な設計とする。

82
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

基本設計方針 要求種別
項目
番号

74

　代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮定するグローブ
ボックス内における火災を消火するため，検証試験によって消火性能が
確認された消火剤を使用するとともに，全域放出方式の場合は消防法施
行規則第20条に基づき算出する消火剤量又は局所放出方式の場合は検証
試験結果を基に火災源となる潤滑油に対して設置したオイルパンの燃焼
面積に対して必要な消火剤量に余裕を考慮した消火剤量を有する設計と
するとともに，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源
となる９箇所に対してそれぞれ消火できる設計とする。

機能要求②
設置要求

75

　代替消火設備の遠隔消火装置は，火災防護設備のグローブボックス消
火装置の安全機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大
事故等に対処することから，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処
に必要な設備を１セット確保する設計とする。

機能要求①

76

　代替消火設備の遠隔消火装置は，耐熱性を有する又は火災による温度
上昇の影響を受けない場所に設置することで，重大事故の発生を仮定す
るグローブボックス内における火災により上昇する温度の影響を考慮し
ても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

77

　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替消火
設備の遠隔消火装置のうち弁の手動操作により起動するための系統及び
消火剤を放出する系統に係る設備は，第1章共通項目の「8.2 重大事故等
対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震
設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

冒頭宣言

78
　代替消火設備の遠隔消火装置は，外部からの衝撃による損傷を防止で
きる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

79

　代替消火設備の遠隔消火装置は，溢水量を考慮し，影響を受けない高
さへの設置，被水防護する設計とする。 機能要求②

運用要求

80
　代替消火設備の遠隔消火装置は，内部発生飛散物の影響を受けない場
所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

冒頭宣言

81

　内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替
消火設備の遠隔消火装置の中央監視室に設置する盤の手動操作にて起動
するために必要な設備は，自然現象，人為事象，溢水，火災及び内部発
生飛散物に対して代替設備による機能の確保，修理の対応により重大事
故等に対処するための機能を損なわない設計とする。また，重大事故等
に対処するための機能が確保できない場合には，関連する工程を停止す
ること等を保安規定に定めて，管理する。

機能要求①
運用要求

設置要求

機能要求①

　代替消火設備の遠隔消火装置は，他の設備から独立して単独で使用可
能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

73

機能要求①

　さらに，代替消火設備の遠隔消火装置は，火災源となる潤滑油に設置
したオイルパンに対して局所的に消火剤を放出又はオイルパンを内包す
る機器筐体に対して局所的に消火剤を放出する設計とすることで，グ
ローブボックス全体に対して消火剤を放出し窒息消火を行う火災防護設
備のグローブボックス消火設備に対して消火方式の多様性を図る設計と
する。

72

　代替消火設備の遠隔消火装置は，想定される重大事故等が発生した場
合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少な
い場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れ
た場所から操作可能な設計又は中央監視室で操作可能な設計とする。

82

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.　火災の感知及び
消火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・共通要因故障の考慮（消火方式の多
様化）について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.4.1.2(2)　共通要因故障に対する
考慮】
・代替消火設備に要求される共通要因
故障に対する考慮に係る設計方針につ
いて説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.　火災の感知及び
消火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・悪影響防止（独立性）について説明
する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(3)　悪影響防止

【8.4.1.2(3)　悪影響防止】
・代替消火設備に要求される悪影響防
止に係る設計方針について説明する。

－ － － － － －

〇 － 遠隔消火装置

＜容器＞
・容量

<主配管>
・外径・厚さ

－ － － － － －

〇 － 遠隔消火装置 － － － － － － －

〇 － 遠隔消火装置 － － － － － － －

〇 － 基本方針 － － － － － － －

〇 － 遠隔消火装置 － － － － － － －

〇 －

遠隔消火装置
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置
又は保管，被水防護対策）

＜容器＞
・溢水防護上の配慮が必要な
高さ

－ － － － － －

〇 － 基本方針 － － － － － － －

〇 －

遠隔消火装置
施設共通　基本設計方針
（代替品，修理，工程停止等によ
る機能維持）

－ － － － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.　火災の感知及び
消火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・環境条件等（操作場所及びアクセス
ルート）について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(4)　環境条件等

【8.4.1.2(4)　環境条件等】
・代替消火設備に要求される環境条件
等に係る設計方針について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(4)　環境条件等

【8.4.1.2(4)　環境条件等】
・代替消火設備に要求される環境条件
等に係る設計方針について説明する。

－遠隔消火装置－〇

－遠隔消火装置－〇

－遠隔消火装置－〇

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・個数及び容量（消火剤の種類，消火
剤量の考え方）について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）につ
いて説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設備
(5)　試験・検査

【8.4.1.2(5)　試験・検査】
・代替消火設備に要求される試験・検査に係る
設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）につ
いて説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設備
(5)　試験・検査

【8.4.1.2(5)　試験・検査】
・代替消火設備に要求される試験・検査に係る
設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書
5.　火災の感知及び消火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【8.4.1.2(5)　試験・検査】
・試験・検査性（操作弁の2重化）について説明
する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設備
(5)　試験・検査

【8.4.1.2(5)　試験・検査】
・代替消火設備に要求される試験・検査に係る
設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
3.　施設の詳細設計方針
3.4　外部への放出経路の遮断及び高性能エア
フィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備

【3.4　外部への放出経路の遮断及び高性能エア
フィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備】
・外部への放出経路の遮断及び高性能エアフィ
ルタによるMOX粉末の捕集に係る設備について説
明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書」にて説明することを
記載する。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-1-6-1　所
内電源設備に関する説明書」にて説明すること
を記載する。

－ － － － － － － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
3.　施設の詳細設計
方針
3.4　外部への放出経
路の遮断及び高性能
エアフィルタによる
MOX粉末の捕集に係る
設備

【3.4　外部への放出経路の遮断及び
高性能エアフィルタによるMOX粉末の
捕集に係る設備】
・外部への放出経路の遮断及び高性能
エアフィルタによるMOX粉末の捕集に
係る設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性
廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に
て説明することを記載する。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-
1-6-1　所内電源設備に関する説明
書」にて説明することを記載する。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　気体廃棄物の廃棄設備
3.1.2　重大事故等対処設備
3.1.2.1　外部放出抑制設備

【3.1.2.1　外部放出抑制設備】
　外部放出抑制設備における設備の概要を説明
する。

－ － － － － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1　気体廃棄物の廃
棄設備
3.1.2　重大事故等対
処設備
3.1.2.1　外部放出抑
制設備

【3.1.2.1　外部放出抑制設備】
　外部放出抑制設備における設備の概
要を説明する。

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制設備
(1)　機能

【8.2.1(1)　機能】
・外部放出抑制設備に要求される機能について
説明する。

－ － － － － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(1)　機能

【8.2.1(1)　機能】
・外部放出抑制設備に要求される機能
について説明する。

設計方針（試験・検査
性）

遠隔消火装置機能要求①

　代替消火設備の遠隔消火装置は，通常時において，重大事故等に対処
するために必要な機能を確認するため，独立して外観点検，機能性能確
認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修
等が可能な設計とする。

83

設計方針（試験・検査
性）

遠隔消火装置機能要求①

　代替消火設備の遠隔消火装置は，通常時において，重大事故等に対処
するために必要な機能を確認するため，独立して機器付きの圧力計によ
り遠隔消火装置の起動用配管における系統内の圧力が所定値以上である
ことの確認が可能な設計とする。

84

85

　代替消火設備の遠隔消火装置のうち中央監視室近傍に設置する圧力開
放用の弁は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能
を確認するため，独立して動作確認により２重化されたそれぞれの圧力
開放用の弁に固着がないことの確認が可能な設計とする。

機能要求① 遠隔消火装置
設計方針（試験・検査

性）

第2章　個別項目
5.　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針
5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備
5.1.1.2　重大事故等対処設備
(1)　外部放出抑制設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，グ
ローブボックス排気設備及び工程室排気設備の流路を遮断することで，
火災の影響によりグローブボックス内及び工程室内の気相中に移行した
MOX粉末が，外部へ放出されることを可能な限り防止するために必要な核
燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に使用する重大事故
等対処設備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針86
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

基本設計方針 要求種別
項目
番号

機能要求①

　代替消火設備の遠隔消火装置は，通常時において，重大事故等に対処
するために必要な機能を確認するため，独立して外観点検，機能性能確
認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修
等が可能な設計とする。

83

機能要求①

　代替消火設備の遠隔消火装置は，通常時において，重大事故等に対処
するために必要な機能を確認するため，独立して機器付きの圧力計によ
り遠隔消火装置の起動用配管における系統内の圧力が所定値以上である
ことの確認が可能な設計とする。

84

85

　代替消火設備の遠隔消火装置のうち中央監視室近傍に設置する圧力開
放用の弁は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能
を確認するため，独立して動作確認により２重化されたそれぞれの圧力
開放用の弁に固着がないことの確認が可能な設計とする。

機能要求①

第2章　個別項目
5.　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針
5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備
5.1.1.2　重大事故等対処設備
(1)　外部放出抑制設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，グ
ローブボックス排気設備及び工程室排気設備の流路を遮断することで，
火災の影響によりグローブボックス内及び工程室内の気相中に移行した
MOX粉末が，外部へ放出されることを可能な限り防止するために必要な核
燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に使用する重大事故
等対処設備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。

冒頭宣言86

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.　火災の感知及び
消火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・試験・検査性（外観検査，動作確認
等）について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(5)　試験・検査

【8.4.1.2(5)　試験・検査】
・代替消火設備に要求される試験・検
査に係る設計方針について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.　火災の感知及び
消火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・試験・検査性（外観検査，動作確認
等）について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(5)　試験・検査

【8.4.1.2(5)　試験・検査】
・代替消火設備に要求される試験・検
査に係る設計方針について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-6　火災及び
爆発の防止に関する
説明書
5.　火災の感知及び
消火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【8.4.1.2(5)　試験・検査】
・試験・検査性（操作弁の2重化）に
ついて説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(5)　試験・検査

【8.4.1.2(5)　試験・検査】
・代替消火設備に要求される試験・検
査に係る設計方針について説明する。

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－

－遠隔消火装置－〇

－遠隔消火装置－〇

〇 － 遠隔消火装置

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

87

　外部放出抑制設備は，グローブボックス排気ダクト，グローブボック
ス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，グローブボックス排
気フィルタユニット，工程室排気ダクト，工程室排気フィルタユニッ
ト，グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダ
ンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ，工程室排気閉止ダンパ及び可
搬型ダンパ出口風速計で構成する。外部放出抑制設備のうち，グローブ
ボックス排風機入口手動ダンパを2基，工程室排風機入口手動ダンパを2
基，グローブボックス排気閉止ダンパを2基，工程室排気閉止ダンパを2
基設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － － － 〇 － 基本方針 －

88

グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ，グロー
ブボックス排気フィルタ，グローブボックス排気フィルタユニット，グ
ローブボックス排風機入口手動ダンパ及びグローブボックス排気閉止ダ
ンパは，常設重大事故等対処設備と位置づけ，設計基準対象の施設のグ
ローブボックス排気設備の一部と兼用する設計とする。
工程室排気ダクト，工程室排気フィルタユニット，工程室排風機入口手
動ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，常設重大事故等対処設備と位置
づけ，設計基準対象の施設の工程室排気設備の一部と兼用する設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － － － 〇 － 基本方針 －

89

　外部放出抑制設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスに
係る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監
視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が喪失した
場合には，放出経路となり得るグローブボックスからの排気系に設置す
るグローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室からの排気系に設置する
工程室排気閉止ダンパを中央監視室に設置する盤の手動操作により駆動
動力源の窒素を当該ダンパに供給することで閉止できる設計とする。

機能要求①
設置要求

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

設計方針（系統構成） － － － － － － － 〇 －

グローブボックス排気ダクト
（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

－

90

　グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパが使用で
きない場合は，放出経路となり得るグローブボックスからの排気系に設
置するグローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室からの排気系
に設置する工程室排風機入口手動ダンパを地下１階の現場にて手動操作
により閉止できる設計とする。

機能要求①
設置要求

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス排風機入口手動ダン
パ
工程室排風機入口手動ダンパ

設計方針（系統構成） － － － － － － － 〇 －

グローブボックス排気ダクト
（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス排風機入口手動
ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ

－

91

　上記のダンパの閉止が完了するまでの間，火災の影響を受けてグロー
ブボックス内又は工程室内の気相中に飛散又は漏えいしたMOX粉末は，火
災によって生ずる気流に押し流されて外部に放出されることから，これ
を抑制するため，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備に設置
された高性能エアフィルタでMOX粉末を捕集できる設計とする。 機能要求①

機能要求②
設置要求

グローブボックス給気フィルタ(耐震S
クラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震S
クラス)
グローブボックス排気フィルタユニッ
ト
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）

設計方針（系統構成） － － － － － － － 〇 －

グローブボックス給気フィルタ
(耐震Sクラス)
グローブボックス排気フィルタ
(耐震Sクラス)
グローブボックス排気フィルタユ
ニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排気ダクト
（SA）
工程室排気ダクト（SA）

＜主配管＞
・外径・厚さ

＜フィルタ＞
・効率

92

　また，上記のダンパの閉止によりグローブボックス排気設備及び工程
室排気設備からの外部への放出経路が遮断されたことを確認するため，
グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの出口側の
ダクトに可搬型ダンパ出口風速計を接続し，ダクト内の風速を計測でき
る設計とする。 機能要求①

機能要求②

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（系統構成） － － － － － － － 〇 －
グローブボックス排気ダクト
（SA）
工程室排気ダクト（SA）

－

93
　グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，所内
電源設備の一部である受電開閉設備等の給電により中央監視室に設置す
る盤の手動操作が可能な設計とする。

機能要求①
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

設計方針（系統構成） － － － － － － － 〇 －
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

－

94

　可搬型ダンパ出口風速計は，乾電池を使用する設計とする。

機能要求① 可搬型ダンパ出口風速計 設計方針（系統構成） － － － － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.1　外部放出抑制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・共通要因故障の考慮（ダンパ閉止の多重化）
について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・共通要因故障の考慮（ダンパ閉止の
多重化）について説明する。

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制設備
(2)　共通要因故障に対する考慮

【8.2.1(2)　共通要因故障に対する考慮】
・外部放出抑制設備に要求される共通要因故障
に対する考慮に係る設計方針について説明す
る。

－ － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.2.1(2)　共通要因故障に対する考
慮】
・外部放出抑制設備に要求される共通
要因故障に対する考慮に係る設計方針
について説明する。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.1　外部放出抑制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・共通要因故障の考慮（可搬型設備の位置的分
散）について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制設備
(2)　共通要因故障に対する考慮

【8.2.1(2)　共通要因故障に対する考慮】
・外部放出抑制設備に要求される共通要因故障
に対する考慮に係る設計方針について説明す
る。

－ － － － － － － － － － －

〇
設計方針（共通要因故障
に対する考慮等（常設重
大事故等対処設備））

グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ
グローブボックス排風機入口手動ダン
パ
工程室排風機入口手動ダンパ

機能要求①

　外部放出抑制設備のグローブボックス排気設備及び工程室排気設備の
流路を遮断する手段については，中央監視室に設置する盤の手動操作に
より駆動動力源の窒素を供給することで閉止するグローブボックス排気
閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパ並びに地下１階の現場にて手動操
作により閉止できるグローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室
排風機入口手動ダンパを設置することで，多重性を確保した設計とす
る。

95

96

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，燃料加工建屋から100
ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，燃料
加工建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求 可搬型ダンパ出口風速計
設計方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

－

グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ
グローブボックス排風機入口手動
ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ

－

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・外部放出抑制設備の構成，系統構成
について説明する。

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・外部放出抑制設備のフィルタの捕集
効率の考え方等の設計方針について説
明する。

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.1　外部放出抑制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・外部放出抑制設備のフィルタの捕集効率の考
え方等の設計方針について説明する。

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.1　外部放出抑制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・外部放出抑制設備の構成，系統構成について
説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

基本設計方針 要求種別
項目
番号

87

　外部放出抑制設備は，グローブボックス排気ダクト，グローブボック
ス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，グローブボックス排
気フィルタユニット，工程室排気ダクト，工程室排気フィルタユニッ
ト，グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダ
ンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ，工程室排気閉止ダンパ及び可
搬型ダンパ出口風速計で構成する。外部放出抑制設備のうち，グローブ
ボックス排風機入口手動ダンパを2基，工程室排風機入口手動ダンパを2
基，グローブボックス排気閉止ダンパを2基，工程室排気閉止ダンパを2
基設置する設計とする。

冒頭宣言

88

グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ，グロー
ブボックス排気フィルタ，グローブボックス排気フィルタユニット，グ
ローブボックス排風機入口手動ダンパ及びグローブボックス排気閉止ダ
ンパは，常設重大事故等対処設備と位置づけ，設計基準対象の施設のグ
ローブボックス排気設備の一部と兼用する設計とする。
工程室排気ダクト，工程室排気フィルタユニット，工程室排風機入口手
動ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，常設重大事故等対処設備と位置
づけ，設計基準対象の施設の工程室排気設備の一部と兼用する設計とす
る。

冒頭宣言

89

　外部放出抑制設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスに
係る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監
視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が喪失した
場合には，放出経路となり得るグローブボックスからの排気系に設置す
るグローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室からの排気系に設置する
工程室排気閉止ダンパを中央監視室に設置する盤の手動操作により駆動
動力源の窒素を当該ダンパに供給することで閉止できる設計とする。

機能要求①
設置要求

90

　グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパが使用で
きない場合は，放出経路となり得るグローブボックスからの排気系に設
置するグローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室からの排気系
に設置する工程室排風機入口手動ダンパを地下１階の現場にて手動操作
により閉止できる設計とする。

機能要求①
設置要求

91

　上記のダンパの閉止が完了するまでの間，火災の影響を受けてグロー
ブボックス内又は工程室内の気相中に飛散又は漏えいしたMOX粉末は，火
災によって生ずる気流に押し流されて外部に放出されることから，これ
を抑制するため，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備に設置
された高性能エアフィルタでMOX粉末を捕集できる設計とする。 機能要求①

機能要求②
設置要求

92

　また，上記のダンパの閉止によりグローブボックス排気設備及び工程
室排気設備からの外部への放出経路が遮断されたことを確認するため，
グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの出口側の
ダクトに可搬型ダンパ出口風速計を接続し，ダクト内の風速を計測でき
る設計とする。 機能要求①

機能要求②

93
　グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，所内
電源設備の一部である受電開閉設備等の給電により中央監視室に設置す
る盤の手動操作が可能な設計とする。

機能要求①

94

　可搬型ダンパ出口風速計は，乾電池を使用する設計とする。

機能要求①

機能要求①

　外部放出抑制設備のグローブボックス排気設備及び工程室排気設備の
流路を遮断する手段については，中央監視室に設置する盤の手動操作に
より駆動動力源の窒素を供給することで閉止するグローブボックス排気
閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパ並びに地下１階の現場にて手動操
作により閉止できるグローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室
排風機入口手動ダンパを設置することで，多重性を確保した設計とす
る。

95

96

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，燃料加工建屋から100
ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，燃料
加工建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

〇 －
【機能要求②】
可搬型ダンパ出口風速計

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・外部放出抑制設備のフィルタの捕集
効率の考え方等の設計方針について説
明する。

－ － － － － －

－ － － － － －

〇 － 可搬型ダンパ出口風速計 －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・外部放出抑制設備のフィルタの捕集
効率の考え方等の設計方針について説
明する。

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・共通要因故障の考慮（可搬型設備の
位置的分散）について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.2.1(2)　共通要因故障に対する考
慮】
・外部放出抑制設備に要求される共通
要因故障に対する考慮に係る設計方針
について説明する。

－ － － － － －

第2回申請と同一

－可搬型ダンパ出口風速計－〇

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.1　外部放出抑制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・悪影響防止（系統分離）について説明する。

－ － － － － 〇 －

グローブボックス排風機入口手動
ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

－

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・悪影響防止（系統分離）について説
明する。

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制設備
(3)　悪影響防止

【8.2.1(3)　悪影響防止】
・外部放出抑制設備に要求される悪影響防止に
係る設計方針について説明する。

－ － － － － 〇 －

グローブボックス排風機入口手動
ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

－

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(3)　悪影響防止

【8.2.1(3)　悪影響防止】
・外部放出抑制設備に要求される悪影
響防止に係る設計方針について説明す
る。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.1　外部放出抑制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・悪影響防止（可搬型設備の独立性）について
説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制設備
(3)　悪影響防止

【8.2.1(3)　悪影響防止】
・外部放出抑制設備に要求される悪影響防止に
係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

99

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，グローブボックス排
気設備及び工程室排気設備の放出経路遮断後におけるダンパ出口のダク
ト内風速を確認するため，重大事故時に想定される変動範囲を監視可能
な計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備
として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含め，十
分な台数を確保する設計とする。 機能要求②

設置要求
可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（個数及び容
量）

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.1　外部放出抑制設備
(1)設備構成
(2)　設計方針

【3.1.2.1(1)設備構成】
・個数及び容量（個数）について説明する。

【3.1.2.1(2)設計方針】
・個数及び容量（検出器の種類，計測範囲）に
ついて説明する。 － － － － － － － － － － －

100

　外部放出抑制設備は，グローブボックス排気設備，工程室排気設備に
対して，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１
セット確保する設計とする。

機能要求①

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震S
クラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震S
クラス)
グローブボックス排気フィルタユニッ
ト
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排風機入口手動ダン
パ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ
可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（個数及び容
量）

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.1　外部放出抑制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・個数及び容量（個数）について説明する。

－ － － － － 〇 －

グローブボックス排気ダクト
（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ
(耐震Sクラス)
グローブボックス排気フィルタ
(耐震Sクラス)
グローブボックス排気フィルタユ
ニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排風機入口手動
ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

－

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・個数及び容量（個数）について説明
する。

101

　外部放出抑制設備は，耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響
を受けない場所に設置することで，重大事故の発生を仮定するグローブ
ボックス内における火災により上昇する温度の影響を考慮しても，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震S
クラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震S
クラス)
グローブボックス排気フィルタユニッ
ト
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排風機入口手動ダン
パ
工程室排風機入口手動ダンパ
可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（環境条件等） － － － － － － － 〇 －

グローブボックス排気ダクト
（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ
(耐震Sクラス)
グローブボックス排気フィルタ
(耐震Sクラス)
グローブボックス排気フィルタユ
ニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排風機入口手動
ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ

－

102

　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる外部放出
抑制設備の常設重大事故等対処設備，可搬型ダンパ出口風速計は，第1章
共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件等） － － － － － － － 〇 － 基本方針 －

103

　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震S
クラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震S
クラス)
グローブボックス排気フィルタユニッ
ト
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排風機入口手動ダン
パ
工程室排風機入口手動ダンパ

設計方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設

備））
－ － － － － － － 〇 －

グローブボックス排気ダクト
（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ
(耐震Sクラス)
グローブボックス排気フィルタ
(耐震Sクラス)
グローブボックス排気フィルタユ
ニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排風機入口手動
ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ

－

104

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管
庫・貯水所に保管し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

設置要求 可搬型ダンパ出口風速計
設計方針（環境条件等

（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － － － － － － － － － －

105

　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備及び可搬型ダンパ出口風
速計は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置又は保管，被水
防護する設計とする。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置又は
保管，被水防護対策）

基本方針（環境条件等） － － － － － － － 〇 －
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置
又は保管，被水防護対策）

－

106

　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影
響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等

（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － － － － 〇 － 基本方針 －

107

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，内部発生飛散物の影
響を考慮し，燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水
所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等

（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － － － － － － － － － －

108

　内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる外部
放出抑制設備のグローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダ
ンパは，自然現象，人為事象，溢水，火災及び内部発生飛散物に対して
代替設備による機能の確保，修理の対応により重大事故等に対処するた
めの機能を損なわない設計とする。また，重大事故等に対処するための
機能が確保できない場合には，関連する工程を停止すること等を保安規
定に定めて，管理する。

機能要求①
運用要求

グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ
施設共通　基本設計方針
（代替品，修理，工程停止等による機
能維持）

設計方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設

備））

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設

備））

－ － － － － － － 〇 －

グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ
施設共通　基本設計方針
（代替品，修理，工程停止等によ
る機能維持）

－

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(4)　環境条件等

【8.2.1(4)　環境条件等】
・外部放出抑制設備に要求される環境
条件等に係る設計方針について説明す
る。

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制設備
(4)　環境条件等

【8.2.1(4)　環境条件等】
・外部放出抑制設備に要求される環境条件等に
係る設計方針について説明する。

可搬型ダンパ出口風速計機能要求①

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，他の設備から独立し
て単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

98

97

　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，グローブボックス排
風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス
排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの操作によって安全機能を有
する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統
構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

グローブボックス排風機入口手動ダン
パ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

設計方針（悪影響防止）

設計方針（悪影響防止）

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(4)　環境条件等

【8.2.1(4)　環境条件等】
・外部放出抑制設備に要求される環境
条件等に係る設計方針について説明す
る。

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(4)　環境条件等

【8.2.1(4)　環境条件等】
・外部放出抑制設備に要求される環境
条件等に係る設計方針について説明す
る。

94



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

基本設計方針 要求種別
項目
番号

99

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，グローブボックス排
気設備及び工程室排気設備の放出経路遮断後におけるダンパ出口のダク
ト内風速を確認するため，重大事故時に想定される変動範囲を監視可能
な計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備
として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含め，十
分な台数を確保する設計とする。 機能要求②

設置要求

100

　外部放出抑制設備は，グローブボックス排気設備，工程室排気設備に
対して，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１
セット確保する設計とする。

機能要求①

101

　外部放出抑制設備は，耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響
を受けない場所に設置することで，重大事故の発生を仮定するグローブ
ボックス内における火災により上昇する温度の影響を考慮しても，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

102

　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる外部放出
抑制設備の常設重大事故等対処設備，可搬型ダンパ出口風速計は，第1章
共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

103

　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

104

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管
庫・貯水所に保管し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

設置要求

105

　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備及び可搬型ダンパ出口風
速計は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置又は保管，被水
防護する設計とする。

運用要求

106

　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影
響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

107

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，内部発生飛散物の影
響を考慮し，燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水
所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

108

　内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる外部
放出抑制設備のグローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダ
ンパは，自然現象，人為事象，溢水，火災及び内部発生飛散物に対して
代替設備による機能の確保，修理の対応により重大事故等に対処するた
めの機能を損なわない設計とする。また，重大事故等に対処するための
機能が確保できない場合には，関連する工程を停止すること等を保安規
定に定めて，管理する。

機能要求①
運用要求

機能要求①

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，他の設備から独立し
て単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

98

97

　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，グローブボックス排
風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス
排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの操作によって安全機能を有
する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統
構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

－ － － － － －

〇 － 可搬型ダンパ出口風速計 －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・悪影響防止（可搬型設備の独立性）
について説明する。

－ － － － － －

〇 － 可搬型ダンパ出口風速計 －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(3)　悪影響防止

【8.2.1(3)　悪影響防止】
・外部放出抑制設備に要求される悪影
響防止に係る設計方針について説明す
る。

－ － － － － －

〇 － 可搬型ダンパ出口風速計
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成
(2)　設計方針

【3.1.2.1(1)設備構成】
・個数及び容量（個数）について説明
する。

【3.1.2.1(2)設計方針】
・個数及び容量（検出器の種類，計測
範囲）について説明する。

－ － － － － －

〇 － 可搬型ダンパ出口風速計 －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・個数及び容量（個数）について説明
する。

－ － － － － －

〇 － 可搬型ダンパ出口風速計 －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(4)　環境条件等

【8.2.1(4)　環境条件等】
・外部放出抑制設備に要求される環境
条件等に係る設計方針について説明す
る。

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

〇 － 可搬型ダンパ出口風速計 － － － － － － －

〇 －
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置
又は保管，被水防護対策）

－ － － － － － －

－ － － － － －

〇 － 基本方針 －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(4)　環境条件等

【8.2.1(4)　環境条件等】
・外部放出抑制設備に要求される環境
条件等に係る設計方針について説明す
る。

－ － － － － －

－ － － － － －

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(4)　環境条件等

【8.2.1(4)　環境条件等】
・外部放出抑制設備に要求される環境
条件等に係る設計方針について説明す
る。

95



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.1　外部放出抑制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・環境条件等（操作場所）について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・環境条件等（操作場所）について説
明する。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.1　外部放出抑制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・環境条件等（可搬型設備の保管場所，操作場
所，アクセスルート）について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・環境条件等（可搬型設備の保管場
所，操作場所，アクセスルート）につ
いて説明する。

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制設備
(4)　環境条件等

【8.2.1(4)　環境条件等】
・外部放出抑制設備に要求される環境条件等に
係る設計方針について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(4)　環境条件等

【8.2.1(4)　環境条件等】
・外部放出抑制設備に要求される環境
条件等に係る設計方針について説明す
る。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.1　外部放出抑制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・環境条件等（保管場所）について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・環境条件等（保管場所）について説
明する。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.1　外部放出抑制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・環境条件等（可搬型設備の保管場所，操作場
所，アクセスルート）について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・環境条件等（可搬型設備の保管場
所，操作場所，アクセスルート）につ
いて説明する。

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制設備
(4)　環境条件等

【8.2.1(4)　環境条件等】
・外部放出抑制設備に要求される環境条件等に
係る設計方針について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(4)　環境条件等

【8.2.1(4)　環境条件等】
・外部放出抑制設備に要求される環境
条件等に係る設計方針について説明す
る。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.1　外部放出抑制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・操作性の確保（接続性）について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・操作性の確保（接続性）について説
明する。

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制設備
(5)　操作性の確保

【8.2.1(5)　操作性の確保】
・外部放出抑制設備に要求される操作性の確保
に係る設計方針について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(5)　操作性の確保

【8.2.1(5)　操作性の確保】
・外部放出抑制設備に要求される操作
性の確保に係る設計方針について説明
する。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.1　外部放出抑制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）につ
いて説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認
等）について説明する。

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制設備
(6)　試験・検査

【8.2.1(6)　試験・検査】
・外部放出抑制設備に要求される試験・検査に
係る設計方針について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(6)　試験・検査

【8.2.1(6)　試験・検査】
・外部放出抑制設備に要求される試
験・検査に係る設計方針について説明
する。
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　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重
大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，機能
性能確認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するた
め，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震S
クラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震S
クラス)
グローブボックス排気フィルタユニッ
ト
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排風機入口手動ダン
パ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

設計方針（試験・検査
性）

－

グローブボックス排気ダクト
（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ
(耐震Sクラス)
グローブボックス排気フィルタ
(耐震Sクラス)
グローブボックス排気フィルタユ
ニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排風機入口手動
ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

－〇

－
グローブボックス排気ダクト
（SA）
工程室排気ダクト（SA）

－〇

設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備の

設置場所））

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
可搬型ダンパ出口風速計

機能要求①
設置要求

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，想定される重大事故
等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよ
うに，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影
響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設計とすると
ともに，高性能エアフィルタによりMOX粉末を捕集した後のダクトに接続
口を設けることで接続操作時に汚染が拡大しないよう考慮することによ
り，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。
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グローブボックス排気ダクト
（SA）
工程室排気ダクト（SA）

－〇

設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備の

設置場所））
－

グローブボックス排風機入口手動
ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

－〇

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
可搬型ダンパ出口風速計

機能要求①
設計方針（操作性の確

保）

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計と常設ダクトとの接続
は，常設ダクトに測定口を設けて可搬型ダンパ出口風速計の検出部を挿
入する接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での
接続が可能な設計とする。
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グローブボックス排風機入口手動ダン
パ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

設置要求

　外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室
排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排
気閉止ダンパは，想定される重大事故等が発生した場合においても操作
に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定とし
て，放射線の影響を受けない異なる区画又は離れた場所から操作可能な
設計とする。

109
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

基本設計方針 要求種別
項目
番号

112

　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重
大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，機能
性能確認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するた
め，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

機能要求①
設置要求

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，想定される重大事故
等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよ
うに，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影
響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設計とすると
ともに，高性能エアフィルタによりMOX粉末を捕集した後のダクトに接続
口を設けることで接続操作時に汚染が拡大しないよう考慮することによ
り，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

110

機能要求①

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計と常設ダクトとの接続
は，常設ダクトに測定口を設けて可搬型ダンパ出口風速計の検出部を挿
入する接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での
接続が可能な設計とする。

111

設置要求

　外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室
排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排
気閉止ダンパは，想定される重大事故等が発生した場合においても操作
に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定とし
て，放射線の影響を受けない異なる区画又は離れた場所から操作可能な
設計とする。
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説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

－ － － － － －

－ － － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・環境条件等（保管場所）について説
明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・環境条件等（可搬型設備の保管場
所，操作場所，アクセスルート）につ
いて説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(4)　環境条件等

【8.2.1(4)　環境条件等】
・外部放出抑制設備に要求される環境
条件等に係る設計方針について説明す
る。

－ － － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・操作性の確保（接続性）について説
明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(5)　操作性の確保

【8.2.1(5)　操作性の確保】
・外部放出抑制設備に要求される操作
性の確保に係る設計方針について説明
する。

－ － － － － －

－ － － － － －

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

〇 － 可搬型ダンパ出口風速計 －

第2回申請と同一

－可搬型ダンパ出口風速計－〇

第2回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.1　外部放出抑制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）につ
いて説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認
等）について説明する。

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制設備
(6)　試験・検査

【8.2.1(6)　試験・検査】
・外部放出抑制設備に要求される試験・検査に
係る設計方針について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(6)　試験・検査

【8.2.1(6)　試験・検査】
・外部放出抑制設備に要求される試
験・検査に係る設計方針について説明
する。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.1　外部放出抑制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）につ
いて説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認
等）について説明する。

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制設備
(6)　試験・検査

【8.2.1(6)　試験・検査】
・外部放出抑制設備に要求される試験・検査に
係る設計方針について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(6)　試験・検査

【8.2.1(6)　試験・検査】
・外部放出抑制設備に要求される試
験・検査に係る設計方針について説明
する。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.1　外部放出抑制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）につ
いて説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制設備
(6)　試験・検査

【8.2.1(6)　試験・検査】
・外部放出抑制設備に要求される試験・検査に
係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
3.　施設の詳細設計方針
3.5　核燃料物質等の回収に係る設備

【3.5　核燃料物質等の回収に係る設備】
・核燃料物質等の回収に係る設備について説明
する。
・詳細については，「Ⅴ-1-5　放射線管理施設
に関する説明書」にて説明することを記載す
る。

－ － － － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する
説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
2.　基本方針
2.2　重大事故等対処設備に関す
る計測

【2.2　重大事故等対処設備に関する計測】
・閉じ込める機能の喪失の対処として，飛散し
た核燃料物質の回収するための工程室内の雰囲
気を確認するために設ける工程室放射線計測設
備の基本方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリング設備
8.3.2.1　工程室放射線計測設備
(1)　機能

【8.3.2.1(1)　機能】
・工程室放射線計測設備に要求される機能につ
いて説明する。

－ － － － － － － － － － －

機能要求①

グローブボックス給気フィルタ
グローブボックス排気フィルタ
グローブボックス排気フィルタユニッ
ト
工程室排気フィルタユニット

設計方針（試験・検査
性）

設計方針（試験・検査
性）

グローブボックス排風機入口手動ダン
パ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

機能要求①

　外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室
排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排
気閉止ダンパは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な
機能を確認するため，動作確認によりダンパの固着がないことの確認が
可能な設計とする。

113 －

グローブボックス排風機入口手動
ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

－〇

－

グローブボックス給気フィルタ
グローブボックス排気フィルタ
グローブボックス排気フィルタユ
ニット
工程室排気フィルタユニット

－〇

第2章　個別項目
6.　放射線管理施設
6.1　放射線管理施設の基本方針
6.1.2　代替モニタリング設備
(1)　工程室放射線計測設備
　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策のうち，代替消
火設備，代替火災感知設備及び外部放出抑制設備を用いた一連の対策が
完了した後，工程室内の気相中における放射性物質の濃度を計測するこ
とで，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認するために必要
な核燃料物質等の回収に使用する重大事故等対処設備として，工程室放
射線計測設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

設計方針（試験・検査
性）

可搬型ダンパ出口風速計機能要求①

116

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，通常時において，重
大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，員数
確認，模擬入力による機能，性能の確認及び校正等が可能な設計とす
る。また，当該機能を健全に維持するため，取替えが可能な設計とす
る。

115

114

　外部放出抑制設備のグローブボックス給気フィルタ，グローブボック
ス排気フィルタ，グローブボックス排気フィルタユニット及び工程室排
気フィルタユニットは，通常時において，重大事故等に対処するために
必要な機能を確認するため，差圧の確認によりフィルタの目詰まりがな
いことの確認が可能な設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

基本設計方針 要求種別
項目
番号

機能要求①

機能要求①

　外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室
排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排
気閉止ダンパは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な
機能を確認するため，動作確認によりダンパの固着がないことの確認が
可能な設計とする。

113

第2章　個別項目
6.　放射線管理施設
6.1　放射線管理施設の基本方針
6.1.2　代替モニタリング設備
(1)　工程室放射線計測設備
　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策のうち，代替消
火設備，代替火災感知設備及び外部放出抑制設備を用いた一連の対策が
完了した後，工程室内の気相中における放射性物質の濃度を計測するこ
とで，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認するために必要
な核燃料物質等の回収に使用する重大事故等対処設備として，工程室放
射線計測設備を設ける設計とする。

冒頭宣言

機能要求①

116

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，通常時において，重
大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，員数
確認，模擬入力による機能，性能の確認及び校正等が可能な設計とす
る。また，当該機能を健全に維持するため，取替えが可能な設計とす
る。

115

114

　外部放出抑制設備のグローブボックス給気フィルタ，グローブボック
ス排気フィルタ，グローブボックス排気フィルタユニット及び工程室排
気フィルタユニットは，通常時において，重大事故等に対処するために
必要な機能を確認するため，差圧の確認によりフィルタの目詰まりがな
いことの確認が可能な設計とする。

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

－ － － － － －

－ － － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認
等）について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(6)　試験・検査

【8.2.1(6)　試験・検査】
・外部放出抑制設備に要求される試
験・検査に係る設計方針について説明
する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
3.　施設の詳細設計
方針
3.5　核燃料物質等の
回収に係る設備

【3.5　核燃料物質等の回収に係る設
備】
・核燃料物質等の回収に係る設備につ
いて説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-5　放射線
管理施設に関する説明書」にて説明す
ることを記載する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-5　放射線管理
施設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管
理施設の構成に関す
る説明書並びに計測
範囲及び警報動作範
囲に関する説明書
2.　基本方針
2.2　重大事故等対処
設備に関する計測

【2.2　重大事故等対処設備に関する
計測】
・閉じ込める機能の喪失の対処とし
て，飛散した核燃料物質の回収するた
めの工程室内の雰囲気を確認するため
に設ける工程室放射線計測設備の基本
方針について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリ
ング設備
8.3.2.1　工程室放射
線計測設備
(1)　機能

【8.3.2.1(1)　機能】
・工程室放射線計測設備に要求される
機能について説明する。

－ － － － － －

－ 基本方針 －〇

第2回申請と同一

第2回申請と同一

－可搬型ダンパ出口風速計－〇

第2回申請と同一

第2回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

117
　工程室放射線計測設備は，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベー
タ線用サーベイメータで構成する。 冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － － － － － － － － －

118

　工程室放射線計測設備は，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡
大防止対策のうち，代替消火設備，代替火災感知設備及び外部放出抑制
設備を用いた一連の対策が完了し，工程室内雰囲気が安定した状態であ
ることを確認した後に，ウエス等の資機材によりMOX粉末を回収すること
から，当該作業の着手判断として，可搬型ダストサンプラにより，工程
室内の気相中のMOX粉末を捕集し，アルファ・ベータ線用サーベイメータ
により，放射性物質の濃度を計測することで，工程室内雰囲気が安定し
た状態であることを確認できる設計とする。

機能要求①
可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

設計方針（系統構成） － － － － － － － － － － － － －

119
　可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは,充
電池又は乾電池を使用する設計とする。 機能要求①

可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

設計方針（系統構成） － － － － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する
説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
3.　放射線管理施設の構成
3.2　代替モニタリング設備
3.2.1　工程室放射線計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・共通要因故障の考慮（可搬型設備の位置的分
散）について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリング設備
8.3.2.1　工程室放射線計測設備
(2)　共通要因故障に対する考慮

【8.3.2.1(2)　共通要因故障に対する考慮】
・工程室放射線計測設備に要求される共通要因
故障に対する考慮に係る設計方針について説明
する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する
説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
3.　放射線管理施設の構成
3.2　代替モニタリング設備
3.2.1　工程室放射線計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・悪影響防止（独立性）について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリング設備
8.3.2.1　工程室放射線計測設備
(3)　悪影響防止

【8.3.2.1(3)　悪影響防止】
・工程室放射線計測設備に要求される悪影響防
止に係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

122

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラは，工程室内の放射性
物質濃度の測定に必要な容量の充電池又は乾電池を有する設計とすると
ともに，保有数は，必要数として１台，予備として故障時のバックアッ
プを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

機能要求①
設置要求

可搬型ダストサンプラ
設計方針（個数及び容

量）
－ －

3.　放射線管理施設の構成
3.2　代替モニタリング設備
3.2.1　工程室放射線計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・個数及び容量（個数）について説明する。

－ － － － － － － － － － －

123

　工程室放射線計測設備のアルファ・ベータ線用サーベイメータは，工
程室内の放射性物質濃度の測定に必要な計測範囲を有するとともに，十
分な容量の充電池又は乾電池を有する設計とする。また，保有数は，必
要数並びに予備として故障時のバックアップを含め，十分な台数を確保
する設計とする。

機能要求①
機能要求②
設置要求

アルファ・ベータ線用サーベイメータ
設計方針（個数及び容

量）
－ －

3.　放射線管理施設の構成
3.2　代替モニタリング設備
3.2.1　工程室放射線計測設備

4.　放射線管理施設の計測範囲及
び警報動作範囲
4.1　放射線管理施設の計測範囲
4.2　放射線管理施設の警報動作
範囲

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・個数及び容量（検出器の種類，計測範囲）に
ついて説明する。

【4.1　放射線管理施設の計測範囲】
【4.2　放射線管理施設の警報動作範囲】
・個数及び容量（検出器の種類，計測範囲）に
ついて説明する。
また，アルファ・ベータ線用サーベイメータに
警報装置を設ける必要がない考え方について，
説明する。

－ － － － － － － － － － －

124

　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる工程室放
射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベ
イメータは，第1章共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と
することで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

125

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ
線用サーベイメータは，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加
工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所に保管し，風（台
風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

設置要求
可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

設計方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処

設備））
－ － － － － － － － － － － － －

126
　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ
線用サーベイメータは，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの保
管，被水防護する設計とする。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置又は
保管，被水防護対策）

基本方針（環境条件等） － － － － － － － － － － － － －

127

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ
線用サーベイメータは，内部発生飛散物の影響を考慮し，第１保管庫・
貯水所又は第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所
に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等

（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － － － － － － － － － －

設計方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

設置要求

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ
線用サーベイメータは，故障時のバックアップを含めて必要な数量を燃
料加工建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに
分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

120

設計方針（悪影響防止）
可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

機能要求①

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ
線用サーベイメータは，他の設備から独立して単独で使用可能なことに
より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

121

3.　放射線管理施設の構成
3.2　代替モニタリング設備
3.2.1　工程室放射線計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・工程室放射線計測設備の設備構成，給電方式
等の設計方針について説明する。

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリング設備
8.3.2.1　工程室放射線計測設備
(4)　環境条件等

【8.3.2.1(4)　環境条件等】
・工程室放射線計測設備に要求される環境条件
等に係る設計方針について説明する。

100



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

基本設計方針 要求種別
項目
番号

117
　工程室放射線計測設備は，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベー
タ線用サーベイメータで構成する。 冒頭宣言

118

　工程室放射線計測設備は，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡
大防止対策のうち，代替消火設備，代替火災感知設備及び外部放出抑制
設備を用いた一連の対策が完了し，工程室内雰囲気が安定した状態であ
ることを確認した後に，ウエス等の資機材によりMOX粉末を回収すること
から，当該作業の着手判断として，可搬型ダストサンプラにより，工程
室内の気相中のMOX粉末を捕集し，アルファ・ベータ線用サーベイメータ
により，放射性物質の濃度を計測することで，工程室内雰囲気が安定し
た状態であることを確認できる設計とする。

機能要求①

119
　可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは,充
電池又は乾電池を使用する設計とする。 機能要求①

122

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラは，工程室内の放射性
物質濃度の測定に必要な容量の充電池又は乾電池を有する設計とすると
ともに，保有数は，必要数として１台，予備として故障時のバックアッ
プを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

機能要求①
設置要求

123

　工程室放射線計測設備のアルファ・ベータ線用サーベイメータは，工
程室内の放射性物質濃度の測定に必要な計測範囲を有するとともに，十
分な容量の充電池又は乾電池を有する設計とする。また，保有数は，必
要数並びに予備として故障時のバックアップを含め，十分な台数を確保
する設計とする。

機能要求①
機能要求②
設置要求

124

　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる工程室放
射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベ
イメータは，第1章共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と
することで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

125

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ
線用サーベイメータは，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加
工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所に保管し，風（台
風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

設置要求

126
　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ
線用サーベイメータは，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの保
管，被水防護する設計とする。

運用要求

127

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ
線用サーベイメータは，内部発生飛散物の影響を考慮し，第１保管庫・
貯水所又は第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所
に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言

設置要求

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ
線用サーベイメータは，故障時のバックアップを含めて必要な数量を燃
料加工建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに
分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

120

機能要求①

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ
線用サーベイメータは，他の設備から独立して単独で使用可能なことに
より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

121

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 － 基本方針 － － － － － － －

〇 －
可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイ
メータ

－ － － － － － －

〇 －
可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイ
メータ

－ － － － － － －

Ⅴ-1-5　放射線管理
施設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管
理施設の構成に関す
る説明書並びに計測
範囲及び警報動作範
囲に関する説明書
3.　放射線管理施設
の構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・共通要因故障の考慮（可搬型設備の
位置的分散）について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリ
ング設備
8.3.2.1　工程室放射
線計測設備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.3.2.1(2)　共通要因故障に対する
考慮】
・工程室放射線計測設備に要求される
共通要因故障に対する考慮に係る設計
方針について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-5　放射線管理
施設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管
理施設の構成に関す
る説明書並びに計測
範囲及び警報動作範
囲に関する説明書
3.　放射線管理施設
の構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・悪影響防止（独立性）について説明
する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリ
ング設備
8.3.2.1　工程室放射
線計測設備
(3)　悪影響防止

【8.3.2.1(3)　悪影響防止】
・工程室放射線計測設備に要求される
悪影響防止に係る設計方針について説
明する。

－ － － － － －

〇 － 可搬型ダストサンプラ －

3.　放射線管理施設
の構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・個数及び容量（個数）について説明
する。

－ － － － － －

〇 －
アルファ・ベータ線用サーベイ
メータ

－

3.　放射線管理施設
の構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

4.　放射線管理施設
の計測範囲及び警報
動作範囲
4.1　放射線管理施設
の計測範囲
4.2　放射線管理施設
の警報動作範囲

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・個数及び容量（検出器の種類，計測
範囲）について説明する。

【4.1　放射線管理施設の計測範囲】
【4.2　放射線管理施設の警報動作範
囲】
・個数及び容量（検出器の種類，計測
範囲）について説明する。
また，アルファ・ベータ線用サーベイ
メータに警報装置を設ける必要がない
考え方について，説明する。

－ － － － － －

〇 － 基本方針 － － － － － － －

〇 －
可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイ
メータ

－ － － － － － －

〇 －
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置
又は保管，被水防護対策）

－ － － － － － －

〇 － 基本方針 － － － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリ
ング設備
8.3.2.1　工程室放射
線計測設備
(4)　環境条件等

【8.3.2.1(4)　環境条件等】
・工程室放射線計測設備に要求される
環境条件等に係る設計方針について説
明する。

－
可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイ
メータ

－〇

3.　放射線管理施設
の構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・工程室放射線計測設備の設備構成，
給電方式等の設計方針について説明す
る。

－
可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイ
メータ

－〇
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

－ －

Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する
説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
3.　放射線管理施設の構成
3.2　代替モニタリング設備
3.2.1　工程室放射線計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・操作性の確保（保管場所，操作場所及びアク
セスルート）について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリング設備
8.3.2.1　工程室放射線計測設備
(4)　環境条件等

【8.3.2.1(4)　環境条件等】
・工程室放射線計測設備に要求される環境条件
等に係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する
説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
3.　放射線管理施設の構成
3.2　代替モニタリング設備
3.2.1　工程室放射線計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）につ
いて説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリング設備
8.3.2.1　工程室放射線計測設備
(5)　試験・検査

【8.3.2.1(6)　試験・検査】
・工程室放射線計測設備に要求される試験・検
査に係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する
説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
3.　放射線管理施設の構成
3.2　代替モニタリング設備
3.2.1　工程室放射線計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）につ
いて説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリング設備
8.3.2.1　工程室放射線計測設備
(5)　試験・検査

【8.3.2.1(6)　試験・検査】
・工程室放射線計測設備に要求される試験・検
査に係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する
説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
3.　放射線管理施設の構成
3.2　代替モニタリング設備
3.2.1　工程室放射線計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）につ
いて説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリング設備
8.3.2.1　工程室放射線計測設備
(5)　試験・検査

【8.3.2.1(6)　試験・検査】
・工程室放射線計測設備に要求される試験・検
査に係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

設計方針（試験・検査
性）

可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

機能要求①

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ
線用サーベイメータは，通常時において，重大事故等に対処するために
必要な機能を確認するため，外観点検，機能性能確認等が可能な設計と
する。また，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計と
する。

129

設計方針（試験・検査
性）

アルファ・ベータ線用サーベイメータ機能要求①

　工程室放射線計測設備のアルファ・ベータ線用サーベイメータは，通
常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するた
め，外観点検，模擬入力による機能，性能の確認及び校正が可能な設計
とする。

131

130

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラは，通常時において，
重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，動作確認が可
能な設計とする。

機能要求① 可搬型ダストサンプラ
設計方針（試験・検査

性）

設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備の

設置場所））

可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

設置要求

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ
線用サーベイメータは，想定される重大事故等が発生した場合において
も設置に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選
定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操
作可能な設計により，当該設備の設置が可能な設計とする。

128
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

基本設計方針 要求種別
項目
番号

機能要求①

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ
線用サーベイメータは，通常時において，重大事故等に対処するために
必要な機能を確認するため，外観点検，機能性能確認等が可能な設計と
する。また，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計と
する。

129

機能要求①

　工程室放射線計測設備のアルファ・ベータ線用サーベイメータは，通
常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するた
め，外観点検，模擬入力による機能，性能の確認及び校正が可能な設計
とする。

131

130

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラは，通常時において，
重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，動作確認が可
能な設計とする。

機能要求①

設置要求

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ
線用サーベイメータは，想定される重大事故等が発生した場合において
も設置に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選
定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操
作可能な設計により，当該設備の設置が可能な設計とする。

128

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

Ⅴ-1-5　放射線管理
施設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管
理施設の構成に関す
る説明書並びに計測
範囲及び警報動作範
囲に関する説明書
3.　放射線管理施設
の構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・操作性の確保（保管場所，操作場所
及びアクセスルート）について説明す
る。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリ
ング設備
8.3.2.1　工程室放射
線計測設備
(4)　環境条件等

【8.3.2.1(4)　環境条件等】
・工程室放射線計測設備に要求される
環境条件等に係る設計方針について説
明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-5　放射線管理
施設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管
理施設の構成に関す
る説明書並びに計測
範囲及び警報動作範
囲に関する説明書
3.　放射線管理施設
の構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・試験・検査性（外観検査，動作確認
等）について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリ
ング設備
8.3.2.1　工程室放射
線計測設備
(5)　試験・検査

【8.3.2.1(6)　試験・検査】
・工程室放射線計測設備に要求される
試験・検査に係る設計方針について説
明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-5　放射線管理
施設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管
理施設の構成に関す
る説明書並びに計測
範囲及び警報動作範
囲に関する説明書
3.　放射線管理施設
の構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・試験・検査性（外観検査，動作確認
等）について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリ
ング設備
8.3.2.1　工程室放射
線計測設備
(5)　試験・検査

【8.3.2.1(6)　試験・検査】
・工程室放射線計測設備に要求される
試験・検査に係る設計方針について説
明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-5　放射線管理
施設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管
理施設の構成に関す
る説明書並びに計測
範囲及び警報動作範
囲に関する説明書
3.　放射線管理施設
の構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・試験・検査性（外観検査，動作確認
等）について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリ
ング設備
8.3.2.1　工程室放射
線計測設備
(5)　試験・検査

【8.3.2.1(6)　試験・検査】
・工程室放射線計測設備に要求される
試験・検査に係る設計方針について説
明する。

－ － － － － －

－
可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイ
メータ

－〇

－可搬型ダストサンプラ－〇

－
アルファ・ベータ線用サーベイ
メータ

－〇

－
可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイ
メータ

〇 －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
3.　施設の詳細設計方針
3.6　核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係
る設備

【3.6　核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に
係る設備】
・核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る
設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書」にて説明することを
記載する。
・対処に係る電源，燃料については，「Ⅴ-1-6-
1　所内電源設備に関する説明書」にて説明する
ことを記載する。
・排気により放出される放射線管理施設につい
ては，「Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する説明
書」にて説明することを記載する。

― ― － － － － － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込
める機能の喪失に対
処するための設備に
関する説明書
3.　施設の詳細設計
方針
3.6　核燃料物質等の
閉じ込める機能の回
復に係る設備

【3.6　核燃料物質等の閉じ込める機
能の回復に係る設備】
・核燃料物質等の閉じ込める機能の回
復に係る設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性
廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に
て説明することを記載する。
・対処に係る電源，燃料については，
「Ⅴ-1-6-1　所内電源設備に関する説
明書」にて説明することを記載する。
・排気により放出される放射線管理施
設については，「Ⅴ-1-5　放射線管理
施設に関する説明書」にて説明するこ
とを記載する。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・代替グローブボックス排気設備の構成，系統
構成について説明する。

－ － － － － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・代替グローブボックス排気設備の構
成，系統構成について説明する。

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.2　代替グローブボックス排
気設備
(1)　機能

【8.2.2(1)　機能】
・代替グローブボックス排気設備に要求される
機能について説明する。

－ － － － － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(1)　機能

【8.2.2(1)　機能】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される機能について説明する。
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　代替グローブボックス排気設備は，グローブボックス排気ダクト，グ
ローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，可搬型
排風機付フィルタユニット，可搬型フィルタユニット及び可搬型ダクト
で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － － － 〇 － 基本方針 －

134

グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ及びグ
ローブボックス排気フィルタは，常設重大事故等対処施設と位置付け，
設計基準対象の施設のグローブボックス排気設備の一部と兼用する設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － － － 〇 － 基本方針 －
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　代替グローブボックス排気設備は，核燃料物質等の回収の一環とし
て，設計基準対象の施設であるグローブボックス排風機の復旧等に時間
を要することが想定されるため，可搬型排風機付フィルタユニット，可
搬型フィルタユニット及び可搬型ダクトを敷設及び接続し，可搬型ダク
ト及びグローブボックス排気設備を接続した後，可搬型排風機付フィル
タユニットを運転することで，工程室からグローブボックス排気経路へ
の気流を確保するとともに，可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬
型フィルタユニットに内蔵する合計４段の高性能エアフィルタによりMOX
粉末を捕集できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

グローブボックス排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震S
クラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震S
クラス)
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

設計方針（系統構成） － － － － － － － 〇 －

グローブボックス排気ダクト
（SA）
グローブボックス給気フィルタ
(耐震Sクラス)
グローブボックス排気フィルタ
(耐震Sクラス)

＜主配管＞
・外径・厚さ

＜フィルタ＞
・効率
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　代替グローブボックス排気設備は，設計基準対象の施設のグローブ
ボックス排気設備の排気機能を回復することで，グローブボックスから
間接的に工程室内の空気も排気することが可能であるため，グローブ
ボックス排気設備の排気機能のみ回復する設計とする。

機能要求①

グローブボックス排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震S
クラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震S
クラス)
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

設計方針（系統構成） － － － － － － － 〇 －

グローブボックス排気ダクト
（SA）
グローブボックス給気フィルタ
(耐震Sクラス)
グローブボックス排気フィルタ
(耐震Sクラス)

－
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代替グローブボックス排気設備は，排気により放出される放射性物質の
濃度を測定するための放射線管理施設の可搬型排気モニタリング設備を
接続できる設計とする。
なお，放射線監視設備に係る設計方針については，第2章　個別項目の
「6.放射線管理施設」に示す。

機能要求①
可搬型ダクト
可搬型ダストモニタ

設計方針（系統構成） － － － － － － － － － － － － －

138
　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニット
は，代替電源設備の燃料加工建屋可搬型発電機の給電により駆動する設
計とする。

機能要求① 可搬型排風機付フィルタユニット 設計方針（系統構成） － － － － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・共通要因故障の考慮（可搬型設備の位置的分
散）について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.2　代替グローブボックス排
気設備
(2)　共通要因故障に対する考慮

【8.2.2(2)　共通要因故障に対する考慮】
・代替グローブボックス排気設備に要求される
共通要因故障に対する考慮に係る設計方針につ
いて説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・悪影響防止（系統分離）について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・悪影響防止（系統分離）について説
明する。

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.2　代替グローブボックス排
気設備
(3)　悪影響防止

【8.2.2(3)　悪影響防止】
・代替グローブボックス排気設備に要求される
悪影響防止に係る設計方針について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(3)　悪影響防止

【8.2.2(3)　悪影響防止】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される悪影響防止に係る設計方針に
ついて説明する。

設計方針（悪影響防止） －

グローブボックス排気ダクト(SA)
グローブボックス給気フィルタ
(耐震Sクラス)
グローブボックス排気フィルタ
(耐震Sクラス)

－〇

グローブボックス排気ダクト(SA)
グローブボックス給気フィルタ(耐震S
クラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震S
クラス)

機能要求①

　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，グロー
ブボックス排気ダクトに設置するダンパ操作によって安全機能を有する
施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
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設計方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

設置要求

　代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，共通
要因によってグローブボックス排気設備と同時にその機能が損なわれる
おそれがないように，グローブボックス排気設備が設置される燃料加工
建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとと
もに，燃料加工建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。
燃料加工建屋に保管する場合はグローブボックス排気設備と異なる場所
に保管することで位置的分散を図る設計とする。
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Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・代替グローブボックス排気設備の
フィルタの捕集効率の考え方，給電方
法等の設計方針について説明する。

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備

【3.1.2.2(1)設備構成】
・代替グローブボックス排気設備の構
成，系統構成について説明する。

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・代替グローブボックス排気設備の構成，系統
構成について説明する。

【3.1.2.2(2)設計方針】
・代替グローブボックス排気設備のフィルタの
捕集効率の考え方，給電方法等の設計方針につ
いて説明する。

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(2)設計方針

第2章　個別項目
5.　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針
5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備
5.1.1.2　重大事故等対処設備
(2)　代替グローブボックス排気設備
核燃料物質等の回収の一環として，グローブボックス排気設備の排気機
能を回復し，工程室からグローブボックス排気経路への気流を確保する
ことで，工程室内のMOX粉末を回収する際の作業環境を確保するために必
要な閉じ込める機能の回復に使用する重大事故等対処設備として，代替
グローブボックス排気設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針132
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

基本設計方針 要求種別
項目
番号
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　代替グローブボックス排気設備は，グローブボックス排気ダクト，グ
ローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，可搬型
排風機付フィルタユニット，可搬型フィルタユニット及び可搬型ダクト
で構成する。

冒頭宣言

134

グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ及びグ
ローブボックス排気フィルタは，常設重大事故等対処施設と位置付け，
設計基準対象の施設のグローブボックス排気設備の一部と兼用する設計
とする。

冒頭宣言
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　代替グローブボックス排気設備は，核燃料物質等の回収の一環とし
て，設計基準対象の施設であるグローブボックス排風機の復旧等に時間
を要することが想定されるため，可搬型排風機付フィルタユニット，可
搬型フィルタユニット及び可搬型ダクトを敷設及び接続し，可搬型ダク
ト及びグローブボックス排気設備を接続した後，可搬型排風機付フィル
タユニットを運転することで，工程室からグローブボックス排気経路へ
の気流を確保するとともに，可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬
型フィルタユニットに内蔵する合計４段の高性能エアフィルタによりMOX
粉末を捕集できる設計とする。

機能要求①
機能要求②
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　代替グローブボックス排気設備は，設計基準対象の施設のグローブ
ボックス排気設備の排気機能を回復することで，グローブボックスから
間接的に工程室内の空気も排気することが可能であるため，グローブ
ボックス排気設備の排気機能のみ回復する設計とする。

機能要求①

137

代替グローブボックス排気設備は，排気により放出される放射性物質の
濃度を測定するための放射線管理施設の可搬型排気モニタリング設備を
接続できる設計とする。
なお，放射線監視設備に係る設計方針については，第2章　個別項目の
「6.放射線管理施設」に示す。

機能要求①

138
　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニット
は，代替電源設備の燃料加工建屋可搬型発電機の給電により駆動する設
計とする。

機能要求①

機能要求①

　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，グロー
ブボックス排気ダクトに設置するダンパ操作によって安全機能を有する
施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

140

設置要求

　代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，共通
要因によってグローブボックス排気設備と同時にその機能が損なわれる
おそれがないように，グローブボックス排気設備が設置される燃料加工
建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとと
もに，燃料加工建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。
燃料加工建屋に保管する場合はグローブボックス排気設備と異なる場所
に保管することで位置的分散を図る設計とする。
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第2章　個別項目
5.　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針
5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備
5.1.1.2　重大事故等対処設備
(2)　代替グローブボックス排気設備
核燃料物質等の回収の一環として，グローブボックス排気設備の排気機
能を回復し，工程室からグローブボックス排気経路への気流を確保する
ことで，工程室内のMOX粉末を回収する際の作業環境を確保するために必
要な閉じ込める機能の回復に使用する重大事故等対処設備として，代替
グローブボックス排気設備を設ける設計とする。

冒頭宣言132

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

〇 －
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

＜主配管＞
・外径・厚さ

＜フィルタ＞
・効率

－ － － － － －

〇 －
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

－ － － － － － －

〇 －
可搬型ダクト
可搬型ダストモニタ

－ － － － － － －

〇 － 可搬型排風機付フィルタユニット － － － － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・共通要因故障の考慮（可搬型設備の
位置的分散）について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.2.2(2)　共通要因故障に対する考
慮】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される共通要因故障に対する考慮に
係る設計方針について説明する。

－ － － － － －

－ － － － － －

第2回申請と同一

－
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

－〇

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・代替グローブボックス排気設備の
フィルタの捕集効率の考え方，給電方
法等の設計方針について説明する。

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一
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説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

141

　屋外に保管する代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，竜
巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置を講じること
で他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（固縛対策（竜巻））

設計方針（悪影響防止） － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.2　代替グローブボックス排
気設備
(3)　悪影響防止

【8.2.2(3)　悪影響防止】
・代替グローブボックス排気設備に要求される
悪影響防止に係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・悪影響防止（回転体）について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.2　代替グローブボックス排
気設備
(3)　悪影響防止

【8.2.2(3)　悪影響防止】
・代替グローブボックス排気設備に要求される
悪影響防止に係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

143

　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニット
は，MOX粉末を可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユ
ニットの高性能エアフィルタで捕集しつつ，可搬型ダクトを介して，外
部に放出するために必要な排気風量を有する設計とするとともに，保有
数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時の
バックアップを含め，十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型排風機付フィルタユニット
設計方針（個数及び容

量）
－ － － － － － － － － － － － －

144

　また，代替グローブボックス排気設備の可搬型フィルタユニットの保
有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時
のバックアップを含め，十分な台数を確保する設計とする。 設置要求 可搬型フィルタユニット

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － － － － － － － － － －

145

　代替グローブボックス排気設備は，グローブボックス排気設備に対し
て，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１セット
確保する設計とする。

機能要求①

グローブボックス排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震S
クラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震S
クラス)
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － － － － 〇 －

グローブボックス排気ダクト
（SA）
グローブボックス給気フィルタ
(耐震Sクラス)
グローブボックス排気フィルタ
(耐震Sクラス)

－

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・個数及び容量（個数）について説明
する。

146

　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替グ
ローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備，可搬型重大事故等
対処設備は，第１章共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と
することで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件等） － － － － － － － 〇 － 基本方針 －

147

　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，外部か
らの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等
により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

グローブボックス排気ダクト(SA)
グローブボックス給気フィルタ(耐震S
クラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震S
クラス)

設計方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設

備））
－ － － － － － － 〇 －

グローブボックス排気ダクト(SA)
グローブボックス給気フィルタ
(耐震Sクラス)
グローブボックス排気フィルタ
(耐震Sクラス)

－

148

　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニット及
び可搬型フィルタユニットは，外部からの衝撃による損傷を防止できる
燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所に保管し，
風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

設置要求
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット

設計方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処

設備））
－ － － － － － － － － － － － －

149

　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とするか，又は風（台
風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収
納するコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設
計とする。

設置要求
運用要求

可搬型ダクト
施設共通　基本設計方針
（固縛対策（竜巻））

設計方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処

設備））
基本方針（環境条件等

（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － － － － － － － － － －

150

　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備，可搬型排
風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットは，溢水量を考慮
し，影響を受けない高さへの設置又は保管，被水防護する設計とする。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置又は
保管，被水防護対策）

基本方針（環境条件等） － － － － － － － 〇 －
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置
又は保管，被水防護対策）

－

151

　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，内部発
生飛散物の影響を考慮し，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置
することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。 冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設

備））
－ － － － － － － 〇 － 基本方針 －

152

　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニット及
び可搬型フィルタユニットは，内部発生飛散物の影響を考慮し，燃料加
工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物
の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等

（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － － － － － － － － － －

153

　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，内部発生飛散物の
影響を考慮し，燃料加工建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に
保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等

（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － － － － － － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.2　代替グローブボックス排
気設備
(4)　環境条件等

【8.2.2(4)　環境条件等】
・代替グローブボックス排気設備に要求される
環境条件等に係る設計方針について説明する。

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(4)　環境条件等

【8.2.2(4)　環境条件等】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される環境条件等に係る設計方針に
ついて説明する。

142

　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニット
は，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

機能要求① 可搬型排風機付フィルタユニット 設計方針（悪影響防止）

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(4)　環境条件等

【8.2.2(4)　環境条件等】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される環境条件等に係る設計方針に
ついて説明する。

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・個数及び容量（個数）について説明する。

【3.1.2.2(2)設計方針】
・個数及び容量（ファン風速）について説明す
る。
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基本設計方針 要求種別
項目
番号

141

　屋外に保管する代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，竜
巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置を講じること
で他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求

143

　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニット
は，MOX粉末を可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユ
ニットの高性能エアフィルタで捕集しつつ，可搬型ダクトを介して，外
部に放出するために必要な排気風量を有する設計とするとともに，保有
数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時の
バックアップを含め，十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

144

　また，代替グローブボックス排気設備の可搬型フィルタユニットの保
有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時
のバックアップを含め，十分な台数を確保する設計とする。 設置要求

145

　代替グローブボックス排気設備は，グローブボックス排気設備に対し
て，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１セット
確保する設計とする。

機能要求①

146

　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替グ
ローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備，可搬型重大事故等
対処設備は，第１章共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と
することで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

147

　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，外部か
らの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等
により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

148

　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニット及
び可搬型フィルタユニットは，外部からの衝撃による損傷を防止できる
燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所に保管し，
風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

設置要求

149

　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とするか，又は風（台
風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収
納するコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設
計とする。

設置要求
運用要求

150

　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備，可搬型排
風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットは，溢水量を考慮
し，影響を受けない高さへの設置又は保管，被水防護する設計とする。

運用要求

151

　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，内部発
生飛散物の影響を考慮し，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置
することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。 冒頭宣言

152

　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニット及
び可搬型フィルタユニットは，内部発生飛散物の影響を考慮し，燃料加
工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物
の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

153

　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，内部発生飛散物の
影響を考慮し，燃料加工建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に
保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

冒頭宣言

142

　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニット
は，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 －
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置
又は保管，被水防護対策）

－

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(3)　悪影響防止

【8.2.2(3)　悪影響防止】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される悪影響防止に係る設計方針に
ついて説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・悪影響防止（回転体）について説明
する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(3)　悪影響防止

【8.2.2(3)　悪影響防止】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される悪影響防止に係る設計方針に
ついて説明する。

－ － － － － －

〇 － 可搬型排風機付フィルタユニット

＜ファン＞
・容量
・原動機

<フィルタ>
・効率

－ － － － － －

〇 － 可搬型フィルタユニット － － － － － － －

〇 －
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

－ － － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

〇 －
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット

－ － － － － － －

〇 －
可搬型ダクト
施設共通　基本設計方針
（固縛対策（竜巻））

－ － － － － － －

〇 －
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置
又は保管，被水防護対策）

－ － － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－可搬型排風機付フィルタユニット－〇

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・個数及び容量（個数）について説明
する。

【3.1.2.2(2)設計方針】
・個数及び容量（ファン風速）につい
て説明する。

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(4)　環境条件等

【8.2.2(4)　環境条件等】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される環境条件等に係る設計方針に
ついて説明する。

第2回申請と同一

第2回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・環境条件等（保管場所，操作場所）について
説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・環境条件等（保管場所，操作場所）
について説明する。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・環境条件等（可搬型設備の保管場所，操作場
所，アクセスルート）について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・環境条件等（可搬型設備の保管場
所，操作場所，アクセスルート）につ
いて説明する。

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.2　代替グローブボックス排
気設備
(4)　環境条件等

【8.2.2(4)　環境条件等】
・代替グローブボックス排気設備に要求される
環境条件等に係る設計方針について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(4)　環境条件等

【8.2.2(4)　環境条件等】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される環境条件等に係る設計方針に
ついて説明する。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・環境条件等（保管場所，操作場所）について
説明する。

－ － － － － － － － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・環境条件等（可搬型設備の保管場所，操作場
所，アクセスルート）について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.2　代替グローブボックス排
気設備
(4)　環境条件等

【8.2.2(4)　環境条件等】
・代替グローブボックス排気設備に要求される
環境条件等に係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・操作性の確保（接続性）について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・操作性の確保（接続性）について説
明する。

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.2　代替グローブボックス排
気設備
(5)　操作性の確保

【8.2.2(5)　操作性の確保】
・代替グローブボックス排気設備に要求される
操作性の確保に係る設計方針について説明す
る。

－ － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(5)　操作性の確保

【8.2.2(5)　操作性の確保】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される操作性の確保に係る設計方針
について説明する。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・操作性の確保（系統切り替えのためのダンパ
の設置）について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・操作性の確保（系統切り替えのため
のダンパの設置）について説明する。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・操作性の確保（接続性）について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・操作性の確保（接続性）について説
明する。

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.2　代替グローブボックス排
気設備
(5)　操作性の確保

【8.2.2(5)　操作性の確保】
・代替グローブボックス排気設備に要求される
操作性の確保に係る設計方針について説明す
る。

－ － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(5)　操作性の確保

【8.2.2(5)　操作性の確保】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される操作性の確保に係る設計方針
について説明する。
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　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトと代替グローブボック
ス排気設備のグローブボックス排気ダクトとの接続は，フランジ接続に
統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な
設計とする。

機能要求①
グローブボックス排気ダクト(SA)
可搬型ダクト

設計方針（操作性の確
保）

設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備の

設置場所））
グローブボックス排気ダクト(SA)設置要求

〇

－グローブボックス排気ダクト(SA)－〇
設計方針（操作性の確

保）
グローブボックス排気ダクト(SA)機能要求①

　代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトは，通
常時に使用する系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に
必要なダンパを設ける設計とし，それぞれ簡易な接続及びダンパの操作
により安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速
やかに切り替えられる設計とする。

－グローブボックス排気ダクト(SA)－

　代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトの系統
に設置するダンパの操作は，想定される重大事故等が発生した場合にお
いても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所
の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所
から操作可能な設計とする。

154

設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備の

設置場所））

グローブボックス排気ダクト(SA)
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

設置要求

　代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，想定
される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続
に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定とし
て，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能
な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とす
る。

155

－グローブボックス排気ダクト(SA)－〇
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基本設計方針 要求種別
項目
番号

157

156

　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトと代替グローブボック
ス排気設備のグローブボックス排気ダクトとの接続は，フランジ接続に
統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な
設計とする。

機能要求①

設置要求

機能要求①

　代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトは，通
常時に使用する系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に
必要なダンパを設ける設計とし，それぞれ簡易な接続及びダンパの操作
により安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速
やかに切り替えられる設計とする。

　代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトの系統
に設置するダンパの操作は，想定される重大事故等が発生した場合にお
いても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所
の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所
から操作可能な設計とする。

154

設置要求

　代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，想定
される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続
に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定とし
て，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能
な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とす
る。

155

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

－ － － － － －

－ － － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・環境条件等（保管場所，操作場所）
について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・環境条件等（可搬型設備の保管場
所，操作場所，アクセスルート）につ
いて説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(4)　環境条件等

【8.2.2(4)　環境条件等】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される環境条件等に係る設計方針に
ついて説明する。

－ － － － － －

〇 － 可搬型ダクト －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・操作性の確保（接続性）について説
明する。

－ － － － － －

〇 － 可搬型ダクト －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(5)　操作性の確保

【8.2.2(5)　操作性の確保】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される操作性の確保に係る設計方針
について説明する。

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

－
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

－〇

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一
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別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容 添付書類　構成(２) 添付書類　説明内容(２)

第１回申請 第２回申請
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

項目
番号

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・操作性の確保（接続性）について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.2　代替グローブボックス排
気設備
(5)　操作性の確保

【8.2.2(5)　操作性の確保】
・代替グローブボックス排気設備に要求される
操作性の確保に係る設計方針について説明す
る。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）につ
いて説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認
等）について説明する。

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.2　代替グローブボックス排
気設備
(6)　試験・検査

【8.2.2(6)　試験・検査】
・代替グローブボックス排気設備に要求される
試験・検査に係る設計方針について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(6)　試験・検査

【8.2.2(6)　試験・検査】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される試験・検査に係る設計方針に
ついて説明する。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）につ
いて説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認
等）について説明する。

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.2　代替グローブボックス排
気設備
(6)　試験・検査

【8.2.2(6)　試験・検査】
・代替グローブボックス排気設備に要求される
試験・検査に係る設計方針について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(6)　試験・検査

【8.2.2(6)　試験・検査】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される試験・検査に係る設計方針に
ついて説明する。

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）につ
いて説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.2　代替グローブボックス排
気設備
(6)　試験・検査

【8.2.2(6)　試験・検査】
・代替グローブボックス排気設備に要求される
試験・検査に係る設計方針について説明する。

－ － － － － － － － － － －

－ －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設
に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の
対処
3.1.2.2　代替グローブボックス
排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）につ
いて説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認
等）について説明する。

－ －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.2　代替グローブボックス排
気設備
(6)　試験・検査

【8.2.2(6)　試験・検査】
・代替グローブボックス排気設備に要求される
試験・検査に係る設計方針について説明する。

－ － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(6)　試験・検査

8.2.2(6)　試験・検査】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される試験・検査に係る設計方針に
ついて説明する。

設計方針（試験・検査
性）

可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

機能要求①

　代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，
外観点検，員数確認，動作確認等が可能な設計とする。また，当該機能
を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

161

設計方針（操作性の確
保）

可搬型ダクト機能要求①

　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，容易かつ確実に接
続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，フラン
ジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。

158

設計方針（試験・検査
性）

グローブボックス排気ダクト(SA)機能要求①

　可搬型ダクトを使用した代替グローブボックス排気設備のグローブ
ボックス排気ダクトの接続口は，通常時において，重大事故等に対処す
るために必要な機能を確認するため，外観の確認が可能な設計とする。

162

設計方針（試験・検査
性）

グローブボックス排気ダクト(SA)
グローブボックス給気フィルタ(耐震S
クラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震S
クラス)

機能要求①

　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，通常時
において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外
観点検，機能性能確認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に
維持するため，保修等が可能な設計とする。

159

160

　代替グローブボックス排気設備のグローブボックス給気フィルタ及び
グローブボックス排気フィルタは，通常時において，重大事故等に対処
するために必要な機能を確認するため，差圧の確認によりフィルタの目
詰まりがないことの確認が可能な設計とする。

機能要求①

グローブボックス給気フィルタ(耐震S
クラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震S
クラス)

設計方針（試験・検査
性）

－〇

－

グローブボックス排気ダクト(SA)
グローブボックス給気フィルタ
(耐震Sクラス)
グローブボックス排気フィルタ
(耐震Sクラス)

－〇

－

グローブボックス給気フィルタ
(耐震Sクラス)
グローブボックス排気フィルタ
(耐震Sクラス)

－〇

－グローブボックス排気ダクト(SA)
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基本設計方針 要求種別
項目
番号

機能要求①

　代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，
外観点検，員数確認，動作確認等が可能な設計とする。また，当該機能
を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

161

機能要求①

　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，容易かつ確実に接
続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，フラン
ジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。

158

機能要求①

　可搬型ダクトを使用した代替グローブボックス排気設備のグローブ
ボックス排気ダクトの接続口は，通常時において，重大事故等に対処す
るために必要な機能を確認するため，外観の確認が可能な設計とする。

162

機能要求①

　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，通常時
において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外
観点検，機能性能確認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に
維持するため，保修等が可能な設計とする。

159

160

　代替グローブボックス排気設備のグローブボックス給気フィルタ及び
グローブボックス排気フィルタは，通常時において，重大事故等に対処
するために必要な機能を確認するため，差圧の確認によりフィルタの目
詰まりがないことの確認が可能な設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備
(2項変更③)

申請対象設備
(1項新規②)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
(2項変更④)

申請対象設備
(1項新規③)

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・操作性の確保（接続性）について説
明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(5)　操作性の確保

【8.2.2(5)　操作性の確保】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される操作性の確保に係る設計方針
について説明する。

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

Ⅴ-1-4　放射性廃棄
物の廃棄施設に関す
る説明書
3.施設の詳細設計方
針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認
等）について説明する。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事
故等対処設備が使用
される条件の下にお
ける健全性に関する
説明書
8.　系統施設の設計
上の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(6)　試験・検査

【8.2.2(6)　試験・検査】
・代替グローブボックス排気設備に要
求される試験・検査に係る設計方針に
ついて説明する。

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

－
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

－〇

第2回申請と同一

－可搬型ダクト－〇

第2回申請と同一

第2回申請と同一
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基本設計方針の添付書類への展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1

第1章　共通項目
4.　閉じ込めの機能
4.3　閉じ込める機能の喪失に対処するための設備
　MOX燃料加工施設の事業(変更)許可において想定している重大事故は，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失であり，露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる
潤滑油を有するグローブボックス(以下「重大事故の発生を仮定するグローブボックス」という。)で火災が発生し，設計基準対象の施設として機能を期待するグ
ローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が，外的事象の「地震」又は内的事象の「動的機器の多重故障」で喪失すること
により火災が継続し，核燃料物質等が火災により発生する気流によって気相中へ移行し，大気中へ放射性物質が放出されることである。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

1.概要
2.基本方針
2.1　MOX燃料加工施設における重大事故等の対処
(1)　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の特徴

【1.概要】
・閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書の概要に
ついて記載する。
【2.　基本方針】
【2.1(1)　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の特徴】
・MOX燃料加工施設における重大事故の特徴，重大事故等対処の概要に
ついて説明する。

2

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処では，火災の継続時間に応じて，外部への放射性物質の総放出量が増加するため，速やかに火災の確認及び消火を実
施することにより，外部への放射性物質の放出を低減させる。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

3
また，火災の影響を受けたMOX粉末の外部への放出経路を速やかに遮断する対策を実施することにより，外部への放射性物質の放出を低減させる。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

4
　上記対策後，核燃料物質等を回収するための作業環境を確保するため，核燃料物質等の閉じ込める機能を回復させるための対策を実施し，工程室内雰囲気が安定
した状態であることを確認した後に核燃料物質の回収作業を実施する。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

5
　MOX燃料加工施設は，上記の核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するため，核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し，飛散又は漏えいした核燃料物質等を
回収するとともに，核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6
　閉じ込める機能の喪失に対処するための設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス，代替火災感知設備，代替消火設備，外部放出抑制設備，工程室放
射線計測設備及び代替グローブボックス排気設備で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7
　重大事故の発生を仮定するグローブボックスは，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合においても，グローブボックスからの核燃料物質等の漏え
いを一定程度抑制できる設計とする。
　なお，重大事故の発生を仮定するグローブボックスの設計方針については，第2章　個別項目の「1.　成形施設」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消
火装置の消火機能の喪失を確認した場合，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災を速やかに確認するとともに，核燃料物質等の飛散又は漏え
いの原因となる火災を速やかに消火するために必要な重大事故等対処設備として，代替火災感知設備及び代替消火設備を設ける設計とする。
　なお，代替火災感知設備及び代替消火設備の設計方針については，第2章　個別項目の「7.1.1　火災防護設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

(1)　グローブボックス内で発生した火災の感知 【2.2(1)　グローブボックス内で発生した火災の感知】
・グローブボックス内で発生した火災の感知するための設備及び設備の
基本方針について説明する。

8

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消
火装置の消火機能の喪失を確認した場合，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災を速やかに確認するとともに，核燃料物質等の飛散又は漏え
いの原因となる火災を速やかに消火するために必要な重大事故等対処設備として，代替火災感知設備及び代替消火設備を設ける設計とする。
　なお，代替火災感知設備及び代替消火設備の設計方針については，第2章　個別項目の「7.1.1　火災防護設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

(2)　グローブボックス内で発生した火災の消火 【2.2(2)　グローブボックス内で発生した火災の消火】
・グローブボックス内で発生した火災の消火するための設備及び設備の
基本方針について説明する。

9

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消
火装置の消火機能が喪失し，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内において火災が発生及び継続した場合，火災の影響を受けたMOX粉末がグローブボックス
内及び工程室内の気相中に移行し，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備が外部への放出経路となり得ることから，速やかに放出経路を遮断するために必
要な重大事故等対処設備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。
　なお，外部放出抑制設備の設計方針については，第2章　個別項目の「5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

(3)　外部への放出経路の遮断，高性能エアフィルタによるMOX粉末の捕
集

【2.2(3)　外部への放出経路の遮断，高性能エアフィルタによるMOX粉
末の捕集】
・外部への放出経路の遮断するための設備，核燃料物質を捕集するため
の高性能エアフィルタの基本方針について説明する。

10

　核燃料物質等の回収については，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認した後に実施するものとし，回収作業時のMOX粉末の舞い上がりを考慮してサイ
クロン集塵機等の設備は用いず，ウエス等の資機材によりMOX粉末を回収することから，核燃料物質等を回収するために必要な重大事故等対処設備は設けない。ただ
し，回収作業に着手する判断として，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認するために必要な重大事故等対処設備として，工程室放射線計測設備を設け
る設計とする。
　なお，工程室放射線計測設備の設計方針については，第2章　個別項目の「6.1.2　代替モニタリング設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

(4)　核燃料物質等の回収 【2.2(4)　核燃料物質等の回収】
・工程室内に飛散した核燃料物質を回収するため，工程室内の雰囲気が
安定した状態であることを確認するための設備の基本方針について説明
する。

11

　核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，核燃料物質等の回収の一環として，設計基準対象の施設であるグローブボックス排風機の復旧等に時間を要することが
想定されるため，可搬型排風機付フィルタユニット等をグローブボックス排気設備に接続し，工程室からグローブボックス排気経路への気流を確保することで工程
室内のMOX粉末を回収する際の作業環境を確保する。これらの可搬型排風機付フィルタユニット等により工程室内のMOX粉末を回収する際の作業環境を確保するため
に必要な重大事故等対処設備として，代替グローブボックス排気設備を設ける設計とする。
　なお，代替グローブボックス排気設備の設計方針については，第2章　個別項目の「5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

(5)　核燃料物質等を閉じ込める機能の回復 【2.2(5)　核燃料物質等を閉じ込める機能の回復】
・核燃料物質等の回収の際の作業環境を確保するための換気設備の基本
方針について説明する。

7
　重大事故の発生を仮定するグローブボックスは，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合においても，グローブボックスからの核燃料物質等の漏え
いを一定程度抑制できる設計とする。
　なお，重大事故の発生を仮定するグローブボックスの設計方針については，第2章　個別項目の「1.　成形施設」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

12

第2章　個別項目
1.成形施設
1.2　粉末調整工程
1.2.1　粉末調整工程の構成
1.2.2　主要設備の系統構成
(2)　一次混合設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックスである予備混合装置グローブボックスを常設重大事故等対処設備と位置づけ，重大事故
等が発生した場合において，グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

基本方針
予備混合装置グローブボックス

設計方針（装置構
造）

18

(3)　二次混合設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックスである均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添加剤混合装
置グローブボックスを常設重大事故等対処設備と位置づけ，重大事故等が発生した場合において，グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制で
きる設計とする。

機能要求①
機能要求②

基本方針
均一化混合装置グローブボックス
造粒装置グローブボックス
添加剤混合装置グローブボックス

設計方針（装置構
造）

24
(5)　スクラップ処理設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックスである回収粉末処理・混合装置グローブボックスを常設重大事故等対処設備と位置づ
け，重大事故等が発生した場合において，グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

基本方針
回収粉末処理・混合装置グローブボック
ス

設計方針（装置構
造）

30

1.3　ペレット加工工程
1.3.2　主要設備の系統構成
(1)　圧縮成形設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックスであるプレス装置(プレス部)グローブボックスを常設重大事故等対処設備と位置づけ，
重大事故等が発生した場合において，グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

基本方針
プレス装置(プレス部)グローブボックス

設計方針（装置構
造）

8

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消
火装置の消火機能の喪失を確認した場合，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災を速やかに確認するとともに，核燃料物質等の飛散又は漏え
いの原因となる火災を速やかに消火するために必要な重大事故等対処設備として，代替火災感知設備及び代替消火設備を設ける設計とする。
　なお，代替火災感知設備及び代替消火設備の設計方針については，第2章　個別項目の「7.1.1　火災防護設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

36

第2章　個別項目
7.　その他の加工施設
7.1　非常用設備
7.1.1　火災防護設備
7.1.1.2　重大事故等対処設備
7.1.1.2.1　代替火災感知設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源近傍の温度を計測することで，核燃料物
質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を確認し，消火の実施を判断するために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に使用する重大事故等
対処設備として，代替火災感知設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

展開先（小項目）

2.2　加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の基本方
針

【2.2　加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の基本
方針】
・MOX燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対
処するための設備の設備構成，基本方針について説明する。

(2)　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処 【2.1(2)　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処】
・MOX燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失にお
ける対処について説明する。

3.　施設の詳細設計方針
3.1　重大事故の発生を仮定するグローブボックス

【3.1　重大事故の発生を仮定するグローブボックス】
・MOX燃料加工施設における露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる
潤滑油を有するグローブボックスの対象，設置場所，油の保有量につい
て説明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計の設計方針について
説明する。

3.2　グローブボックス内で発生した火災の感知に係る設備 【3.2　グローブボックス内で発生した火災の感知に係る設備】
・グローブボックス内で発生した火災の感知するための設備について説
明する。詳細については，「Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に関する説
明書」にて説明することを記載する。

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ
込める機能の喪失
に対処するための
設備に関する説明
書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

8

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消
火装置の消火機能の喪失を確認した場合，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災を速やかに確認するとともに，核燃料物質等の飛散又は漏え
いの原因となる火災を速やかに消火するために必要な重大事故等対処設備として，代替火災感知設備及び代替消火設備を設ける設計とする。
　なお，代替火災感知設備及び代替消火設備の設計方針については，第2章　個別項目の「7.1.1　火災防護設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

63

7.1.1.2.2　代替消火設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源に対し消火剤を放出することで，核燃料
物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設備として，代
替消火設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

9

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消
火装置の消火機能が喪失し，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内において火災が発生及び継続した場合，火災の影響を受けたMOX粉末がグローブボックス
内及び工程室内の気相中に移行し，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備が外部への放出経路となり得ることから，速やかに放出経路を遮断するために必
要な重大事故等対処設備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。
　なお，外部放出抑制設備の設計方針については，第2章　個別項目の「5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

86

第2章　個別項目
5.　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針
5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備
5.1.1.2　重大事故等対処設備
(1)　外部放出抑制設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備の流路を遮断することで，火災の影響によりグ
ローブボックス内及び工程室内の気相中に移行したMOX粉末が，外部へ放出されることを可能な限り防止するために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡
大防止対策に使用する重大事故等対処設備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

10

　核燃料物質等の回収については，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認した後に実施するものとし，回収作業時のMOX粉末の舞い上がりを考慮してサイ
クロン集塵機等の設備は用いず，ウエス等の資機材によりMOX粉末を回収することから，核燃料物質等を回収するために必要な重大事故等対処設備は設けない。ただ
し，回収作業に着手する判断として，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認するために必要な重大事故等対処設備として，工程室放射線計測設備を設け
る設計とする。
　なお，工程室放射線計測設備の設計方針については，第2章　個別項目の「6.1.2　代替モニタリング設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

116

第2章　個別項目
6.　放射線管理施設
6.1　放射線管理施設の基本方針
6.1.2　代替モニタリング設備
(1)　工程室放射線計測設備
　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策のうち，代替消火設備，代替火災感知設備及び外部放出抑制設備を用いた一連の対策が完了した後，工程室
内の気相中における放射性物質の濃度を計測することで，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認するために必要な核燃料物質等の回収に使用する重大事
故等対処設備として，工程室放射線計測設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

11

　核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，核燃料物質等の回収の一環として，設計基準対象の施設であるグローブボックス排風機の復旧等に時間を要することが
想定されるため，可搬型排風機付フィルタユニット等をグローブボックス排気設備に接続し，工程室からグローブボックス排気経路への気流を確保することで工程
室内のMOX粉末を回収する際の作業環境を確保する。これらの可搬型排風機付フィルタユニット等により工程室内のMOX粉末を回収する際の作業環境を確保するため
に必要な重大事故等対処設備として，代替グローブボックス排気設備を設ける設計とする。
　なお，代替グローブボックス排気設備の設計方針については，第2章　個別項目の「5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

132

第2章　個別項目
5.　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針
5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備
5.1.1.2　重大事故等対処設備
(2)　代替グローブボックス排気設備
核燃料物質等の回収の一環として，グローブボックス排気設備の排気機能を回復し，工程室からグローブボックス排気経路への気流を確保することで，工程室内の
MOX粉末を回収する際の作業環境を確保するために必要な閉じ込める機能の回復に使用する重大事故等対処設備として，代替グローブボックス排気設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3.3　グローブボックス内で発生した火災の消火に係る設備 【3.3　グローブボックス内で発生した火災の消火に係る設備】
・グローブボックス内で発生した火災の消火するための設備について説
明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に関する説明書」
にて説明することを記載する。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-1-6-1　所内電源設備に関する説明
書」にて説明することを記載する。 ※補足すべき事項の対象なし

3.4　外部への放出経路の遮断及び高性能エアフィルタによるMOX粉末の
捕集に係る設備

【3.4　外部への放出経路の遮断及び高性能エアフィルタによるMOX粉末
の捕集に係る設備】
・外部への放出経路の遮断及び高性能エアフィルタによるMOX粉末の捕
集に係る設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明
書」にて説明することを記載する。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-1-6-1　所内電源設備に関する説明
書」にて説明することを記載する。

※補足すべき事項の対象なし

3.5　核燃料物質等の回収に係る設備 【3.5　核燃料物質等の回収に係る設備】
・核燃料物質等の回収に係る設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する説明書」にて説
明することを記載する。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

3.6　核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備 【3.6　核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備】
・核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明
書」にて説明することを記載する。
・対処に係る電源，燃料については，「Ⅴ-1-6-1　所内電源設備に関す
る説明書」にて説明することを記載する。
・排気により放出される放射線管理施設については，「Ⅴ-1-5　放射線
管理施設に関する説明書」にて説明することを記載する。

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ
込める機能の喪失
に対処するための
設備に関する説明
書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

2

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処では，火災の継続時間に応じて，外部への放射性物質の総放出量が増加するため，速やかに火災の確認及び消火を実
施することにより，外部への放射性物質の放出を低減させる。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

1.　概要 【1.　概要】
　代替火災感知設備及び代替消火設備の概要を記載する。 ※補足すべき事項の対象なし

8

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消
火装置の消火機能の喪失を確認した場合，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災を速やかに確認するとともに，核燃料物質等の飛散又は漏え
いの原因となる火災を速やかに消火するために必要な重大事故等対処設備として，代替火災感知設備及び代替消火設備を設ける設計とする。
　なお，代替火災感知設備及び代替消火設備の設計方針については，第2章　個別項目の「7.1.1　火災防護設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5.　火災の感知及び消火 【5.　火災の感知及び消火】
・加工施設における核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処とし
て，グローブボックス内で発生した火災の感知及び消火するための設備
について説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

36

第2章　個別項目
7.　その他の加工施設
7.1　非常用設備
7.1.1　火災防護設備
7.1.1.2　重大事故等対処設備
7.1.1.2.1　代替火災感知設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源近傍の温度を計測することで，核燃料物
質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を確認し，消火の実施を判断するために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に使用する重大事故等
対処設備として，代替火災感知設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5.3　代替火災感知設備
5.3.1　要求機能及び性能目標

【5.3　代替火災感知設備】
【5.3.1　要求機能及び性能目標】
・代替火災感知設備に要求される機能，性能目標について，説明する。

※補足すべき事項の対象なし

37
　代替火災感知設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源近傍に設置する測温抵抗体及び中央監視室に設置する端子盤を有する火災状況確認
用温度計並びに火災状況確認用温度計で計測した火災源近傍の温度を表示する火災状況確認用温度表示装置及び可搬型グローブボックス温度表示端末で構成する。
代替火災感知設備のうち，火災状況確認用温度表示装置を1台設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

38
　代替火災感知設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災を確認し，遠隔消火装置による消火の実施を判断するため，火災状況確認用温
度計及び火災状況確認用温度計に接続して設置する火災状況確認用温度表示装置の組合せにより，中央監視室にて重大事故の発生を仮定するグローブボックス内に
おける火災源近傍の温度を確認できる設計とする。

機能要求①
設置要求

火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置

設計方針（系統構
成）

39
　火災状況確認用温度表示装置を使用できない場合は，火災状況確認用温度計に中央監視室から可搬型グローブボックス温度表示端末を接続することで，重大事故
の発生を仮定するグローブボックス内における火災源近傍の温度を確認できる設計とする。

機能要求①
火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置
可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（系統構
成）

40 　可搬型グローブボックス温度表示端末は，乾電池を使用する設計とする。 機能要求① 可搬型グローブボックス温度表示端末
設計方針（系統構
成）

41 　火災状況確認用温度表示装置は，充電池を使用する設計とする。 機能要求① 火災状況確認用温度表示装置
設計方針（系統構
成）

46
　代替火災感知設備の火災状況確認用温度計は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災源近傍の温度を確認するため，重大事故時に想定され
る変動範囲を監視可能な計測範囲を有する設計とするとともに，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源となる９箇所に対してそれぞれの火災源近
傍の温度を計測できる設計とする。

機能要求②
設置要求

火災状況確認用温度計

設計方針（個数及
び容量）

47
　代替火災感知設備の火災状況確認用温度表示装置は，代替消火設備及び外部放出抑制設備を用いた重大事故等対策が完了するまでの間，重大事故の発生を仮定す
るグローブボックス内における火災源近傍の温度を確認するために必要な容量の充電池を有する設計とする。

機能要求①
設置要求

火災状況確認用温度表示装置

設計方針（個数及
び容量）

48
　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，代替消火設備及び外部放出抑制設備を用いた重大事故等対策が完了するまでの間，重大事故の発生
を仮定するグローブボックス内における火災源近傍の温度を確認するために必要な容量の乾電池を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として１台，予備
として故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

機能要求①
設置要求

可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（個数及
び容量）

49
　代替火災感知設備は，火災防護設備のグローブボックス温度監視装置の安全機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等に対処することか
ら，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

機能要求①
火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置
可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（個数及
び容量）

42
　代替火災感知設備は，環境条件を考慮することに加え，内蔵する充電池の給電により動作する火災状況確認用温度表示装置又は乾電池の給電により動作する可搬
型グローブボックス温度表示端末で火災源近傍の温度を確認できる設計とすることで，非常用所内電源設備の給電により動作する火災防護設備のグローブボックス
温度監視装置に対して給電方式の多様性を図る設計とする。

機能要求①
火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置
可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等）

43
　また，火災状況確認用温度計で計測した火災源近傍の温度は火災状況確認用温度表示装置に表示することで確認できる設計とするとともに，静的機器のみで構成
する火災状況確認用温度計に可搬型グローブボックス温度表示端末を接続することにより，計測した火災源近傍の温度を確認できる設計とすることで，火災防護設
備のグローブボックス温度監視装置に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①
火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置
可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等）

44

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，共通要因によって火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大
事故等対処設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大事故等対処設
備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，燃料加工建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。燃料
加工建屋に保管する場合は火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備と異なる場所に保管することで位置的分
散を図る設計とする。

設置要求 可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等（可搬型重大
事故等対処設
備））

45
　代替火災感知設備の火災状況確認用温度計は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは分離された状態からコネクタ接続により重大事故等対処設備としての
系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 火災状況確認用温度計
設計方針（悪影響
防止）

58
　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，
線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，中央監視室で操作可能な設計とすることにより，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

設置要求 可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

59
　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末と代替火災感知設備の火災状況確認用温度計との接続は，コネクタ接続に統一することにより，速やか
に，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求①
火災状況確認用温度計
可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（操作性
の確保）

60
　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，コネクタ接続又
はより簡便な接続方式を用いる設計とする。

機能要求① 可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（操作性
の確保）

61
　代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，独立して外観点検，機能性能確認等
が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置

設計方針（試験・
検査性）

62
　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，独立して動作確認が可
能な設計とする。

機能要求① 可搬型グローブボックス温度表示端末
設計方針（試験・
検査性）

5.3.2　機能設計
5.3.3　構造強度設計

【5.3.2　機能設計】
・代替火災感知設備の構成，設置条件等の設備の設計方針を説明する。
・共通要因故障の考慮（独立性，可搬型設備の位置的分散，給電方式の
多様化）について説明する。
・悪影響防止（系統分離）について説明する。
・個数及び容量（感知器の種類，計測範囲，個数）について説明する。
・環境条件（保管場所，操作場所及びアクセスルート）
・操作性の確保（接続性）について説明する。
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

【5.3.3　構造強度設計】
・代替火災感知設備の構造強度設計は，「Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処
設備が使用される環境下における健全性に関する説明書」の環境条件等
に基づく設計とすることを説明する。

1.　代替火災感知設備の検出原理，計測範囲について

Ⅴ-1-1-6　火災及
び爆発の防止に関
する説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

63

7.1.1.2.2　代替消火設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源に対し消火剤を放出することで，核燃料
物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設備として，代
替消火設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5.4　代替消火設備
5.4.1　要求機能及び性能目標

【5.4　代替消火設備】
【5.4.1　要求機能及び性能目標】
・代替消火設備に要求される機能，性能目標について，説明する。

※補足すべき事項の対象なし

64
　代替消火設備である遠隔消火装置は，消火ガスボンベ，消火ガス配管，消火ノズル等の消火剤を放出する流路及び遠隔消火装置を起動するために起動用配管内に
充填する圧力を開放する系統で構成する。また，起動用配管内に充填する圧力を開放する系統は，盤の手動操作により電磁弁を開放することで起動用配管内の圧力
を開放する手段及び手動操作により圧力開放用の弁を開放することで起動用配管内の圧力を開放する手段を有する系統とする。

機能要求① 遠隔消火装置 基本方針

65

　代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の
感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認し，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災の発生を確認した場合には，速や
かに火災を消火するため，中央監視室に設置する盤の手動操作により電磁弁を開放することで起動用配管内の圧力を開放し，起動用配管内の圧力により通常閉止し
ている消火ガスボンベのばね式の弁が自動的に開放することによって，消火ガスボンベから消火剤を放出できる設計とする。

機能要求①
設置要求

遠隔消火装置
設計方針（系統構
成）

66
　中央監視室に設置する盤等が使用できない場合は，中央監視室近傍に設置する圧力開放用の弁を手動操作により開放することで起動用配管内の圧力を開放し，起
動用配管内の圧力により通常閉止している消火ガスボンベのばね式の弁が自動的に開放することによって，消火ガスボンベから消火剤を放出できる設計とする。ま
た，遠隔消火装置の中央監視室近傍で操作する圧力開放用の弁は，重大事故に対処するための機能を発揮することができるよう並列に２重化する設計とする。

機能要求① 遠隔消火装置
設計方針（系統構
成）

67
　代替消火設備の遠隔消火装置の消火ノズルは，消火剤を放出する対象となるオイルパンの全面に対して消火剤を放出できる位置に設置することで，確実に火災を
消火できる設計とする。

機能要求① 遠隔消火装置
設計方針（装置構
造）

68 　代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源となる９箇所に対し，それぞれ消火できるよう設置する設計とする。 機能要求① 遠隔消火装置
設計方針（系統構
成）

69
　代替消火設備の遠隔消火装置のうち中央監視室に設置する盤の手動操作にて起動するために必要な設備は，所内電源設備の一部である受電開閉設備等の給電によ
り起動する設計とする。

機能要求① 遠隔消火装置
設計方針（系統構
成）

74

　代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災を消火するため，検証試験によって消火性能が確認された消火剤を
使用するとともに，全域放出方式の場合は消防法施行規則第20条に基づき算出する消火剤量又は局所放出方式の場合は検証試験結果を基に火災源となる潤滑油に対
して設置したオイルパンの燃焼面積に対して必要な消火剤量に余裕を考慮した消火剤量を有する設計とするとともに，重大事故の発生を仮定するグローブボックス
内の火災源となる９箇所に対してそれぞれ消火できる設計とする。

機能要求②
設置要求

遠隔消火装置 設計方針（個数及
び容量）

75
　代替消火設備の遠隔消火装置は，火災防護設備のグローブボックス消火装置の安全機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等に対処するこ
とから，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

機能要求①

遠隔消火装置 設計方針（個数及
び容量）

70
　代替消火設備の遠隔消火装置は，環境条件を考慮することに加え，中央監視室に設置する盤の手動操作又は中央監視室近傍に設置する圧力開放用の弁の手動操作
により圧力を充填する起動用配管内の圧力を開放し，消火ガスボンベから消火剤を放出できる設計とすることで，自動起動する火災防護設備のグローブボックス消
火装置に対して動作原理の多様性を図る設計とする。

機能要求①

遠隔消火装置 設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等（常設重大事
故等対処設備））

71
　また，代替消火設備の遠隔消火装置は，電源を必要とせずに起動又は内蔵する蓄電池の給電により起動できる設計とすることで，非常用所内電源設備の給電によ
り起動する火災防護設備のグローブボックス消火装置に対して給電方式の多様性を図る設計とする。

機能要求①

遠隔消火装置 設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等（常設重大事
故等対処設備））

72
　さらに，代替消火設備の遠隔消火装置は，火災源となる潤滑油に設置したオイルパンに対して局所的に消火剤を放出又はオイルパンを内包する機器筐体に対して
局所的に消火剤を放出する設計とすることで，グローブボックス全体に対して消火剤を放出し窒息消火を行う火災防護設備のグローブボックス消火設備に対して消
火方式の多様性を図る設計とする。

機能要求①

遠隔消火装置 設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等（常設重大事
故等対処設備））

73 　代替消火設備の遠隔消火装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 機能要求①
遠隔消火装置 設計方針（悪影響

防止）

82
　代替消火設備の遠隔消火装置は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定とし
て，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から操作可能な設計又は中央監視室で操作可能な設計とする。

設置要求

遠隔消火装置 設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

83
　代替消火設備の遠隔消火装置は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，独立して外観点検，機能性能確認等が可能な設計と
する。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
遠隔消火装置 設計方針（試験・

検査性）

84
　代替消火設備の遠隔消火装置は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，独立して機器付きの圧力計により遠隔消火装置の起
動用配管における系統内の圧力が所定値以上であることの確認が可能な設計とする。

機能要求①
遠隔消火装置 設計方針（試験・

検査性）

85
　代替消火設備の遠隔消火装置のうち中央監視室近傍に設置する圧力開放用の弁は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，独
立して動作確認により２重化されたそれぞれの圧力開放用の弁に固着がないことの確認が可能な設計とする。

機能要求①
遠隔消火装置 設計方針（試験・

検査性）

5.4.2　機能設計
5.4.3　構造強度設計

【5.4.2　機能設計】
・代替消火設備の構成，誤動作による悪影響，系統構成，配置上の考慮
等の設備の設計方針を説明する。
・共通要因故障の考慮（動作原理の独立性，消火方式の多様化，給電方
式の多様化）について説明する。
・悪影響防止（独立性）について説明する。
・個数及び容量（消火剤の種類，消火剤量の考え方）について説明す
る。
・環境条件等（操作場所及びアクセスルート）について説明する。
・試験・検査性（外観検査，動作確認，操作弁の2重化等）について説
明する。

【5.4.3　構造強度設計】
・代替消火設備の構造強度設計は，「Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備
が使用される環境下における健全性に関する説明書」の環境条件等に基
づく設計とすることを説明する。
・代替消火装置の容器・管に関する強度評価は，「Ⅳ-3　強度計算書」
にて説明することを記載する。

4.遠隔消火装置の消火剤量の算出に係る確証試験結果

Ⅴ-1-1-6　火災及
び爆発の防止に関
する説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

3
また，火災の影響を受けたMOX粉末の外部への放出経路を速やかに遮断する対策を実施することにより，外部への放射性物質の放出を低減させる。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

4

　上記対策後，核燃料物質等を回収するための作業環境を確保するため，核燃料物質等の閉じ込める機能を回復させるための対策を実施し，工程室内雰囲気が安定
した状態であることを確認した後に核燃料物質の回収作業を実施する。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

9

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消
火装置の消火機能が喪失し，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内において火災が発生及び継続した場合，火災の影響を受けたMOX粉末がグローブボックス
内及び工程室内の気相中に移行し，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備が外部への放出経路となり得ることから，速やかに放出経路を遮断するために必
要な重大事故等対処設備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。
　なお，外部放出抑制設備の設計方針については，第2章　個別項目の「5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2.　基本方針
2.1　気体廃棄物の廃棄設備の基本方針
2.1.2　重大事故等対処設備
2.1.2.1　外部放出抑制設備の基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　気体廃棄物の廃棄設備の基本方針】
【2.1.2　重大事故等対処設備】
【2.1.2.1　外部放出抑制設備の基本方針】
・核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失に対処するための外部への放出
経路の遮断及び高性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に関する設備
の基本方針を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

9

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消
火装置の消火機能が喪失し，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内において火災が発生及び継続した場合，火災の影響を受けたMOX粉末がグローブボックス
内及び工程室内の気相中に移行し，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備が外部への放出経路となり得ることから，速やかに放出経路を遮断するために必
要な重大事故等対処設備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。
　なお，外部放出抑制設備の設計方針については，第2章　個別項目の「5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

86

第2章　個別項目
5.　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針
5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備
5.1.1.2　重大事故等対処設備
(1)　外部放出抑制設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備の流路を遮断することで，火災の影響によりグ
ローブボックス内及び工程室内の気相中に移行したMOX粉末が，外部へ放出されることを可能な限り防止するために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡
大防止対策に使用する重大事故等対処設備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

87

　外部放出抑制設備は，グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，グローブボックス排気フィルタユニッ
ト，工程室排気ダクト，工程室排気フィルタユニット，グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダン
パ，工程室排気閉止ダンパ及び可搬型ダンパ出口風速計で構成する。外部放出抑制設備のうち，グローブボックス排風機入口手動ダンパを2基，工程室排風機入口手
動ダンパを2基，グローブボックス排気閉止ダンパを2基，工程室排気閉止ダンパを2基設置する設計とする。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

88

グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，グローブボックス排気フィルタユニット，グローブボックス排風
機入口手動ダンパ及びグローブボックス排気閉止ダンパは，常設重大事故等対処設備と位置づけ，設計基準対象の施設のグローブボックス排気設備の一部と兼用す
る設計とする。
工程室排気ダクト，工程室排気フィルタユニット，工程室排風機入口手動ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，常設重大事故等対処設備と位置づけ，設計基準対象
の施設の工程室排気設備の一部と兼用する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

99
　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備の放出経路遮断後におけるダンパ出口のダクト内風速を確認する
ため，重大事故時に想定される変動範囲を監視可能な計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除
外時のバックアップを含め，十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（個数及
び容量）

100
　外部放出抑制設備は，グローブボックス排気設備，工程室排気設備に対して，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

機能要求①

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタユニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排風機入口手動ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ
可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（個数及
び容量）

95
　外部放出抑制設備のグローブボックス排気設備及び工程室排気設備の流路を遮断する手段については，中央監視室に設置する盤の手動操作により駆動動力源の窒
素を供給することで閉止するグローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパ並びに地下１階の現場にて手動操作により閉止できるグローブボックス排
風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入口手動ダンパを設置することで，多重性を確保した設計とする。

機能要求①

グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ
グローブボックス排風機入口手動ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ

設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等（常設重大事
故等対処設備））

96
　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，燃料加工建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，燃料加工建屋にも保管す
ることで位置的分散を図る設計とする。

設置要求 可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等（可搬型重大
事故等対処設
備））

97
　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び
工程室排気閉止ダンパの操作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影
響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

グローブボックス排風機入口手動ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

設計方針（悪影響
防止）

98 　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 機能要求① 可搬型ダンパ出口風速計
設計方針（悪影響
防止）

109
　外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，想
定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画
又は離れた場所から操作可能な設計とする。

設置要求

グローブボックス排風機入口手動ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

110

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高く
なるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設計とするとともに，高性能エアフィルタによりMOX粉
末を捕集した後のダクトに接続口を設けることで接続操作時に汚染が拡大しないよう考慮することにより，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とす
る。

機能要求①
設置要求

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

3.施設の詳細設計方針
3.1　気体廃棄物の廃棄設備
3.1.2　重大事故等対処設備
3.1.2.1　外部放出抑制設備

【3.1.2.1　外部放出抑制設備】
　外部放出抑制設備における設備の概要を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

(1)設備構成 【3.1.2.1(1)設備構成】
・外部放出抑制設備の構成，系統構成について説明する。
・共通要因故障の考慮（ダンパ閉止の多重化，可搬型設備の位置的分
散）について説明する。
・悪影響防止（系統分離，可搬型設備の独立性）について説明する。
・個数及び容量（個数）について説明する。
・環境条件等（保管場所，操作場所）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

1.　概要 【1.　概要】
　外部放出抑制設備及び代替グローブボックス排気設備の概要を記載す
る。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃
棄物の廃棄施設に
関する説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

89

　外部放出抑制設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又
はグローブボックス消火装置の消火機能が喪失した場合には，放出経路となり得るグローブボックスからの排気系に設置するグローブボックス排気閉止ダンパ及び
工程室からの排気系に設置する工程室排気閉止ダンパを中央監視室に設置する盤の手動操作により駆動動力源の窒素を当該ダンパに供給することで閉止できる設計
とする。

機能要求①
設置要求

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

設計方針（系統構
成）

90
　グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパが使用できない場合は，放出経路となり得るグローブボックスからの排気系に設置するグローブボッ
クス排風機入口手動ダンパ及び工程室からの排気系に設置する工程室排風機入口手動ダンパを地下１階の現場にて手動操作により閉止できる設計とする。

機能要求①
設置要求

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス排風機入口手動ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ

設計方針（系統構
成）

91
　上記のダンパの閉止が完了するまでの間，火災の影響を受けてグローブボックス内又は工程室内の気相中に飛散又は漏えいしたMOX粉末は，火災によって生ずる気
流に押し流されて外部に放出されることから，これを抑制するため，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備に設置された高性能エアフィルタでMOX粉末を捕
集できる設計とする。

機能要求①
機能要求②
設置要求

グローブボックス給気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタユニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）

設計方針（系統構
成）

92
　また，上記のダンパの閉止によりグローブボックス排気設備及び工程室排気設備からの外部への放出経路が遮断されたことを確認するため，グローブボックス排
気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの出口側のダクトに可搬型ダンパ出口風速計を接続し，ダクト内の風速を計測できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（系統構
成）

93
　グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，所内電源設備の一部である受電開閉設備等の給電により中央監視室に設置する盤の手動操作が可
能な設計とする。

機能要求①
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

設計方針（系統構
成）

94 　可搬型ダンパ出口風速計は，乾電池を使用する設計とする。 機能要求① 可搬型ダンパ出口風速計
設計方針（系統構
成）

99
　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備の放出経路遮断後におけるダンパ出口のダクト内風速を確認する
ため，重大事故時に想定される変動範囲を監視可能な計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除
外時のバックアップを含め，十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型ダンパ出口風速計 設計方針（個数及
び容量）

109
　外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，想
定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画
又は離れた場所から操作可能な設計とする。

設置要求

グローブボックス排風機入口手動ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

110

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高く
なるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設計とするとともに，高性能エアフィルタによりMOX粉
末を捕集した後のダクトに接続口を設けることで接続操作時に汚染が拡大しないよう考慮することにより，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とす
る。

機能要求①
設置要求

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

111
　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計と常設ダクトとの接続は，常設ダクトに測定口を設けて可搬型ダンパ出口風速計の検出部を挿入する接続に統一する
ことにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求①
グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（操作性
の確保）

112
　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，機能性能確認等が可能な
設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタユニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排風機入口手動ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

設計方針（試験・
検査性）

113
　外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，通
常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，動作確認によりダンパの固着がないことの確認が可能な設計とする。

機能要求①

グローブボックス排風機入口手動ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

設計方針（試験・
検査性）

114
　外部放出抑制設備のグローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，グローブボックス排気フィルタユニット及び工程室排気フィルタユニット
は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，差圧の確認によりフィルタの目詰まりがないことの確認が可能な設計とする。

機能要求①

グローブボックス給気フィルタ
グローブボックス排気フィルタ
グローブボックス排気フィルタユニット
工程室排気フィルタユニット

設計方針（試験・
検査性）

115
　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，員数確認，模擬入力によ
る機能，性能の確認及び校正等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替えが可能な設計とする。

機能要求① 可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（試験・
検査性）

(2)　設計方針 【3.1.2.1(2)設計方針】
・外部放出抑制設備のフィルタの捕集効率の考え方等の設計方針につい
て説明する。
・個数及び容量（検出器の種類，計測範囲）について説明する。
・環境条件等（可搬型設備の保管場所，操作場所，アクセスルート）に
ついて説明する。
・操作性の確保（接続性）について説明する。
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

2.　可搬型ダンパ出口風速計の検出原理，計測範囲について

Ⅴ-1-4　放射性廃
棄物の廃棄施設に
関する説明書
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4

　上記対策後，核燃料物質等を回収するための作業環境を確保するため，核燃料物質等の閉じ込める機能を回復させるための対策を実施し，工程室内雰囲気が安定
した状態であることを確認した後に核燃料物質の回収作業を実施する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

1.　概要 【1.　概要】
工程室放射線計測設備の概要を記載する。

※補足すべき事項の対象なし

10

　核燃料物質等の回収については，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認した後に実施するものとし，回収作業時のMOX粉末の舞い上がりを考慮してサイ
クロン集塵機等の設備は用いず，ウエス等の資機材によりMOX粉末を回収することから，核燃料物質等を回収するために必要な重大事故等対処設備は設けない。ただ
し，回収作業に着手する判断として，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認するために必要な重大事故等対処設備として，工程室放射線計測設備を設け
る設計とする。
　なお，工程室放射線計測設備の設計方針については，第2章　個別項目の「6.1.2　代替モニタリング設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2.　基本方針
2.2　重大事故等対処設備に関する計測

【2.2　重大事故等対処設備に関する計測】
・閉じ込める機能の喪失の対処として，飛散した核燃料物質の回収する
ための工程室内の雰囲気を確認するために設ける工程室放射線計測設備
の基本方針について説明する。 ※補足すべき事項の対象なし

116

第2章　個別項目
6.　放射線管理施設
6.1　放射線管理施設の基本方針
6.1.2　代替モニタリング設備
(1)　工程室放射線計測設備
　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策のうち，代替消火設備，代替火災感知設備及び外部放出抑制設備を用いた一連の対策が完了した後，工程室
内の気相中における放射性物質の濃度を計測することで，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認するために必要な核燃料物質等の回収に使用する重大事
故等対処設備として，工程室放射線計測設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

117 　工程室放射線計測設備は，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータで構成する。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

118

　工程室放射線計測設備は，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策のうち，代替消火設備，代替火災感知設備及び外部放出抑制設備を用いた一連の
対策が完了し，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認した後に，ウエス等の資機材によりMOX粉末を回収することから，当該作業の着手判断として，可搬
型ダストサンプラにより，工程室内の気相中のMOX粉末を捕集し，アルファ・ベータ線用サーベイメータにより，放射性物質の濃度を計測することで，工程室内雰囲
気が安定した状態であることを確認できる設計とする。

機能要求①
可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

設計方針（系統構
成）

119 　可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは,充電池又は乾電池を使用する設計とする。 機能要求①
可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

設計方針（系統構
成）

122
　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラは，工程室内の放射性物質濃度の測定に必要な容量の充電池又は乾電池を有する設計とするとともに，保有数は，
必要数として１台，予備として故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

機能要求①
設置要求

可搬型ダストサンプラ 設計方針（個数及
び容量）

123
　工程室放射線計測設備のアルファ・ベータ線用サーベイメータは，工程室内の放射性物質濃度の測定に必要な計測範囲を有するとともに，十分な容量の充電池又
は乾電池を有する設計とする。また，保有数は，必要数並びに予備として故障時のバックアップを含め，十分な台数を確保する設計とする。

機能要求①
機能要求②
設置要求

アルファ・ベータ線用サーベイメータ 設計方針（個数及
び容量）

120
　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，故障時のバックアップを含めて必要な数量を燃料加工建屋から100ｍ
以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等（可搬型重大
事故等対処設
備））

121
　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

設計方針（悪影響
防止）

128
　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，想定される重大事故等が発生した場合においても設置に支障がない
ように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設計により，当該設備の設置が
可能な設計とする。

設置要求
可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

129
　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認す
るため，外観点検，機能性能確認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とする。

機能要求①
可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

設計方針（試験・
検査性）

130 　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，動作確認が可能な設計とする。 機能要求① 可搬型ダストサンプラ
設計方針（試験・
検査性）

131
　工程室放射線計測設備のアルファ・ベータ線用サーベイメータは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，模擬入
力による機能，性能の確認及び校正が可能な設計とする。

機能要求① アルファ・ベータ線用サーベイメータ
設計方針（試験・
検査性）

123
　工程室放射線計測設備のアルファ・ベータ線用サーベイメータは，工程室内の放射性物質濃度の測定に必要な計測範囲を有するとともに，十分な容量の充電池又
は乾電池を有する設計とする。また，保有数は，必要数並びに予備として故障時のバックアップを含め，十分な台数を確保する設計とする。

機能要求①
機能要求②
設置要求

アルファ・ベータ線用サーベイメータ 設計方針（個数及
び容量）

4.　放射線管理施設の計測範囲及び警報動作範囲
4.1　放射線管理施設の計測範囲
4.2　放射線管理施設の警報動作範囲

【4.1　放射線管理施設の計測範囲】
【4.2　放射線管理施設の警報動作範囲】
・個数及び容量（検出器の種類，計測範囲）について説明する。
また，アルファ・ベータ線用サーベイメータに警報装置を設ける必要が
ない考え方について，説明する。

※補足すべき事項の対象なし

11

　核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，核燃料物質等の回収の一環として，設計基準対象の施設であるグローブボックス排風機の復旧等に時間を要することが
想定されるため，可搬型排風機付フィルタユニット等をグローブボックス排気設備に接続し，工程室からグローブボックス排気経路への気流を確保することで工程
室内のMOX粉末を回収する際の作業環境を確保する。これらの可搬型排風機付フィルタユニット等により工程室内のMOX粉末を回収する際の作業環境を確保するため
に必要な重大事故等対処設備として，代替グローブボックス排気設備を設ける設計とする。
　なお，代替グローブボックス排気設備の設計方針については，第2章　個別項目の「5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ-1-4　放射性廃
棄物の廃棄施設に
関する説明書

2.　基本方針 【2.　基本方針】
・核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失に対処するための核燃料物質等
の閉じ込める機能の回復に係る設備の基本方針を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

3.　放射線管理施設の構成
3.2　代替モニタリング設備
3.2.1　工程室放射線計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・工程室放射線計測設備の設備構成，給電方式等の設計方針について説
明する。
・共通要因故障の考慮（可搬型設備の位置的分散）について説明する。
・悪影響防止（独立性）について説明する。
・個数及び容量（検出器の種類，計測範囲，個数）について説明する。
・操作性の確保（保管場所，操作場所及びアクセスルート）について説
明する。
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

3.　アルファ・ベータ線用サーベイメータの検出原理，計測範囲につい
て

Ⅴ-1-5　放射線管
理施設に関する説
明書

Ⅴ-1-5-1　放射線
管理施設の構成に
関する説明書並び
に計測範囲及び警
報動作範囲に関す
る説明書
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132

第2章　個別項目
5.　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針
5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備
5.1.1.2　重大事故等対処設備
(2)　代替グローブボックス排気設備
核燃料物質等の回収の一環として，グローブボックス排気設備の排気機能を回復し，工程室からグローブボックス排気経路への気流を確保することで，工程室内の
MOX粉末を回収する際の作業環境を確保するために必要な閉じ込める機能の回復に使用する重大事故等対処設備として，代替グローブボックス排気設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

133
　代替グローブボックス排気設備は，グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，可搬型排風機付フィルタユ
ニット，可搬型フィルタユニット及び可搬型ダクトで構成する。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

134
グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタは，常設重大事故等対処施設と位置付け，設計基準対象の施設の
グローブボックス排気設備の一部と兼用する設計とする。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

143
　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニットは，MOX粉末を可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットの高性能エアフィ
ルタで捕集しつつ，可搬型ダクトを介して，外部に放出するために必要な排気風量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点
検保守による待機除外時のバックアップを含め，十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型排風機付フィルタユニット
設計方針（個数及
び容量）

144
　また，代替グローブボックス排気設備の可搬型フィルタユニットの保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含
め，十分な台数を確保する設計とする。

設置要求 可搬型フィルタユニット
設計方針（個数及
び容量）

145
　代替グローブボックス排気設備は，グローブボックス排気設備に対して，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とす
る。

機能要求①

グローブボックス排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震Sク
ラス)
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

設計方針（個数及
び容量）

139
　代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によってグローブボックス排気設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう
に，グローブボックス排気設備が設置される燃料加工建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，燃料加工建屋にも保管すること
で位置的分散を図る設計とする。燃料加工建屋に保管する場合はグローブボックス排気設備と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等（可搬型重大
事故等対処設
備））

140
　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，グローブボックス排気ダクトに設置するダンパ操作によって安全機能を有する施設として使用する
系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

グローブボックス排気ダクト(SA)
グローブボックス給気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震Sク
ラス)

設計方針（悪影響
防止）

154
　代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトの系統に設置するダンパの操作は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障が
ないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から操作可能な設計とする。

設置要求 グローブボックス排気ダクト(SA)

設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

155
　代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよう
に，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常
設設備との接続が可能な設計とする。

設置要求

グローブボックス排気ダクト(SA)
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

157
　代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトは，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要なダンパを設け
る設計とし，それぞれ簡易な接続及びダンパの操作により安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。

機能要求① グローブボックス排気ダクト(SA)

設計方針（操作性
の確保）

135

　代替グローブボックス排気設備は，核燃料物質等の回収の一環として，設計基準対象の施設であるグローブボックス排風機の復旧等に時間を要することが想定さ
れるため，可搬型排風機付フィルタユニット，可搬型フィルタユニット及び可搬型ダクトを敷設及び接続し，可搬型ダクト及びグローブボックス排気設備を接続し
た後，可搬型排風機付フィルタユニットを運転することで，工程室からグローブボックス排気経路への気流を確保するとともに，可搬型排風機付フィルタユニット
及び可搬型フィルタユニットに内蔵する合計４段の高性能エアフィルタによりMOX粉末を捕集できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

グローブボックス排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震Sク
ラス)
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

設計方針（系統構
成）

136
　代替グローブボックス排気設備は，設計基準対象の施設のグローブボックス排気設備の排気機能を回復することで，グローブボックスから間接的に工程室内の空
気も排気することが可能であるため，グローブボックス排気設備の排気機能のみ回復する設計とする。

機能要求①
機能要求②

グローブボックス排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震Sク
ラス)
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

設計方針（系統構
成）

137

代替グローブボックス排気設備は，排気により放出される放射性物質の濃度を測定するための放射線管理施設の可搬型排気モニタリング設備を接続できる設計とす
る。
なお，放射線監視設備に係る設計方針については，第2章　個別項目の「6.放射線管理施設」に示す。

機能要求①
可搬型ダクト
可搬型ダストモニタ

設計方針（系統構
成）

138 　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニットは，代替電源設備の燃料加工建屋可搬型発電機の給電により駆動する設計とする。 機能要求① 可搬型排風機付フィルタユニット
設計方針（系統構
成）

142 　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニットは，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 機能要求① 可搬型排風機付フィルタユニット
設計方針（悪影響
防止）

154
　代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトの系統に設置するダンパの操作は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障が
ないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から操作可能な設計とする。

設置要求 グローブボックス排気ダクト(SA)

設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

155
　代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよう
に，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常
設設備との接続が可能な設計とする。

設置要求

グローブボックス排気ダクト(SA)
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

156
　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトと代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトとの接続は，フランジ接続に統一することによ
り，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求①
グローブボックス排気ダクト(SA)
可搬型ダクト

設計方針（操作性
の確保）

157
　代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトは，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要なダンパを設け
る設計とし，それぞれ簡易な接続及びダンパの操作により安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。

機能要求① グローブボックス排気ダクト(SA)

設計方針（操作性
の確保）

158
　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，フランジ接続又はより簡便
な接続方式を用いる設計とする。

機能要求① 可搬型ダクト

設計方針（操作性
の確保）

159
　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，機能性能確
認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

グローブボックス排気ダクト(SA)
グローブボックス給気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震Sク
ラス)

設計方針（試験・
検査性）

160
　代替グローブボックス排気設備のグローブボックス給気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機
能を確認するため，差圧の確認によりフィルタの目詰まりがないことの確認が可能な設計とする。

機能要求①

グローブボックス給気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震Sク
ラス)

設計方針（試験・
検査性）

161
　代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，員数確
認，動作確認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

設計方針（試験・
検査性）

162
　可搬型ダクトを使用した代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトの接続口は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を
確認するため，外観の確認が可能な設計とする。

機能要求① グローブボックス排気ダクト(SA)

設計方針（試験・
検査性）

(2)設計方針 【3.1.2.2(2)設計方針】
・代替グローブボックス排気設備のフィルタの捕集効率の考え方，給電
方法等の設計方針について説明する。
・悪影響防止（回転体）について説明する。
・個数及び容量（ファン容量）について説明する。
・環境条件等（可搬型設備の保管場所，操作場所，アクセスルート）に
ついて説明する。
・操作性の確保（接続性）について説明する。
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グローブボックス排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・代替グローブボックス排気設備の構成，系統構成について説明する。
・共通要因故障の考慮（可搬型設備の位置的分散）について説明する。
・悪影響防止（系統分離）について説明する。
・個数及び容量（個数）について説明する。
・環境条件等（保管場所，操作場所）について説明する。
・操作性の確保（系統切り替えのためのダンパの設置）について説明す
る。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃
棄物の廃棄施設に
関する説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

12

第2章　個別項目
1.成形施設
1.2　粉末調整工程
1.2.1　粉末調整工程の構成
1.2.2　主要設備の系統構成
(2)　一次混合設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックスである予備混合装置グローブボックスを常設重大事故等対処設備と位置づけ，重大事故
等が発生した場合において，グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

基本方針
予備混合装置グローブボックス

設計方針（装置構
造）

8　系統施設の設計上の考慮
8.1　成形施設
8.1.1　一次混合設備
(1)　機能

【8.1.1(1)　機能】
・予備混合装置グローブボックスに要求される機能について説明する。

13
常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，重大事故時におけるグローブボックス内の火災により上昇する温度の影響を考慮しても，重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 予備混合装置グローブボックス
設計方針（環境条
件等）

14
地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，第１章共通項目の「8.2　重大事故等対
処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条
件等）

15
常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 予備混合装置グローブボックス

設計方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

16 常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護する設計とする。 運用要求
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置又は保
管，被水防護対策）

基本方針（環境条
件等）

17
常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

18

(3)　二次混合設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックスである均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添加剤混合装
置グローブボックスを常設重大事故等対処設備と位置づけ，重大事故等が発生した場合において，グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制で
きる設計とする。

機能要求①
機能要求②

基本方針
均一化混合装置グローブボックス
造粒装置グローブボックス
添加剤混合装置グローブボックス

設計方針（装置構
造）

8　系統施設の設計上の考慮
8.1　成形施設
8.1.2　二次混合設備
(1)　機能

【8.1.2(1)　機能】
・均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添
加剤混合装置グローブボックスに要求される機能について説明する。

19
常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスは，重大事故時におけるグロー
ブボックス内の火災により上昇する温度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
均一化混合装置グローブボックス
造粒装置グローブボックス
添加剤混合装置グローブボックス

設計方針（環境条
件等）

20
地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添加剤
混合装置グローブボックスは，第１章共通項目の「8.2　重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と
することで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等）

21
常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスは，外部からの衝撃による損傷
を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
均一化混合装置グローブボックス
造粒装置グローブボックス
添加剤混合装置グローブボックス

設計方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

22
常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスは，溢水量を考慮し，影響を受
けない高さへの設置，被水防護する設計とする。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置又は保
管，被水防護対策）

基本方針（環境条
件等）

23
常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスは，内部発生飛散物の影響を受
けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

24
(5)　スクラップ処理設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックスである回収粉末処理・混合装置グローブボックスを常設重大事故等対処設備と位置づ
け，重大事故等が発生した場合において，グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

基本方針
回収粉末処理・混合装置グローブボック
ス

設計方針（装置構
造）

8　系統施設の設計上の考慮
8.1　成形施設
8.1.3　スクラップ処理設備
(1)　機能

【8.1.3(1)　機能】
・回収粉末処理・混合装置グローブボックスに要求される機能について
説明する。

25
常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボックスは，重大事故時におけるグローブボックス内の火災により上昇する温度の影響を考慮して
も，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
回収粉末処理・混合装置グローブボック
ス

設計方針（環境条
件等）

26
地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボックスは，第１章共通項目の「8.2　重
大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等）

27
常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボックスは，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等によ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
回収粉末処理・混合装置グローブボック
ス

設計方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

28 常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボックスは，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護する設計とする。 運用要求
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置又は保
管，被水防護対策）

基本方針（環境条
件等）

29
常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボックスは，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

30

1.3　ペレット加工工程
1.3.2　主要設備の系統構成
(1)　圧縮成形設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックスであるプレス装置(プレス部)グローブボックスを常設重大事故等対処設備と位置づけ，
重大事故等が発生した場合において，グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

基本方針
プレス装置(プレス部)グローブボックス

設計方針（装置構
造）

8　系統施設の設計上の考慮
8.1　成形施設
8.1.4　圧縮成形設備
(1)　機能

【8.1.4(1)　機能】
・プレス装置(プレス部)グローブボックスに要求される機能について説
明する。

31
常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックスは，重大事故時におけるグローブボックス内の火災により上昇する温度の影響を考慮して
も，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 プレス装置(プレス部)グローブボックス

設計方針（環境条
件等）

32
地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックスは，第１章共通項目の「8.2　重大
事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等）

33
常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックスは，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 プレス装置(プレス部)グローブボックス

設計方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

34 常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックスは，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護する設計とする。 運用要求
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置又は保
管，被水防護対策）

基本方針（環境条
件等）

35
常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックスは，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

(2)　環境条件等 【8.1.4(2)　環境条件等】
・プレス装置(プレス部)グローブボックスに要求される重大事故時の環
境条件等に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大
事故等対処設備が
使用される条件の
下における健全性
に関する説明書

(2)　環境条件等 【(2)　環境条件等】
・予備混合装置グローブボックスに要求される重大事故時の環境条件等
に係る設計方針について説明する。

(2)　環境条件等 【8.1.2(2)　環境条件等】
・均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添
加剤混合装置グローブボックスに要求される重大事故時の環境条件等に
係る設計方針について説明する。

(2)　環境条件等 【8.1.3(2)　環境条件等】
・回収粉末処理・混合装置グローブボックスに要求される重大事故時の
環境条件等に係る設計方針について説明する。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

36

第2章　個別項目
7.　その他の加工施設
7.1　非常用設備
7.1.1　火災防護設備
7.1.1.2　重大事故等対処設備
7.1.1.2.1　代替火災感知設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源近傍の温度を計測することで，核燃料物
質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を確認し，消火の実施を判断するために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に使用する重大事故等
対処設備として，代替火災感知設備を設ける設計とする。

冒頭宣言

基本方針 基本方針 8　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感知設備
(1)　機能

【8.4.1.1(1)　機能】
・代替火災感知設備に要求される機能について説明する。

42
　代替火災感知設備は，環境条件を考慮することに加え，内蔵する充電池の給電により動作する火災状況確認用温度表示装置又は乾電池の給電により動作する可搬
型グローブボックス温度表示端末で火災源近傍の温度を確認できる設計とすることで，非常用所内電源設備の給電により動作する火災防護設備のグローブボックス
温度監視装置に対して給電方式の多様性を図る設計とする。

機能要求①
火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置
可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等）

43
　また，火災状況確認用温度計で計測した火災源近傍の温度は火災状況確認用温度表示装置に表示することで確認できる設計とするとともに，静的機器のみで構成
する火災状況確認用温度計に可搬型グローブボックス温度表示端末を接続することにより，計測した火災源近傍の温度を確認できる設計とすることで，火災防護設
備のグローブボックス温度監視装置に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①
火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置
可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等）

44

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，共通要因によって火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大
事故等対処設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大事故等対処設
備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，燃料加工建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。燃料
加工建屋に保管する場合は火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備と異なる場所に保管することで位置的分
散を図る設計とする。

設置要求 可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等（可搬型重大
事故等対処設
備））

45
　代替火災感知設備の火災状況確認用温度計は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは分離された状態からコネクタ接続により重大事故等対処設備としての
系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 火災状況確認用温度計

設計方針（悪影響
防止）

(3)　悪影響防止 【8.4.1.1(3)　悪影響防止】
・代替火災感知設備に要求される悪影響防止に係る設計方針について説
明する。

50
　代替火災感知設備は，耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響を受けない場所に設置することで，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における
火災により上昇する温度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を維持できる設計とする。

設置要求
火災状況確認用温度計
可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（環境条
件等）

51
　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替火災感知設備の火災状況確認用温度計及び可搬型グローブボックス温度表示端末は，第１章共通
項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等）

52
　代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 火災状況確認用温度計

設計方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

53
　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水
所に保管し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（環境条
件等（可搬型重大
事故等対処設
備））

54
　代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備，可搬型グローブボックス温度表示端末は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置又は保管，被水防護する
設計とする。

機能要求②
運用要求

火災状況確認用温度計
可搬型グローブボックス温度表示端末
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置又は保
管，被水防護対策）

設計方針（環境条
件等）
基本方針（環境条
件等）

55
　代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

56
　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，内部発生飛散物の影響を考慮し，燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の内
部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等（可搬型重大
事故等対処設
備））

57
　内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替火災感知設備の火災状況確認用温度表示装置は，自然現象，人為事象，溢水，火災及び内部
発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，修理の対応により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。また，重大事故等に対処するための
機能が確保できない場合には，関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて，管理する。

機能要求①
運用要求

火災状況確認用温度表示装置
施設共通　基本設計方針
（代替品，修理，工程停止等による機能
維持）

設計方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

基本方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

58
　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，
線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，中央監視室で操作可能な設計とすることにより，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

設置要求 可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

59
　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末と代替火災感知設備の火災状況確認用温度計との接続は，コネクタ接続に統一することにより，速やか
に，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求①
火災状況確認用温度計
可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（操作性
の確保）

60
　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，コネクタ接続又
はより簡便な接続方式を用いる設計とする。

機能要求① 可搬型グローブボックス温度表示端末

設計方針（操作性
の確保）

61
　代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，独立して外観点検，機能性能確認等
が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
火災状況確認用温度計
火災状況確認用温度表示装置

設計方針（試験・
検査性）

62
　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，独立して動作確認が可
能な設計とする。

機能要求① 可搬型グローブボックス温度表示端末
設計方針（試験・
検査性）

(6)　試験・検査 【8.4.1.1(6)　試験・検査】
・代替火災感知設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説
明する。

※補足すべき事項の対象なし

(2)　共通要因故障に対する考慮 【8.4.1.1(2)　共通要因故障に対する考慮】
・代替火災感知設備に要求される共通要因故障に対する考慮に係る設計
方針について説明する。

Ⅴ-1-1-4-2　重大
事故等対処設備が
使用される条件の
下における健全性
に関する説明書

(4)　環境条件等 【8.4.1.1(4)　環境条件等】
・代替火災感知設備に要求される環境条件等に係る設計方針について説
明する。

(5)　操作性の確保 【8.4.1.1(5)　操作性の確保】
・代替火災感知設備に要求される操作性の確保に係る設計方針について
説明する。
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63

7.1.1.2.2　代替消火設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源に対し消火剤を放出することで，核燃料
物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設備として，代
替消火設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8　系統施設の設計上の考慮
8.4　その他の加工施設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設備
(1)　機能

【8.4.1.2(1)　機能】
・代替消火設備に要求される機能について説明する。

70
　代替消火設備の遠隔消火装置は，環境条件を考慮することに加え，中央監視室に設置する盤の手動操作又は中央監視室近傍に設置する圧力開放用の弁の手動操作
により圧力を充填する起動用配管内の圧力を開放し，消火ガスボンベから消火剤を放出できる設計とすることで，自動起動する火災防護設備のグローブボックス消
火装置に対して動作原理の多様性を図る設計とする。

機能要求①

遠隔消火装置 設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等（常設重大事
故等対処設備））

71
　また，代替消火設備の遠隔消火装置は，電源を必要とせずに起動又は内蔵する蓄電池の給電により起動できる設計とすることで，非常用所内電源設備の給電によ
り起動する火災防護設備のグローブボックス消火装置に対して給電方式の多様性を図る設計とする。

機能要求①

遠隔消火装置 設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等（常設重大事
故等対処設備））

72
　さらに，代替消火設備の遠隔消火装置は，火災源となる潤滑油に設置したオイルパンに対して局所的に消火剤を放出又はオイルパンを内包する機器筐体に対して
局所的に消火剤を放出する設計とすることで，グローブボックス全体に対して消火剤を放出し窒息消火を行う火災防護設備のグローブボックス消火設備に対して消
火方式の多様性を図る設計とする。

機能要求①

遠隔消火装置 設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等（常設重大事
故等対処設備））

73 　代替消火設備の遠隔消火装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 機能要求①

遠隔消火装置 設計方針（悪影響
防止）

(3)　悪影響防止 【8.4.1.2(3)　悪影響防止】
・代替消火設備に要求される悪影響防止に係る設計方針について説明す
る。

76
　代替消火設備の遠隔消火装置は，耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響を受けない場所に設置することで，重大事故の発生を仮定するグローブボックス
内における火災により上昇する温度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
遠隔消火装置 設計方針（環境条

件等）

77
　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替消火設備の遠隔消火装置のうち弁の手動操作により起動するための系統及び消火剤を放出する系
統に係る設備は，第1章共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

基本方針 基本方針（環境条
件等）

78
　代替消火設備の遠隔消火装置は，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求

遠隔消火装置 設計方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

79 　代替消火設備の遠隔消火装置は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護する設計とする。
機能要求②
運用要求

遠隔消火装置
施設共通　基本設計方針

設計方針（環境条
件等）
基本方針（環境条
件等）

80 　代替消火設備の遠隔消火装置は，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 冒頭宣言

基本方針 基本方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

81
　内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替消火設備の遠隔消火装置の中央監視室に設置する盤の手動操作にて起動するために必要な設
備は，自然現象，人為事象，溢水，火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，修理の対応により重大事故等に対処するための機能を損なわない
設計とする。また，重大事故等に対処するための機能が確保できない場合には，関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて，管理する。

機能要求①
運用要求

遠隔消火装置
施設共通　基本設計方針

設計方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

基本方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

82
　代替消火設備の遠隔消火装置は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定とし
て，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から操作可能な設計又は中央監視室で操作可能な設計とする。

設置要求

遠隔消火装置 設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

83
　代替消火設備の遠隔消火装置は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，独立して外観点検，機能性能確認等が可能な設計と
する。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
遠隔消火装置 設計方針（試験・

検査性）

84
　代替消火設備の遠隔消火装置は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，独立して機器付きの圧力計により遠隔消火装置の起
動用配管における系統内の圧力が所定値以上であることの確認が可能な設計とする。

機能要求①
遠隔消火装置 設計方針（試験・

検査性）

85
　代替消火設備の遠隔消火装置のうち中央監視室近傍に設置する圧力開放用の弁は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，独
立して動作確認により２重化されたそれぞれの圧力開放用の弁に固着がないことの確認が可能な設計とする。

機能要求①
遠隔消火装置 設計方針（試験・

検査性）

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大
事故等対処設備が
使用される条件の
下における健全性
に関する説明書

(4)　環境条件等 【8.4.1.2(4)　環境条件等】
・代替消火設備に要求される環境条件等に係る設計方針について説明す
る。

(5)　試験・検査 【8.4.1.2(5)　試験・検査】
・代替消火設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説明す
る。

(2)　共通要因故障に対する考慮 【8.4.1.2(2)　共通要因故障に対する考慮】
・代替消火設備に要求される共通要因故障に対する考慮に係る設計方針
について説明する。
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86

第2章　個別項目
5.　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針
5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備
5.1.1.2　重大事故等対処設備
(1)　外部放出抑制設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備の流路を遮断することで，火災の影響によりグ
ローブボックス内及び工程室内の気相中に移行したMOX粉末が，外部へ放出されることを可能な限り防止するために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡
大防止対策に使用する重大事故等対処設備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制設備
(1)　機能

【8.2.1(1)　機能】
・外部放出抑制設備に要求される機能について説明する。

95
　外部放出抑制設備のグローブボックス排気設備及び工程室排気設備の流路を遮断する手段については，中央監視室に設置する盤の手動操作により駆動動力源の窒
素を供給することで閉止するグローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパ並びに地下１階の現場にて手動操作により閉止できるグローブボックス排
風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入口手動ダンパを設置することで，多重性を確保した設計とする。

機能要求①

グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ
グローブボックス排風機入口手動ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ

設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等（常設重大事
故等対処設備））

96
　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，燃料加工建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，燃料加工建屋にも保管す
ることで位置的分散を図る設計とする。

設置要求 可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等（可搬型重大
事故等対処設
備））

97
　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び
工程室排気閉止ダンパの操作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影
響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

グローブボックス排風機入口手動ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

設計方針（悪影響
防止）

98 　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 機能要求① 可搬型ダンパ出口風速計
設計方針（悪影響
防止）

101
　外部放出抑制設備は，耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響を受けない場所に設置することで，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における
火災により上昇する温度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタユニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排風機入口手動ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（環境条
件等）

102
　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備，可搬型ダンパ出口風速計は，第1章共通項目の「8.2 重
大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等）

103
　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタユニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排風機入口手動ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ

設計方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

104
　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所に保管し，
風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（環境条
件等（可搬型重大
事故等対処設
備））

105
　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備及び可搬型ダンパ出口風速計は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置又は保管，被水防護する設計とす
る。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置又は保
管，被水防護対策）

基本方針（環境条
件等）

106
　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

107
　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，内部発生飛散物の影響を考慮し，燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物
の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等（可搬型重大
事故等対処設
備））

108
　内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる外部放出抑制設備のグローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，自然現象，
人為事象，溢水，火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，修理の対応により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。ま
た，重大事故等に対処するための機能が確保できない場合には，関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて，管理する。

機能要求①
運用要求

グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ
施設共通　基本設計方針
（代替品，修理，工程停止等による機能
維持）

設計方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

基本方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

109
　外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，想
定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画
又は離れた場所から操作可能な設計とする。

設置要求

グローブボックス排風機入口手動ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

110

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高く
なるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設計とするとともに，高性能エアフィルタによりMOX粉
末を捕集した後のダクトに接続口を設けることで接続操作時に汚染が拡大しないよう考慮することにより，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とす
る。

機能要求①
設置要求

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

111
　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計と常設ダクトとの接続は，常設ダクトに測定口を設けて可搬型ダンパ出口風速計の検出部を挿入する接続に統一する
ことにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求①
グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（操作性
の確保）

(5)　操作性の確保 【8.2.1(5)　操作性の確保】
・外部放出抑制設備に要求される操作性の確保に係る設計方針について
説明する。

112
　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，機能性能確認等が可能な
設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタユニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排風機入口手動ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

設計方針（試験・
検査性）

113
　外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，通
常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，動作確認によりダンパの固着がないことの確認が可能な設計とする。

機能要求①

グローブボックス排風機入口手動ダンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

設計方針（試験・
検査性）

114
　外部放出抑制設備のグローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，グローブボックス排気フィルタユニット及び工程室排気フィルタユニット
は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，差圧の確認によりフィルタの目詰まりがないことの確認が可能な設計とする。

機能要求①

グローブボックス給気フィルタ
グローブボックス排気フィルタ
グローブボックス排気フィルタユニット
工程室排気フィルタユニット

設計方針（試験・
検査性）

115
　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，員数確認，模擬入力によ
る機能，性能の確認及び校正等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替えが可能な設計とする。

機能要求① 可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（試験・
検査性）

【8.2.1(6)　試験・検査】
・外部放出抑制設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説
明する。

※補足すべき事項の対象なし

(2)　共通要因故障に対する考慮 【8.2.1(2)　共通要因故障に対する考慮】
・外部放出抑制設備に要求される共通要因故障に対する考慮に係る設計
方針について説明する。

Ⅴ-1-1-4-2　重大
事故等対処設備が
使用される条件の
下における健全性
に関する説明書

(3)　悪影響防止 【8.2.1(3)　悪影響防止】
・外部放出抑制設備に要求される悪影響防止に係る設計方針について説
明する。

(4)　環境条件等 【8.2.1(4)　環境条件等】
・外部放出抑制設備に要求される環境条件等に係る設計方針について説
明する。

(6)　試験・検査

124



基本設計方針の添付書類への展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

116

第2章　個別項目
6.　放射線管理施設
6.1　放射線管理施設の基本方針
6.1.2　代替モニタリング設備
(1)　工程室放射線計測設備
　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策のうち，代替消火設備，代替火災感知設備及び外部放出抑制設備を用いた一連の対策が完了した後，工程室
内の気相中における放射性物質の濃度を計測することで，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認するために必要な核燃料物質等の回収に使用する重大事
故等対処設備として，工程室放射線計測設備を設ける設計とする。

冒頭宣言

基本方針 基本方針 8　系統施設の設計上の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリング設備
8.3.2.1　工程室放射線計測設備
(1)　機能

【8.3.2.1(1)　機能】
・工程室放射線計測設備に要求される機能について説明する。

120
　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，故障時のバックアップを含めて必要な数量を燃料加工建屋から100ｍ
以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等（可搬型重大
事故等対処設
備））

(2)　共通要因故障に対する考慮 【8.3.2.1(2)　共通要因故障に対する考慮】
・工程室放射線計測設備に要求される共通要因故障に対する考慮に係る
設計方針について説明する。

121
　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

設計方針（悪影響
防止）

(3)　悪影響防止 【8.3.2.1(3)　悪影響防止】
・工程室放射線計測設備に要求される悪影響防止に係る設計方針につい
て説明する。

124
　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，第1章共
通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等）

125
　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管
庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

設計方針（環境条
件等（可搬型重大
事故等対処設
備））

126
　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護する設計
とする。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置又は保
管，被水防護対策）

基本方針（環境条
件等）

127
　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，内部発生飛散物の影響を考慮し，第１保管庫・貯水所又は第２保管
庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等（可搬型重大
事故等対処設
備））

128
　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，想定される重大事故等が発生した場合においても設置に支障がない
ように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設計により，当該設備の設置が
可能な設計とする。

設置要求
可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

129
　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認す
るため，外観点検，機能性能確認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とする。

機能要求①
可搬型ダストサンプラ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

設計方針（試験・
検査性）

130 　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，動作確認が可能な設計とする。 機能要求① 可搬型ダストサンプラ
設計方針（試験・
検査性）

131
　工程室放射線計測設備のアルファ・ベータ線用サーベイメータは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，模擬入
力による機能，性能の確認及び校正が可能な設計とする。

機能要求① アルファ・ベータ線用サーベイメータ
設計方針（試験・
検査性）

132

第2章　個別項目
5.　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針
5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備
5.1.1.2　重大事故等対処設備
(2)　代替グローブボックス排気設備
核燃料物質等の回収の一環として，グローブボックス排気設備の排気機能を回復し，工程室からグローブボックス排気経路への気流を確保することで，工程室内の
MOX粉末を回収する際の作業環境を確保するために必要な閉じ込める機能の回復に使用する重大事故等対処設備として，代替グローブボックス排気設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言

基本方針 基本方針 8　系統施設の設計上の考慮
8.2　放射性廃棄物の廃棄施設
8.2.2　代替グローブボックス排気設備
(1)　機能

【8.2.2(1)　機能】
・代替グローブボックス排気設備に要求される機能について説明する。

139
　代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によってグローブボックス排気設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう
に，グローブボックス排気設備が設置される燃料加工建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，燃料加工建屋にも保管すること
で位置的分散を図る設計とする。燃料加工建屋に保管する場合はグローブボックス排気設備と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

設計方針（共通要
因故障に対する考
慮等（可搬型重大
事故等対処設
備））

(2)　共通要因故障に対する考慮 【8.2.2(2)　共通要因故障に対する考慮】
・代替グローブボックス排気設備に要求される共通要因故障に対する考
慮に係る設計方針について説明する。

140
　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，グローブボックス排気ダクトに設置するダンパ操作によって安全機能を有する施設として使用する
系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

グローブボックス排気ダクト(SA)
グローブボックス給気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震Sク
ラス)

設計方針（悪影響
防止）

141
　屋外に保管する代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置を講じることで他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（固縛対策（竜巻））

設計方針（悪影響
防止）

142 　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニットは，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 機能要求① 可搬型排風機付フィルタユニット
設計方針（悪影響
防止）

146
　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備，可搬型重大事故等対処設備は，第１章共
通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等）

147
　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

グローブボックス排気ダクト(SA)
グローブボックス給気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震Sク
ラス)

設計方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

148
　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットは，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第１
保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット

設計方針（環境条
件等（可搬型重大
事故等対処設
備））

149
　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とするか，又は風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納するコンテナ等に対して転倒防止，固
縛等の措置を講じて保管する設計とする。

設置要求
運用要求

可搬型ダクト
施設共通　基本設計方針
（固縛対策（竜巻））

設計方針（環境条
件等（可搬型重大
事故等対処設
備））
基本方針（環境条
件等（可搬型重大
事故等対処設
備））

150
　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備，可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットは，溢水量を考慮し，影響を受けない
高さへの設置又は保管，被水防護する設計とする。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（機能を損なわない高さへの設置又は保
管，被水防護対策）

基本方針（環境条
件等）

151
　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

152
　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットは，内部発生飛散物の影響を考慮し，燃料加工建屋，第１保管
庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等（可搬型重大
事故等対処設
備））

153
　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，内部発生飛散物の影響を考慮し，燃料加工建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（環境条
件等（可搬型重大
事故等対処設
備））

154
　代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトの系統に設置するダンパの操作は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障が
ないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から操作可能な設計とする。

設置要求 グローブボックス排気ダクト(SA)

設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

155
　代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよう
に，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常
設設備との接続が可能な設計とする。

設置要求

グローブボックス排気ダクト(SA)
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

設計方針（環境条
件等（重大事故等
対処設備の設置場
所））

※補足すべき事項の対象なし

(3)　悪影響防止 【8.2.2(3)　悪影響防止】
・代替グローブボックス排気設備に要求される悪影響防止に係る設計方
針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大
事故等対処設備が
使用される条件の
下における健全性
に関する説明書

(5)　試験・検査 【8.3.2.1(5)　試験・検査】
・工程室放射線計測設備に要求される試験・検査に係る設計方針につい
て説明する。

(4)　環境条件等 【8.3.2.1(4)　環境条件等】
・工程室放射線計測設備に要求される環境条件等に係る設計方針につい
て説明する。

(4)　環境条件等 【8.2.2(4)　環境条件等】
・代替グローブボックス排気設備に要求される環境条件等に係る設計方
針について説明する。

Ⅴ-1-1-4-2　重大
事故等対処設備が
使用される条件の
下における健全性
に関する説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

156
　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトと代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトとの接続は，フランジ接続に統一することによ
り，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求①
グローブボックス排気ダクト(SA)
可搬型ダクト

設計方針（操作性
の確保）

157
　代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトは，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要なダンパを設け
る設計とし，それぞれ簡易な接続及びダンパの操作により安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。

機能要求① グローブボックス排気ダクト(SA)

設計方針（操作性
の確保）

158
　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，フランジ接続又はより簡便
な接続方式を用いる設計とする。

機能要求① 可搬型ダクト

設計方針（操作性
の確保）

159
　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，機能性能確
認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

グローブボックス排気ダクト(SA)
グローブボックス給気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震Sク
ラス)

設計方針（試験・
検査性）

160
　代替グローブボックス排気設備のグローブボックス給気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機
能を確認するため，差圧の確認によりフィルタの目詰まりがないことの確認が可能な設計とする。

機能要求①

グローブボックス給気フィルタ(耐震Sク
ラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震Sク
ラス)

設計方針（試験・
検査性）

161
　代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，員数確
認，動作確認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

設計方針（試験・
検査性）

162
　可搬型ダクトを使用した代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトの接続口は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を
確認するため，外観の確認が可能な設計とする。

機能要求① グローブボックス排気ダクト(SA)

設計方針（試験・
検査性）

※補足すべき事項の対象なし

(6)　試験・検査 【8.2.2(6)　試験・検査】
・代替グローブボックス排気設備に要求される試験・検査に係る設計方
針について説明する。

(5)　操作性の確保 【8.2.2(5)　操作性の確保】
・代替グローブボックス排気設備に要求される操作性の確保に係る設計
方針について説明する。

Ⅴ-1-1-4-2　重大
事故等対処設備が
使用される条件の
下における健全性
に関する説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 (1) 第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

1.
概要 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備

に関する説明書の概要について記載する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇 当該添付書類の概要について記載する。 △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし

2. 基本方針

2.1 MOX燃料加工施設における重大事故等の対処

(1)

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の特徴

MOX燃料加工施設における重大事故の特徴，重
大事故等対処の概要について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

MOX燃料加工施設における重大事故の特徴，重
大事故等対処の概要，閉じ込める機能の喪失
に対処するための設備の概要について説明す
る。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし

(2)

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処 MOX燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ
込める機能の喪失における対処について説明
する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
MOX燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ
込める機能の喪失における対処について説明
する。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし

2.2

加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の基
本方針

MOX燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ
込める機能の喪失に対処するための設備の設
備構成，基本方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
MOX燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ
込める機能の喪失に対処するための設備の設
備構成，基本方針について説明する。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし

(1)

グローブボックス内で発生した火災の感知 グローブボックス内で発生した火災の感知す
るための設備及び設備の基本方針について説
明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
グローブボックス内で発生した火災の感知す
るための設備及び設備の基本方針について説
明する。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし

(2)

グローブボックス内で発生した火災の消火 グローブボックス内で発生した火災の消火す
るための設備及び設備の基本方針について説
明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
グローブボックス内で発生した火災の消火す
るための設備及び設備の基本方針について説
明する。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし

(3)

外部への放出経路の遮断，高性能エアフィルタによるMOX粉末
の捕集

外部への放出経路の遮断するための設備，核
燃料物質を捕集するための高性能エアフィル
タの基本方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
外部への放出経路の遮断するための設備，核
燃料物質を捕集するための高性能エアフィル
タの基本方針について説明する。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし

(4)

核燃料物質等の回収 工程室内に飛散した核燃料物質を回収するた
め，工程室内の雰囲気が安定した状態である
ことを確認するための設備の基本方針につい
て説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

工程室内に飛散した核燃料物質を回収するた
め，工程室内の雰囲気が安定した状態である
ことを確認するための設備の基本方針につい
て説明する。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし

(5)

核燃料物質等を閉じ込める機能の回復 核燃料物質等の回収の際の作業環境を確保す
るための換気設備の基本方針について説明す
る。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
核燃料物質等の回収の際の作業環境を確保す
るための換気設備の基本方針について説明す
る。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし

3. 施設の詳細設計方針

3.1

重大事故の発生を仮定する仮定するグローブボックス ・MOX燃料加工施設における露出したMOX粉末
を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグ
ローブボックスの対象，設置場所，油の保有
量について説明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制でき
る設計の設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

・MOX燃料加工施設における露出したMOX粉末
を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグ
ローブボックスの対象，設置場所，油の保有
量について説明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制でき
る設計の設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

3.2

グローブボックス内で発生した火災の感知に係る設備 ・グローブボックス内で発生した火災の感知
するための設備について説明する。詳細につ
いては，「Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書」にて説明することを記載す
る。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

・グローブボックス内で発生した火災の感知
するための設備について説明する。詳細につ
いては，「Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に
関する説明書」にて説明することを記載す
る。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

3.3

グローブボックス内で発生した火災の消火に係る設備 ・グローブボックス内で発生した火災の消火
するための設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明書」にて説明すること
を記載する。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-1-6-1
所内電源設備に関する説明書」にて説明する
ことを記載する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

・グローブボックス内で発生した火災の消火
するための設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明書」にて説明すること
を記載する。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-1-6-1
所内電源設備に関する説明書」にて説明する
ことを記載する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

3.4

外部への放出経路の遮断及び高性能エアフィルタによるMOX粉
末の捕集に係る設備

・外部への放出経路の遮断及び高性能エア
フィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備につ
いて説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書」にて説明するこ
とを記載する。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-1-6-1
所内電源設備に関する説明書」にて説明する
ことを記載する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

・外部への放出経路の遮断及び高性能エア
フィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備につ
いて説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書」にて説明するこ
とを記載する。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-1-6-1
所内電源設備に関する説明書」にて説明する
ことを記載する。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし

3.5

核燃料物質等の回収に係る設備 ・核燃料物質等の回収に係る設備について説
明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-5　放射線管理施
設に関する説明書」にて説明することを記載
する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

・核燃料物質等の回収に係る設備について説
明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-5　放射線管理施
設に関する説明書」にて説明することを記載
する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

3.6

核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備
・核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係
る設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書」にて説明するこ
とを記載する。
・対処に係る電源，燃料については，「Ⅴ-1-
6-1　所内電源設備に関する説明書」にて説明
することを記載する。
・排気により放出される放射線管理施設につ
いては，「Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する
説明書」にて説明することを記載する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

・核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係
る設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書」にて説明するこ
とを記載する。
・対処に係る電源，燃料については，「Ⅴ-1-
6-1　所内電源設備に関する説明書」にて説明
することを記載する。
・排気により放出される放射線管理施設につ
いては，「Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する
説明書」にて説明することを記載する。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし

申請回次
補足説明資料

Ⅴ－１－１－２－２　閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書

MOX目次
MOX添付書類構成案 記載概要
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MOX添付書類構成案 記載概要

5.

火災の感知及び消火 加工施設における核燃料物質等を閉じ込める
機能の喪失の対処として，グローブボックス
内で発生した火災の感知及び消火するための
設備について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

加工施設における核燃料物質等を閉じ込める
機能の喪失の対処として，グローブボックス
内で発生した火災の感知及び消火するための
設備について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

5.3 代替火災感知設備

5.3.1
要求機能及び性能目標 代替火災感知設備に要求される機能，性能目

標について，説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

代替火災感知設備に要求される機能，性能目
標について，説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

5.3.2

機能設計 代替火災感知設備の構成，設置条件，感知器
の種類，計測範囲，個数等の設備の設計方針
を説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
代替火災感知設備の構成，設置条件，感知器
の種類，計測範囲，個数等の設備の設計方針
を説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

5.3.3

構造強度設計
代替火災感知設備の構造強度設計は，「Ⅴ-1-
1-4-2　重大事故等対処設備が使用される環境
下における健全性に関する説明書」の環境条
件等に基づく設計とすることを説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

代替火災感知設備の構造強度設計は，「Ⅴ-1-
1-4-2　重大事故等対処設備が使用される環境
下における健全性に関する説明書」の環境条
件等に基づく設計とすることを説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

5.4 代替消火設備

5.4.1
要求機能及び性能目標 代替消火設備に要求される機能，性能目標に

ついて，説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

代替消火設備に要求される機能，性能目標に
ついて，説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

5.4.2

機能設計 代替消火設備の構成，消火剤の種類，消火剤
量の考え方，誤動作による悪影響，系統構
成，配置上の考慮等の設備の設計方針を説明
する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

代替消火設備の構成，消火剤の種類，消火剤
量の考え方，誤動作による悪影響，系統構
成，配置上の考慮等の設備の設計方針を説明
する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

5.4.3

構造強度設計 ・代替消火設備の構造強度設計は，「Ⅴ-1-1-
4-2　重大事故等対処設備が使用される環境下
における健全性に関する説明書」の環境条件
等に基づく設計とすることを説明する。

・代替消火装置の容器・管に関する強度評価
は，「Ⅳ-3　強度計算書」にて説明すること
を記載する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

・代替消火設備の構造強度設計は，「Ⅴ-1-1-
4-2　重大事故等対処設備が使用される環境下
における健全性に関する説明書」の環境条件
等に基づく設計とすることを説明する。

・代替消火装置の容器・管に関する強度評価
は，「Ⅳ-3　強度計算書」にて説明すること
を記載する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

2. 基本方針

2.1 気体廃棄物の廃棄設備の基本方針

2.1.2 重大事故等対処設備

2.1.2.1

外部放出抑制設備の基本方針 ・核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失に対
処するための外部への放出経路の遮断及び高
性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に関す
る設備の基本方針を説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

・核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失に対
処するための外部への放出経路の遮断及び高
性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に関す
る設備の基本方針を説明する。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし

2.1.2.2

代替グローブボックス排気設備の基本方針 ・核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失に対
処するための核燃料物質等の閉じ込める機能
の回復に係る設備の基本方針を説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
・核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失に対
処するための核燃料物質等の閉じ込める機能
の回復に係る設備の基本方針を説明する。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし

3. 施設の詳細設計方針

3.1 気体廃棄物の廃棄設備

3.1.2 閉じ込める機能の喪失の対処

3.1.2.1 外部放出抑制設備

(1)
設備構成 外部放出抑制設備の構成，系統構成について

説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

外部放出抑制設備の構成，系統構成について
説明する。

〇
可搬型ダンパ出口風速計の個数について，追
記

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(2)

設計方針 外部放出抑制設備の設置場所，操作場所，
フィルタの捕集効率の考え方，計器の計測原
理，計測範囲等の設計方針について説明す
る。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
外部放出抑制設備の設置場所，操作場所，
フィルタの捕集効率の考え方等の設計方針に
ついて説明する。

〇
可搬型ダンパ出口風速計の計測原理，計測範
囲について，追記

― 対象となる設備がないため記載事項なし
[補足閉込（SA）3]可搬型ダン
パ出口風速計の検出原理，計
測範囲について

3.1.2.2 代替グローブボックス排気設備

(1)
設備構成 代替グローブボックス排気設備の構成，系統

構成について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

代替グローブボックス排気設備の構成，系統
構成について説明する。

〇
代替グローブボックス排気設備の可搬型設備
の個数について，追記

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(2)

設計方針 代替グローブボックス排気設備の接続方法，
設置場所，給電方法，フィルタの捕集効率の
考え方等の設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
代替グローブボックス排気設備の接続方法，
設置場所，フィルタの捕集効率の考え方等の
設計方針について説明する。

〇
代替グローブボックス排気設備の可搬型設備
の接続方法，設置場所，給電方法，フィルタ
捕集効率の考え方について，追記

― 対象となる設備がないため記載事項なし

2. 基本方針

2.2

重大事故等対処設備に関する計測 閉じ込める機能の喪失の対処として，飛散し
た核燃料物質の回収するための工程室内の雰
囲気を確認するために設ける工程室放射線計
測設備の基本方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

閉じ込める機能の喪失の対処として，飛散し
た核燃料物質の回収するための工程室内の雰
囲気を確認するために設ける工程室放射線計
測設備の基本方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

3. 放射線管理施設の構成

3.2 代替モニタリング設備

3.2.1

工程室放射線計測設備

工程室放射線計測設備の設備構成，計測原
理，個数等の設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
工程室放射線計測設備の設備構成，計測原
理，個数等の設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし
[補足閉込（SA）4]アルファ・
ベータ線用サーベイメータの
検出原理，計測範囲について

4. 放射線管理施設の計測範囲及び警報動作範囲

4.1
放射線管理施設の計測範囲 アルファ・ベータ線用サーベイメータの計測

範囲を示す。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

アルファ・ベータ線用サーベイメータの計測
範囲を示す。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

4.2

放射線管理施設の警報動作範囲 アルファ・ベータ線用サーベイメータに警報
装置を設ける必要がない考え方について，説
明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
アルファ・ベータ線用サーベイメータに警報
装置を設ける必要がない考え方について，説
明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

Ⅴ－１－１－６　火災及び爆発の防止に関する説明書

[補足閉込（SA）1]代替火災感
知設備の検出原理，計測範囲
について

[補足閉込（SA）2]遠隔消火装
置の消火剤量の算出に係る確
証試験結果

Ⅴ－１－４　放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅴ－１－５　放射線管理施設に関する説明書
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8. 系統施設の設計上の考慮

8.1 成形施設

8.1.1 一次混合設備

(1)
機能 予備混合装置グローブボックスに要求される

機能について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

予備混合装置グローブボックスに要求される
機能について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(2)

環境条件等 予備混合装置グローブボックスに要求される
重大事故時の環境条件等に係る設計方針につ
いて説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
予備混合装置グローブボックスに要求される
重大事故時の環境条件等に係る設計方針につ
いて説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

8.1.2 二次混合設備

(1)

機能 均一化混合装置グローブボックス，造粒装置
グローブボックス及び添加剤混合装置グロー
ブボックスに要求される機能について説明す
る。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

均一化混合装置グローブボックス，造粒装置
グローブボックス及び添加剤混合装置グロー
ブボックスに要求される機能について説明す
る。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(2)

環境条件等 均一化混合装置グローブボックス，造粒装置
グローブボックス及び添加剤混合装置グロー
ブボックスに要求される重大事故時の環境条
件等に係る設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

均一化混合装置グローブボックス，造粒装置
グローブボックス及び添加剤混合装置グロー
ブボックスに要求される重大事故時の環境条
件等に係る設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

8.1.3 スクラップ処理設備

(1)
機能 回収粉末処理・混合装置グローブボックスに

要求される機能について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

回収粉末処理・混合装置グローブボックスに
要求される機能について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(2)

環境条件等 回収粉末処理・混合装置グローブボックスに
要求される重大事故時の環境条件等に係る設
計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
回収粉末処理・混合装置グローブボックスに
要求される重大事故時の環境条件等に係る設
計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

8.1.4 圧縮成形設備

(1)
機能 プレス装置(プレス部)グローブボックスに要

求される機能について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

プレス装置(プレス部)グローブボックスに要
求される機能について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(2)

環境条件等 プレス装置(プレス部)グローブボックスに要
求される重大事故時の環境条件等に係る設計
方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
プレス装置(プレス部)グローブボックスに要
求される重大事故時の環境条件等に係る設計
方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

8.2 放射線廃棄物の廃棄施設

8.2.1 外部放出抑制設備

(1)
機能 外部放出抑制設備に要求される機能について

説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

外部放出抑制設備に要求される機能について
説明する。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし

(2)

共通要因故障に対する考慮 外部放出抑制設備に要求される共通要因故障
に対する考慮に係る設計方針について説明す
る。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
外部放出抑制設備に要求される共通要因故障
に対する考慮に係る設計方針について説明す
る。

〇
可搬型ダンパ出口風速計の共通要因故障に対
する考慮に関する設計方針を追記

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(3)
悪影響防止 外部放出抑制設備に要求される悪影響防止に

係る設計方針について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

外部放出抑制設備に要求される悪影響防止に
係る設計方針について説明する。

〇
可搬型ダンパ出口風速計の悪影響防止に関す
る設計方針を追記

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(4)
環境条件等 外部放出抑制設備に要求される環境条件等に

係る設計方針について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

外部放出抑制設備に要求される環境条件等に
係る設計方針について説明する。

〇
可搬型ダンパ出口風速計の環境条件等に関す
る設計方針を追記

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(5)
操作性の確保 外部放出抑制設備に要求される操作性の確保

に係る設計方針について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

外部放出抑制設備に要求される操作性の確保
に係る設計方針について説明する。

〇
可搬型ダンパ出口風速計の操作性の確保に関
する設計方針を追記

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(6)
試験・検査 外部放出抑制設備に要求される試験・検査に

係る設計方針について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

外部放出抑制設備に要求される試験・検査に
係る設計方針について説明する。

〇
可搬型ダンパ出口風速計の試験・検査に関す
る設計方針を追記

― 対象となる設備がないため記載事項なし

8.2.2 代替グローブボックス排気設備

(1)
機能 代替グローブボックス排気設備に要求される

機能について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

代替グローブボックス排気設備に要求される
機能について説明する。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし

(2)

共通要因故障に対する考慮 代替グローブボックス排気設備に要求される
共通要因故障に対する考慮に係る設計方針に
ついて説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
代替グローブボックス排気設備の常設重大事
故等対処設備に要求される共通要因故障に対
する考慮に係る設計方針について説明する。

〇
代替グローブボックス排気設備の可搬型重大
事故等対処設備の共通要因故障に対する考慮
に関する設計方針を追記

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(3)

悪影響防止 代替グローブボックス排気設備に要求される
悪影響防止に係る設計方針について説明す
る。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
代替グローブボックス排気設備の常設重大事
故等対処設備に要求される悪影響防止に係る
設計方針について説明する。

〇
代替グローブボックス排気設備の可搬型重大
事故等対処設備の悪影響防止に関する設計方
針を追記

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(4)

環境条件等 代替グローブボックス排気設備に要求される
環境条件等に係る設計方針について説明す
る。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
代替グローブボックス排気設備の常設重大事
故等対処設備に要求される環境条件等に係る
設計方針について説明する。

〇
代替グローブボックス排気設備の可搬型重大
事故等対処設備の環境条件等に関する設計方
針を追記

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(5)

操作性の確保 代替グローブボックス排気設備に要求される
操作性の確保に係る設計方針について説明す
る。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
代替グローブボックス排気設備の常設重大事
故等対処設備に要求される操作性の確保に係
る設計方針について説明する。

〇
代替グローブボックス排気設備の可搬型重大
事故等対処設備の操作性の確保に関する設計
方針を追記

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(6)

試験・検査 代替グローブボックス排気設備に要求される
試験・検査に係る設計方針について説明す
る。

― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
代替グローブボックス排気設備の常設重大事
故等対処設備に要求される試験・検査に係る
設計方針について説明する。

〇
代替グローブボックス排気設備の可搬型重大
事故等対処設備の試験・検査に関する設計方
針を追記

― 対象となる設備がないため記載事項なし

8.3 放射線管理施設

8.3.2 代替モニタリング設備

8.3.2.1 工程室放射線計測設備

(1)
機能 工程室放射線計測設備に要求される機能につ

いて説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

工程室放射線計測設備に要求される機能につ
いて説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(2)

共通要因故障に対する考慮 工程室放射線計測設備に要求される共通要因
故障に対する考慮に係る設計方針について説
明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
工程室放射線計測設備に要求される共通要因
故障に対する考慮に係る設計方針について説
明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(3)
悪影響防止 工程室放射線計測設備に要求される悪影響防

止に係る設計方針について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

工程室放射線計測設備に要求される悪影響防
止に係る設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(4)
環境条件等 工程室放射線計測設備に要求される環境条件

等に係る設計方針について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

工程室放射線計測設備に要求される環境条件
等に係る設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(5)
試験・検査 工程室放射線計測設備に要求される試験・検

査に係る設計方針について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

工程室放射線計測設備に要求される試験・検
査に係る設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

Ⅴ－１－１－４－２　重大事故等対処設備が使用される条件下における健全性に関する説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 (1) 第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

申請回次
補足説明資料

MOX目次
MOX添付書類構成案 記載概要

8.4 その他の加工施設

8.4.1 火災防護設備

8.4.1.1 代替火災感知設備

(1)
機能 代替火災感知設備に要求される機能について

説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

代替火災感知設備に要求される機能について
説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(2)

共通要因故障に対する考慮 代替火災感知設備に要求される共通要因故障
に対する考慮に係る設計方針について説明す
る。

― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇
代替火災感知設備に要求される共通要因故障
に対する考慮に係る設計方針について説明す
る。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(3)
悪影響防止 代替火災感知設備に要求される悪影響防止に

係る設計方針について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

代替火災感知設備に要求される悪影響防止に
係る設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(4)
環境条件等 代替火災感知設備に要求される環境条件等に

係る設計方針について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

代替火災感知設備に要求される環境条件等に
係る設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(5)
操作性の確保 代替火災感知設備に要求される操作性の確保

に係る設計方針について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

代替火災感知設備に要求される操作性の確保
に係る設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(6)
試験・検査 代替火災感知設備に要求される試験・検査に

係る設計方針について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

代替火災感知設備に要求される試験・検査に
係る設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

8.4.1.2 代替消火設備

(1)
機能 代替消火設備に要求される機能について説明

する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

代替消火設備に要求される機能について説明
する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(2)
共通要因故障に対する考慮 代替消火設備に要求される共通要因故障に対

する考慮に係る設計方針について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

代替消火設備に要求される共通要因故障に対
する考慮に係る設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(3)
悪影響防止 代替消火設備に要求される悪影響防止に係る

設計方針について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

代替消火設備に要求される悪影響防止に係る
設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(4)
環境条件等 代替消火設備に要求される環境条件等に係る

設計方針について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

代替消火設備に要求される環境条件等に係る
設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

(5)
試験・検査 代替消火設備に要求される試験・検査に係る

設計方針について説明する。
― 対象となる設備がないため記載事項なし ― 対象となる設備がないため記載事項なし 〇

代替消火設備に要求される試験・検査に係る
設計方針について説明する。

― 対象となる設備がないため記載事項なし

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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Ⅴ-１-１-２-２ 閉じ込める機能の喪失に対処する
ための設備に関する説明書
2. 基本⽅針
2.1 MOX燃料加⼯施設における重⼤事故等の対処
(1) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の特徴
(2) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処

2.2 加⼯施設の閉じ込める機能の喪失に対処
するための設備の基本⽅針

3. 施設の詳細設計⽅針
3.1 重⼤事故の発⽣を仮定するグローブボックス
＜個数及び容量＞

グローブボックス︓漏れ率（※2）

3.2 グローブボックス内で発⽣した⽕災の感知に係る
設備

3.3 グローブボックス内で発⽣した⽕災の消⽕に係る
設備

3.4 外部への放出経路の遮断及び⾼性能エアフィルタ
によるMOX粉末の捕集に係る設備

3.5 核燃料物質等の回収に係る設備
3.6 核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る

設備

第１章 共通項⽬
4. 閉じ込めの機能
4.3 閉じ込める機能の喪失に対処するための

設備

8. 設備に対する要求
8.2   重⼤事故等対処設備
8.2.1   重⼤事故等対処設備に対する設

計⽅針

Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書

Ⅴ-1-1-2-1 
安全機能を有する施設の閉じ込め
の機能に関する説明書

Ⅴ-1-1-3 
設備別記載事項の設定根拠
に関する説明書

Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書
3. 放射線管理施設の構成
3.1 放射線監視設備
3.2 代替モニタリング設備
3.2.1 ⼯程室放射線計測設備

3.7 放射線管理施設の計測結果の表⽰，記録及び
保存
4. 放射線管理施設の計測範囲及び警報動作範囲
4.1 放射線管理施設の計測範囲

＜共通要因故障の考慮＞
・可搬設備の位置的分散
＜悪影響防⽌＞
・可搬型設備の独⽴性
＜個数及び容量＞
・サーベイ機器︓検出器の種類，計測範囲（※2）
＜環境条件等＞
・保管場所，操作場所及びアクセスルート
＜操作性＞
・接続性
＜試験・検査＞
・検査の設計⽅針（外観検査，動作確認等）

Ⅴ-1-1-6 ⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書
5.3 代替⽕災感知設備について
5.4 代替消⽕設備について

＜共通要因故障の考慮＞
・感知，消⽕操作の多重化，可搬設備の位置的分散
＜悪影響防⽌＞
・系統の分離，可搬型設備の独⽴性
＜個数及び容量＞
・消⽕装置（容器）︓容量
・感知設備︓検出器の種類，計測範囲（※2）
＜環境条件等＞
・保管場所，操作場所及びアクセスルート
＜操作性＞
・接続性
＜試験・検査＞
・検査の設計⽅針（外観検査，動作確認等）

重⼤事故等に対処するために必
要な電源設備（可搬型発電機
による給電，燃料補給,⺟線によ
る給電）に係る設計

基本設計⽅針 添付説明書

7. その他の加⼯施設
7.1 ⾮常⽤設備
7.1.3 所内電源設備（電気設備）
7.1.4 補機駆動⽤燃料補給設備

第２章 個別項⽬
1. 成形施設

6. 放射線管理施設
6.1 放射線管理施設の基本⽅針
6.1.2 代替モニタリング設備
(1) ⼯程室放射線計測設備

5. 放射性廃棄物の廃棄施設
5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の基本⽅針
5.1.1 気体廃棄物の廃棄設備
5.1.1.2 重⼤事故等対処設備
(1) 外部放出抑制設備
(2) 代替グローブボックス排気設備

7. その他の加⼯施設
7.1 ⾮常⽤設備
7.1.1 ⽕災防護設備
7.1.1.2 重⼤事故等対処設備
7.1.1.2.1 代替管理設備
7.1.1.2.2 代替消⽕設備

第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に係る添付書類の展開（全体）

仕様表

「容量，最⾼使⽤圧⼒，最⾼使⽤
温度，個数，伝熱⾯積，揚程⼜は
吐出圧⼒，原動機の出⼒，外径，
⼝径及び効率」の性能仕様について，
説明する。

加⼯施設特有及び上記以外の性能
（検出器の種類）については，各添
付書類にて説明する。

グローブボックスの
漏えい率を維持

感知，消⽕の詳細設計
⽅針を展開する。

外部放出抑制，回復の詳
細設計⽅針を展開する。回収の詳細設計⽅

針を展開する。

共通要因故障等の設備設計に係る設
計⽅針は，各設備の説明書にて⽰す。

※2

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書
3.1 気体廃棄物の排気設備
3.1.2 閉じ込める機能の喪失の対処
3.1.2.1 外部放出抑制設備
3.1.2.2 代替グローブボックス排気設備

＜共通要因故障の考慮＞
・ダンパ閉⽌操作の多重化，可搬設備の位置的分散
＜悪影響防⽌＞
・系統の分離，可搬型設備の独⽴性
＜個数及び容量＞
・フィルタ︓効率
・可搬型排⾵機︓容量
・可搬型⾵速計︓検出器の種類，計測範囲（※2）
＜環境条件等＞
・保管場所，操作場所及びアクセスルート
＜操作性＞
・接続性
＜試験・検査＞
・検査の設計⽅針（外観検査，動作確認等）

Ⅴ-１-１-４-2 重⼤事故等対処設備が使
⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
２ 重⼤事故等対処設備に対する設計⽅針
３ 共通要因故障に対する考慮
４ 環境条件等
・・・
８ 系統施設の設計上の考慮
・成形施設（SAの発⽣を仮定するGB）等

共通要因故障等の設計⽅針
を健全性説明書に展開する。

環境条件については，健全性説明書にて
展開する。
なお，設備設計に係る常設設備の操作
場所，可搬設備との接続場所については，
各添付書類にて展開する。 個数の

妥当性
を説明

環境条件については，健全性説明書にて
展開する。
なお，設備設計に係る常設設備の操作
場所，可搬設備との接続場所については，
各添付書類にて展開する。
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Ⅴ-1-1-2-2 加⼯施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書
1. 概要
2. 基本⽅針
2.1 MOX燃料加⼯施設における重⼤事故等の対処
(1) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の特徴

⇒MOX燃料加⼯施設の特徴を踏まえた，重⼤事故の特徴について説明する。
(2) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処

⇒核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処の全体像について説明する。
2.2 加⼯施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の基本⽅針

⇒核燃料物質の閉じ込める機能の喪失対処に⽤いる設備の基本⽅針について説明する。
3. 施設の詳細設計⽅針
3.1 重⼤事故の発⽣を仮定するグローブボックス

⇒対象となるグローブボックス及び設計⽅針について⽰す。
グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを⼀定程度抑制する設計として，
「Ⅴ-1-1-2-1安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書」に⽰すグローブ
ボックスの漏れ率の維持する設計とすることを説明する。
内包する潤滑油量について，第３回にて⽰す。

3.2 グローブボックス内で発⽣した⽕災の感知に係る設備
⇒グローブボックス内で発⽣した⽕災の感知に係る設備となる代替⽕災感知設備の

設計⽅針を⽰す。 （第３回申請）
詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-1-6 ⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書」にて
説明する。

3.3 グローブボックス内で発⽣した⽕災の消⽕に係る設備
⇒グローブボックス内で発⽣した⽕災の消⽕に係る設備にとなる代替⽕災感知設備の

設計⽅針を⽰す。
詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-1-6 ⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書」にて
説明する。

⇒対処するために必要となる電源供給に係る設備は，第３回申請に
「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書」にて説明する。

3.4 外部への放出経路の遮断及び⾼性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備
⇒外部への放出経路の遮断及び⾼性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備
となる外部放出抑制設備の設計⽅針の設計⽅針を⽰す。
詳細については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて展開する。
なお，可搬型設備については，第３回申請にて説明する。

3.5 核燃料物質等の回収に係る設備
⇒核燃料物質等の回収に係る設備となる⼯程室放射線計測設備の設計⽅針を⽰す。

詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書」にて説明する。

3.6 核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備
⇒核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備となる代替グローブボックスの設計⽅針を

⽰す。 なお，可搬型設備については，第３回申請にて説明する。
詳細については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて展開する。

⇒対処するために必要となる電源供給に係る設備は，第３回申請に
「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書」にて説明する。

⇒代替グローブボックス排気設備と接続する可搬型排気モニタリング設備の設計⽅針は，
「Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書」にて説明する。

「重⼤事故の発⽣を仮定するグローブボックス」に係る展開

Ⅴ-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書
3. 施設の詳細設計⽅針
3.1 グローブボックス
3.1.1 閉じ込め機能維持に係るグローブボックスの詳細設計⽅針
(4) 密封構造
⇒グローブボックスの構造は，⽇本産業規格に基づく，多量な放射性物質を取り扱うグローブボックス

の漏えい率0.25vol%/h以下とすることにより，核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。

＜凡例＞
灰⾊︓後次回で説明する事項
下線︓第30条重⼤事故等対処設備の設計⽅針に関連する内容
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Ⅴ-1-1-2-2 加⼯施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書
1. 概要
2. 基本⽅針
2.1 MOX燃料加⼯施設における重⼤事故等の対処
(1) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の特徴

⇒MOX燃料加⼯施設の特徴を踏まえた，重⼤事故の特徴について説明する。
(2) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処

⇒核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処の全体像について説明する。
2.2 加⼯施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の基本⽅針

⇒核燃料物質の閉じ込める機能の喪失対処に⽤いる設備の基本⽅針について説明する。
3. 施設の詳細設計⽅針
3.1 重⼤事故の発⽣を仮定するグローブボックス

⇒対象となるグローブボックス及び設計⽅針について⽰す。
グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを⼀定程度抑制する設計として，
「Ⅴ-1-1-2-1安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書」に⽰すグローブ
ボックスの漏れ率の維持する設計とすることを説明する。
内包する潤滑油量について，第３回にて⽰す。

3.2 グローブボックス内で発⽣した⽕災の感知に係る設備
⇒グローブボックス内で発⽣した⽕災の感知に係る設備となる代替⽕災感知設備の

設計⽅針を⽰す。 （第３回申請）
詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-1-6 ⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書」にて
説明する。

3.3 グローブボックス内で発⽣した⽕災の消⽕に係る設備
⇒グローブボックス内で発⽣した⽕災の消⽕に係る設備にとなる代替⽕災感知設備の

設計⽅針を⽰す。
詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-1-6 ⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書」にて
説明する。

⇒対処するために必要となる電源供給に係る設備は，第３回申請に
「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書」にて説明する。

3.4 外部への放出経路の遮断及び⾼性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備
⇒外部への放出経路の遮断及び⾼性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備
となる外部放出抑制設備の設計⽅針の設計⽅針を⽰す。
詳細については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて展開する。
なお，可搬型設備については，第３回申請にて説明する。

3.5 核燃料物質等の回収に係る設備
⇒核燃料物質等の回収に係る設備となる⼯程室放射線計測設備の設計⽅針を⽰す。

詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書」にて説明する。

3.6 核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備
⇒核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備となる代替グローブボックスの設計⽅針を

⽰す。 なお，可搬型設備については，第３回申請にて説明する。
詳細については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて展開する。

⇒対処するために必要となる電源供給に係る設備は，第３回申請に
「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書」にて説明する。

⇒代替グローブボックス排気設備と接続する可搬型排気モニタリング設備の設計⽅針は，
「Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書」にて説明する。

「グローブボックス内で発⽣した⽕災の感知に係る設備」に係る展開
Ⅴ-1-1-6 ⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書
5. ⽕災の感知及び消⽕
⇒核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備として代替⽕災感知設備及び

代替消⽕設備を設けることを説明する。
5.3 代替⽕災感知設備について
5.3.1 要求機能及び性能⽬標

⇒重⼤事故の発⽣を仮定するグローブボックスでの⽕災の感知する設備の
要求機能（中央監視室での早期検知のための遠隔監視），性能⽬標（耐震性等）

5.3.2 機能設計
⇒代替⽕災感知設備の構成について説明する。

(1) ⽕災状況確認⽤温度計
⇒⽕災状況確認⽤温度計の設置条件（設置場所，設置⾼さの考え⽅）について説明する

共通要因故障の考慮（独⽴性），悪影響防⽌（系統分離），
個数及び容量（検出器の種類，計測範囲），操作性の確保（接続性）に
ついて説明する。

(2) ⽕災状況確認⽤温度表⽰装置
⇒⽕災状況確認⽤温度表⽰盤の系統構成（温度計からの系統）
⇒⽕災状況確認⽤温度表⽰盤の機能（設置する温度計の⼀つずつのトレンドの監視）
⇒操作性の確保（接続性）について説明する。

(3) 可搬型グローブボックス温度表⽰端末
⇒可搬型グローブボックス温度表⽰端末の系統構成（温度計からの系統）
⇒可搬型グローブボックス温度表⽰端末の機能（表⽰機能）
⇒共通要因故障の考慮（可搬型設備の位置的分散），操作性の確保（接続性）

について説明する。
(4) 代替⽕災感知設備の電源確保

⇒内的事象における電源確保（所内電源設備による電源供給）
なお，電源系統は，「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書」にて説明する。

⇒外的事象における電源確保（可搬型グローブボックス温度表⽰端末の乾電池の使⽤）
⇒共通要因故障の考慮（給電⽅式の多様化）について説明する。

(5) 代替⽕災感知設備に係るに係る保管場所，操作場所及びアクセスルート
⇒環境条件等（⽕災時の温度監視，可搬型グローブボックス温度表⽰端末に係る保管場所，

操作場所，アクセスルート）を⽰す。
(6) 代替⽕災感知設備の試験・検査

⇒代替⽕災感知設備の試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

(7) 代替⽕災感知設備の⾃然現象に対する考慮
⇒「Ⅴ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が使⽤される条件の

下における健全性に関する説明書」にて説明する。

5.1.3 構造強度設計
⇒耐震性については，「Ⅲ-1 耐震性に関する説明書」にて⽰す。

Ⅴ‐1‐6‐1 所内電源設備に関する説明
書
⇒代替⽕災感知設備の内的事象にお
ける電源確保（所内電源設備による電
源供給）

＜凡例＞
灰⾊︓後次回で説明する事項
下線︓第30条重⼤事故等対処設備の設計⽅針に関連する内容
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Ⅴ-1-1-2-2 加⼯施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書
1. 概要
2. 基本⽅針
2.1 MOX燃料加⼯施設における重⼤事故等の対処
(1) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の特徴

⇒MOX燃料加⼯施設の特徴を踏まえた，重⼤事故の特徴について説明する。
(2) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処

⇒核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処の全体像について説明する。
2.2 加⼯施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の基本⽅針

⇒核燃料物質の閉じ込める機能の喪失対処に⽤いる設備の基本⽅針について説明する。
3. 施設の詳細設計⽅針
3.1 重⼤事故の発⽣を仮定するグローブボックス

⇒対象となるグローブボックス及び設計⽅針について⽰す。
グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを⼀定程度抑制する設計として，
「Ⅴ-1-1-2-1安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書」に⽰すグローブ
ボックスの漏れ率の維持する設計とすることを説明する。
内包する潤滑油量について，第３回にて⽰す。

3.2 グローブボックス内で発⽣した⽕災の感知に係る設備
⇒グローブボックス内で発⽣した⽕災の感知に係る設備となる代替⽕災感知設備の

設計⽅針を⽰す。 （第３回申請）
詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-1-6 ⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書」にて
説明する。

3.3 グローブボックス内で発⽣した⽕災の消⽕に係る設備
⇒グローブボックス内で発⽣した⽕災の消⽕に係る設備にとなる代替⽕災感知設備の

設計⽅針を⽰す。
詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-1-6 ⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書」にて
説明する。

⇒対処するために必要となる電源供給に係る設備は，第３回申請に
「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書」にて説明する。

3.4 外部への放出経路の遮断及び⾼性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備
⇒外部への放出経路の遮断及び⾼性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備
となる外部放出抑制設備の設計⽅針の設計⽅針を⽰す。
詳細については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて展開する。
なお，可搬型設備については，第３回申請にて説明する。

3.5 核燃料物質等の回収に係る設備
⇒核燃料物質等の回収に係る設備となる⼯程室放射線計測設備の設計⽅針を⽰す。

詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書」にて説明する。

3.6 核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備
⇒核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備となる代替グローブボックスの設計⽅針を

⽰す。 なお，可搬型設備については，第３回申請にて説明する。
詳細については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて展開する。

⇒対処するために必要となる電源供給に係る設備は，第３回申請に
「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書」にて説明する。

⇒代替グローブボックス排気設備と接続する可搬型排気モニタリング設備の設計⽅針は，
「Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書」にて説明する。

「グローブボックス内で発⽣した⽕災の消⽕に係る設備」に係る展開
Ⅴ-1-1-6 ⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書
5. ⽕災の感知及び消⽕
⇒核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備として代替⽕災感知設備及び

代替消⽕設備を設けることを説明する。
5.4 代替消⽕設備について
5.4.1 要求機能及び性能⽬標

⇒重⼤事故の発⽣を仮定するグローブボックスでの⽕災を消⽕する設備の
要求機能（中央監視室近傍での遠隔操作），性能⽬標（耐震性，強度等）

5.4.2 機能設計
(1) 重⼤事故の発⽣を仮定するグローブボックスに対する代替消⽕設備の設計⽅針

⇒遠隔消⽕装置の消⽕対象，設計⽅針について説明する。
(2) 代替消⽕設備の破損，誤作動⼜は誤操作による安全機能⼜は重⼤事故等に対処する

ために必要な機能への影響
⇒⽕災に対する⼆次影響の考慮

・電気絶縁性の⾼いガス（代替ハロンガスの採⽤）により，電気及び機械設備に影響しない。
・核燃料物質を取り扱うグローブボックス消⽕に⽔を⽤いない。消⽕設備の⽕災による熱影響を
受けないよう，消⽕するグローブボックスの設置される室以外の場所にボンベを設置

(3) 代替消⽕設備の設計
a. 代替消⽕設備の消⽕剤の容量

⇒消⽕剤量の容量の設定の考え⽅（想定する潤滑油の漏えい量と必要となる消⽕剤量）
b. 代替消⽕設備の系統設備

⇒消⽕ボンベから消⽕対象までの消⽕系統，内的事象における中央監視室の盤による
起動⽤系統，外的事象における中央監視室近傍からボンベまでの起動⽤系統

⇒共通要因故障の考慮（動作原理の多様化，消⽕⽅式の多様化），
悪影響防⽌（独⽴性），試験・検査性（操作弁の２重化）について説明する。

c. 代替消⽕設備の電源確保
⇒内的事象における電源確保（所内電源設備による電源供給）

なお，電源系統は，「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書」にて説明する。
⇒外的事象における電源確保（電源不要）
⇒共通要因故障の考慮（給電⽅式の多様化）

d. 代替消⽕設備の配置上の考慮
⇒遠隔消⽕装置の設置条件（操作場所，ノズルの設置場所の条件，ボンベの設置場所）

e. 代替消⽕設備の警報等
⇒遠隔消⽕装置の故障信号の発報
⇒起動⽤系統の内圧の定期確認

f. 代替消⽕設備に係るに係る保管場所，操作場所及びアクセスルート
⇒環境条件等（遠隔消⽕に係る操作場所，アクセスルート）を⽰す。

g. 代替消⽕設備の試験・検査
⇒代替消⽕設備の試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

h. 代替消⽕設備の⾃然現象に対する考慮
⇒「Ⅴ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下に

おける健全性に関する説明書」にて説明する。
5.4.3 構造強度設計

⇒耐震性については，「Ⅲ-1 耐震性に関する説明書」にて⽰す。
5.4.4 代替消⽕設備に対する技術基準規則に基づく強度評価について

⇒強度評価については，「Ⅳ 強度に関する説明書」にて⽰す。

Ⅴ‐1‐6‐1 所内電源設備に関する説明書
⇒代替⽕災感知設備の内的事象における電
源確保（所内電源設備による電源供給）

＜凡例＞
灰⾊︓後次回で説明する事項
下線︓第30条重⼤事故等対処設備の設計⽅針に関
連する内容
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Ⅴ-1-1-2-2 加⼯施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書
1. 概要
2. 基本⽅針
2.1 MOX燃料加⼯施設における重⼤事故等の対処
(1) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の特徴

⇒MOX燃料加⼯施設の特徴を踏まえた，重⼤事故の特徴について説明する。
(2) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処

⇒核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処の全体像について説明する。
2.2 加⼯施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の基本⽅針

⇒核燃料物質の閉じ込める機能の喪失対処に⽤いる設備の基本⽅針について説明する。
3. 施設の詳細設計⽅針
3.1 重⼤事故の発⽣を仮定するグローブボックス

⇒対象となるグローブボックス及び設計⽅針について⽰す。
グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを⼀定程度抑制する設計として，
「Ⅴ-1-1-2-1安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書」に⽰すグローブ
ボックスの漏れ率の維持する設計とすることを説明する。
内包する潤滑油量について，第３回にて⽰す。

3.2 グローブボックス内で発⽣した⽕災の感知に係る設備
⇒グローブボックス内で発⽣した⽕災の感知に係る設備となる代替⽕災感知設備の

設計⽅針を⽰す。 （第３回申請）
詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-1-6 ⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書」にて
説明する。

3.3 グローブボックス内で発⽣した⽕災の消⽕に係る設備
⇒グローブボックス内で発⽣した⽕災の消⽕に係る設備にとなる代替⽕災感知設備の

設計⽅針を⽰す。
詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-1-6 ⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書」にて
説明する。

⇒対処するために必要となる電源供給に係る設備は，第３回申請に
「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書」にて説明する。

3.4 外部への放出経路の遮断及び⾼性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備
⇒外部への放出経路の遮断及び⾼性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備
となる外部放出抑制設備の設計⽅針の設計⽅針を⽰す。
詳細については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて展開する。
なお，可搬型設備については，第３回申請にて説明する。

3.5 核燃料物質等の回収に係る設備
⇒核燃料物質等の回収に係る設備となる⼯程室放射線計測設備の設計⽅針を⽰す。

詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書」にて説明する。

3.6 核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備
⇒核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備となる代替グローブボックスの設計⽅針を

⽰す。 なお，可搬型設備については，第３回申請にて説明する。
詳細については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて展開する。

⇒対処するために必要となる電源供給に係る設備は，第３回申請に
「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書」にて説明する。

⇒代替グローブボックス排気設備と接続する可搬型排気モニタリング設備の設計⽅針は，
「Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書」にて説明する。

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書
1. 概要
2. 基本⽅針
2.1 気体廃棄物の廃棄設備の基本⽅針
2.1.1 設計基準対象の施設
2.1.2 重⼤事故等対処設備
2.1.2.1 外部放出抑制設備

⇒気体廃棄物の廃棄設備のうち，閉じ込める機能の喪失に対処するための設備として
外部放出抑制設備を設けることを記載

2.1.2.2 代替グローブボックス排気設備
3. 施設の詳細設計⽅針
3.1 気体廃棄物の排気設備
3.1.2 閉じ込める機能の喪失の対処
3.1.2.1 外部放出抑制設備
(1) 設備構成
⇒外部放出抑制設備の設備構成，系統構成を説明する。
共通要因故障の考慮（ダンパ閉⽌操作の多重化，可搬型設備の位置的分散），
悪影響防⽌（系統分離，可搬型設備の独⽴性），
環境条件等（保管場所，操作場所），個数及び容量（個数）について説明する。

(2) 設計⽅針
a. 外部への放出経路の遮断
⇒外部への放出経路の遮断として設置するダンパ等の設計⽅針を説明する。
⇒内的事象における電源確保（所内電源設備による電源供給）

なお，電源系統は，「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書」にて説明する。
b. ⾼性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集
⇒フィルタの効率について説明する。
c. 可搬型ダンパ出⼝⾵速計による放出経路の遮断の確認
⇒個数及び容量（検出器の種類，計測範囲），操作性の確保（接続性）

について説明する。
d. 外部放出抑制設備に係る保管場所，操作場所及びアクセスルート
⇒環境条件等（ダンパの閉⽌操作，可搬型ダンパ出⼝⾵速計に係る保管場所，

操作場所，アクセスルート）を⽰す。
なお，アクセスルート等の影響評価は，「Ⅴ-1-1-4-2-2 可搬型重⼤事故等対処

設備の保管場所等の設計⽅針」に⽰す。
e. 外部放出抑制設備の試験・検査
⇒外部放出抑制設備の試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

3.1.2.2 代替グローブボックス排気設備
3.2 液体廃棄物の廃棄設備
3.3 固体廃棄物の廃棄設備

Ⅴ‐1‐6‐1 所内電源設備に関する説明書
⇒代替⽕災感知設備の内的事象における電
源確保（所内電源設備による電源供給）

＜凡例＞
灰⾊︓後次回で説明する事項
下線︓第30条重⼤事故等対処設備の設計⽅針に関連する内容

「外部への放出経路の遮断及び⾼性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備」に係る展開
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Ⅴ-1-1-2-2 加⼯施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書
1. 概要
2. 基本⽅針
2.1 MOX燃料加⼯施設における重⼤事故等の対処
(1) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の特徴

⇒MOX燃料加⼯施設の特徴を踏まえた，重⼤事故の特徴について説明する。
(2) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処

⇒核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処の全体像について説明する。
2.2 加⼯施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の基本⽅針

⇒核燃料物質の閉じ込める機能の喪失対処に⽤いる設備の基本⽅針について説明する。
3. 施設の詳細設計⽅針
3.1 重⼤事故の発⽣を仮定するグローブボックス

⇒対象となるグローブボックス及び設計⽅針について⽰す。
グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを⼀定程度抑制する設計として，
「Ⅴ-1-1-2-1安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書」に⽰すグローブ
ボックスの漏れ率の維持する設計とすることを説明する。
内包する潤滑油量について，第３回にて⽰す。

3.2 グローブボックス内で発⽣した⽕災の感知に係る設備
⇒グローブボックス内で発⽣した⽕災の感知に係る設備となる代替⽕災感知設備の

設計⽅針を⽰す。 （第３回申請）
詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-1-6 ⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書」にて
説明する。

3.3 グローブボックス内で発⽣した⽕災の消⽕に係る設備
⇒グローブボックス内で発⽣した⽕災の消⽕に係る設備にとなる代替⽕災感知設備の

設計⽅針を⽰す。
詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-1-6 ⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書」にて
説明する。

⇒対処するために必要となる電源供給に係る設備は，第３回申請に
「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書」にて説明する。

3.4 外部への放出経路の遮断及び⾼性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備
⇒外部への放出経路の遮断及び⾼性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備
となる外部放出抑制設備の設計⽅針の設計⽅針を⽰す。
詳細については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて展開する。
なお，可搬型設備については，第３回申請にて説明する。

3.5 核燃料物質等の回収に係る設備
⇒核燃料物質等の回収に係る設備となる⼯程室放射線計測設備の設計⽅針を⽰す。

詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書」にて説明する。

3.6 核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備
⇒核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備となる代替グローブボックスの設計⽅針を

⽰す。 なお，可搬型設備については，第３回申請にて説明する。
詳細については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて展開する。

⇒対処するために必要となる電源供給に係る設備は，第３回申請に
「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書」にて説明する。

⇒代替グローブボックス排気設備と接続する可搬型排気モニタリング設備の設計⽅針は，
「Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書」にて説明する。

Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書
Ⅴ-1-5-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す
る説明書
1. 概要
2. 基本⽅針
2.1 設計基準対象施設に関する計測
2.2 重⼤事故等対処設備に関する計測

⇒閉じ込める機能の喪失に対処するための設備として設ける⼯程室放射線計測設備の設置
する⽬的，基本⽅針について記載する。

3. 放射線管理施設の構成
3.1 放射線監視設備
3.1.1 屋内モニタリング設備
3.1.2 屋内モニタリング設備
3.1.3 放射線サーベイ機器

3.2 代替モニタリング設備
3.2.1 ⼯程室放射線計測設備

⇒⼯程室放射線計測設備の設備構成
⇒共通要因故障の考慮（可搬型設備の位置的分散）悪影響防⽌（独⽴性），

個数及び容量（検出器の種類），環境条件等（アクセスルート）
試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

3.2.2 代替排気モニタリング設備
3.2.3 代替環境モニタリング設備

3.3 環境管理設備
3.4 代替放射能観測設備
3.5 代替気象観測設備
3.6 環境モニタリング⽤代替電源設備
3.7 放射線管理施設の計測結果の表⽰，記録及び保存

⇒⼯程室放射線計測設備の表⽰，記録及び保存に係る考え⽅を記載
（現場の従事者による記録）

4. 放射線管理施設の計測範囲及び警報動作範囲
4.1 放射線管理施設の計測範囲

⇒計測範囲とその設定に関する考え⽅を表にて⽰す。
4.2 放射線管理施設の警報動作範囲

「核燃料物質等の回収に係る設備」に係る展開

＜凡例＞
灰⾊︓後次回で説明する事項
下線︓第30条重⼤事故等対処設備の設計⽅針に関連する内容

138



Ⅴ-1-1-2-2 加⼯施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書
1. 概要
2. 基本⽅針
2.1 MOX燃料加⼯施設における重⼤事故等の対処
(1) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の特徴

⇒MOX燃料加⼯施設の特徴を踏まえた，重⼤事故の特徴について説明する。
(2) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処

⇒核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処の全体像について説明する。
2.2 加⼯施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の基本⽅針

⇒核燃料物質の閉じ込める機能の喪失対処に⽤いる設備の基本⽅針について説明する。
3. 施設の詳細設計⽅針
3.1 重⼤事故の発⽣を仮定するグローブボックス

⇒対象となるグローブボックス及び設計⽅針について⽰す。
グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを⼀定程度抑制する設計として，
「Ⅴ-1-1-2-1安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書」に⽰すグローブ
ボックスの漏れ率の維持する設計とすることを説明する。
内包する潤滑油量について，第３回にて⽰す。

3.2 グローブボックス内で発⽣した⽕災の感知に係る設備
⇒グローブボックス内で発⽣した⽕災の感知に係る設備となる代替⽕災感知設備の

設計⽅針を⽰す。 （第３回申請）
詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-1-6 ⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書」にて
説明する。

3.3 グローブボックス内で発⽣した⽕災の消⽕に係る設備
⇒グローブボックス内で発⽣した⽕災の消⽕に係る設備にとなる代替⽕災感知設備の

設計⽅針を⽰す。
詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-1-6 ⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書」にて
説明する。

⇒対処するために必要となる電源供給に係る設備は，第３回申請に
「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書」にて説明する。

3.4 外部への放出経路の遮断及び⾼性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備
⇒外部への放出経路の遮断及び⾼性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備
となる外部放出抑制設備の設計⽅針の設計⽅針を⽰す。
詳細については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて展開する。
なお，可搬型設備については，第３回申請にて説明する。

3.5 核燃料物質等の回収に係る設備
⇒核燃料物質等の回収に係る設備となる⼯程室放射線計測設備の設計⽅針を⽰す。

詳細については，第３回申請に「Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書」にて説明する。

3.6 核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備
⇒核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備となる代替グローブボックスの設計⽅針を

⽰す。 なお，可搬型設備については，第３回申請にて説明する。
詳細については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて展開する。

⇒対処するために必要となる電源供給に係る設備は，第３回申請に
「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書」にて説明する。

⇒代替グローブボックス排気設備と接続する可搬型排気モニタリング設備の設計⽅針は，
「Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書」にて説明する。

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書
1. 概要
2. 基本⽅針
2.1 気体廃棄物の廃棄設備の基本⽅針
2.1.1 設計基準対象の施設
2.1.2 重⼤事故等対処設備
2.1.2.1 外部放出抑制設備
2.1.2.2 代替グローブボックス排気設備

⇒気体廃棄物の廃棄設備のうち，閉じ込める機能の喪失に対処するための設備として
代替グローブボックス排気設備を設けることを記載

3. 施設の詳細設計⽅針
3.1 気体廃棄物の排気設備
3.1.2 閉じ込める機能の喪失の対処
3.1.2.1 外部放出抑制設備
3.1.2.2 代替グローブボックス排気設備
(1) 設備構成
⇒代替グローブボックス排気設備の設備構成，系統構成を説明する。

共通要因故障の考慮（可搬型設備の位置的分散），
悪影響防⽌（系統分離），環境条件等（保管場所，操作場所），
個数及び容量（個数）について説明する。

(2) 設計⽅針
a. 核燃料物質等の閉じ込める機能の回復
⇒フィルタの捕集効率，ファンの設計⽅針等について説明する。

操作性の確保（接続性），個数及び容量（ファン容量）について説明する。
⇒可搬型発電機による電源確保（所内電源設備による電源供給）

なお，電源系統は，「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書」にて説明する。
b. 代替グローブボックス排気設備に係る保管場所，操作場所及びアクセスルート
⇒環境条件等（ダンパの閉⽌操作，可搬型ダンパ出⼝⾵速計に係る保管場所，

操作場所，アクセスルート）を⽰す。
なお，アクセスルート等の影響評価は，「Ⅴ-1-1-4-2-2 可搬型重⼤事故等対処

設備の保管場所等の設計⽅針」に⽰す。
c. 代替グローブボックス排気設備の試験・検査
⇒代替グローブボックス排気設備の試験・検査性（外観検査，動作確認等）

について説明する。

3.2 液体廃棄物の廃棄設備
3.3 固体廃棄物の廃棄設備

Ⅴ‐1‐6‐1 所内電源設備に関する説明書
⇒代替⽕災感知設備の内的事象における電
源確保（所内電源設備による電源供給）

Ⅴ‐1‐5 放射線管理施設に
関する説明書

「核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備」に係る展開

＜凡例＞
灰⾊︓後次回で説明する事項
下線︓第30条重⼤事故等対処設備の設計⽅針に関連する内容
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（共通項目）( 1 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

展開先添付書類 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める

機能の喪失に対処する設備に関する説明書 

1. 概要

2. 基本方針

2.1 MOX 燃料加工施設における重大事故等

の対処 

(1) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪

失の特徴

(2) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪

失の対処

2.2 加工施設の閉じ込める機能の喪失に

対処するための設備の基本方針 

3. 施設の詳細設計方針

3.1 重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス 

3.2 グローブボックス内で発生した火災

の感知に係る設備 

3.3 グローブボックス内で発生した火災

の消火に係る設備 

3.4 外部への放出経路の遮断及び高性能

エアフィルタによる MOX 粉末の捕集に

係る設備

3.5 核燃料物質等の回収に係る設備 

3.6 核燃料物質等の閉じ込める機能の回

復に係る設備 

破線下線： 

・基本設計方針での後次回申請による差異

ハッチング：

・技術基準規則第三十三条以外の技術基準規則

に係る内容であり他の技術基準規則で示す箇所

【凡例】
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         別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（共通項目）( 2 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

展開先添付書類 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

第 1章 共通項目 

4. 閉じ込めの機能 

4.3 閉じ込める機能の喪失に対処するため

の設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設の事業(変更)許可におい

て想定している重大事故は，核燃料物質等を

閉じ込める機能の喪失であり，露出した MOX

粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有す

るグローブボックス(以下「重大事故の発生を

仮定するグローブボックス」という。)で火災

が発生し，設計基準対象の施設として機能を

期待するグローブボックス温度監視装置の感

知機能又はグローブボックス消火装置の消火

機能が，外的事象の「地震」又は内的事象の

「動的機器の多重故障」で喪失することによ

り火災が継続し，核燃料物質等が火災により

発生する気流によって気相中へ移行し，大気

中へ放射性物質が放出されることである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，「加工施設の技術基準に関する規

則」(以下「技術基準規則」という。)第三十

三条に適合する設計とするための加工施設

の閉じ込める機能の喪失に対処するための

設備の設計方針に関して説明するものであ

る。 

 

2. 基本方針 

 

2.1 MOX 燃料加工施設における重大事故等

の対処 

(1) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪

失の特徴 

MOX 燃料加工施設の事業(変更)許可におい

て想定している重大事故は，核燃料物質等を

閉じ込める機能の喪失であり，露出した MOX

粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有す

るグローブボックス(以下「重大事故の発生

を仮定するグローブボックス」という。)で火

災が発生し，設計基準として機能を期待する

グローブボックス温度監視装置の感知機能

又はグローブボックス消火装置の消火機能

が，外的事象の「地震」又は内的事象の「動

的機器の多重故障」で喪失することにより火

災が継続し，核燃料物質等が火災により発生

する気流によって気相中へ移行し，大気中へ

放射性物質が放出されることである。 

 

MOX 燃料加工施設は，グローブボックス内

は窒素雰囲気とすること，潤滑油を機器に収

納すること，着火源となる動的機器の設置を

限定すること等の火災の発生防止を講ずる

とともに，設計基準対象の施設としてグロー

ブボックス温度監視装置及びグローブボッ

クス消火装置を設ける設計としている。ま

た，核燃料物質の形態のうち，MOX 粉末は飛

散しやすく，火災により気相中に移行しやす

いことを踏まえ，火災源となりうる潤滑油を

内包する機器を有し，露出した MOX 粉末を取

り扱うグローブボックスは，燃料加工建屋の

地下 3階に設置する設計としている。 

MOX 粉末を取り扱うグローブボックス，グ

ローブボックスが設置される工程室及び工

程室を取り囲む建屋はそれぞれグローブボ

ックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排

気設備により換気され，グローブボックス内

の圧力を も低くし，次いで工程室，建屋の

順に圧力が低くなるようにし，核燃料物質等

の漏えいの拡大を防止する設計としている。 

グローブボックス内で火災が発生し，静置

された状態の MOX 粉末が火災の影響を受け，

気相中に移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ⅴ-1-1-2-2 閉じ込める機能の

喪失に対処するための設備に関す

る説明書」にて想定される重大事

故の特徴を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「グローブボックス内は窒素雰囲

気とすること，潤滑油を機器に収

納すること，着火源となる動的機

器の設置を限定すること等」は，

代表的な火災の発生防止対策を示

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開先添付書類において，第 2 章 個別項

目の基本設計方針を受けた設備の詳細設計

方針を展開する。 

「第三十条 重大事故等対処設備」に係る

設計方針のうち，共通要因故障に対する考

慮，悪影響防止，操作性の確保及び試験・

検査性における設備設計に係る設計方針に

ついて，展開先添付書類にて，設計方針を

説明する。 

環境条件等については，重大事故等にお

いて共通的に要求される設計条件であるた

め，「Ⅴ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使

用される条件の下における健全性に関する

説明書」にて示す。 

なお，環境条件等の設計方針のうち，常

設重大事故等対処設備の操作場所，可搬型

重大事故等対処設備の接続場所について

は，展開先添付書類にて，系統構成と合わ

せて説明する。 

また，個数及び容量に係る設計方針につい

ては，各対処に用いる個数及び容量を展開

先添付書類に示し，個数の妥当性について

は，「Ⅴ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠

に関する説明書」にて示す。 

閉じ込める機能の喪失に対処するための設

備の「第三十条 重大事故等対処設備」に

係る設計方針は，第 2 章 個別項目の基本

設計方針から設備の詳細設計方針を「Ⅴ-1-

1-4-2 重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書」

の「8. 系統施設の設計上の考慮」にて展

開する。 
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         別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（共通項目）( 3 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

展開先添付書類 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックス温度監視装置又はグロ

ーブボックス消火装置が機能喪失している

場合には，火災の継続により MOX 粉末の気相

中への移行が継続し，火災によるグローブボ

ックス内空気の温度上昇に伴う体積膨張に

よって，地下 3階から地上階まで MOX 粉末が

上昇する駆動力が生じ，設計基準の状態より

も多量の放射性物質を外部へ放出する状態

に至る。 

外部への核燃料物質等の放出経路として

は，グローブボックスからグローブボックス

排気系を介して外部へ放出される経路，グロ

ーブボックスからグローブボックス給気系

又はグローブボックスパネルの隙間等から

工程室を介して工程室排気系から外部へ放

出される経路並びに漏えいした工程室から

工程室給気系及び工程室の扉を介して，外部

へ放出される経路が考えられる。 

グローブボックス内の火災による上昇気

流により気相中に移行した MOX 粉末は，グロ

ーブボックス排気設備が運転継続している

場合，当該設備を経由して，設計基準の状態

よりも多量の放射性物質を外部に放出する

状態に至る。グローブボックス排気設備が機

能喪失している場合は，火災によるグローブ

ボックス内の空気の体積膨張によりグロー

ブボックス内の負圧が維持できなくなるた

め，グローブボックス給気系，グローブボッ

クスパネルの隙間等から当該工程室に MOX

粉末が漏えいし，グローブボックス排気設備

よりもフィルタ段数が少ない工程室排気設

備を経由して，設計基準の状態よりも多量の

放射性物質を外部へ放出する状態に至る。 

火災源となる潤滑油を有するグローブボ

ックスの設置箇所が燃料加工建屋の地下 3

階であること，工程室給気系には逆流を防止

する逆止ダンパが設置されていること及び

MOX 粉末が当該工程室の扉に生ずる隙間から

仮に漏えいした場合においても，地下３階の

廊下の空間で冷却されることにより，地上階

まで上昇する駆動力が失われることを踏ま

えると，当該工程室に漏えいした MOX 粉末

は，工程室排気系以外の経路から外部へ移行

することはないことから，外部への放射性物

質等の放出経路として，グローブボックス排

気系から直接外部へ放出される経路及びグ

ローブボックス給気系及びグローブボック

スパネルの隙間等を介して工程室排気系か

ら外部へ放出される経路を考慮し，対策を講

ずる設計とする。 
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【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（共通項目）( 4 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

展開先添付書類 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対

処では，火災の継続時間に応じて，外部への

放射性物質の総放出量が増加するため，速や

かに火災の確認及び消火を実施することによ

り，外部への放射性物質の放出を低減させる。 

 

 

また，火災の影響を受けた MOX 粉末の外部

への放出経路を速やかに遮断する対策を実施

することにより，外部への放射性物質の放出

を低減させる。 

 

 

上記対策後，核燃料物質等を回収するため

の作業環境を確保するため，核燃料物質等の

閉じ込める機能を回復させるための対策を実

施し，工程室内雰囲気が安定した状態である

ことを確認した後に核燃料物質の回収作業を

実施する。 

 

 

 

 

(2) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

の対処 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の

対処では，火災の継続時間に応じて，外部へ

の放射性物質の総放出量が増加するため，速

やかに火災の確認及び消火を実施すること

により，外部への放射性物質の放出を低減さ

せる。 

 

また，火災の影響を受けた MOX 粉末の外部

への放出経路を速やかに遮断する対策を実

施することにより，外部への放射性物質の放

出を低減させる。 

 

 

上記対策後，核燃料物質等を回収するため

の作業環境を確保するため，核燃料物質等の

閉じ込める機能を回復させるための対策を

実施し，工程室内雰囲気が安定した状態であ

ることを確認した後に核燃料物質の回収作

業を実施する。 

<MOX 燃料加工施設における核燃料物質等を

閉じ込める機能の喪失の対処> 

① グローブボックス内で発生した火災

の感知 

② グローブボックス内で発生した火災

の消火 

③ 外部への放出経路の遮断，高性能エア

フィルタによる MOX 粉末の捕集 

④ 核燃料物質等の回収 

⑤ 核燃料物質等の閉じ込める機能の回

復 

 

 
第 2.1-1 図 MOX 燃料加工施設における重

大事故等の対処 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ⅴ-1-1-2-2 閉じ込める機能の

喪失に対処するための設備に関す

る説明書」にて想定される重大事

故の対処の概要を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P12 へ 

P22 へ 

P22 へ 
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【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（共通項目）( 5 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

展開先添付書類 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

MOX 燃料加工施設は，上記の核燃料物質等

を閉じ込める機能の喪失に対処するため，核

燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し，飛散

又は漏えいした核燃料物質等を回収するとと

もに，核燃料物質等を閉じ込める機能を回復

するために必要な重大事故等対処設備を設け

る設計とする。 

 

閉じ込める機能の喪失に対処するための設

備は，重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックス，代替火災感知設備，代替消火設備，

外部放出抑制設備，工程室放射線計測設備及

び代替グローブボックス排気設備で構成す

る。 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボック

スは，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合においても，グローブボック

スからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑

制できる設計とする。 

 

なお，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックスの設計方針については，第 2 章 個

別項目の「1. 成形施設」に示す。 

 

 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボック

スに係る設計基準対象の施設として機能を期

待するグローブボックス温度監視装置の感知

機能又はグローブボックス消火装置の消火機

能の喪失を確認した場合，重大事故の発生を

仮定するグローブボックス内における火災を

速やかに確認するとともに，核燃料物質等の

飛散又は漏えいの原因となる火災を速やかに

消火するために必要な重大事故等対処設備と

して，代替火災感知設備及び代替消火設備を

設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

なお，代替火災感知設備及び代替消火設備

の設計方針については，第 2 章 個別項目の

「7.1.1 火災防護設備」に示す。  

 

 

 

2.2 加工施設の閉じ込める機能の喪失に対

処するための設備の基本方針 

MOX 燃料加工施設で想定される核燃料物質

等を閉じ込める機能の喪失に対処するため，

核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し，飛

散又は漏えいした核燃料物質等を回収する

とともに，核燃料物質等を閉じ込める機能を

回復するために必要な重大事故等対処設備

を設ける設計とする。 

 

閉じ込める機能の喪失に対処するための

設備は，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス，代替火災感知設備，代替消火設備，

外部放出抑制設備，工程室放射線計測設備及

び代替グローブボックス排気設備で構成す

る。 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クスは，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪

失が発生した場合においても，グローブボッ

クスからの核燃料物質等の漏えいを一定程

度抑制できる設計とする。 

 

 

 

 

 

(1) グローブボックス内で発生した火災の

感知 

重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クスに係る設計基準対象の施設として機能

を期待するグローブボックス温度監視装置

の感知機能の喪失を確認した場合，重大事故

の発生を仮定するグローブボックス内にお

ける火災を速やかに確認するために必要な

重大事故等対処設備として，代替火災感知設

備を設ける設計とする。 

 

 

 

火災を速やかに確認するため，中央監視室

で火災の状況を把握できるよう，中央監視室

に代替火災感知設備の温度を確認するため

の常設の表示盤を設ける設計とする。表示盤

が損傷した場合に備え，可搬型の設備を設

け，中央監視室にて火災温度を確認できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

   

 

閉じ込める機能の喪失に対処する

ための設備の基本方針ついて，説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6，12，18 へ 

P8 へ 
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【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（共通項目）( 6 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

展開先添付書類 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボック

スに係る設計基準対象の施設として機能を期

待するグローブボックス温度監視装置の感知

機能又はグローブボックス消火装置の消火機

能の喪失を確認した場合，重大事故の発生を

仮定するグローブボックス内における火災を

速やかに確認するとともに，核燃料物質等の

飛散又は漏えいの原因となる火災を速やかに

消火するために必要な重大事故等対処設備と

して，代替火災感知設備及び代替消火設備を

設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボック

スに係る設計基準対象の施設として機能を期

待するグローブボックス温度監視装置の感知

機能又はグローブボックス消火装置の消火機

能が喪失し，重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックス内において火災が発生及び継続

した場合，火災の影響を受けた MOX 粉末がグ

ローブボックス内及び工程室内の気相中に移

行し，グローブボックス排気設備及び工程室

排気設備が外部への放出経路となり得ること

から，速やかに放出経路を遮断するために必

要な重大事故等対処設備として，外部放出抑

制設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

なお，外部放出抑制設備の設計方針につい

ては，第 2章 個別項目の「5.1.1 気体廃棄

物の廃棄設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) グローブボックス内で発生した火災の

消火 

重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クスに係る設計基準対象の施設として機能

を期待するグローブボックス消火装置の消

火機能の喪失を確認した場合，核燃料物質等

の飛散又は漏えいの原因となる火災を速や

かに消火するために必要な重大事故等対処

設備として，代替消火設備を設ける設計とす

る。 

 

 

 

火災を速やかに消火するため，中央監視室

で消火のための操作が可能となるよう，中央

監視室に代替消火設備の起動操作をするた

めの操作盤を設ける設計とする。操作盤が破

損した場合に備え，中央監視室近傍から弁操

作による遠隔操作ができる常設の系統を有

する設計とする。 

 

(3) 外部への放出経路の遮断，高性能エア

フィルタによる MOX 粉末の捕集 

重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クスに係る設計基準対象の施設として機能

を期待するグローブボックス温度監視装置

の感知機能又はグローブボックス消火装置

の消火機能が喪失し，重大事故の発生を仮定

するグローブボックス内において火災が発

生及び継続した場合，火災の影響を受けた

MOX 粉末がグローブボックス内及び工程室内

の気相中に移行し，グローブボックス排気設

備及び工程室排気設備が外部への放出経路

となり得ることから，速やかに放出経路を遮

断するために必要な重大事故等対処設備と

して，外部放出抑制設備を設ける設計とす

る。 

放出経路を遮断するためのダンパ閉止操

作は，中央監視室で操作する盤が損傷した場

合に，現場にて弁の手動操作ができる設計と

する。 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（共通項目）( 7 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

展開先添付書類 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

核燃料物質等の回収については，工程室内雰

囲気が安定した状態であることを確認した後

に実施するものとし，回収作業時の MOX 粉末

の舞い上がりを考慮してサイクロン集塵機等

の設備は用いず，ウエス等の資機材により

MOX 粉末を回収することから，核燃料物質等

を回収するために必要な重大事故等対処設備

は設けない。ただし，回収作業に着手する判

断として，工程室内雰囲気が安定した状態で

あることを確認するために必要な重大事故等

対処設備として，工程室放射線計測設備を設

ける設計とする。 

なお，工程室放射線計測設備の設計方針に

ついては，第 2章 個別項目の「6.1.2 代替

モニタリング設備」に示す。

核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，

核燃料物質等の回収の一環として，設計基準

対象の施設であるグローブボックス排風機の

復旧等に時間を要することが想定されるた

め，可搬型排風機付フィルタユニット等をグ

ローブボックス排気設備に接続し，工程室か

らグローブボックス排気経路への気流を確保

することで工程室内の MOX 粉末を回収する際

の作業環境を確保する。これらの可搬型排風

機付フィルタユニット等により工程室内の

MOX 粉末を回収する際の作業環境を確保する

ために必要な重大事故等対処設備として，代

替グローブボックス排気設備を設ける設計と

する。

なお，代替グローブボックス排気設備の設

計方針については，第 2 章 個別項目の

「5.1.1 気体廃棄物の廃棄設備」に示す。 

(4) 核燃料物質等の回収

核燃料物質等の回収については，工程室内

雰囲気が安定した状態であることを確認し

た後に実施するものとし，回収作業時の MOX

粉末の舞い上がりを考慮してサイクロン集

塵機等の設備は用いず，ウエス等の資機材に

より MOX 粉末を回収することから，核燃料物

質等を回収するために必要な重大事故等対

処設備は設けない。ただし，回収作業に着手

する判断として，工程室内雰囲気が安定した

状態であることを確認するために必要な重

大事故等対処設備として，工程室放射線計測

設備を設ける設計とする。 

(5) 核燃料物質等を閉じ込める機能の回復

核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，

核燃料物質等の回収の一環として，設計基準

対象の施設であるグローブボックス排風機

の復旧等に時間を要することが想定される

ため，可搬型排風機付フィルタユニット等を

グローブボックス排気設備に接続し，工程室

からグローブボックス排気経路への気流を

確保することで工程室内の MOX 粉末を回収

する際の作業環境を確保する。これらの可搬

型排風機付フィルタユニット等により工程

室内の MOX 粉末を回収する際の作業環境を

確保するために必要な重大事故等対処設備

として，代替グローブボックス排気設備を設

ける設計とする。 

「ウエス等」の示す内容は，MOX 粉

末の舞い上がりが生じない資機材

として，ウエス，ビニルバッグ，テ

ープといった一般的な物を示す。 

「グローブボックス排風機の復旧

等」の示す内容は，グローブボッ

クス排風機を起動させるための電

源の復旧など，設計基準対象の設

備となる換気設備の復旧，電源の

復旧などの総称として示してい

る。

P37 へ 

P40 へ 
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【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（重大事故の発生を仮定するグローブボックス）( 8 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

展開先添付書類 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

第 2章 個別項目 

1.成形施設 

1.2 粉末調整工程 

1.2.1 粉末調整工程の構成 

1.2.2 主要設備の系統構成 

 

 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボック

スは，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が発生した場合においても，グローブボック

スからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑

制できる設計とする。 

 

 

(2) 一次混合設備 

（省略） 

 露出した MOX 粉末を取り扱い，火災源とな

る潤滑油を有するグローブボックスである予

備混合装置グローブボックスを常設重大事故

等対処設備と位置づけ，重大事故等が発生し

た場合において，グローブボックスからの核

燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設

計とする。 

 

常設重大事故等対処設備である予備混合装

置グローブボックスは，重大事故時における

グローブボックス内の火災により上昇する温

度の影響を考慮しても，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

地震を要因とする重大事故等が発生した場

合においても，常設重大事故等対処設備であ

る予備混合装置グローブボックスは，第１章

共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の

「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とで重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備である予備混合装

置グローブボックスは，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，

風（台風）等により，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備である予備混合装

置グローブボックスは，溢水量を考慮し，影

響を受けない高さへの設置，被水防護する設

計とする。 

 

常設重大事故等対処設備である予備混合装

置グローブボックスは，内部発生飛散物の影

3. 施設の詳細設計方針 

閉じ込める機能の喪失に対処するための

設備に係る施設の詳細設計方針を以下に示

す。 

 

 

3.1 重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス 

重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クスは，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪

失が発生した場合において，グローブボック

スからの核燃料物質等の漏えいを一定程度

抑制できる設計とする。 

重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クスの対象となるグローブボックスを第

2.2-1 表に示す。 

なお，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックスの設計方針については，重大事故の

発生を仮定するグローブボックスの申請に

合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

第2.2-1表 重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックス 

 
(注)火災源となる潤滑油を内包する機器が

２箇所存在する。 

 

 

 

 

 

Ⅴ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 

8. 系統施設の設計上の考慮 

8.1 成形施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1 一次混合設備 

 

一次混合設備のうち，露出した MOX 粉末を取り扱

い，火災源となる潤滑油を有するグローブボック

スである予備混合装置グローブボックスの申請

に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生を仮定するグロー

ブボックスは，申請回次となる後

次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設 設備 機器 個数 設置場所 
加⼯ 
設備 
本体 

成形 
施設 

粉末調整
⼯程 

⼀次混合設備 予備混合装置グロー
ブボックス 

1 基 
粉末調整 
第 2 室 

⼆次混合設備 均⼀化混合装置グロ
ーブボックス 

1 基 
粉末調整 
第 5 室 

造粒装置グローブボ
ックス注） 

1 基 

添加剤混合装置グロ
ーブボックス 2 基 

ペレット 
加⼯第 1
室 

スクラップ処
理設備 

回収粉末処理・混合
グローブボックス 

1 基 
粉末調整 
第 7 室 

ペレット
加⼯⼯程 

圧縮成形設備 プレス装置（プレス
部）グローブボック
ス 

2 基 
ペレット 
加⼯第 1
室 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボック

スの設計方針については，「Ⅴ-1-1-2-2 閉

じ込める機能の喪失に対処するための設備

に関する説明書」にて展開する。 

P5 より 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（重大事故の発生を仮定するグローブボックス）( 9 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

展開先添付書類 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

響を受けない場所に設置することにより，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

(3) 二次混合設備 

（省略） 

露出した MOX 粉末を取り扱い，火災源とな

る潤滑油を有するグローブボックスである均

一化混合装置グローブボックス，造粒装置グ

ローブボックス及び添加剤混合装置グローブ

ボックスを常設重大事故等対処設備と位置づ

け，重大事故等が発生した場合において，グ

ローブボックスからの核燃料物質等の漏えい

を一定程度抑制できる設計とする。 

 

 

 

常設重大事故等対処設備である均一化混合

装置グローブボックス，造粒装置グローブボ

ックス及び添加剤混合装置グローブボックス

は，重大事故時におけるグローブボックス内

の火災により上昇する温度の影響を考慮して

も，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

 

地震を要因とする重大事故等が発生した場

合においても，常設重大事故等対処設備であ

る均一化混合装置グローブボックス，造粒装

置グローブボックス及び添加剤混合装置グロ

ーブボックスは，第１章共通項目の「8.2 重

大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることで重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備である均一化混合

装置グローブボックス，造粒装置グローブボ

ックス及び添加剤混合装置グローブボックス

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備である均一化混合

装置グローブボックス，造粒装置グローブボ

ックス及び添加剤混合装置グローブボックス

は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへ

の設置，被水防護する設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備である均一化混合

装置グローブボックス，造粒装置グローブボ

ックス及び添加剤混合装置グローブボックス

は，内部発生飛散物の影響を受けない場所に

 

 

 

 

8.1.2 二次混合設備 

 

二次混合設備のうち，露出した MOX 粉末を取り扱

い，火災源となる潤滑油を有するグローブボック

スである均一化混合装置グローブボックス，造粒

装置グローブボックス及び添加剤混合装置グロ

ーブボックスの申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生を仮定するグロー

ブボックスは，申請回次となる後

次回以降に詳細を説明する。 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（重大事故の発生を仮定するグローブボックス）( 10 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

展開先添付書類 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

設置することにより，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

(5) スクラップ処理設備

（省略） 

露出した MOX 粉末を取り扱い，火災源とな

る潤滑油を有するグローブボックスである回

収粉末処理・混合装置グローブボックスを常

設重大事故等対処設備と位置づけ，重大事故

等が発生した場合において，グローブボック

スからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑

制できる設計とする。

常設重大事故等対処設備である回収粉末処

理・混合装置グローブボックスは，重大事故

時におけるグローブボックス内の火災により

上昇する温度の影響を考慮しても，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場

合においても，常設重大事故等対処設備であ

る回収粉末処理・混合装置グローブボックス

は，第１章共通項目の「8.2 重大事故等対処

設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することで重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である回収粉末処

理・混合装置グローブボックスは，外部から

の衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋

に設置し，風（台風）等により，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

常設重大事故等対処設備である回収粉末処

理・混合装置グローブボックスは，溢水量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水

防護する設計とする。 

常設重大事故等対処設備である回収粉末処

理・混合装置グローブボックスは，内部発生

飛散物の影響を受けない場所に設置すること

により，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

8.1.3 スクラップ処理設備 

スクラップ処理設備のうち，露出した MOX 粉末を

取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブ

ボックスである回収粉末処理・混合装置グローブ

ボックスの申請に合わせて次回以降に詳細を説

明する。

重大事故の発生を仮定するグロー

ブボックスは，申請回次となる後

次回以降に詳細を説明する。 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（重大事故の発生を仮定するグローブボックス）( 11 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

展開先添付書類 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

1.3 ペレット加工工程 

1.3.1 ペレット加工工程の構成 

1.3.2 主要設備の系統構成 

(1) 圧縮成形設備 

（省略） 

露出した MOX 粉末を取り扱い，火災源とな

る潤滑油を有するグローブボックスであるプ

レス装置(プレス部)グローブボックスを常設

重大事故等対処設備と位置づけ，重大事故等

が発生した場合において，グローブボックス

からの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制

できる設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備であるプレス装置

(プレス部)グローブボックスは，重大事故時

におけるグローブボックス内の火災により上

昇する温度の影響を考慮しても，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

地震を要因とする重大事故等が発生した場

合においても，常設重大事故等対処設備であ

るプレス装置(プレス部)グローブボックス

は，第１章共通項目の「8.2 重大事故等対処

設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することで重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備であるプレス装置

(プレス部)グローブボックスは，外部からの

衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に

設置し，風（台風）等により，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

常設重大事故等対処設備であるプレス装置

(プレス部)グローブボックスは，溢水量を考

慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防

護する設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備であるプレス装置

(プレス部)グローブボックスは，内部発生飛

散物の影響を受けない場所に設置することに

より，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

8.1.4 圧縮成形設備 

 

圧縮成形設備のうち，露出した MOX 粉末を取り扱

い，火災源となる潤滑油を有するグローブボック

スであるプレス装置(プレス部)グローブボック

スの申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生を仮定するグロー

ブボックスは，申請回次となる後

次回以降に詳細を説明する。 
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Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

第 2章 個別項目 

7. その他の加工施設 

7.1 非常用設備 

7.1.1 火災防護設備 

7.1.1.2 重大事故等対処設備 

7.1.1.2.1 代替火災感知設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の

対処では，火災の継続時間に応じて，外部へ

の放射性物質の総放出量が増加するため，速

やかに火災の確認及び消火を実施すること

により，外部への放射性物質の放出を低減さ

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クスに係る設計基準対象の施設として機能

を期待するグローブボックス温度監視装置

の感知機能又はグローブボックス消火装置

の消火機能の喪失を確認した場合，重大事故

の発生を仮定するグローブボックス内にお

ける火災を速やかに確認するとともに，核燃

料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火

災を速やかに消火するために必要な重大事

故等対処設備として，代替火災感知設備及び

代替消火設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

3. 施設の詳細設計方針 

3.2 グローブボックス内で発生した火災の

感知に係る設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ-1-1-6 火災及び爆発の防止に関する説明書 

1. 概要 

本資料は，「加工施設の技術基準に関する規

則」(以下「技術基準規則」という。)第十一条，

第二十九条に基づき，火災又は爆発により MOX

燃料加工施設の安全性を損なわないよう，火災

区域及び火災区画に対して，火災及び爆発の発

生防止，火災の感知及び消火並びに火災及び爆

発の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護

対策を行うことを説明するものである。 

なお，火災防護対策に当たっては，「実用発電

用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る

審査基準」(平成 25 年６月 19 日原規技発第

1306195 号)を参考とする。 

また，本資料は，技術基準規則第三十三条に

基づき，MOX 燃料加工施設にて想定する核燃料

物質等の閉じ込める機能の喪失に対処するた

めの代替火災感知及び代替消火の対策につい

ても説明する。 

 

（省略） 

 

5. 火災の感知及び消火 

火災感知設備及び消火設備は，火災防護上重

要な機器等及び重大事故等対処施設に対して

火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火

を行う設計とする。 

5.1 項では，火災感知設備に関して，5.1.1 項

に要求機能及び性能目標，5.1.2 項に機能設計

及び 5.1.3 項に構造強度設計について説明す

る。 

5.2 項では，消火設備に関して，5.2.1 項に

要求機能及び性能目標，5.2.2 項に機能設計，

5.2.3 項に構造強度設計及び 5.2.4 項に技術基

準規則に基づく強度評価について説明する。 

 

 

また，「Ⅴ-1-1-2-2 閉じ込める機能の喪失

に対処するための設備に関する説明書」に示す

MOX 燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ

込める機能の喪失にて想定する露出した MOX

粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有する

グローブボックス（以下，「重大事故の発生を仮

定するグローブボックス」という。）に係る設計

基準対象の施設として機能を期待するグロー

ブボックス温度監視装置の感知機能又はグロ

ーブボックス消火装置の消火機能の喪失を確

認した場合，重大事故の発生を仮定するグロー

ブボックス内における火災を速やかに確認す

るとともに，核燃料物質等の飛散又は漏えいの

原因となる火災を速やかに消火するために必

要な重大事故等対処設備として，代替火災感知

設備及び代替消火設備を設ける設計とする。ま

Ⅴ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書 

8. 系統施設の設計上の考慮 

8.4 その他の加工施設 

8.4.1 火災防護設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準規則第 11 条及び第

29 条に係る記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P5 より 

P4 より 
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Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発

生した場合において，重大事故の発生を仮定

するグローブボックス内の火災源近傍の温

度を計測することで，核燃料物質等の飛散又

は漏えいの原因となる火災を確認し，消火の

実施を判断するために必要な核燃料物質等

を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に

使用する重大事故等対処設備として，代替火

災感知設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 代替火災感知設備は，重大事故の発生を仮

定するグローブボックス内の火災源近傍に

設置する測温抵抗体及び中央監視室に設置

する端子盤を有する火災状況確認用温度計

並びに火災状況確認用温度計で計測した火

災源近傍の温度を表示する火災状況確認用

温度表示装置及び可搬型グローブボックス

温度表示端末で構成する。代替火災感知設備

のうち，火災状況確認用温度表示装置を 1台

設置する設計とする。 

代替火災感知設備は，重大事故の発生を仮

定するグローブボックス内における火災を

確認し，遠隔消火装置による消火の実施を判

断するため，火災状況確認用温度計及び火災

状況確認用温度計に接続して設置する火災

状況確認用温度表示装置の組合せにより，中

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 代替火災感知設備 

重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クスに係る設計基準対象の施設として機能

を期待するグローブボックス温度監視装置

の感知機能の喪失を確認した場合，重大事故

の発生を仮定するグローブボックス内にお

ける火災を速やかに確認するために必要な

重大事故等対処設備として，代替火災感知設

備を設ける設計とする。 

 

代替火災感知設備の設計方針については，

代替火災感知設備の申請に合わせて次回以

降に詳細を「Ⅴ-1-1-6 火災及び爆発の防止

に関する説明書」にて示す。 

た，「Ⅴ-1-1-2-2 閉じ込める機能の喪失に対

処するための設備に関する説明書」に示す MOX

燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ込

める機能の喪失にて想定する露出した MOX 粉

末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグ

ローブボックス（以下，「重大事故の発生を仮定

するグローブボックス」という。）に係る設計基

準対象の施設として機能を期待するグローブ

ボックス温度監視装置の感知機能又はグロー

ブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認

した場合，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス内における火災を速やかに確認する

とともに，核燃料物質等の飛散又は漏えいの原

因となる火災を速やかに消火するために必要

な重大事故等対処設備として，代替火災感知設

備及び代替消火設備を設ける設計とする。 

代替火災感知設備及び代替消火設備の設計

方針については代替火災感知設備及び代替消

火設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説

明する。 

 

 

5.3 代替火災感知設備 

代替火災感知設備の設計方針については代替

火災感知設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.1.1 代替火災感知設備 

代替火災感知設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替火災感知設備及び代替消

火設備は，申請回次となる後次

回以降に詳細を説明する。 
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基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

央監視室にて重大事故の発生を仮定するグ

ローブボックス内における火災源近傍の温

度を確認できる設計とする。 

火災状況確認用温度表示装置を使用でき

ない場合は，火災状況確認用温度計に中央監

視室から可搬型グローブボックス温度表示

端末を接続することで，重大事故の発生を仮

定するグローブボックス内における火災源

近傍の温度を確認できる設計とする。 

可搬型グローブボックス温度表示端末は，

乾電池を使用する設計とする。 

火災状況確認用温度表示装置は，充電池を

使用する設計とする。 

 

代替火災感知設備は，環境条件を考慮する

ことに加え，内蔵する充電池の給電により動

作する火災状況確認用温度表示装置又は乾

電池の給電により動作する可搬型グローブ

ボックス温度表示端末で火災源近傍の温度

を確認できる設計とすることで，非常用所内

電源設備の給電により動作する火災防護設

備のグローブボックス温度監視装置に対し

て給電方式の多様性を図る設計とする。 

 また，火災状況確認用温度計で計測した火

災源近傍の温度は火災状況確認用温度表示

装置に表示することで確認できる設計とす

るとともに，静的機器のみで構成する火災状

況確認用温度計に可搬型グローブボックス

温度表示端末を接続することにより，計測し

た火災源近傍の温度を確認できる設計とす

ることで，火災防護設備のグローブボックス

温度監視装置に対して独立性を有する設計

とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボッ

クス温度表示端末は，共通要因によって火災

防護設備のグローブボックス温度監視装置

又は代替火災感知設備の常設重大事故等対

処設備と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，火災防護設備のグローブボ

ックス温度監視装置又は代替火災感知設備

の常設重大事故等対処設備が設置される建

屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した外部

保管エリアに保管するとともに，燃料加工建

屋にも保管することで位置的分散を図る設

計とする。燃料加工建屋に保管する場合は火

災防護設備のグローブボックス温度監視装

置又は代替火災感知設備の常設重大事故等

対処設備と異なる場所に保管することで位

置的分散を図る設計とする。 

 

代替火災感知設備の火災状況確認用温度

計は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若

しくは分離された状態からコネクタ接続に
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基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

より重大事故等対処設備としての系統構成

とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

代替火災感知設備の火災状況確認用温度

計は，重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックス内における火災源近傍の温度を確認

するため，重大事故時に想定される変動範囲

を監視可能な計測範囲を有する設計とする

とともに，重大事故の発生を仮定するグロー

ブボックス内の火災源となる９箇所に対し

てそれぞれの火災源近傍の温度を計測でき

る設計とする。 

代替火災感知設備の火災状況確認用温度

表示装置は，代替消火設備及び外部放出抑制

設備を用いた重大事故等対策が完了するま

での間，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス内における火災源近傍の温度を確

認するために必要な容量の充電池を有する

設計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボッ

クス温度表示端末は，代替消火設備及び外部

放出抑制設備を用いた重大事故等対策が完

了するまでの間，重大事故の発生を仮定する

グローブボックス内における火災源近傍の

温度を確認するために必要な容量の乾電池

を有する設計とするとともに，保有数は，必

要数として１台，予備として故障時のバック

アップを１台の合計２台以上を確保する設

計とする。 

代替火災感知設備は，火災防護設備のグロ

ーブボックス温度監視装置の安全機能の喪

失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する

重大事故等に対処することから，当該系統の

範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設

備を１セット確保する設計とする。 

 

代替火災感知設備は，耐熱性を有する又は

火災による温度上昇の影響を受けない場所

に設置することで，重大事故の発生を仮定す

るグローブボックス内における火災により

上昇する温度の影響を考慮しても，重大事故

等への対処に必要な機能を維持できる設計

とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した

場合に対処に用いる代替火災感知設備の火

災状況確認用温度計及び可搬型グローブボ

ックス温度表示端末は，「8.2 重大事故等対

処設備」の「8.2.7．地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることで重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

代替火災感知設備の常設重大事故等対処
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第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-1-6 火災及び爆発の防止に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

設備は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等に

より，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボッ

クス温度表示端末は，外部からの衝撃による

損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管

庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所に保管し，

風（台風）等により，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

代替火災感知設備の常設重大事故等対処

設備，可搬型グローブボックス温度表示端末

は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへ

の設置又は保管，被水防護する設計とする。 

代替火災感知設備の常設重大事故等対処

設備は，内部発生飛散物の影響を受けない場

所に設置することにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボッ

クス温度表示端末は，内部発生飛散物の影響

を考慮し，燃料加工建屋，第１保管庫・貯水

所又は第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物

の影響を受けない場所に保管することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

内的事象を要因とする重大事故等が発生

した場合に対処に用いる代替火災感知設備

の火災状況確認用温度表示装置は，自然現

象，人為事象，溢水，火災及び内部発生飛散

物に対して代替設備による機能の確保，修理

の対応により重大事故等に対処するための

機能を損なわない設計とする。また，重大事

故等に対処するための機能が確保できない

場合には，関連する工程を停止すること等を

保安規定に定めて，管理する。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボッ

クス温度表示端末は，想定される重大事故等

が発生した場合においても設置及び常設設

備との接続に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない場所の選定として，中

央監視室で操作可能な設計とすることによ

り，当該設備の設置及び常設設備との接続が

可能な設計とする。 

 

代替火災感知設備の可搬型グローブボッ

クス温度表示端末と代替火災感知設備の火

災状況確認用温度計との接続は，コネクタ接

続に統一することにより，速やかに，容易か

つ確実に現場での接続が可能な設計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボッ

クス温度表示端末は，容易かつ確実に接続で

き，かつ，複数の系統が相互に使用すること

ができるよう，コネクタ接続又はより簡便な
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第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-1-6 火災及び爆発の防止に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

接続方式を用いる設計とする。 

代替火災感知設備の常設重大事故等対処

設備は，通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，独立

して外観点検，機能性能確認等が可能な設計

とする。また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボッ

クス温度表示端末は，通常時において，重大

事故等に対処するために必要な機能を確認

するため，独立して動作確認が可能な設計と

する。
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【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（代替火災感知設備及び代替消火設備）( 18 / 54 ) 
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Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

7.1.1.2.2 代替消火設備 

 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クスに係る設計基準対象の施設として機能

を期待するグローブボックス温度監視装置

の感知機能又はグローブボックス消火装置

の消火機能の喪失を確認した場合，重大事故

の発生を仮定するグローブボックス内にお

ける火災を速やかに確認するとともに，核燃

料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火

災を速やかに消火するために必要な重大事

故等対処設備として，代替火災感知設備及び

代替消火設備を設ける設計とする。 

 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発

生した場合において，重大事故の発生を仮定

するグローブボックス内の火災源に対し消

火剤を放出することで，核燃料物質等の飛散

又は漏えいの原因となる火災を消火するた

めに必要な核燃料物質等を閉じ込める機能

の喪失の拡大防止対策に使用する重大事故

等対処設備として，代替消火設備を設置する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替消火設備である遠隔消火装置は，消火

ガスボンベ，消火ガス配管，消火ノズル等の

消火剤を放出する流路及び遠隔消火装置を

起動するために起動用配管内に充填する圧

力を開放する系統で構成する。また，起動用

配管内に充填する圧力を開放する系統は，盤

の手動操作により電磁弁を開放することで

起動用配管内の圧力を開放する手段及び手

動操作により圧力開放用の弁を開放するこ

とで起動用配管内の圧力を開放する手段を

有する系統とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故

の発生を仮定するグローブボックスに係る

設計基準対象の施設として機能を期待する

3.3 グローブボックス内で発生した火災の

消火に係る設備 

(1) 代替消火設備 

 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クスに係る設計基準対象の施設として機能

を期待するグローブボックス消火装置の消

火機能の喪失を確認した場合，核燃料物質等

の飛散又は漏えいの原因となる火災を速や

かに消火するために必要な重大事故等対処

設備として，代替消火設備を設ける設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替消火設備の設計方針については，代替

消火設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を「Ⅴ-1-1-6 火災及び爆発の防止に関する

説明書」にて示す。 

また，代替消火設備に給電するために必要

となる所内電源設備の一部である受電開閉

設備，高圧母線及び低圧母線（以下「受電開

閉設備等」という。）の設計方針については，

受電開閉設備等の申請に合わせて次回以降

に詳細を「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する

説明書」にて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 代替消火設備 

 

 

代替消火設備の設計方針については代替消火

設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.1.2 代替消火設備 

 

 

代替消火設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

 

 

 

 

代替消火設備は，申請回次とな

る後次回以降に詳細を説明す

る。 

 

P5 より 
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第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-1-6 火災及び爆発の防止に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

グローブボックス温度監視装置の感知機能

又はグローブボックス消火装置の消火機能

の喪失を確認し，重大事故の発生を仮定する

グローブボックス内における火災の発生を

確認した場合には，速やかに火災を消火する

ため，中央監視室に設置する盤の手動操作に

より電磁弁を開放することで起動用配管内

の圧力を開放し，起動用配管内の圧力により

通常閉止している消火ガスボンベのばね式

の弁が自動的に開放することによって，消火

ガスボンベから消火剤を放出できる設計と

する。 

中央監視室に設置する盤等が使用できな

い場合は，中央監視室近傍に設置する圧力開

放用の弁を手動操作により開放することで

起動用配管内の圧力を開放し，起動用配管内

の圧力により通常閉止している消火ガスボ

ンベのばね式の弁が自動的に開放すること

によって，消火ガスボンベから消火剤を放出

できる設計とする。また，遠隔消火装置の中

央監視室近傍で操作する圧力開放用の弁は，

重大事故に対処するための機能を発揮する

ことができるよう並列に２重化する設計と

する。 

代替消火設備の遠隔消火装置の消火ノズ

ルは，消火剤を放出する対象となるオイルパ

ンの全面に対して消火剤を放出できる位置

に設置することで，確実に火災を消火できる

設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故

の発生を仮定するグローブボックス内の火

災源となる９箇所に対し，それぞれ消火でき

るよう設置する設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置のうち中央

監視室に設置する盤の手動操作にて起動す

るために必要な設備は，所内電源設備の一部

である受電開閉設備等の給電により起動す

る設計とする。 

 

代替消火設備の遠隔消火装置は，環境条件

を考慮することに加え，中央監視室に設置す

る盤の手動操作又は中央監視室近傍に設置

する圧力開放用の弁の手動操作により圧力

を充填する起動用配管内の圧力を開放し，消

火ガスボンベから消火剤を放出できる設計

とすることで，自動起動する火災防護設備の

グローブボックス消火装置に対して動作原

理の多様性を図る設計とする。 

また，代替消火設備の遠隔消火装置は，電

源を必要とせずに起動又は内蔵する蓄電池

の給電により起動できる設計とすることで，

非常用所内電源設備の給電により起動する

火災防護設備のグローブボックス消火装置
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Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

に対して給電方式の多様性を図る設計とす

る。 

さらに，代替消火設備の遠隔消火装置は，

火災源となる潤滑油に設置したオイルパン

に対して局所的に消火剤を放出又はオイル

パンを内包する機器筐体に対して局所的に

消火剤を放出する設計とすることで，グロー

ブボックス全体に対して消火剤を放出し窒

息消火を行う火災防護設備のグローブボッ

クス消火設備に対して消火方式の多様性を

図る設計とする。

代替消火設備の遠隔消火装置は，他の設備

から独立して単独で使用可能なことにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故

の発生を仮定するグローブボックス内にお

ける火災を消火するため，検証試験によって

消火性能が確認された消火剤を使用すると

ともに，全域放出方式の場合は消防法施行規

則第 20 条に基づき算出する消火剤量又は局

所放出方式の場合は検証試験結果を基に火

災源となる潤滑油に対して設置したオイル

パンの燃焼面積に対して必要な消火剤量に

余裕を考慮した消火剤量を有する設計とす

るとともに，重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックス内の火災源となる９箇所に対

してそれぞれ消火できる設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，火災防護

設備のグローブボックス消火装置の安全機

能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪

失する重大事故等に対処することから，当該

系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必

要な設備を１セット確保する設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，耐熱性を

有する又は火災による温度上昇の影響を受

けない場所に設置することで，重大事故の発

生を仮定するグローブボックス内における

火災により上昇する温度の影響を考慮して

も，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した

場合に対処に用いる代替消火設備の遠隔消

火装置のうち弁の手動操作により起動する

ための系統及び消火剤を放出する系統に係

る設備は，「8.2 重大事故等対処設備」の

「8.2.7．地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とで重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，外部から
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Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

の衝撃による損傷を防止できる燃料加工建

屋に設置し，風（台風）等により，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，溢水量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水

防護する設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，内部発生

飛散物の影響を受けない場所に設置するこ

とにより，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

内的事象を要因とする重大事故等が発生

した場合に対処に用いる代替消火設備の遠

隔消火装置の中央監視室に設置する盤の手

動操作にて起動するために必要な設備は，自

然現象，人為事象，溢水，火災及び内部発生

飛散物に対して代替設備による機能の確保，

修理の対応により重大事故等に対処するた

めの機能を損なわない設計とする。また，重

大事故等に対処するための機能が確保でき

ない場合には，関連する工程を停止すること

等を保安規定に定めて，管理する。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，想定され

る重大事故等が発生した場合においても操

作に支障がないように，線量率の高くなるお

それの少ない場所の選定として，放射線の影

響を受けない異なる区画若しくは離れた場

所から操作可能な設計又は中央監視室で操

作可能な設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，通常時に

おいて，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，独立して外観点検，機

能性能確認等が可能な設計とする。また，当

該機能を健全に維持するため，保修等が可能

な設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，通常時に

おいて，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，独立して機器付きの圧

力計により遠隔消火装置の起動用配管にお

ける系統内の圧力が所定値以上であること

の確認が可能な設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置のうち中央

監視室近傍に設置する圧力開放用の弁は，通

常時において，重大事故等に対処するために

必要な機能を確認するため，独立して動作確

認により２重化されたそれぞれの圧力開放

用の弁に固着がないことの確認が可能な設

計とする。 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（外部放出抑制設備）( 22 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

第 2章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方

針 

5.1.1 気体廃棄物の廃棄設備 

5.1.1.2 重大事故等対処設備 

(1) 外部放出抑制設備 

 

 

また，火災の影響を受けた MOX 粉末の外部

への放出経路を速やかに遮断する対策を実施

することにより，外部への放射性物質の放出

を低減させる。 

 

 

上記対策後，核燃料物質等を回収するため

の作業環境を確保するため，核燃料物質等の

閉じ込める機能を回復させるための対策を実

施し，工程室内雰囲気が安定した状態である

ことを確認した後に核燃料物質の回収作業を

実施する。 

 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボック

スに係る設計基準対象の施設として機能を期

待するグローブボックス温度監視装置の感知

機能又はグローブボックス消火装置の消火機

能が喪失し，重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックス内において火災が発生及び継続

した場合，火災の影響を受けた MOX 粉末がグ

ローブボックス内及び工程室内の気相中に移

行し，グローブボックス排気設備及び工程室

排気設備が外部への放出経路となり得ること

から，速やかに放出経路を遮断するために必

要な重大事故等対処設備として，外部放出抑

制設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発

生した場合において，グローブボックス排気

設備及び工程室排気設備の流路を遮断するこ

とで，火災の影響によりグローブボックス内

及び工程室内の気相中に移行した MOX 粉末

が，外部へ放出されることを可能な限り防止

するために必要な核燃料物質等を閉じ込める

機能の喪失の拡大防止対策に使用する重大事

故等対処設備として，外部放出抑制設備を設

ける設計とする。 

 

3.4 外部への放出経路の遮断及び高性能エ

アフィルタによる MOX 粉末の捕集に係る設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 外部放出抑制設備 

重大事故の発生を仮定するグローブボック

スに係る設計基準対象の施設として機能を期

待するグローブボックス温度監視装置の感知

機能又はグローブボックス消火装置の消火機

能が喪失し，重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックス内において火災が発生及び継続

した場合，火災の影響を受けた MOX 粉末がグ

ローブボックス内及び工程室内の気相中に移

行し，グローブボックス排気設備及び工程室

排気設備が外部への放出経路となり得ること

から，速やかに放出経路を遮断するために必

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 

 

1. 概要 

本資料は，「加工施設の技術基準に関する規則」

（以下「技術基準規則」という。）第二十条に基づ

き，放射性廃棄物の廃棄施設における設計上の考

慮について説明するものである。 

また，本資料は，技術基準規則第三十三条に基づ

き，MOX 燃料加工施設にて想定する核燃料物質等の

閉じ込める機能の喪失に対処するための外部放出

抑制設備及び代替グローブボックス排気設備の対

策についても説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 基本方針 

2.1 気体廃棄物の廃棄設備の基本方針 

2.1.2 重大事故等対処設備 

2.1.2.1 外部放出抑制設備の基本方針 

露出した MOX 粉末を取り扱い，火災源となる潤滑

油を有するグローブボックス(以下「重大事故の発

生を仮定するグローブボックス」という。)に係る

設計基準対象の施設として機能を期待するグロー

ブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブ

ボックス消火装置の消火機能が喪失し，重大事故

の発生を仮定するグローブボックス内において火

災が発生及び継続した場合，火災の影響を受けた

MOX 粉末がグローブボックス内及び工程室内の気

相中に移行し，グローブボックス排気設備及び工

程室排気設備が外部への放出経路となり得ること

から，速やかに放出経路を遮断するために必要な

重大事故等対処設備として，外部放出抑制設備を

設ける設計とする。 

 

 

3.施設の詳細設計方針 

3.1.2 重大事故等対処設備 

3.1.2.1 外部放出抑制設備 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生

した場合において，グローブボックス排気設備及

び工程室排気設備の流路を遮断することで，火災

の影響によりグローブボックス内及び工程室内

の気相中に移行した MOX 粉末が，外部へ放出され

ることを可能な限り防止するために必要な核燃

料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対

策に使用する重大事故等対処設備として，外部放

出抑制設備を設ける設計とする。 

 

 

Ⅴ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書 

8. 系統施設の設計上の考慮 

8.2 放射性廃棄物の廃棄施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1 外部放出抑制設備 

(1) 機能 

外部放出抑制設備は，主に以下の機能を有す

る。 

a. 核燃料物質等の閉じ込め機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準規則第 20 条に係る記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に

関する説明書」の「2.基本方針」は，「Ⅴ

-1-1-2-2 閉じ込める機能の喪失に対

処するための設備に関する説明書」の

「2.2 加工施設の閉じ込める機能の喪

失に対処するための設備の基本方針」に

て示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4 より 

P4 より 

P6 より 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（外部放出抑制設備）( 23 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

外部放出抑制設備は，グローブボックス排

気ダクト，グローブボックス給気フィルタ，

グローブボックス排気フィルタ，グローブボ

ックス排気フィルタユニット，工程室排気設

備の工程室排気ダクト，工程室排気フィルタ

ユニット，グローブボックス排風機入口手動

ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グロ

ーブボックス排気閉止ダンパ，工程室排気閉

止ダンパ及び可搬型ダンパ出口風速計で構成

する。外部放出抑制設備のうち，グローブボ

ックス排風機入口手動ダンパを 2 基，工程室

排風機入口手動ダンパを 2 基，グローブボッ

クス排気閉止ダンパを 2 基，工程室排気閉止

ダンパを 2基設置する設計とする。

グローブボックス排気ダクト，グローブボ

ックス給気フィルタ，グローブボックス排気

フィルタ，グローブボックス排気フィルタユ

ニット，グローブボックス排風機入口手動ダ

ンパ及びグローブボックス排気閉止ダンパ

は，常設重大事故等対処設備と位置づけ，設

計基準対象の施設のグローブボックス排気設

備の一部と兼用する設計とする。

工程室排気ダクト，工程室排気フィルタユ

ニット，工程室排風機入口手動ダンパ及び工

程室排気閉止ダンパは，常設重大事故等対処

設備と位置づけ，設計基準対象の施設の工程

室排気設備の一部と兼用する設計とする。

外部放出抑制設備は，グローブボックス排

気設備，工程室排気設備に対して，当該系統

の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設

備を１セット確保する設計とする。 

要な重大事故等対処設備として，外部放出抑

制設備を設ける設計とする。 

外部放出抑制設備の設計方針については，

「Ⅴ－１－４ 放射性廃棄物の廃棄施設に関

する説明書」にて示す。 

また，外部放出抑制設備に給電するために必

要となる受電開閉設備等の設計方針について

は，受電開閉設備等の申請に合わせて次回以

降に詳細を「Ⅴ－１－６－１ 所内電源設備

に関する説明書」にて示す。 

(1)設備構成

外部放出抑制設備は，グローブボックス排気ダ

クト（排気経路となるグローブボックス排風機含

む），グローブボックス給気フィルタ，グローブボ

ックス排気フィルタ，グローブボックス排気フィ

ルタユニット，工程室排気設備の工程室排気ダク

ト（排気経路となる工程室排風機含む），工程室排

気フィルタユニット，グローブボックス排風機入

口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グロ

ーブボックス排気閉止ダンパ，工程室排気閉止ダ

ンパ及び可搬型ダンパ出口風速計で構成する。

グローブボックス排気ダクト，グローブボック

ス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，

グローブボックス排気フィルタユニット，グロー

ブボックス排風機入口手動ダンパ及びグローブボ

ックス排気閉止ダンパは，常設重大事故等対処設

備と位置づけ，設計基準対象の施設のグローブボ

ックス排気設備の一部と兼用する設計とする。

工程室排気ダクト，工程室排気フィルタユニッ

ト，工程室排風機入口手動ダンパ及び工程室排気

閉止ダンパは，常設重大事故等対処設備と位置づ

け，設計基準対象の施設の工程室排気設備の一部

と兼用する設計とする。

外部放出抑制設備は，系統の範囲ごとに重大事

故等への対処に必要な設備を確保するため，グロ

ーブボックス排気設備，工程室排気設備対して当

該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な

設備を１セット確保する設計とする。 

基本設計方針の第２章個別項目に係る

外部放出抑制設備の設計方針について

は，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設

に関する説明書」にて具体的な設備構成

を説明する。 

重大事故等については，当該系統の範囲

ごとに重大事故等への対処に必要な設

備を確保する方針とし，必要数，故障時

バックアップ，待機除外時のバックアッ

プに関しての個数の妥当性を「Ⅴ-1-1-3 

設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書」にて示す。 

P32 より 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（外部放出抑制設備）( 24 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

外部放出抑制設備のグローブボックス排気

設備及び工程室排気設備の流路を遮断する手

段については，中央監視室に設置する盤の手

動操作により駆動動力源の窒素を供給するこ

とで閉止するグローブボックス排気閉止ダン

パ及び工程室排気閉止ダンパ並びに地下１階

の現場にて手動操作により閉止できるグロー

ブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室

排風機入口手動ダンパを設置することで，多

重性を確保した設計とする。 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計

は，燃料加工建屋から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した外部保管エリアに保管するととも

に，燃料加工建屋にも保管することで位置的

分散を図る設計とする。 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，グローブボックス排風機入口手動ダン

パ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブ

ボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止

ダンパの操作によって安全機能を有する施設

として使用する系統構成から重大事故等対処

設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計は，他の設備から独立して単独で使用可能

なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風機

入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工

程室排気閉止ダンパは，想定される重大事故

等が発生した場合においても操作に支障がな

いように，線量率の高くなるおそれの少ない

場所の選定として，放射線の影響を受けない

異なる区画又は離れた場所から操作可能な設

計とする。 

外部放出抑制設備のグローブボックス排気設備

及び工程室排気設備の流路を遮断する手段につい

ては，中央監視室に設置する盤の手動操作により

駆動動力源の窒素を供給することで閉止するグロ

ーブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止

ダンパ並びに地下１階の現場にて手動操作により

閉止できるグローブボックス排風機入口手動ダン

パ及び工程室排風機入口手動ダンパを設置するこ

とで，多重性を確保した設計とする。 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備

は，グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程

室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気

閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの操作によ

って安全機能を有する施設として使用する系統構

成から重大事故等対処設備としての系統構成とす

ることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口

手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グロー

ブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダ

ンパは，放射線の影響を受けない異なる区画とな

る排風機室に設置する設計とし，放射線の影響を

受けない設計とする。

(2) 共通要因故障に対する考慮

外部放出抑制設備のグローブボックス排気

設備及び工程室排気設備の流路を遮断する手

段については，中央監視室に設置する盤の手動

操作により駆動動力源の窒素を供給すること

で閉止するグローブボックス排気閉止ダンパ

及び工程室排気閉止ダンパ並びに地下１階の

現場にて手動操作により閉止できるグローブ

ボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排

風機入口手動ダンパを設置することで，多重性

を確保した設計とする。 

(3) 悪影響防止

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，グローブボックス排風機入口手動ダン

パ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボ

ックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダ

ンパの操作によって安全機能を有する施設と

して使用する系統構成から重大事故等対処設

備としての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。

外部放出抑制設備のグローブボックス排風機

入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程

室排気閉止ダンパは，想定される重大事故等が

発生した場合においても操作に支障がないよ

うに，線量率の高くなるおそれの少ない場所の

選定として，放射線の影響を受けない異なる区

画又は離れた場所から操作可能な設計とする。 

系統構成に係る共通要因故障に対する

考慮の設計方針については，「Ⅴ-1-4 

放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明

書」にて系統構成の説明に合わせて説明

する。 

可搬型ダンパ出口風速計は，申請回次と

なる後次回以降に保管場所，個数を説明

する。 

系統構成に係る悪影響防止の設計方針

については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の

廃棄施設に関する説明書」にて系統構成

の説明に合わせて説明する。 

可搬型ダンパ出口風速計は，申請回次と

なる後次回以降に詳細を説明する。 

環境条件等の設計方針のうち，設備の系

統構成の設計に係る操作する常設設備

の設置場所については，「Ⅴ-1-4 放射

性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に

て系統構成の説明に合わせて説明する。 

P31 より 

P31 より 

P32 より 

P31 より 

P31 より 

P31 へ 

P31 へ 

P33 より P33 より P33 へ 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（外部放出抑制設備）( 25 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計は，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び常設設備との接続に支障

がないように，線量率の高くなるおそれの少

ない場所の選定として，放射線の影響を受け

ない異なる区画若しくは離れた場所で操作可

能な設計とするとともに，高性能エアフィル

タにより MOX 粉末を捕集した後のダクトに接

続口を設けることで接続操作時に汚染が拡大

しないよう考慮することにより，当該設備の

設置及び常設設備との接続が可能な設計とす

る。

可搬型ダンパ出口風速計の接続口は，放射線の

影響を受けない異なる区画となる排風機室に設置

とするとともに，高性能エアフィルタによりMOX粉

末を捕集した後のダクトに接続口を設けることで

接続操作時に汚染が拡大しないよう考慮すること

により，放射線の影響を受けない設計とする。 

なお，排風機室の環境条件等については，「Ⅴ－

１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書」の「4.

環境条件」に示す 

外部放出抑制設備の系統概略図を第 3.1.2.1-1

図及び第 3.1.2.1-2 図に，設備構成を第 3.1.2-1

表に示す。 

なお，可搬型ダンパ出口風速計の設計方針につ

いては可搬型ダンパ出口風速計の申請に合わせて

次回以降に詳細を説明する。 

第 3.1.2.1-1 図 外部放出抑制設備の系統概略

図（外的事象の対処時） 

第 3.1.2.1-2 図 外部放出抑制設備の系統概略

図（内的事象の対処時） 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計

は，想定される重大事故等が発生した場合にお

いても設置及び常設設備との接続に支障がな

いように，線量率の高くなるおそれの少ない場

所の選定として，放射線の影響を受けない異な

る区画若しくは離れた場所で操作可能な設計

とするとともに，高性能エアフィルタにより

MOX粉末を捕集した後のダクトに接続口を設け

ることで接続操作時に汚染が拡大しないよう

考慮することにより，当該設備の設置及び常設

設備との接続が可能な設計とする。 

環境条件等の設計方針のうち，設備の系

統構成の設計に係る操作する常設設備

の設置場所，可搬型の接続口の場所の設

計方針については，「Ⅴ-1-4 放射性廃

棄物の廃棄施設に関する説明書」にて系

統構成の説明に合わせて説明する。 

可搬型ダンパ出口風速計の保管場所，個

数を後次回にて表に示す。 

P34 より P34 より P34 へ 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（外部放出抑制設備）( 26 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計は，グローブボックス排気設備及び工程室

排気設備の放出経路遮断後におけるダンパ出

口のダクト内風速を確認するため，重大事故

時に想定される変動範囲を監視可能な計測範

囲を有する設計とするとともに，保有数は，

必要数並びに予備として故障時及び点検保守

による待機除外時のバックアップを含め，十

分な台数を確保する設計とする。 

 

 

 

外部放出抑制設備は，グローブボックス排

気設備，工程室排気設備に対して，当該系統

の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設

備を１セット確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1.2.1-1 表 外部放出抑制設備の設備構成 

[常設重大事故等対処設備] 

a. 主配管（外部放出抑制系（グローブボックス））

（設計基準対象の施設と兼用） 

数量 1 式 

b. グローブボックス給気フィルタ（設計基準対

象の施設と兼用） 

数量 8 基 

c. グローブボックス排気フィルタ（設計基準対

象の施設と兼用） 

数量 16 基 

d. グローブボックス排気フィルタユニット（設

計基準対象の施設と兼用） 

数量 9 基 

e. 主配管（外部放出抑制系（工程室））（設計基準

対象の施設と兼用） 

数量 1 式 

f. 工程室排気フィルタユニット（設計基準対象

の施設と兼用） 

数量 11 基 

g. グローブボックス排風機入口手動ダンパ（設

計基準対象の施設と兼用） 

数量 2 基 

h. 工程室排風機入口手動ダンパ（設計基準対象

の施設と兼用） 

数量 2 基 

i. グローブボックス排気閉止ダンパ（設計基準

対象の施設と兼用） 

数量 2 基 

j. 工程室排気閉止ダンパ（設計基準対象の施設

と兼用） 

数量 2 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成にて，外部放出抑制設備として

必要な個数を示し，その個数の妥当性に

ついては，「Ⅴ-1-1-3 設備別記載事項

の設定根拠に関する説明書」にて示す。 

 

 

可搬型ダンパ出口風速計は，申請回次と

なる後次回以降に個数及び保管場所を

示す。 

なお，計測範囲については，「(2)設計方

針」にて説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P32 より 

P32 より 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（外部放出抑制設備）( 27 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

外部放出抑制設備は，重大事故の発生を仮

定するグローブボックスに係る設計基準対象

の施設として機能を期待するグローブボック

ス温度監視装置の感知機能又はグローブボッ

クス消火装置の消火機能が喪失した場合に

は，放出経路となり得るグローブボックスか

らの排気系に設置するグローブボックス排気

閉止ダンパ及び工程室からの排気系に設置す

る工程室排気閉止ダンパを中央監視室に設置

する盤の手動操作により駆動動力源の窒素を

当該ダンパに供給することで閉止できる設計

とする。

グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程

室排気閉止ダンパは，所内電源設備の一部で

ある受電開閉設備等の給電により中央監視室

に設置する盤の手動操作が可能な設計とす

る。 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程

室排気閉止ダンパが使用できない場合は，放

出経路となり得るグローブボックスからの排

気系に設置するグローブボックス排風機入口

手動ダンパ及び工程室からの排気系に設置す

る工程室排風機入口手動ダンパを地下１階の

現場にて手動操作により閉止できる設計とす

る。 

(2) 設計方針

a. 外部への放出経路の遮断

(a) ダンパによる外部への放出経路の遮断

外部放出抑制設備は，重大事故の発生を仮定

するグローブボックスに係る設計基準対象の施

設として機能を期待するグローブボックス温度

監視装置の感知機能又はグローブボックス消火

装置の消火機能が喪失した場合には，放出経路

となり得るグローブボックスからの排気系に設

置するグローブボックス排気閉止ダンパ及び工

程室からの排気系に設置する工程室排気閉止ダ

ンパを中央監視室に設置する盤の手動操作によ

り駆動動力源の窒素を当該ダンパに供給するこ

とで閉止できる設計とする。

グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室

排気閉止ダンパは，所内電源設備の一部である

非常用所内電源設備，受電開閉設備及び高圧母

線からの給電により中央監視室に設置する盤の

手動操作が可能な設計とする。 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室

排気閉止ダンパが使用できない場合は，放出経

路となり得るグローブボックスからの排気系に

設置するグローブボックス排風機入口手動ダン

パ及び工程室からの排気系に設置する工程室排

風機入口手動ダンパを地下１階の現場にて手動

操作により閉止できる設計とする。 

グローブボックス排風機入口手動ダンパ及び

工程室排風機入口手動ダンパは，手動操作用の

ハンドルを操作することで，ダンパの閉止がで

きる構造とする。

グローブボックス排風機入口手動ダンパ及び

工程室排風機入口手動ダンパの構造を第

3.1.2.1-3 図に示す。 

 第 3.1.2.1-3 図 グローブボックス排風機入口

手動ダンパ及び工程室排風機入口手動ダンパの構

造 

基本設計方針の第２章個別項目におけ

る外部放出抑制設備の設計方針につい

ては，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施

設に関する説明書」にて具体的な設計方

針を説明する。 

P29 より 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（外部放出抑制設備）( 28 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

上記のダンパの閉止が完了するまでの間，

火災の影響を受けてグローブボックス内又は

工程室内の気相中に飛散又は漏えいした MOX

粉末は，火災によって生ずる気流に押し流さ

れて外部に放出されることから，これを抑制

するため，グローブボックス排気設備及び工

程室排気設備に設置された高性能エアフィル

タで MOX 粉末を捕集できる設計とする。

また，上記のダンパの閉止によりグローブ

ボックス排気設備及び工程室排気設備からの

外部への放出経路が遮断されたことを確認す

るため，グローブボックス排気閉止ダンパ及

び工程室排気閉止ダンパの出口側のダクトに

可搬型ダンパ出口風速計を接続し，ダクト内

の風速を計測できる設計とする。 

(b) 経路外への漏えい防止

外部放出抑制設備は，系外への漏えいを防止

するため，経路となるダクト等は，フランジ又は

溶接で接続する設計とする。 

また，外部放出抑制設備は，工程室外への経路

外放出を抑制するため，バウンダリ境界に逆止

ダンパ又は常時閉止ダンパを設置する設計とす

る。 

工程室外への経路外放出を抑制するため，工

程室を貫通して設置する給気設備及び窒素循環

設備は，重大事故時に経路が維持できる設計と

する。 

重大事故時の核燃料物質等の移行経路を第

3.1.2.1-4 図に示す。 

第 3.1.2.1-4 図 重大事故時の核燃料物質等

の移行経路 

b. 高性能エアフィルタによる MOX 粉末の捕集

外部への放出経路の遮断が完了するまでの

間，火災の影響を受けてグローブボックス内又

は工程室内の気相中に飛散又は漏えいした MOX

粉末は，火災によって生ずる気流に押し流され

て外部に放出されることから，これを抑制する

ため，グローブボックス排気設備及び工程室排

気設備に設置された高性能エアフィルタで MOX

粉末を捕集できる設計とする。 

グローブボックス給気フィルタ，グローブボ

ックス排気フィルタ，グローブボックス排気フ

ィルタユニット及び工程室排気フィルタユニッ

トに係る高性能エアフィルタの捕集効率は，

「3.1.1 気体廃棄物の処理」に示す捕集効率が維

持できる設計とする。

c. 可搬型ダンパ出口風速計による放出経路の遮

断の確認

外部への放出経路の遮断によりグローブボック

ス排気設備及び工程室排気設備からの外部への放

出経路が遮断されたことを確認するため，グロー

ブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダ

ンパの出口側のダクトに可搬型ダンパ出口風速計

を接続し，ダクト内の風速を計測できる設計とす

る。
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【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（外部放出抑制設備）( 29 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計と常設ダクトとの接続は，常設ダクトに測

定口を設けて可搬型ダンパ出口風速計の検出

部を挿入する接続に統一することにより，速

やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能

な設計とする。 

 

 

 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程

室排気閉止ダンパは，所内電源設備の一部で

ある受電開閉設備等の給電により中央監視室

に設置する盤の手動操作が可能な設計とす

る。 

 

可搬型ダンパ出口風速計は，乾電池を使用

する設計とする。 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風機

入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工

程室排気閉止ダンパは，想定される重大事故

等が発生した場合においても操作に支障がな

いように，線量率の高くなるおそれの少ない

場所の選定として，放射線の影響を受けない

異なる区画又は離れた場所から操作可能な設

計とする。 

 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計は，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び常設設備との接続に支障

がないように，線量率の高くなるおそれの少

ない場所の選定として，放射線の影響を受け

ない異なる区画若しくは離れた場所で操作可

能な設計とするとともに，高性能エアフィル

タにより MOX 粉末を捕集した後のダクトに接

続口を設けることで接続操作時に汚染が拡大

しないよう考慮することにより，当該設備の

設置及び常設設備との接続が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型ダンパ出口風速計と常設のダクトとの接

続は，常設ダクト側に測定口を設け可搬型ダンパ

出口風速計の検出部を挿入する接続に統一するこ

とにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続

が可能な設計とする。 

ダクトの測定口の構造を第3.1.2.1-5図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

第3.1.2.1-5図 可搬型ダンパ出口風速計測定口

構造図 

可搬型ダンパ出口風速計の設計方針については

可搬型ダンパ出口風速計の申請に合わせて次回以

降に詳細を説明する。 

 

d. 外部放出抑制設備に係る保管場所，操作場所

及びアクセスルート 

 

外部への放出経路の遮断及び可搬型ダンパ出口

風速計による放出経路の遮断の確認に係る保管場

所，操作場所及びアクセスルートを第3.1.2.1-6図

に示す。 

外部への放出経路の遮断及び可搬型ダンパ出口

風速計による放出経路の遮断の確認に係る操作場

所及びアクセスルートは，「Ⅴ－１－１－４－２ 

重大事故等対処設備が使用される条件の下におけ

る健全性に関する説明書」の「5.(1)d. 再処理事

業所内の屋外通路及び屋内通路の確保」に基づき

設定する。 

外部への放出経路の遮断及び可搬型ダンパ出口

風速計による放出経路の遮断の確認に係る保管場

所，操作場所及びアクセスルートの影響評価は，

「Ｖ－１－１－４－２－２ 可搬型重⼤事故等対

処設備の保管場所等の設計方針」にて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1.2.1-6 図 外部への放出経路の遮断及び可

搬型ダンパ出口風速計による放出経路の遮断の確

認に係る操作場所及びアクセスルート(1/2) 燃

料加工建屋地下 1階 

 

 

(6) 操作性の確保 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計と常設ダクトとの接続は，常設ダクトに測定

口を設けて可搬型ダンパ出口風速計の検出部

を挿入する接続に統一することにより，速やか

に，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風機

入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程

室排気閉止ダンパは，想定される重大事故等が

発生した場合においても操作に支障がないよ

うに，線量率の高くなるおそれの少ない場所の

選定として，放射線の影響を受けない異なる区

画又は離れた場所から操作可能な設計とする。 

 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても設置及び常設設備との接続に支障が

ないように，線量率の高くなるおそれの少ない

場所の選定として，放射線の影響を受けない異

なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設

計とするとともに，高性能エアフィルタにより

MOX粉末を捕集した後のダクトに接続口を設け

ることで接続操作時に汚染が拡大しないよう

考慮することにより，当該設備の設置及び常設

設備との接続が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構造に係る操作性の確保の設計方

針については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物

の廃棄施設に関する説明書」にて設備構

造の説明に合わせて説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型ダンパ出口風速計は，申請回次と

なる後次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

環境条件等の設計方針のうち，常設重大

事故等対処設備の操作場所（ダンパ操作

場所，可搬型風速計の接続口），の設計方

針については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物

の廃棄施設に関する説明書」にて設置場

所を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P27 へ 

P34 より 

P34 より 

P34 より 

P34 より 

P34 へ 

P34 へ 

P24，29 へ 

P24，29 へ 
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【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（外部放出抑制設備）( 30 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，通常時において，重大事故等に対処す

るために必要な機能を確認するため，外観点

検，機能性能確認等が可能な設計とする。ま

た，当該機能を健全に維持するため，保修等

が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風

機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダ

ンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び

工程室排気閉止ダンパは，通常時において，

重大事故等に対処するために必要な機能を確

認するため，動作確認によりダンパの固着が

ないことの確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1.2.1-7 図 外部への放出経路の遮断及び可

搬型ダンパ出口風速計による放出経路の遮断の確

認に係る操作場所及びアクセスルート(2/2) 燃

料加工建屋地上 1階 

 

ｅ．外部放出抑制設備の試験・検査 

外部放出抑制設備の試験・検査は，「Ⅴ－１－１

－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件

の下における健全性に関する説明書」の「5.(2)試

験・検査性」に基づく設計とする。 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備

は，通常時において，重大事故等に対処するために

必要な機能を確認するため，外観点検，機能性能確

認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に

維持するため，保修等が可能な設計とする。 

具体的には，外部放出抑制設備の常設重大事故

等対処設備に対し以下の設計とする。 

 

(a) ダクト 

・外観上の異常が無いことを確認するため，外観

の確認が可能な箇所に設置することで，外観

点検が可能な設計とする。 

・外観の確認に当たっては，他の設備へ悪影響を

及ぼさないよう，他の設備とは必要な距離を

離隔した箇所に設置する設計とする。 

 

(b) ダンパ 

・外観上の異常が無いことを確認するため，外観

の確認が可能な箇所に設置することで，外観

点検が可能な設計とする。 

・ダンパの固着が無いことを確認するため，グロ

ーブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程

室排風機入口手動ダンパについては，第

3.1.2.1-3 図に示すハンドルを操作すること

によりダンパが閉止することを確認可能な設

計とする。グローブボックス排気閉止ダンパ

及び工程室排気閉止ダンパについては，ハン

ドル操作又は駆動動力源として窒素を供給す

ることにより，ダンパが閉止することを確認

可能な設計とする。 

・分解が可能な設計とする。また，所定の機能・

性能の確認及び漏えいの有無の確認が可能な

設計とする。 

・これらの確認にあたっては，他の系統へ悪影響

を及ぼさないよう，並列した 2 系統にダンパ

を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 試験・検査 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，外観点検，

機能性能確認等が可能な設計とする。また，当

該機能を健全に維持するため，保修等が可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風

機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程

室排気閉止ダンパは，通常時において，重大事

故等に対処するために必要な機能を確認する

ため，動作確認によりダンパの固着がないこと

の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構造に係る試験・検査性の設計方針

については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の

廃棄施設に関する説明書」にて設備構造

の説明に合わせて説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P35 より 

P35 より 

P35 より 

P35 より 

P35 へ 
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【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（外部放出抑制設備）( 31 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス給気

フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，

グローブボックス排気フィルタユニット及び

工程室排気フィルタユニットは，通常時にお

いて，重大事故等に対処するために必要な機

能を確認するため，差圧の確認によりフィル

タの目詰まりがないことの確認が可能な設計

とする。 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計は，通常時において，重大事故等に対処す

るために必要な機能を確認するため，外観点

検，員数確認，模擬入力による機能，性能の

確認及び校正等が可能な設計とする。また，

当該機能を健全に維持するため，取替えが可

能な設計とする。 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス排気

設備及び工程室排気設備の流路を遮断する手

段については，中央監視室に設置する盤の手

動操作により駆動動力源の窒素を供給するこ

とで閉止するグローブボックス排気閉止ダン

パ及び工程室排気閉止ダンパ並びに地下１階

の現場にて手動操作により閉止できるグロー

ブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室

排風機入口手動ダンパを設置することで，多

重性を確保した設計とする。 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計は，燃料加工建屋から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管するとと

もに，燃料加工建屋にも保管することで位置

的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，グローブボックス排風機入口手動ダン

パ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブ

ボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止

ダンパの操作によって安全機能を有する施設

として使用する系統構成から重大事故等対処

設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

(c) フィルタ 

・捕集効率に異常が無いことを確認するため，計

測器により高性能エアフィルタの前後差圧が

所定の値以下であることを確認可能な設計と

する。 

・前後差圧が所定の値以上である場合には，捕集

効率を維持するためにフィルタを交換可能な

設計とする。なお，フィルタの保守性について

は，「3.1.1(2)a.(d) 高性能エアフィルタの

保守性」に基づく設計とする。 

 

外部放出抑制設備の可搬型重大事故等対処設備

である可搬型ダンパ出口風速計の試験・検査性に

係る設計方針は，可搬型ダンパ出口風速計の申請

に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス排気設備

及び工程室排気設備の流路を遮断する手段につい

ては，中央監視室に設置する盤の手動操作により

駆動動力源の窒素を供給することで閉止するグロ

ーブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止

ダンパ並びに地下１階の現場にて手動操作により

閉止できるグローブボックス排風機入口手動ダン

パ及び工程室排風機入口手動ダンパを設置するこ

とで，多重性を確保した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備

は，グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程

室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気

閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの操作によ

って安全機能を有する施設として使用する系統構

成から重大事故等対処設備としての系統構成とす

ることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス給気

フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，グ

ローブボックス排気フィルタユニット及び工

程室排気フィルタユニットは，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な機能を

確認するため，差圧の確認によりフィルタの目

詰まりがないことの確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 共通要因故障に対する考慮 

外部放出抑制設備のグローブボックス排気

設備及び工程室排気設備の流路を遮断する手

段については，中央監視室に設置する盤の手動

操作により駆動動力源の窒素を供給すること

で閉止するグローブボックス排気閉止ダンパ

及び工程室排気閉止ダンパ並びに地下１階の

現場にて手動操作により閉止できるグローブ

ボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排

風機入口手動ダンパを設置することで，多重性

を確保した設計とする。 

 

外部放出抑制設備の可搬型重大事故等対処設

備に係る共通要因故障に対する考慮は，当該設

備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

 

 

 

(3) 悪影響防止 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，グローブボックス排風機入口手動ダン

パ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボ

ックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダ

ンパの操作によって安全機能を有する施設と

して使用する系統構成から重大事故等対処設

備としての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型ダンパ出口風速計は，申請回次と

なる後次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因故障に対する考慮における設

計方針として，系統の多重化について

は，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設

に関する説明書」の設備構成と合わせて

説明する。 

 

 

 

 

 

 

可搬型ダンパ出口風速計は，申請回次と

なる後次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

悪影響防止における設計方針として，系

統切り替えについて，Ⅴ-1-4 放射性廃

棄物の廃棄施設に関する説明書」の設備

構成と合わせて説明する。 

 

 

 

 

 

 

P36 より 

P36 より 

P24 へ 

P24 へ 

P24 へ 

P24 へ 

P36 より 

P24 より 

P24 より 

P36 へ 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（外部放出抑制設備）( 32 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計は，他の設備から独立して単独で使用可能

なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計は，グローブボックス排気設備及び工程室

排気設備の放出経路遮断後におけるダンパ出

口のダクト内風速を確認するため，重大事故

時に想定される変動範囲を監視可能な計測範

囲を有する設計とするとともに，保有数は，

必要数並びに予備として故障時及び点検保守

による待機除外時のバックアップを含め，十

分な台数を確保する設計とする。 

 

 

 

外部放出抑制設備は，グローブボックス排

気設備，工程室排気設備に対して，当該系統

の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設

備を１セット確保する設計とする。 

 

 

外部放出抑制設備は，耐熱性を有する又は

火災による温度上昇の影響を受けない場所に

設置することで，重大事故の発生を仮定する

グローブボックス内における火災により上昇

する温度の影響を考慮しても，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合

に対処に用いる外部放出抑制設備の常設重大

事故等対処設備，可搬型ダンパ出口風速計は，

第１章共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」

の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とで重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る燃料加工建屋に設置し，風（台風）等によ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型重大事故等対処

設備に係る悪影響防止は，当該設備の申請に合

わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 環境条件等 

外部放出抑制設備は，耐熱性を有する又は火

災による温度上昇の影響を受けない場所に設

置することで，重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックス内における火災により上昇する

温度の影響を考慮しても，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合

に対処に用いる外部放出抑制設備の常設重大

事故等対処設備は，「Ⅴ－１－１－４－２－３ 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

また，工程室外への経路外放出を抑制するた

めのバウンダリを形成する設備についても，地

震を要因とする重大事故等が発生した場合に

おいても，経路が維持できる設計とする。 

 

 外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

 

可搬型ダンパ出口風速計は，申請回次と

なる後次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

個数及び容量については，「Ⅴ-1-4 放

射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」

及び「Ⅴ-1-1-3 設備別記載事項の設定

根拠に関する説明書」にて示す。 

 

可搬型ダンパ出口風速計は，申請回次と

なる後次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時に共通的に要求される環境

条件については，「Ⅴ－１－１－４－２ 

重大事故等対処設備が使用される条件

の下における健全性に関する説明書」に

て説明する。なお，常設重大事故等対処

設備の操作場所，可搬型重大事故等対処

設備の接続場所については，「Ⅴ-1-4 

放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明

書」の設備構成に合わせて説明する。 

 

可搬型ダンパ出口風速計の環境条件に

ついては，申請回次となる後次回以降に

詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P24 へ 

P26 へ 

P23，26 へ 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（外部放出抑制設備）( 33 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２

保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等によ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

 

 外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備及び可搬型ダンパ出口風速計は，溢水量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置又は保

管，被水防護する設計とする。 

 

 外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，内部発生飛散物の影響を受けない場所

に設置することにより，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計は，内部発生飛散物の影響を考慮し，燃料

加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管

庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けな

い場所に保管することにより，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

 内的事象を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる外部放出抑制設備のグ

ローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排

気閉止ダンパは，自然現象，人為事象，溢水，

火災及び内部発生飛散物に対して代替設備に

よる機能の確保，修理の対応により重大事故

等に対処するための機能を損なわない設計と

する。また，重大事故等に対処するための機

能が確保できない場合には，関連する工程を

停止すること等を保安規定に定めて，管理す

る。 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風機

入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工

程室排気閉止ダンパは，想定される重大事故

等が発生した場合においても操作に支障がな

いように，線量率の高くなるおそれの少ない

場所の選定として，放射線の影響を受けない

異なる区画又は離れた場所から操作可能な設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口

手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グロー

ブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダ

ンパは，放射線の影響を受けない異なる区画とな

る排風機室に設置する設計とし，放射線の影響を

受けない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへ

の設置，被水防護する設計とする。 

 

 外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，内部発生飛散物の影響を受けない場所に

設置することにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 内的事象を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる外部放出抑制設備のグ

ローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排

気閉止ダンパは，自然現象，人為事象，溢水，

火災及び内部発生飛散物に対して代替設備に

よる機能の確保，修理の対応により重大事故等

に対処するための機能を損なわない設計とす

る。また，重大事故等に対処するための機能が

確保できない場合には，関連する工程を停止す

ること等を保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風機

入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程

室排気閉止ダンパは，想定される重大事故等が

発生した場合においても操作に支障がないよ

うに，線量率の高くなるおそれの少ない場所の

選定として，放射線の影響を受けない異なる区

画又は離れた場所から操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型ダンパ出口風速計の環境条件に

ついては，申請回次となる後次回以降に

詳細を説明する。 

 

 

 

 

可搬型ダンパ出口風速計の環境条件に

ついては，申請回次となる後次回以降に

詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型ダンパ出口風速計の環境条件に

ついては，申請回次となる後次回以降に

詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備の操作場所に

係る環境条件等の設計方針については，

「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に

関する説明書」の設備構成に合わせて説

明する。また，保管場所，操作場所及び

アクセスルートを「Ⅴ-1-4 放射性廃棄

物の廃棄施設に関する説明書」に示し，

影響評価は，「V-1-1-4-2-2 可搬型重⼤
事故等対処設備の保管場所等の設計方

針」にて説明する。 

 

 

 

 

P24，29 へ P24，29 へ P24 より 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（外部放出抑制設備）( 34 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計は，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び常設設備との接続に支障

がないように，線量率の高くなるおそれの少

ない場所の選定として，放射線の影響を受け

ない異なる区画若しくは離れた場所で操作可

能な設計とするとともに，高性能エアフィル

タにより MOX 粉末を捕集した後のダクトに接

続口を設けることで接続操作時に汚染が拡大

しないよう考慮することにより，当該設備の

設置及び常設設備との接続が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計と常設ダクトとの接続は，常設ダクトに測

定口を設けて可搬型ダンパ出口風速計の検出

部を挿入する接続に統一することにより，速

やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能

な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型ダンパ出口風速計の接続口は，放射線の

影響を受けない異なる区画となる排風機室に設置

とするとともに，高性能エアフィルタによりMOX粉

末を捕集した後のダクトに接続口を設けることで

接続操作時に汚染が拡大しないよう考慮すること

により，放射線の影響を受けない設計とする。 

なお，排風機室の環境条件等については，「Ⅴ－

１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書」の「4.

環境条件」に示す 

 

 

外部への放出経路の遮断及び可搬型ダンパ出口

風速計による放出経路の遮断の確認に係る保管場

所，操作場所及びアクセスルートを第3.1.2.1-6図

に示す。 

外部への放出経路の遮断及び可搬型ダンパ出口

風速計による放出経路の遮断の確認に係る操作場

所及びアクセスルートは，「Ⅴ－１－１－４－２ 

重大事故等対処設備が使用される条件の下におけ

る健全性に関する説明書」の「5.(1)d. 再処理事

業所内の屋外通路及び屋内通路の確保」に基づき

設定する。 

外部への放出経路の遮断及び可搬型ダンパ出口

風速計による放出経路の遮断の確認に係る保管場

所，操作場所及びアクセスルートの影響評価は，

「Ｖ－１－１－４－２－２ 可搬型重⼤事故等対

処設備の保管場所等の設計⽅針」にて示す。 

 

 

 

 

 

 

可搬型ダンパ出口風速計と常設のダクトとの接

続は，常設ダクト側に測定口を設け可搬型ダンパ

出口風速計の検出部を挿入する接続に統一するこ

とにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続

が可能な設計とする。 

ダクトの測定口の構造を第3.1.2.1-5図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

第3.1.2.1-5図 可搬型ダンパ出口風速計測定口

構造図 

 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても設置及び常設設備との接続に支障が

ないように，線量率の高くなるおそれの少ない

場所の選定として，放射線の影響を受けない異

なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設

計とするとともに，高性能エアフィルタにより

MOX粉末を捕集した後のダクトに接続口を設け

ることで接続操作時に汚染が拡大しないよう

考慮することにより，当該設備の設置及び常設

設備との接続が可能な設計とする。 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型重大事故等対処設

備に係る環境条件等は，当該設備の申請に合わ

せて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 操作性の確保 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計と常設ダクトとの接続は，常設ダクトに測定

口を設けて可搬型ダンパ出口風速計の検出部

を挿入する接続に統一することにより，速やか

に，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備の常設設備と

可搬型設備の接続口に係る環境条件の

設計方針については，「Ⅴ-1-4 放射性

廃棄物の廃棄施設に関する説明書」の設

備構成に合わせて説明する。また，保管

場所，操作場所及びアクセスルートを

「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に

関する説明書」に示し，影響評価は，「V-

1-1-4-2-2 可搬型重⼤事故等対処設備

の保管場所等の設計方針」にて説明す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作性の確保における設計方針として，

構造設計については，「Ⅴ-1-4 放射性

廃棄物の廃棄施設に関する説明書」の構

造設計と合わせて説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P25，29 へ 

P29 へ 

P25，29 へ 

P29 へ 

P25 より 

P29 より 

P29 より 
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【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（外部放出抑制設備）( 35 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，通常時において，重大事故等に対処す

るために必要な機能を確認するため，外観点

検，機能性能確認等が可能な設計とする。ま

た，当該機能を健全に維持するため，保修等

が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風

機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダ

ンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び

工程室排気閉止ダンパは，通常時において，

重大事故等に対処するために必要な機能を確

認するため，動作確認によりダンパの固着が

ないことの確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．外部放出抑制設備の試験・検査 

外部放出抑制設備の試験・検査は，「Ⅴ－１－１

－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件

の下における健全性に関する説明書」の「5.(2)試

験・検査性」に基づく設計とする。 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備

は，通常時において，重大事故等に対処するために

必要な機能を確認するため，外観点検，機能性能確

認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に

維持するため，保修等が可能な設計とする。 

具体的には，外部放出抑制設備の常設重大事故

等対処設備に対し以下の設計とする。 

 

(a) ダクト 

・外観上の異常が無いことを確認するため，外観

の確認が可能な箇所に設置することで，外観

点検が可能な設計とする。 

・外観の確認に当たっては，他の設備へ悪影響を

及ぼさないよう，他の設備とは必要な距離を

離隔した箇所に設置する設計とする。 

 

(b) ダンパ 

・外観上の異常が無いことを確認するため，外観

の確認が可能な箇所に設置することで，外観

点検が可能な設計とする。 

・ダンパの固着が無いことを確認するため，グロ

ーブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程

室排風機入口手動ダンパについては，第

3.1.2.1-3 図に示すハンドルを操作すること

によりダンパが閉止することを確認可能な設

計とする。グローブボックス排気閉止ダンパ

及び工程室排気閉止ダンパについては，ハン

ドル操作又は駆動動力源として窒素を供給す

ることにより，ダンパが閉止することを確認

可能な設計とする。 

・分解が可能な設計とする。また，所定の機能・

性能の確認及び漏えいの有無の確認が可能な

設計とする。 

・これらの確認にあたっては，他の系統へ悪影響

を及ぼさないよう，並列した 2 系統にダンパ

を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 試験・検査 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，外観点検，

機能性能確認等が可能な設計とする。また，当

該機能を健全に維持するため，保修等が可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風

機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程

室排気閉止ダンパは，通常時において，重大事

故等に対処するために必要な機能を確認する

ため，動作確認によりダンパの固着がないこと

の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験・検査性の設備構造に係る設計方針

については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の

廃棄施設に関する説明書」と合わせて説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P30 へ 

P30 へ 

P30 へ 

P30 へ 

P30 より 
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【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（外部放出抑制設備）( 36 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス給気

フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，

グローブボックス排気フィルタユニット及び

工程室排気フィルタユニットは，通常時にお

いて，重大事故等に対処するために必要な機

能を確認するため，差圧の確認によりフィル

タの目詰まりがないことの確認が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計は，通常時において，重大事故等に対処す

るために必要な機能を確認するため，外観点

検，員数確認，模擬入力による機能，性能の

確認及び校正等が可能な設計とする。また，

当該機能を健全に維持するため，取替えが可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) フィルタ 

・捕集効率に異常が無いことを確認するため，計

測器により高性能エアフィルタの前後差圧が

所定の値以下であることを確認可能な設計と

する。 

・前後差圧が所定の値以上である場合には，捕集

効率を維持するためにフィルタを交換可能な

設計とする。なお，フィルタの保守性について

は，「3.1.1(2)a.(d) 高性能エアフィルタの

保守性」に基づく設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス給気

フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，グ

ローブボックス排気フィルタユニット及び工

程室排気フィルタユニットは，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な機能を

確認するため，差圧の確認によりフィルタの目

詰まりがないことの確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

外部放出抑制設備の可搬型重大事故等対処設

備に係る試験・検査は，当該設備の申請に合わ

せて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型ダンパ出口風速計の試験・検査に

ついては，申請回次となる後次回以降に

詳細を説明する。 

 

 

 

 
 

P31 へ 

P31 へ 

P31 へ 

P31 より 
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【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（工程室放射線計測設備）( 37 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

第 2章 個別項目 

6. 放射線管理施設

6.1 放射線管理施設の基本方針

6.1.2 代替モニタリング設備

(1) 工程室放射線計測設備

核燃料物質等の回収については，工程室内

雰囲気が安定した状態であることを確認し

た後に実施するものとし，回収作業時の MOX

粉末の舞い上がりを考慮してサイクロン集

塵機等の設備は用いず，ウエス等の資機材に

より MOX 粉末を回収することから，核燃料物

質等を回収するために必要な重大事故等対

処設備は設けない。ただし，回収作業に着手

する判断として，工程室内雰囲気が安定した

状態であることを確認するために必要な重

大事故等対処設備として，工程室放射線計測

設備を設ける設計とする。 

 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の

拡大防止対策のうち，代替消火設備，代替火

災感知設備及び外部放出抑制設備を用いた

一連の対策が完了した後，工程室内の気相中

における放射性物質の濃度を計測すること

で，工程室内雰囲気が安定した状態であるこ

とを確認するために必要な核燃料物質等の

回収に使用する重大事故等対処設備として，

工程室放射線計測設備を設ける設計とする。 

工程室放射線計測設備は，可搬型ダストサン

プラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメー

タで構成する。

工程室放射線計測設備は，核燃料物質等を

閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策のう

ち，代替消火設備，代替火災感知設備及び外

部放出抑制設備を用いた一連の対策が完了

し，工程室内雰囲気が安定した状態であるこ

とを確認した後に，ウエス等の資機材により

MOX 粉末を回収することから，当該作業の着

手判断として，可搬型ダストサンプラによ

り，工程室内の気相中の MOX 粉末を捕集し，

アルファ・ベータ線用サーベイメータによ

り，放射性物質の濃度を計測することで，工

程室内雰囲気が安定した状態であることを

確認できる設計とする。

可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベー

タ線用サーベイメータは,充電池又は乾電池

3.5 核燃料物質等の回収に係る設備 

(1) 工程室放射線計測設備

核燃料物質等の回収については，工程室内

雰囲気が安定した状態であることを確認し

た後に実施するものとし，回収作業時の MOX

粉末の舞い上がりを考慮してサイクロン集

塵機等の設備は用いず，ウエス等の資機材に

より MOX 粉末を回収することから，核燃料物

質等を回収するために必要な重大事故等対

処設備は設けない。ただし，回収作業に着手

する判断として，工程室内雰囲気が安定した

状態であることを確認するために必要な重

大事故等対処設備として，工程室放射線計測

設備を設ける設計とする。 

工程室放射線計測設備の設計方針につい

ては，工程室放射線計測設備の申請に合わせ

て次回以降に詳細を「Ⅴ-1-5 放射線管理施

設に関する説明書」にて示す。 

Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書 

Ⅴ-1-5-1 放射線管理施設の構成に関する説明

書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説

明書 

（第３回申請書類） 

Ⅴ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書 

8. 系統施設の設計上の考慮

8.3 放射線管理施設

8.3.2 代替モニタリング設備

8.3.2.1 工程室放射線計測設備

工程室放射線計測設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。

工程室放射線計測設備は，申請

回次となる後次回以降に詳細

を説明する。 

P7 より 
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  別紙４-１ 

【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（工程室放射線計測設備）( 38 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

を使用する設計とする。 

 

 工程室放射線計測設備の可搬型ダストサ

ンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメ

ータは，故障時のバックアップを含めて必要

な数量を燃料加工建屋から 100ｍ以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図る設

計とする。 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサン

プラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメー

タは，他の設備から独立して単独で使用可能

なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサ

ンプラは，工程室内の放射性物質濃度の測定

に必要な容量の充電池又は乾電池を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時のバックアップを

１台の合計２台以上を確保する設計とする。 

 工程室放射線計測設備のアルファ・ベータ

線用サーベイメータは，工程室内の放射性物

質濃度の測定に必要な計測範囲を有すると

ともに，十分な容量の充電池又は乾電池を有

する設計とする。また，保有数は，必要数並

びに予備として故障時のバックアップを含

め，十分な台数を確保する設計とする。 

 

地震を要因とする重大事故等が発生した場

合に対処に用いる工程室放射線計測設備の

可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ

線用サーベイメータは，「8.2 重大事故等対

処設備」の「8.2.7．地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることで重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

 工程室放射線計測設備の可搬型ダストサ

ンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメ

ータは，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は

第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等

により，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

 

 工程室放射線計測設備の可搬型ダストサ

ンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメ

ータは，溢水量を考慮し，影響を受けない高

さへの保管，被水防護する設計とする。 

 

 工程室放射線計測設備の可搬型ダストサ
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【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（工程室放射線計測設備）( 39 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-5 放射線管理施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

ンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメ

ータは，内部発生飛散物の影響を考慮し，第

１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

 

 工程室放射線計測設備の可搬型ダストサ

ンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメ

ータは，想定される重大事故等が発生した場

合においても設置に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所の選定と

して，放射線の影響を受けない異なる区画若

しくは離れた場所で操作可能な設計により，

当該設備の設置が可能な設計とする。 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサ

ンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメ

ータは，通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，外観

点検，機能性能確認等が可能な設計とする。

また，当該機能を健全に維持するため，取替

え等が可能な設計とする。 

 

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサ

ンプラは，通常時において，重大事故等に対

処するために必要な機能を確認するため，動

作確認が可能な設計とする。 

 

工程室放射線計測設備のアルファ・ベータ

線用サーベイメータは，通常時において，重

大事故等に対処するために必要な機能を確

認するため，外観点検，模擬入力による機能，

性能の確認及び校正が可能な設計とする。 
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【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（代替グローブボックス排気設備）( 40 / 54 ) 
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Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

第 2章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方

針 

5.1.1 気体廃棄物の廃棄設備 

5.1.1.2 重大事故等対処設備 

(2) 代替グローブボックス排気設備 

 

 

核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，

核燃料物質等の回収の一環として，設計基準

対象の施設であるグローブボックス排風機の

復旧等に時間を要することが想定されるた

め，可搬型排風機付フィルタユニット等をグ

ローブボックス排気設備に接続し，工程室か

らグローブボックス排気経路への気流を確保

することで工程室内の MOX 粉末を回収する際

の作業環境を確保する。これらの可搬型排風

機付フィルタユニット等により工程室内の

MOX 粉末を回収する際の作業環境を確保する

ために必要な重大事故等対処設備として，代

替グローブボックス排気設備を設ける設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 核燃料物質等の回収の一環として，グロー

ブボックス排気設備の排気機能を回復し，工

程室からグローブボックス排気経路への気流

を確保することで，工程室内の MOX 粉末を回

収する際の作業環境を確保するために必要な

閉じ込める機能の回復に使用する重大事故等

対処設備として，代替グローブボックス排気

設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 核燃料物質等の閉じ込める機能の回復

に係る設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 代替グローブボックス排気設備 

核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，

核燃料物質等の回収の一環として，設計基準

対象の施設であるグローブボックス排風機の

復旧等に時間を要することが想定されるた

め，可搬型排風機付フィルタユニット等をグ

ローブボックス排気設備に接続し，工程室か

らグローブボックス排気経路への気流を確保

することで工程室内の MOX 粉末を回収する際

の作業環境を確保する。これらの可搬型排風

機付フィルタユニット等により工程室内の

MOX 粉末を回収する際の作業環境を確保する

ために必要な重大事故等対処設備として，代

替グローブボックス排気設備を設ける設計と

する。 

代替グローブボックス排気設備の設計方針

については，「Ⅴ－１－４ 放射性廃棄物の廃

棄施設に関する説明書」にて示す。 

代替グローブボックス排気設備による排気

により放出される放射性物質の濃度を測定す

るために必要となる放射線管理施設の可搬型

排気モニタリング設備の設計方針について

は，可搬型排気モニタリング設備の申請に合

わせて次回以降に詳細を「Ⅴ－１－５ 放射

線管理施設に関する説明書」にて示す。 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 

2. 基本方針 

2.1 気体廃棄物の廃棄設備の基本方針 

2.1.2 重大事故等対処設備 

2.1.2.2 代替グローブボックス排気設備の基本

方針 

 

 

 

「Ⅴ-1-1-2-2 閉じ込める機能の喪失に対処す

るための設備に関する説明書」に示す MOX 燃料加

工施設における核燃料物質等を閉じ込める機能の

喪失の拡大防止対策のうち，核燃料物質等を閉じ

込める機能の回復は，核燃料物質等の回収の一環

として，設計基準対象の施設であるグローブボッ

クス排風機の復旧等に時間を要することが想定さ

れるため，可搬型排風機付フィルタユニット等を

グローブボックス排気設備に接続し，工程室から

グローブボックス排気経路への気流を確保するこ

とで工程室内の MOX 粉末を回収する際の作業環境

を確保する。これらの可搬型排風機付フィルタユ

ニット等により工程室内の MOX 粉末を回収する際

の作業環境を確保するために必要な重大事故等対

処設備として，代替グローブボックス排気設備を

設ける設計とする。 

 

3.施設の詳細設計方針 

3.1.2 重大事故等対処設備 

3.1.2.2 代替グローブボックス排気設備 

核燃料物質等の回収の一環として，グローブボッ

クス排気設備の排気機能を回復し，工程室からグ

ローブボックス排気経路への気流を確保すること

で，工程室内の MOX 粉末を回収する際の作業環境

を確保するために必要な閉じ込める機能の回復に

使用する重大事故等対処設備として，代替グロー

ブボックス排気設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 

8. 系統施設の設計上の考慮 

8.2 放射性廃棄物の廃棄施設 

 

 

8.2.2 代替グローブボックス排気設備 

(1) 機能 

代替グローブボックス排気設備は，主に以下の機

能を有する。 

a.閉じ込め機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に

関する説明書」の「2.基本方針」は，「Ⅴ

-1-1-2-2 閉じ込める機能の喪失に対

処するための設備に関する説明書」の

「2.2 加工施設の閉じ込める機能の喪

失に対処するための設備の基本方針」に

て示す。 
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Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備は，グロー

ブボックス排気ダクト，グローブボックス給

気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，

可搬型排風機付フィルタユニット，可搬型フ

ィルタユニット及び可搬型ダクトで構成す

る。 

 グローブボックス排気ダクト，グローブボ

ックス給気フィルタ及びグローブボックス排

気フィルタは，常設重大事故等対処施設と位

置付け，設計基準対象の施設のグローブボッ

クス排気設備の一部と兼用する設計とする。 

 

 

 代替グローブボックス排気設備は，グロー

ブボックス排気設備に対して，当該系統の範

囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を

１セット確保する設計とする。 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重

大事故等対処設備は，共通要因によってグロ

ーブボックス排気設備と同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，グローブボッ

クス排気設備が設置される燃料加工建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，燃料加工建屋にも

保管することで位置的分散を図る設計とす

る。燃料加工建屋に保管する場合はグローブ

ボックス排気設備と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設重大

事故等対処設備は，グローブボックス排気ダ

クトに設置するダンパ操作によって安全機能

を有する施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 

代替グローブボックス排気設備に給電する

ために必要となる所内電源設備の代替電源設

備の設計方針及び代替電源設備に燃料を供給

するために必要となる補機駆動用燃料供給設

備の設計方針については，代替電源設備及び

補機駆動用燃料供給設備の申請に合わせて次

回以降に詳細を「Ⅴ－１－６－１ 所内電源

設備に関する説明書」にて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設備構成 

代替グローブボックス排気設備は，グローブボ

ックス排気ダクト，グローブボックス給気フィル

タ，グローブボックス排気フィルタ，可搬型排風機

付フィルタユニット，可搬型フィルタユニット及

び可搬型ダクトで構成する。 

グローブボックス排気ダクト，グローブボック

ス給気フィルタ及びグローブボックス排気フィル

タは，常設重大事故等対処施設と位置付け，設計基

準対象の施設のグローブボックス排気設備の一部

と兼用する設計とする。 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備は，グローブボ

ックス排気設備に対して，当該系統の範囲ごとに

重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故

等対処設備は，グローブボックス排気ダクトに設

置するダンパ操作によって安全機能を有する施設

として使用する系統構成から重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 悪影響防止 

 代替グローブボックス排気設備の常設重大事

故等対処設備は，グローブボックス排気ダクトに

設置するダンパ操作によって安全機能を有する

施設として使用する系統構成から重大事故等対

処設備としての系統構成とすることにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針の第２章個別項目に係る

代替グローブボックス排気設備の設計

方針については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄

物の廃棄施設に関する説明書」にて具体

的な設備構成を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等については，当該系統の範囲

ごとに重大事故等への対処に必要な設

備を確保する方針とし，必要数，故障時

バックアップ，待機除外時のバックアッ

プに関しての個数の妥当性を「Ⅴ-1-1-3 

設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書」にて示す。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，申請回次

となる後次回以降に保管場所，個数を説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系統構成に係る悪影響防止の設計方針

については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の

廃棄施設に関する説明書」にて系統構成

の説明に合わせて説明する。 

 

 

 

 

 

P49 より 

P48 より 

P48 より 

P48 より 
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代替グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトの系統に設置するダンパの

操作は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所の選定とし

て，放射線の影響を受けない異なる区画若し

くは離れた場所から操作可能な設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重

大事故等対処設備は，想定される重大事故等

が発生した場合においても設置及び常設設備

との接続に支障がないように，線量率の高く

なるおそれの少ない場所の選定として，放射

線の影響を受けない異なる区画若しくは離れ

た場所で操作可能な設計により，当該設備の

設置及び常設設備との接続が可能な設計とす

る。 

代替グローブボックス排気設備のグローブ

ボックス排気ダクトは，通常時に使用する系

統から速やかに切り替えることができるよ

う，系統に必要なダンパを設ける設計とし，

それぞれ簡易な接続及びダンパの操作により

安全機能を有する施設の系統から重大事故等

対処設備の系統に速やかに切り替えられる設

計とする。 

グローブボックス排気ダクトの系統に設置する

ダンパの操作は，放射線の影響を受けない異なる

区画となる排風機室に設置とすることにより，放

射線の影響を受けない設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故

と対処設備と可搬型重大事故等設備の接続口は，

放射線の影響を受けない異なる区画となる排風機

室に設置とすることにより，放射線の影響を受け

ない設計とする。 

なお，排風機室の環境条件等については，「Ⅴ－

１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書」の「4.

環境条件」に示す 

代替グローブボックス排気設備のグローブボッ

クス排気ダクトは，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えることができるよう，系統に必要

なダンパを設ける設計とすることにより，ダンパ

操作により安全機能を有する施設の系統から重大

事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる

設計とする。

代替グローブボックス排気設備の系統概略図を

第 3.1.2.2-1 図に，設備構成を第 3.1.2.2-1 表に

示す。 

なお，代替グローブボックス排気設備の可搬型

重大事故等対処設備の設計方針については代替グ

ローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処

設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。

第 3.1.2.2-1 図 代替グローブボックス排気設

備の系統概略図 

代替グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトの系統に設置するダンパの操

作は，想定される重大事故等が発生した場合にお

いても操作に支障がないように，線量率の高くな

るおそれの少ない場所の選定として，放射線の影

響を受けない異なる区画若しくは離れた場所か

ら操作可能な設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重大

事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合においても設置及び常設設備との接続

に支障がないように，線量率の高くなるおそれの

少ない場所の選定として，放射線の影響を受けな

い異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な

設計により，当該設備の設置及び常設設備との接

続が可能な設計とする。 

 代替グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトは，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えることができるよう，系統に必

要なダンパを設ける設計とし，それぞれ簡易な接

続及びダンパの操作により安全機能を有する施

設の系統から重大事故等対処設備の系統に速や

かに切り替えられる設計とする。 

環境条件等の設計方針のうち，設備の系

統構成の設計に係る操作する常設設備

の設置場所については，「Ⅴ-1-4 放射

性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に

て系統構成の説明に合わせて説明する。 

環境条件等の設計方針のうち，設備の系

統構成の設計に係る常設設備と可搬型

の接続口の場所の設計方針については，

「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に

関する説明書」にて系統構成の説明に合

わせて説明する。 

操作性の確保の設計方針のうち，系統の

切り替えのためのダンパの設置に係る

設計方針については，「Ⅴ-1-4 放射性

廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて

系統構成の説明に合わせて説明する。な

お，可搬型設備の接続性は，設計方針に

て説明する。 

可搬型ダンパ出口風速計の保管場所，個

数を後次回にて表に示す。 

P51 より P51 より 
P51 へ 

P52 より P52 より P52 へ 

P51 より P51 より P51 へ 
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代替グローブボックス排気設備の可搬型排

風機付フィルタユニットは，MOX 粉末を可搬

型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィ

ルタユニットの高性能エアフィルタで捕集し

つつ，可搬型ダクトを介して，外部に放出す

るために必要な排気風量を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数並びに予備とし

て故障時及び点検保守による待機除外時のバ

ックアップを含め，十分な台数を確保する設

計とする。 

 

 

また，代替グローブボックス排気設備の可

搬型フィルタユニットの保有数は，必要数並

びに予備として故障時及び点検保守による待

機除外時のバックアップを含め，十分な台数

を確保する設計とする。 

 

 

 

 代替グローブボックス排気設備は，グロー

ブボックス排気設備に対して，当該系統の範

囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を

１セット確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 3.1.2.2-1 表 代替グローブボックス排気設備

の設備構成 

[常設重大事故等対処設備] 

a. 主配管（代替グローブボックス排気系）（設計

基準対象の施設と兼用） 

数量 1 式 

b. グローブボックス給気フィルタ（設計基準対

象の施設と兼用） 

数量 8 基 

c. グローブボックス排気フィルタ（設計基準対

象の施設と兼用） 

数量 16 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成にて，代替グローブボックス排

気設備として必要な個数を示し，その個

数の妥当性については，「Ⅴ-1-1-3 設

備別記載事項の設定根拠に関する説明

書」にて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，申請回次

となる後次回以降に個数及び保管場所

を示す。 

なお，排気風量については，「(2)設計方

針」にて説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P49 より 

P49 より 

P48 より 
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代替グローブボックス排気設備は，核燃料

物質等の回収の一環として，設計基準対象の

施設であるグローブボックス排風機の復旧等

に時間を要することが想定されるため，可搬

型排風機付フィルタユニット，可搬型フィル

タユニット及び可搬型ダクトを敷設及び接続

し，可搬型ダクト及びグローブボックス排気

設備を接続した後，可搬型排風機付フィルタ

ユニットを運転することで，工程室からグロ

ーブボックス排気経路への気流を確保すると

ともに，可搬型排風機付フィルタユニット及

び可搬型フィルタユニットに内蔵する合計４

段の高性能エアフィルタにより MOX 粉末を捕

集できる設計とする。 

 

 

 

 

 代替グローブボックス排気設備は，設計基

準対象の施設のグローブボックス排気設備の

排気機能を回復することで，グローブボック

スから間接的に工程室内の空気も排気するこ

とが可能であるため，グローブボックス排気

設備の排気機能のみ回復する設計とする。 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型排

風機付フィルタユニットは，回転体が飛散す

ることを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型ダ

クトと代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス排気ダクトとの接続は，フラン

ジ接続に統一することにより，速やかに，容

易かつ確実に現場での接続が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 設計方針 

a. 核燃料物質等の閉じ込める機能の回復 

代替グローブボックス排気設備は，核燃料物質

等の回収の一環として，設計基準対象の施設であ

るグローブボックス排風機の復旧等に時間を要す

ることが想定されるため，可搬型排風機付フィル

タユニット，可搬型フィルタユニット及び可搬型

ダクトを敷設及び接続し，可搬型ダクト及びグロ

ーブボックス排気設備を接続した後，可搬型排風

機付フィルタユニットを運転することで，工程室

からグローブボックス排気経路への気流を確保す

るとともに，可搬型排風機付フィルタユニット及

び可搬型フィルタユニットに内蔵する合計４段の

高性能エアフィルタにより MOX 粉末を捕集できる

設計とする。 

グローブボックス給気フィルタ及びグローブボ

ックス排気フィルタに係る高性能エアフィルタの

捕集効率は，「3.1.1 気体廃棄物の処理」に示す捕

集効率が維持できる設計とする。 

 

代替グローブボックス排気設備は，設計基準対

象の施設のグローブボックス排気設備の排気機能

を回復することで，グローブボックスから間接的

に工程室内の空気も排気することが可能であるた

め，グローブボックス排気設備の排気機能のみ回

復する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設ダクトと可搬型ダクトとの接続は，フランジ

接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確

実に現場での接続が可能な設計とする。フランジ

接続の概略図を第 3.1.2.2-2 図に示す。 

 

 

 
第 3.1.2.2-2 図 可搬型設備と常設設備のフラン

ジによる接続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクト

と代替グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトとの接続は，フランジ接続に統

一することにより，速やかに，容易かつ確実に現

場での接続が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針の第２章個別項目におけ

る代替グローブボックス排気設備の設

計方針については，「Ⅴ-1-4 放射性廃

棄物の廃棄施設に関する説明書」にて具

体的な設計方針を説明する。 

「グローブボックス排風機の復旧等」の

示す内容は，グローブボックス排風機を

起動させるための電源の復旧など，設計

基準対象の設備となる換気設備の復旧，

電源の復旧などの総称として示してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造設計に係る悪影響防止の設計方針

については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の

廃棄施設に関する説明書」にて構造設計

の説明に合わせて説明する。 

可搬型重大事故等対処設備については，

申請回次となる後次回以降に詳細を説

明する。 

 

 

設備構造に係る操作性の確保の設計方

針については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物

の廃棄施設に関する説明書」にて設備構

造の説明に合わせて説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P52 より 

P48 より 
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 代替グローブボックス排気設備の可搬型ダ

クトは，容易かつ確実に接続でき，かつ，複

数の系統が相互に使用することができるよ

う，フランジ接続又はより簡便な接続方式を

用いる設計とする。 

 

代替グローブボックス排気設備は，排気に

より放出される放射性物質の濃度を測定する

ための放射線管理施設の可搬型排気モニタリ

ング設備を接続できる設計とする。 

なお，放射線監視設備に係る設計方針につ

いては，第 2 章 個別項目の「6.放射線管理

施設」に示す。 

 

 

代替グローブボックス排気設備のグローブ

ボックス排気ダクトは，通常時に使用する系

統から速やかに切り替えることができるよ

う，系統に必要なダンパを設ける設計とし，

それぞれ簡易な接続及びダンパの操作により

安全機能を有する施設の系統から重大事故等

対処設備の系統に速やかに切り替えられる設

計とする。 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型排

風機付フィルタユニットは，MOX 粉末を可搬

型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィ

ルタユニットの高性能エアフィルタで捕集し

つつ，可搬型ダクトを介して，外部に放出す

るために必要な排気風量を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数並びに予備とし

て故障時及び点検保守による待機除外時のバ

ックアップを含め，十分な台数を確保する設

計とする。 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型排風

機付フィルタユニットは，代替電源設備の燃

料加工建屋可搬型発電機の給電により駆動す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備のグローブボッ

クス排気ダクトは，常設設備と可搬型設備の接続

を簡易な接続にすることにより，安全機能を有す

る施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速

やかに切り替えられる設計とする。 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事

故等対処設備の設計方針については代替グローブ

ボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備の

申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトは，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えることができるよう，系統に必

要なダンパを設ける設計とし，それぞれ簡易な接

続及びダンパの操作により安全機能を有する施

設の系統から重大事故等対処設備の系統に速や

かに切り替えられる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備の接続性に

ついては，申請回次となる後次回以降に

詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作性の確保の設計方針のうち，系統の

切り替えのための常設設備と可搬型設

備の接続性に係る設計方針については，

「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に

関する説明書」にて構造設計の説明に合

わせて説明する。なお，切り替えのため

のダンパの設置方針は，設計方針にて説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P52 より 

P52 より 
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代替グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトの系統に設置するダンパの

操作は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所の選定とし

て，放射線の影響を受けない異なる区画若し

くは離れた場所から操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重

大事故等対処設備は，想定される重大事故等

が発生した場合においても設置及び常設設備

との接続に支障がないように，線量率の高く

なるおそれの少ない場所の選定として，放射

線の影響を受けない異なる区画若しくは離れ

た場所で操作可能な設計により，当該設備の

設置及び常設設備との接続が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 代替グローブボックス排気設備に係る保管場

所，操作場所及びアクセスルート 

核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る保

管場所，操作場所及びアクセスルートを第

3.1.2.2-3 図に示す。 

核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る保

管場所，操作場所及びアクセスルートは，「Ⅴ－１

－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書」の

「5.(1)d. 再処理事業所内の屋外通路及び屋内

通路の確保」に基づき設定する。 

核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る保

管場所，操作場所及びアクセスルートの影響評価

は，「Ｖ－１－１－４－２－２ 可搬型重⼤事故等

対処設備の保管場所等の設計方針」にて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1.2.2-3 図 核燃料物質等の閉じ込める機能

の回復に係る操作場所及びアクセスルート図

(1/2) 燃料加工建屋 地下１階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1.2.2-3 図 核燃料物質等の閉じ込める機能

の回復に係る操作場所及びアクセスルート図

(2/2) 燃料加工建屋 地上１階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトの系統に設置するダンパの操

作は，想定される重大事故等が発生した場合にお

いても操作に支障がないように，線量率の高くな

るおそれの少ない場所の選定として，放射線の影

響を受けない異なる区画若しくは離れた場所か

ら操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重大

事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合においても設置及び常設設備との接続

に支障がないように，線量率の高くなるおそれの

少ない場所の選定として，放射線の影響を受けな

い異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な

設計により，当該設備の設置及び常設設備との接

続が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境条件等の設計方針のうち，常設重大

事故等対処設備の操作場所（ダンパ操

作，可搬型ダクトの接続口），の設計方針

については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の

廃棄施設に関する説明書」にて設置場所

を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P51 より P51 より 

P51 へ P51 よりへ P51 よりへ 
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Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事

故等対処設備は，通常時において，重大事故

等に対処するために必要な機能を確認するた

め，外観点検，機能性能確認等が可能な設計

とする。また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 可搬型ダクトを使用した代替グローブボッ

クス排気設備のグローブボックス排気ダクト

の接続口は，通常時において，重大事故等に

対処するために必要な機能を確認するため，

外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 代替グローブボックス排気設備のグローブ

ボックス給気フィルタ及びグローブボックス

排気フィルタは，通常時において，重大事故

等に対処するために必要な機能を確認するた

め，差圧の確認によりフィルタの目詰まりが

ないことの確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 代替グローブボックス排気設備の可搬型重

大事故等対処設備は，通常時において，重大

事故等に対処するために必要な機能を確認す

るため，外観点検，員数確認，動作確認等が

可能な設計とする。また，当該機能を健全に

維持するため，保修等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c．代替グローブボックス排気設備の試験・検査 

代替グローブボックス排気設備の試験・検査は，

「Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使

用される条件の下における健全性に関する説明

書」の「5.(2)試験・検査性」に基づく設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故

等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，外観点検，

機能性能確認等が可能な設計とする。また，当該機

能を健全に維持するため，保修等が可能な設計と

する。 

 

具体的には，代替グローブボックス排気設備の

常設重大事故等対処設備に対し以下の設計とす

る。 

 

(a) ダクト 

・外観上の異常が無いことを確認するため，外観

の確認が可能な箇所に設置することで，外観

点検が可能な設計とする。 

・外観の確認に当たっては，他の設備へ悪影響を

及ぼさないよう，他の設備とは必要な距離を

離隔した箇所に設置する設計とする。 

 

 

 

(b) フィルタ 

・捕集効率に異常が無いことを確認するため，計

測器により高性能エアフィルタの前後差圧が

所定の値以下であることを確認可能な設計と

する。 

・前後差圧が所定の値以上である場合には，捕集

効率を維持するためにフィルタを交換可能な

設計とする。なお，フィルタの保守性について

は，「3.1.1(2)a.(d) 高性能エアフィルタの

保守性」に基づく設計とする。 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事

故等対処設備の試験・検査性に係る設計方針は，可

搬型重大事故等対処設備の申請に合わせて次回以

降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 試験・検査 

 代替グローブボックス排気設備の常設重大事

故等対処設備は，通常時において，重大事故等に

対処するために必要な機能を確認するため，外観

点検，機能性能確認等が可能な設計とする。また，

当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 可搬型ダクトを使用した代替グローブボック

ス排気設備のグローブボックス排気ダクトの接

続口は，通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，外観の確認が

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 代替グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス給気フィルタ及びグローブボックス排気

フィルタは，通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，差圧の確

認によりフィルタの目詰まりがないことの確認

が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構造に係る試験・検査性の設計方針

については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の

廃棄施設に関する説明書」にて設備構造

の説明に合わせて説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備については，

申請回次となる後次回以降に詳細を説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P53 より 

P53 より 

P53 より 

P53 へ 

P53 へ 

P53 へ 

P53 より P53 より 

P53 へ 
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条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重

大事故等対処設備は，共通要因によってグロ

ーブボックス排気設備と同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，グローブボッ

クス排気設備が設置される燃料加工建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，燃料加工建屋にも

保管することで位置的分散を図る設計とす

る。燃料加工建屋に保管する場合はグローブ

ボックス排気設備と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設重大

事故等対処設備は，グローブボックス排気ダ

クトに設置するダンパ操作によって安全機能

を有する施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 

屋外に保管する代替グローブボックス排気

設備の可搬型ダクトは，竜巻により飛来物と

ならないよう必要に応じて固縛等の措置をと

ることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型排

風機付フィルタユニットは，回転体が飛散す

ることを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型排

風機付フィルタユニットは，MOX 粉末を可搬

型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィ

ルタユニットの高性能エアフィルタで捕集し

つつ，可搬型ダクトを介して，外部に放出す

るために必要な排気風量を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数並びに予備とし

て故障時及び点検保守による待機除外時のバ

ックアップを含め，十分な台数を確保する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故

等対処設備は，グローブボックス排気ダクトに設

置するダンパ操作によって安全機能を有する施設

として使用する系統構成から重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 共通要因故障に対する考慮 

共通要因故障に対する考慮は，代替グローブボッ

クス排気設備の可搬型重大事故等対処設備の申

請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 悪影響防止 

 代替グローブボックス排気設備の常設重大事

故等対処設備は，グローブボックス排気ダクトに

設置するダンパ操作によって安全機能を有する

施設として使用する系統構成から重大事故等対

処設備としての系統構成とすることにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事

故等対処設備に係る悪影響防止は，当該設備の申

請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因故障に対する考慮における設

計方針として，位置的分散については，

「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に

関する説明書」の設備構成と合わせて説

明する。 

可搬型重大事故等対処設備は，申請回次

となる後次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

悪影響防止における設計方針として，系

統切り替えについて，Ⅴ-1-4 放射性廃

棄物の廃棄施設に関する説明書」の設備

構成と合わせて説明する。 

 

 

 

 

 

固縛等の保管方法については，共通的な

保管方法であることから，「V-1-1-4-2-2 

可搬型重⼤事故等対処設備の保管場所

等の設計方針」にて説明する。 

可搬型重大事故等対処設備は，申請回次

となる後次回以降に詳細を説明する。 

 

 

構造設計に係る悪影響防止の設計方針

については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の

廃棄施設に関する説明書」にて構造設計

の説明に合わせて説明する。 

可搬型重大事故等対処設備は，申請回次

となる後次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

個数及び容量については，「Ⅴ-1-4 放

射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」

及び「Ⅴ-1-1-3 設備別記載事項の設定

根拠に関する説明書」にて示す。 

可搬型重大事故等対処設備は，申請回次

となる後次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

P41 へ 

P41 へ 

P44 へ 

P43，45 へ 

P41 へ 

P41 より 
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【Ⅴ－１－１－２－２ 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書】（代替グローブボックス排気設備）( 49 / 54 ) 
第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
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条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

 また，代替グローブボックス排気設備の可

搬型フィルタユニットの保有数は，必要数並

びに予備として故障時及び点検保守による待

機除外時のバックアップを含め，十分な台数

を確保する設計とする。 

 

 

 

 代替グローブボックス排気設備は，グロー

ブボックス排気設備に対して，当該系統の範

囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を

１セット確保する設計とする。 

 

 

 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合

に対処に用いる代替グローブボックス排気設

備の常設重大事故等対処設備，可搬型重大事

故等対処設備は，第１章共通項目の「8.2 重

大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることで重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 代替グローブボックス排気設備の常設重大

事故等対処設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台

風）等により，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型排

風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタ

ユニットは，外部からの衝撃による損傷を防

止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所

又は第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）

等により，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型ダ

クトは，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等に

より，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とするか，又は風（台風）及び

竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風

荷重を考慮し，収納するコンテナ等に対して

転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 環境条件等 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に

対処に用いる代替グローブボックス排気設備の

常設重大事故等対処設備は，「Ⅴ－１－１－４－

２－３ 地震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

 

 

 代替グローブボックス排気設備の常設重大事

故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防

止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等に

より，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時に共通的に要求される環境

条件については，「Ⅴ－１－１－４－２ 

重大事故等対処設備が使用される条件

の下における健全性に関する説明書」に

て説明する。なお，常設重大事故等対処

設備の操作場所，可搬型重大事故等対処

設備の接続場所については，「Ⅴ-1-4 

放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明

書」の設備構成に合わせて説明する。 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備の環境条件等は，

申請回次となる後次回以降に詳細を説

明する。 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備の環境条件等は，

申請回次となる後次回以降に詳細を説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P43 へ 

P41，43 へ 
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基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

代替グローブボックス排気設備の常設重大

事故等対処設備，可搬型排風機付フィルタユ

ニット及び可搬型フィルタユニットは，溢水

量を考慮し，影響を受けない高さへの設置又

は保管，被水防護する設計とする。 

 

代替グローブボックス排気設備の常設重大

事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を

考慮し，内部発生飛散物の影響を受けない場

所に設置することにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型排

風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタ

ユニットは，内部発生飛散物の影響を考慮し，

燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２

保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受

けない場所に保管することにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型ダ

クトは，内部発生飛散物の影響を考慮し，燃

料加工建屋の内部発生飛散物の影響を受けな

い場所に保管することにより，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事

故等対処設備は，溢水量を考慮し，影響を受けな

い高さへの設置，被水防護する設計とする。 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事

故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置

することにより，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備の環境条件等は，

申請回次となる後次回以降に詳細を説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備の環境条件等は，

申請回次となる後次回以降に詳細を説

明する。 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備の環境条件等は，

申請回次となる後次回以降に詳細を説

明する。 
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第 33 条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

代替グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトの系統に設置するダンパの

操作は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所の選定とし

て，放射線の影響を受けない異なる区画若し

くは離れた場所から操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重

大事故等対処設備は，想定される重大事故等

が発生した場合においても設置及び常設設備

との接続に支障がないように，線量率の高く

なるおそれの少ない場所の選定として，放射

線の影響を受けない異なる区画若しくは離れ

た場所で操作可能な設計により，当該設備の

設置及び常設設備との接続が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックス排気ダクトの系統に設置する

ダンパの操作は，放射線の影響を受けない異なる

区画となる排風機室に設置とすることにより，放

射線の影響を受けない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故

と対処設備と可搬型重大事故等設備の接続口は，

放射線の影響を受けない異なる区画となる排風機

室に設置とすることにより，放射線の影響を受け

ない設計とする。 

なお，排風機室の環境条件等については，「Ⅴ－

１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書」の「4.

環境条件」に示す 

 

 

b. 代替グローブボックス排気設備に係る保管場

所，操作場所及びアクセスルート 

核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る保

管場所，操作場所及びアクセスルートを第

3.1.2.2-3 図に示す。 

核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る保

管場所，操作場所及びアクセスルートは，「Ⅴ－１

－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書」の

「5.(1)d. 再処理事業所内の屋外通路及び屋内

通路の確保」に基づき設定する。 

核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る保

管場所，操作場所及びアクセスルートの影響評価

は，「Ｖ－１－１－４－２－２ 可搬型重⼤事故等

対処設備の保管場所等の設計方針」にて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトの系統に設置するダンパの操

作は，想定される重大事故等が発生した場合にお

いても操作に支障がないように，線量率の高くな

るおそれの少ない場所の選定として，放射線の影

響を受けない異なる区画若しくは離れた場所か

ら操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重大

事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合においても設置及び常設設備との接続

に支障がないように，線量率の高くなるおそれの

少ない場所の選定として，放射線の影響を受けな

い異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な

設計により，当該設備の設置及び常設設備との接

続が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重大

事故等対処設備に係る環境条件等は，当該設備の

申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備の操作場所に

係る環境条件等の設計方針については，

「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に

関する説明書」の設備構成に合わせて説

明する。また，保管場所，操作場所及び

アクセスルートを「Ⅴ-1-4 放射性廃棄

物の廃棄施設に関する説明書」に示し，

影響評価は，「V-1-1-4-2-2 可搬型重⼤
事故等対処設備の保管場所等の設計方

針」にて説明する。 

 

常設重大事故等対処設備の常設設備と

可搬型設備の接続口に係る環境条件等

の設計方針については，「Ⅴ-1-4 放射

性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」の

設備構成に合わせて説明する。また，保

管場所，操作場所及びアクセスルートを

「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に

関する説明書」に示し，影響評価は，「V-

1-1-4-2-2 可搬型重⼤事故等対処設備

の保管場所等の設計方針」にて説明す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作性の確保における設計方針として，

構造設計については，「Ⅴ-1-4 放射性

廃棄物の廃棄施設に関する説明書」の構

造設計と合わせて説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P42，46 へ P42，P46 へ 
P42 より 

P45 へ 

P42，45 へ P42，45 へ P42 より 
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Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型ダク

トと代替グローブボックス排気設備のグロー

ブボックス排気ダクトとの接続は，フランジ

接続に統一することにより，速やかに，容易

かつ確実に現場での接続が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替グローブボックス排気設備のグローブ

ボックス排気ダクトは，通常時に使用する系

統から速やかに切り替えることができるよ

う，系統に必要なダンパを設ける設計とし，

それぞれ簡易な接続及びダンパの操作により

安全機能を有する施設の系統から重大事故等

対処設備の系統に速やかに切り替えられる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替グローブボックス排気設備の可搬型ダ

クトは，容易かつ確実に接続でき，かつ，複

数の系統が相互に使用することができるよ

う，フランジ接続又はより簡便な接続方式を

用いる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設ダクトと可搬型ダクトとの接続は，フランジ

接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確

実に現場での接続が可能な設計とする。フランジ

接続の概略図を第 3.1.2.2-2 図に示す。 

 

 

 
第 3.1.2.2-2 図 可搬型設備と常設設備のフラン

ジによる接続 

 

 

代替グローブボックス排気設備のグローブボッ

クス排気ダクトは，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えることができるよう，系統に必要

なダンパを設ける設計とすることにより，ダンパ

操作により安全機能を有する施設の系統から重大

事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる

設計とする。 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備のグローブボッ

クス排気ダクトは，常設設備と可搬型設備の接続

を簡易な接続にすることにより，安全機能を有す

る施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速

やかに切り替えられる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 操作性の確保 

代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクト

と代替グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトとの接続は，フランジ接続に統

一することにより，速やかに，容易かつ確実に現

場での接続が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排気ダクトは，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えることができるよう，系統に必

要なダンパを設ける設計とし，それぞれ簡易な接

続及びダンパの操作により安全機能を有する施

設の系統から重大事故等対処設備の系統に速や

かに切り替えられる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事

故等対処設備に係る操作性の確保は，当該設備の

申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作性の確保における設計方針として，

切り替えのためのダンパの設置につい

ては，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施

設に関する説明書」の設備構成と合わせ

て説明する。 

 

 

 

 

 

操作性の確保における設計方針として，

切り替えのための常設設備と可搬型設

備の接続性については，「Ⅴ-1-4 放射

性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」の

設備構成と合わせて説明する。 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備の環境条件等は，

申請回次となる後次回以降に詳細を説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P44 へ 

P42，45 へ 

P45 へ 

P44 へ 

P42，45 へ P42 より 

P45 より 

P44 へ 
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Ⅴ-1-1-4-2  重大事故等対処設備が使用される
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備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 代替グローブボックス排気設備の常設重大

事故等対処設備は，通常時において，重大事

故等に対処するために必要な機能を確認する

ため，外観点検，機能性能確認等が可能な設

計とする。また，当該機能を健全に維持する

ため，保修等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 可搬型ダクトを使用した代替グローブボッ

クス排気設備のグローブボックス排気ダクト

の接続口は，通常時において，重大事故等に

対処するために必要な機能を確認するため，

外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 代替グローブボックス排気設備のグローブ

ボックス給気フィルタ及びグローブボックス

排気フィルタは，通常時において，重大事故

等に対処するために必要な機能を確認するた

め，差圧の確認によりフィルタの目詰まりが

ないことの確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 代替グローブボックス排気設備の可搬型重

大事故等対処設備は，通常時において，重大

事故等に対処するために必要な機能を確認す

るため，外観点検，員数確認，動作確認等が

可能な設計とする。また，当該機能を健全に

維持するため，保修等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

c．代替グローブボックス排気設備の試験・検査 

代替グローブボックス排気設備の試験・検査は，

「Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使

用される条件の下における健全性に関する説明

書」の「5.(2)試験・検査性」に基づく設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故

等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，外観点検，

機能性能確認等が可能な設計とする。また，当該機

能を健全に維持するため，保修等が可能な設計と

する。 

 

具体的には，代替グローブボックス排気設備の

常設重大事故等対処設備に対し以下の設計とす

る。 

 

(a) ダクト 

・外観上の異常が無いことを確認するため，外観

の確認が可能な箇所に設置することで，外観

点検が可能な設計とする。 

・外観の確認に当たっては，他の設備へ悪影響を

及ぼさないよう，他の設備とは必要な距離を

離隔した箇所に設置する設計とする。 

 

 

 

(b) フィルタ 

・捕集効率に異常が無いことを確認するため，計

測器により高性能エアフィルタの前後差圧が

所定の値以下であることを確認可能な設計と

する。 

・前後差圧が所定の値以上である場合には，捕集

効率を維持するためにフィルタを交換可能な

設計とする。なお，フィルタの保守性について

は，「3.1.1(2)a.(d) 高性能エアフィルタの

保守性」に基づく設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 試験・検査 

 代替グローブボックス排気設備の常設重大事

故等対処設備は，通常時において，重大事故等に

対処するために必要な機能を確認するため，外観

点検，機能性能確認等が可能な設計とする。また，

当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 可搬型ダクトを使用した代替グローブボック

ス排気設備のグローブボックス排気ダクトの接

続口は，通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，外観の確認が

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 代替グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス給気フィルタ及びグローブボックス排気

フィルタは，通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，差圧の確

認によりフィルタの目詰まりがないことの確認

が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験・検査性の設備構造に係る設計方針

については，「Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の

廃棄施設に関する説明書」と合わせて説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬

型重大事故等対処設備の試験・検査は，

申請回次となる後次回以降に詳細を説

明する。 

 

 

 

 

 

 

P47 へ 

P47 へ 

P47 へ 

P47 へ 

P47 へ 

P47 より 

P47 より 

P54 より P54 より 
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 可搬型ダクトを使用した代替グローブボッ

クス排気設備のグローブボックス排気ダクト

の接続口は，通常時において，重大事故等に

対処するために必要な機能を確認するため，

外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 可搬型ダクトを使用した代替グローブボック

ス排気設備のグローブボックス排気ダクトの接

続口は，通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，外観の確認が

可能な設計とする。 

 

 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事

故等対処設備に係る試験・検査は，当該設備の申

請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P47，53 へ P47，53 へ 
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項

1

第1章　共通項目
4.　閉じ込めの機能
4.3　閉じ込める機能の喪失に対処するための設備
　MOX燃料加工施設の事業(変更)許可において想定している重大事故は，核燃料物質等を閉じ込める機
能の喪失であり，露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックス(以下
「重大事故の発生を仮定するグローブボックス」という。)で火災が発生し，設計基準対象の施設とし
て機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能
が，外的事象の「地震」又は内的事象の「動的機器の多重故障」で喪失することにより火災が継続し，
核燃料物質等が火災により発生する気流によって気相中へ移行し，大気中へ放射性物質が放出されるこ
とである。

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
1.概要
2.基本方針
2.1　MOX燃料加工施設
における重大事故等の
対処
(1)　核燃料物質等を
閉じ込める機能の喪失
の特徴

【1.概要】
・閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書の概要について記載する。
【2.　基本方針】
【2.1(1)　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の特徴】
・MOX燃料加工施設における重大事故の特徴，重大事故等対処の概要について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
2.1　MOX燃料加工施設
における重大事故等の
対処
(2)　核燃料物質等を
閉じ込める機能の喪失
の対処

【2.1(2)　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処】
・MOX燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失における対処について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
1.　概要

【1.　概要】
　代替火災感知設備及び代替消火設備の概要を記載する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
2.1　MOX燃料加工施設
における重大事故等の
対処
(2)　核燃料物質等を
閉じ込める機能の喪失
の対処

【2.1(2)　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処】
・MOX燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失における対処について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
1.　概要

【1.　概要】
　外部放出抑制設備及び代替グローブボックス排気設備の概要を記載する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
2.1　MOX燃料加工施設
における重大事故等の
対処
(2)　核燃料物質等を
閉じ込める機能の喪失
の対処

【2.1(2)　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処】
・MOX燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失における対処について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
1.　概要

【1.　概要】
　外部放出抑制設備及び代替グローブボックス排気設備の概要を記載する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-5　放射線管理施
設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書
1.　概要

【1.　概要】
工程室放射線計測設備の概要を記載する。

※補足すべき事項の対象なし

基本設計方針

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処では，火災の継続時間に応じて，外部への放射性物質の
総放出量が増加するため，速やかに火災の確認及び消火を実施することにより，外部への放射性物質の
放出を低減させる。

2

また，火災の影響を受けたMOX粉末の外部への放出経路を速やかに遮断する対策を実施することによ
り，外部への放射性物質の放出を低減させる。

3

4

添付書類

　上記対策後，核燃料物質等を回収するための作業環境を確保するため，核燃料物質等の閉じ込める機
能を回復させるための対策を実施し，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認した後に核燃料
物質の回収作業を実施する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

5

　MOX燃料加工施設は，上記の核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するため，核燃料物質等の
飛散又は漏えいを防止し，飛散又は漏えいした核燃料物質等を回収するとともに，核燃料物質等を閉じ
込める機能を回復するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

6

　閉じ込める機能の喪失に対処するための設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス，代替
火災感知設備，代替消火設備，外部放出抑制設備，工程室放射線計測設備及び代替グローブボックス排
気設備で構成する。

7

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスは，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場
合においても，グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。
　なお，重大事故の発生を仮定するグローブボックスの設計方針については，第2章　個別項目の「1.
成形施設」に示す。

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
2.2　加工施設の閉じ
込める機能の喪失に対
処するための設備の基
本方針

3.　施設の詳細設計方
針
3.1　重大事故の発生
を仮定するグローブ
ボックス

【2.2　加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の基本方針】
・MOX燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の設備構
成，基本方針について説明する。

【3.1　重大事故の発生を仮定するグローブボックス】
・MOX燃料加工施設における露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボッ
クスの対象，設置場所，油の保有量について説明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計の設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
2.2　加工施設の閉じ
込める機能の喪失に対
処するための設備の基
本方針
(1)　グローブボック
ス内で発生した火災の
感知
(2)　グローブボック
ス内で発生した火災の
消火
3.2　グローブボック
ス内で発生した火災の
感知に係る設備
3.3　グローブボック
ス内で発生した火災の
消火に係る設備

【2.2(1)　グローブボックス内で発生した火災の感知】
・グローブボックス内で発生した火災の感知するための設備及び設備の基本方針について説明する。
【2.2(2)　グローブボックス内で発生した火災の消火】
・グローブボックス内で発生した火災の消火するための設備及び設備の基本方針について説明する。
【3.2　グローブボックス内で発生した火災の感知に係る設備】
・グローブボックス内で発生した火災の感知するための設備について説明する。詳細については，
「Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に関する説明書」にて説明することを記載する。
【3.3　グローブボックス内で発生した火災の消火に係る設備】
・グローブボックス内で発生した火災の消火するための設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に関する説明書」にて説明することを記載す
る。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-1-6-1　所内電源設備に関する説明書」にて説明することを記載
する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火

【5.　火災の感知及び消火】
・加工施設における核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処として，グローブボックス内で発生
した火災の感知及び消火するための設備について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
2.2　加工施設の閉じ
込める機能の喪失に対
処するための設備の基

【2.2　加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の基本方針】
・MOX燃料加工施設における核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の設備構
成，基本方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグロー
ブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認した場合，
重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災を速やかに確認するとともに，核燃料物質
等の飛散又は漏えいの原因となる火災を速やかに消火するために必要な重大事故等対処設備として，代
替火災感知設備及び代替消火設備を設ける設計とする。
　なお，代替火災感知設備及び代替消火設備の設計方針については，第2章　個別項目の「7.1.1　火災
防護設備」に示す。

8
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
2.2　加工施設の閉じ
込める機能の喪失に対
処するための設備の基
本方針
(3)　外部への放出経
路の遮断，高性能エア
フィルタによるMOX粉
末の捕集

3.4　外部への放出経
路の遮断及び高性能エ
アフィルタによるMOX
粉末の捕集に係る設備

【2.2(3)　外部への放出経路の遮断，高性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集】
・グ(3)　外部への放出経路の遮断するための設備，核燃料物質を捕集するための高性能エアフィル
タの基本方針について説明する。

【3.4　外部への放出経路の遮断及び高性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備】
・外部への放出経路の遮断及び高性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備について説明す
る。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて説明することを記載す
る。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-1-6-1　所内電源設備に関する説明書」にて説明することを記載
する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書

2.　基本方針
2.1　気体廃棄物の廃
棄設備の基本方針
2.1.2　重大事故等対
処設備
2.1.2.1　外部放出抑
制設備の基本方針

3.施設の詳細設計方針
3.1　気体廃棄物の廃
棄設備
3.1.2　重大事故等対
処設備
3.1.2.1　外部放出抑
制設備

【2.　基本方針】
【2.1　気体廃棄物の廃棄設備の基本方針】
【2.1.2　重大事故等対処設備】
【2.1.2.1　外部放出抑制設備の基本方針】
・核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失に対処するための外部への放出経路の遮断及び高性能エア
フィルタによるMOX粉末の捕集に関する設備の基本方針を説明する。

【3.1.2.1　外部放出抑制設備】
　外部放出抑制設備における設備の概要を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
2.2　加工施設の閉じ
込める機能の喪失に対
処するための設備の基
本方針
(4)　核燃料物質等の
回収

3.5　核燃料物質等の
回収に係る設備

【2.2(4)　核燃料物質等の回収】
・工程室内に飛散した核燃料物質を回収するため，工程室内の雰囲気が安定した状態であることを確
認するための設備の基本方針について説明する。

【3.5　核燃料物質等の回収に係る設備】
・核燃料物質等の回収に係る設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する説明書」にて説明することを記載する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-5　放射線管理施
設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書
2.　基本方針
2.2　重大事故等対処
設備に関する計測

【2.2　重大事故等対処設備に関する計測】
・閉じ込める機能の喪失の対処として，飛散した核燃料物質の回収するための工程室内の雰囲気を確
認するために設ける工程室放射線計測設備の基本方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

　重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグロー
ブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が喪失し，重大事故の発
生を仮定するグローブボックス内において火災が発生及び継続した場合，火災の影響を受けたMOX粉末
がグローブボックス内及び工程室内の気相中に移行し，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備
が外部への放出経路となり得ることから，速やかに放出経路を遮断するために必要な重大事故等対処設
備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。
　なお，外部放出抑制設備の設計方針については，第2章　個別項目の「5.1.1　気体廃棄物の廃棄設
備」に示す。

9

10

　核燃料物質等の回収については，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認した後に実施する
ものとし，回収作業時のMOX粉末の舞い上がりを考慮してサイクロン集塵機等の設備は用いず，ウエス
等の資機材によりMOX粉末を回収することから，核燃料物質等を回収するために必要な重大事故等対処
設備は設けない。ただし，回収作業に着手する判断として，工程室内雰囲気が安定した状態であること
を確認するために必要な重大事故等対処設備として，工程室放射線計測設備を設ける設計とする。
　なお，工程室放射線計測設備の設計方針については，第2章　個別項目の「6.1.2　代替モニタリング
設備」に示す。
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
2.2　加工施設の閉じ
込める機能の喪失に対
処するための設備の基
本方針
(5)　核燃料物質等を
閉じ込める機能の回復

3.6　核燃料物質等の
閉じ込める機能の回復
に係る設備

【2.2(5)　核燃料物質等を閉じ込める機能の回復】
・核燃料物質等の回収の際の作業環境を確保するための換気設備の基本方針について説明する。

【3.6　核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備】
・核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて説明することを記載す
る。
・対処に係る電源，燃料については，「Ⅴ-1-6-1　所内電源設備に関する説明書」にて説明すること
を記載する。
・排気により放出される放射線管理施設については，「Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する説明書」に
て説明することを記載する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
2.　基本方針

【2.　基本方針】
・核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失に対処するための核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係
る設備の基本方針を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
3.　施設の詳細設計方
針
3.1　重大事故の発生
を仮定するグローブ
ボックス

【3.1　重大事故の発生を仮定するグローブボックス】
・MOX燃料加工施設における露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボッ
クスの対象，設置場所，油の保有量について説明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計の設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.1　成形施設
8.1.1　一次混合設備
(1)　機能

【8.1.1(1)　機能】
・予備混合装置グローブボックスに要求される機能について説明する。

※補足すべき事項の対象なし
12

第2章　個別項目
1.成形施設
1.2　粉末調整工程
1.2.1　粉末調整工程の構成
1.2.2　主要設備の系統構成
(2)　一次混合設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックスである予備混合装置グ
ローブボックスを常設重大事故等対処設備と位置づけ，重大事故等が発生した場合において，グローブ
ボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。

　核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，核燃料物質等の回収の一環として，設計基準対象の施設で
あるグローブボックス排風機の復旧等に時間を要することが想定されるため，可搬型排風機付フィルタ
ユニット等をグローブボックス排気設備に接続し，工程室からグローブボックス排気経路への気流を確
保することで工程室内のMOX粉末を回収する際の作業環境を確保する。これらの可搬型排風機付フィル
タユニット等により工程室内のMOX粉末を回収する際の作業環境を確保するために必要な重大事故等対
処設備として，代替グローブボックス排気設備を設ける設計とする。
　なお，代替グローブボックス排気設備の設計方針については，第2章　個別項目の「5.1.1　気体廃棄
物の廃棄設備」に示す。

11
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

13

常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，重大事故時におけるグローブボック
ス内の火災により上昇する温度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

14

地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故等対処設備である予備混合装置
グローブボックスは，第１章共通項目の「8.2　重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

15

常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，外部からの衝撃による損傷を防止で
きる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

16
常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，溢水量を考慮し，影響を受けない高
さへの設置，被水防護する設計とする。

17
常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，内部発生飛散物の影響を受けない場
所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
3.　施設の詳細設計方
針
3.1　重大事故の発生
を仮定するグローブ
ボックス

【3.1　重大事故の発生を仮定するグローブボックス】
・MOX燃料加工施設における露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボッ
クスの対象，設置場所，油の保有量について説明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計の設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.1　成形施設
8.1.2　二次混合設備
(1)　機能

【8.1.2(1)　機能】
・均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボック
スに要求される機能について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

19

常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添加
剤混合装置グローブボックスは，重大事故時におけるグローブボックス内の火災により上昇する温度の
影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

20

地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故等対処設備である均一化混合装
置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスは，第１章共通
項目の「8.2　重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

21

常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添加
剤混合装置グローブボックスは，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風
（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

22

常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添加
剤混合装置グローブボックスは，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護する設計と
する。

23

常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添加
剤混合装置グローブボックスは，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

18

(3)　二次混合設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックスである均一化混合装置グ
ローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスを常設重大事故等対
処設備と位置づけ，重大事故等が発生した場合において，グローブボックスからの核燃料物質等の漏え
いを一定程度抑制できる設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.1　成形施設
8.1.1　一次混合設備
(2)　環境条件等

【(2)　環境条件等】
・予備混合装置グローブボックスに要求される重大事故時の環境条件等に係る設計方針について説明
する。

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.1　成形施設
8.1.2　二次混合設備
(2)　環境条件等

【8.1.2(2)　環境条件等】
・均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボック
スに要求される重大事故時の環境条件等に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
3.　施設の詳細設計方
針
3.1　重大事故の発生
を仮定するグローブ
ボックス

【3.1　重大事故の発生を仮定するグローブボックス】
・MOX燃料加工施設における露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボッ
クスの対象，設置場所，油の保有量について説明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計の設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.1　成形施設
8.1.3　スクラップ処
理設備
(1)　機能

【8.1.3(1)　機能】
・回収粉末処理・混合装置グローブボックスに要求される機能について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

25

常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボックスは，重大事故時におけるグ
ローブボックス内の火災により上昇する温度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

26

地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故等対処設備である回収粉末処
理・混合装置グローブボックスは，第１章共通項目の「8.2　重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を
要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

27

常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボックスは，外部からの衝撃による損
傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

28
常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボックスは，溢水量を考慮し，影響を
受けない高さへの設置，被水防護する設計とする。

29
常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボックスは，内部発生飛散物の影響を
受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
3.　施設の詳細設計方
針
3.1　重大事故の発生
を仮定するグローブ
ボックス

【3.1　重大事故の発生を仮定するグローブボックス】
・MOX燃料加工施設における露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボッ
クスの対象，設置場所，油の保有量について説明する。
・核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計の設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.1　成形施設
8.1.4　圧縮成形設備
(1)　機能

【8.1.4(1)　機能】
・プレス装置(プレス部)グローブボックスに要求される機能について説明する。

※補足すべき事項の対象なし
30

24

1.3　ペレット加工工程
1.3.2　主要設備の系統構成
(1)　圧縮成形設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックスであるプレス装置(プレス
部)グローブボックスを常設重大事故等対処設備と位置づけ，重大事故等が発生した場合において，グ
ローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。

(5)　スクラップ処理設備
露出したMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックスである回収粉末処理・混
合装置グローブボックスを常設重大事故等対処設備と位置づけ，重大事故等が発生した場合において，
グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。

【8.1.3(2)　環境条件等】
・回収粉末処理・混合装置グローブボックスに要求される重大事故時の環境条件等に係る設計方針に
ついて説明する。

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.1　成形施設
8.1.3　スクラップ処
理設備
(2)　環境条件等

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

31

常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックスは，重大事故時におけるグロー
ブボックス内の火災により上昇する温度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

32

地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故等対処設備であるプレス装置
(プレス部)グローブボックスは，第１章共通項目の「8.2　重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要
因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

33

常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックスは，外部からの衝撃による損傷
を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

34
常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックスは，溢水量を考慮し，影響を受
けない高さへの設置，被水防護する設計とする。

35
常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックスは，内部発生飛散物の影響を受
けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
3.　施設の詳細設計方
針
3.2　グローブボック
ス内で発生した火災の
感知に係る設備

【3.2　グローブボックス内で発生した火災の感知に係る設備】
・グローブボックス内で発生した火災の感知するための設備について説明する。詳細については，
「Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に関する説明書」にて説明することを記載する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.3　代替火災感知設
備
5.3.1　要求機能及び
性能目標

【5.　火災の感知及び消火】
・加工施設における核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処として，グローブボックス内で発生
した火災の感知及び消火するための設備について説明する。

【5.3　代替火災感知設備】
【5.3.1　要求機能及び性能目標】
・代替火災感知設備に要求される機能，性能目標について，説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(1)　機能

【8.4.1.1(1)　機能】
・代替火災感知設備に要求される機能について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

36

第2章　個別項目
7.　その他の加工施設
7.1　非常用設備
7.1.1　火災防護設備
7.1.1.2　重大事故等対処設備
7.1.1.2.1　代替火災感知設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，重大事故の発生を仮定するグローブ
ボックス内の火災源近傍の温度を計測することで，核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を
確認し，消火の実施を判断するために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に使
用する重大事故等対処設備として，代替火災感知設備を設ける設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.1　成形施設
8.1.4　圧縮成形設備
(2)　環境条件等

【8.1.4(2)　環境条件等】
・プレス装置(プレス部)グローブボックスに要求される重大事故時の環境条件等に係る設計方針につ
いて説明する。

※補足すべき事項の対象なし
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

37

　代替火災感知設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源近傍に設置する測温抵
抗体及び中央監視室に設置する端子盤を有する火災状況確認用温度計並びに火災状況確認用温度計で計
測した火災源近傍の温度を表示する火災状況確認用温度表示装置及び可搬型グローブボックス温度表示
端末で構成する。代替火災感知設備のうち，火災状況確認用温度表示装置を1台設置する設計とする。

38

　代替火災感知設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災を確認し，遠隔消
火装置による消火の実施を判断するため，火災状況確認用温度計及び火災状況確認用温度計に接続して
設置する火災状況確認用温度表示装置の組合せにより，中央監視室にて重大事故の発生を仮定するグ
ローブボックス内における火災源近傍の温度を確認できる設計とする。

39

　火災状況確認用温度表示装置を使用できない場合は，火災状況確認用温度計に中央監視室から可搬型
グローブボックス温度表示端末を接続することで，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内にお
ける火災源近傍の温度を確認できる設計とする。

40 　可搬型グローブボックス温度表示端末は，乾電池を使用する設計とする。

41 　火災状況確認用温度表示装置は，充電池を使用する設計とする。
Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.3　代替火災感知設
備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・共通要因故障の考慮（給電方式の多様化）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.4.1.1(2)　共通要因故障に対する考慮】
・代替火災感知設備に要求される共通要因故障に対する考慮に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.3　代替火災感知設
備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・共通要因故障の考慮（独立性）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.4.1.1(2)　共通要因故障に対する考慮】
・代替火災感知設備に要求される共通要因故障に対する考慮に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

42

　また，火災状況確認用温度計で計測した火災源近傍の温度は火災状況確認用温度表示装置に表示する
ことで確認できる設計とするとともに，静的機器のみで構成する火災状況確認用温度計に可搬型グロー
ブボックス温度表示端末を接続することにより，計測した火災源近傍の温度を確認できる設計とするこ
とで，火災防護設備のグローブボックス温度監視装置に対して独立性を有する設計とする。

43

　代替火災感知設備は，環境条件を考慮することに加え，内蔵する充電池の給電により動作する火災状
況確認用温度表示装置又は乾電池の給電により動作する可搬型グローブボックス温度表示端末で火災源
近傍の温度を確認できる設計とすることで，非常用所内電源設備の給電により動作する火災防護設備の
グローブボックス温度監視装置に対して給電方式の多様性を図る設計とする。

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.3.2　機能設計
5.3.3　構造強度設計

【5.3.2　機能設計】
・代替火災感知設備の構成，設置条件等の設備の設計方針を説明する。

【5.3.3　構造強度設計】
・代替火災感知設備の構造強度設計は，「Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される環境下にお
ける健全性に関する説明書」の環境条件等に基づく設計とすることを説明する。

※補足すべき事項の対象なし
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.3　代替火災感知設
備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
共通要因故障の考慮（可搬型設備の位置的分散）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.4.1.1(2)　共通要因故障に対する考慮】
代替火災感知設備に要求される共通要因故障に対する考慮に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.3　代替火災感知設
備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・悪影響防止（系統分離）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(3)　悪影響防止

【8.4.1.1(3)　悪影響防止】
・代替火災感知設備に要求される悪影響防止に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

46

　代替火災感知設備の火災状況確認用温度計は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内におけ
る火災源近傍の温度を確認するため，重大事故時に想定される変動範囲を監視可能な計測範囲を有する
設計とするとともに，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源となる９箇所に対してそ
れぞれの火災源近傍の温度を計測できる設計とする。

47

　代替火災感知設備の火災状況確認用温度表示装置は，代替消火設備及び外部放出抑制設備を用いた重
大事故等対策が完了するまでの間，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災源近傍
の温度を確認するために必要な容量の充電池を有する設計とする。

48

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，代替消火設備及び外部放出抑制設備を
用いた重大事故等対策が完了するまでの間，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火
災源近傍の温度を確認するために必要な容量の乾電池を有する設計とするとともに，保有数は，必要数
として１台，予備として故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

49
　代替火災感知設備は，火災防護設備のグローブボックス温度監視装置の安全機能の喪失を想定し，そ
の範囲が系統で機能喪失する重大事故等に対処することから，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対
処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，共通要因によって火災防護設備のグ
ローブボックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損な
われるおそれがないように，火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常
設重大事故等対処設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管す
るとともに，燃料加工建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。燃料加工建屋に保管する
場合は火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備
と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。

44

45

　代替火災感知設備の火災状況確認用温度計は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは分離され
た状態からコネクタ接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.3.2　機能設計

＜代替感知設備に係る設計方針＞
⇒代替火災感知設備における計測範囲，検出原理について補足する。
・[補足閉込（SA）1]　代替火災感知設備の検出原理，計測範囲につい
て

【5.3.2　機能設計】
・代替火災感知設備の構成，設置条件，感知器の種類，計測範囲，個数等の設備の設計方針を説明す
る。
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

50

　代替火災感知設備は，耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響を受けない場所に設置すること
で，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災により上昇する温度の影響を考慮して
も，重大事故等への対処に必要な機能を維持できる設計とする。

51

　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替火災感知設備の火災状況確認用温度
計及び可搬型グローブボックス温度表示端末は，第１章共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の
「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

52
　代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建
屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

53

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，外部からの衝撃による損傷を防止でき
る燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により，重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

54
　代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備，可搬型グローブボックス温度表示端末は，溢水量を考
慮し，影響を受けない高さへの設置又は保管，被水防護する設計とする。

55
　代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置するこ
とにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

56

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，内部発生飛散物の影響を考慮し，燃料
加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管
することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

57

　内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替火災感知設備の火災状況確認用
温度表示装置は，自然現象，人為事象，溢水，火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の
確保，修理の対応により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。また，重大事故等
に対処するための機能が確保できない場合には，関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて，
管理する。

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.3　代替火災感知設
備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・環境条件（保管場所，操作場所及びアクセスルート）

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(4)　環境条件等

【8.4.1.1(4)　環境条件等】
・代替火災感知設備に要求される環境条件等に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.3　代替火災感知設
備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・操作性の確保（接続性）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(5)　操作性の確保

【8.4.1.1(5)　操作性の確保】
・代替火災感知設備に要求される操作性の確保に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

59

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(4)　環境条件等

【8.4.1.1(4)　環境条件等】
・代替火災感知設備に要求される環境条件等に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，想定される重大事故等が発生した場合
においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選
定として，中央監視室で操作可能な設計とすることにより，当該設備の設置及び常設設備との接続が可
能な設計とする。

58

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末と代替火災感知設備の火災状況確認用温度
計との接続は，コネクタ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な
設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.3　代替火災感知設
備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・操作性の確保（接続性）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(5)　操作性の確保

【8.4.1.1(5)　操作性の確保】
・代替火災感知設備に要求される操作性の確保に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.3　代替火災感知設
備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(6)　試験・検査

【8.4.1.1(6)　試験・検査】
・代替火災感知設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.3　代替火災感知設
備
5.3.2　機能設計

【5.3.2　機能設計】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.1　代替火災感
知設備
(6)　試験・検査

【8.4.1.1(6)　試験・検査】
・代替火災感知設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数
の系統が相互に使用することができるよう，コネクタ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とす
る。

60

　代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，独立して外観点検，機能性能確認等が可能な設計とする。また，当該機能を健
全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

61

62

　代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，通常時において，重大事故等に対処す
るために必要な機能を確認するため，独立して動作確認が可能な設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
3.　施設の詳細設計方
針
3.3　グローブボック
ス内で発生した火災の
消火に係る設備

【3.3　グローブボックス内で発生した火災の消火に係る設備】
・グローブボックス内で発生した火災の消火するための設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に関する説明書」にて説明することを記載す
る。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-1-6-1　所内電源設備に関する説明書」にて説明することを記載
する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.4　代替消火設備
5.4.1　要求機能及び
性能目標

【5.4　代替消火設備】
【5.4.1　要求機能及び性能目標】
・代替消火設備に要求される機能，性能目標について，説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(1)　機能

【8.4.1.2(1)　機能】
・代替消火設備に要求される機能について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

64

　代替消火設備である遠隔消火装置は，消火ガスボンベ，消火ガス配管，消火ノズル等の消火剤を放出
する流路及び遠隔消火装置を起動するために起動用配管内に充填する圧力を開放する系統で構成する。
また，起動用配管内に充填する圧力を開放する系統は，盤の手動操作により電磁弁を開放することで起
動用配管内の圧力を開放する手段及び手動操作により圧力開放用の弁を開放することで起動用配管内の
圧力を開放する手段を有する系統とする。

65

　代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の
施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の
消火機能の喪失を確認し，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災の発生を確認し
た場合には，速やかに火災を消火するため，中央監視室に設置する盤の手動操作により電磁弁を開放す
ることで起動用配管内の圧力を開放し，起動用配管内の圧力により通常閉止している消火ガスボンベの
ばね式の弁が自動的に開放することによって，消火ガスボンベから消火剤を放出できる設計とする。

66

　中央監視室に設置する盤等が使用できない場合は，中央監視室近傍に設置する圧力開放用の弁を手動
操作により開放することで起動用配管内の圧力を開放し，起動用配管内の圧力により通常閉止している
消火ガスボンベのばね式の弁が自動的に開放することによって，消火ガスボンベから消火剤を放出でき
る設計とする。また，遠隔消火装置の中央監視室近傍で操作する圧力開放用の弁は，重大事故に対処す
るための機能を発揮することができるよう並列に２重化する設計とする。

67
　代替消火設備の遠隔消火装置の消火ノズルは，消火剤を放出する対象となるオイルパンの全面に対し
て消火剤を放出できる位置に設置することで，確実に火災を消火できる設計とする。

68
　代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源となる９箇
所に対し，それぞれ消火できるよう設置する設計とする。

69
　代替消火設備の遠隔消火装置のうち中央監視室に設置する盤の手動操作にて起動するために必要な設
備は，所内電源設備の一部である受電開閉設備等の給電により起動する設計とする。

63

7.1.1.2.2　代替消火設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，重大事故の発生を仮定するグローブ
ボックス内の火災源に対し消火剤を放出することで，核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災
を消火するために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に使用する重大事故等対
処設備として，代替消火設備を設置する設計とする。

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.4.2　機能設計
5.4.3　構造強度設計

【5.4.2　機能設計】
・代替消火設備の構成，誤動作による悪影響，系統構成，配置上の考慮等の設備の設計方針を説明す
る。

【5.4.3　構造強度設計】
・代替消火設備の構造強度設計は，「Ⅴ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使
用される環境下における健全性に関する説明書」の環境条件等に基づく設計とすることを説明する。
・代替消火装置の容器・管に関する強度評価は，「Ⅳ-3　強度計算書」にて説明することを記載す
る。

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・共通要因故障の考慮（動作原理の独立性）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.4.1.2(2)　共通要因故障に対する考慮】
・代替消火設備に要求される共通要因故障に対する考慮に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・共通要因故障の考慮（給電方式の多様化）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.4.1.2(2)　共通要因故障に対する考慮】
・代替消火設備に要求される共通要因故障に対する考慮に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・共通要因故障の考慮（消火方式の多様化）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.4.1.2(2)　共通要因故障に対する考慮】
・代替消火設備に要求される共通要因故障に対する考慮に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

72

　また，代替消火設備の遠隔消火装置は，電源を必要とせずに起動又は内蔵する蓄電池の給電により起
動できる設計とすることで，非常用所内電源設備の給電により起動する火災防護設備のグローブボック
ス消火装置に対して給電方式の多様性を図る設計とする。

71

70

　代替消火設備の遠隔消火装置は，環境条件を考慮することに加え，中央監視室に設置する盤の手動操
作又は中央監視室近傍に設置する圧力開放用の弁の手動操作により圧力を充填する起動用配管内の圧力
を開放し，消火ガスボンベから消火剤を放出できる設計とすることで，自動起動する火災防護設備のグ
ローブボックス消火装置に対して動作原理の多様性を図る設計とする。

　さらに，代替消火設備の遠隔消火装置は，火災源となる潤滑油に設置したオイルパンに対して局所的
に消火剤を放出又はオイルパンを内包する機器筐体に対して局所的に消火剤を放出する設計とすること
で，グローブボックス全体に対して消火剤を放出し窒息消火を行う火災防護設備のグローブボックス消
火設備に対して消火方式の多様性を図る設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・悪影響防止（独立性）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(3)　悪影響防止

【8.4.1.2(3)　悪影響防止】
・代替消火設備に要求される悪影響防止に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

74

　代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災を消火
するため，検証試験によって消火性能が確認された消火剤を使用するとともに，全域放出方式の場合は
消防法施行規則第20条に基づき算出する消火剤量又は局所放出方式の場合は検証試験結果を基に火災源
となる潤滑油に対して設置したオイルパンの燃焼面積に対して必要な消火剤量に余裕を考慮した消火剤
量を有する設計とするとともに，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源となる９箇所
に対してそれぞれ消火できる設計とする。

75

　代替消火設備の遠隔消火装置は，火災防護設備のグローブボックス消火装置の安全機能の喪失を想定
し，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等に対処することから，当該系統の範囲ごとに重大事故等
への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

76

　代替消火設備の遠隔消火装置は，耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響を受けない場所に設
置することで，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災により上昇する温度の影響
を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

77

　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替消火設備の遠隔消火装置のうち弁の
手動操作により起動するための系統及び消火剤を放出する系統に係る設備は，第1章共通項目の「8.2
重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

78
　代替消火設備の遠隔消火装置は，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風
（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

79
　代替消火設備の遠隔消火装置は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護する設計
とする。

80
　代替消火設備の遠隔消火装置は，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

81

　内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替消火設備の遠隔消火装置の中央
監視室に設置する盤の手動操作にて起動するために必要な設備は，自然現象，人為事象，溢水，火災及
び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，修理の対応により重大事故等に対処するための
機能を損なわない設計とする。また，重大事故等に対処するための機能が確保できない場合には，関連
する工程を停止すること等を保安規定に定めて，管理する。

　代替消火設備の遠隔消火装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

73

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(4)　環境条件等

【8.4.1.2(4)　環境条件等】
・代替消火設備に要求される環境条件等に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

＜代替消火設備に係る設計方針＞
⇒消火剤量算定における考え方，計算方法，確証試験結果について補
足する。
・[補足閉込（SA）2]　遠隔消火装置の消火剤量の算出に係る確証試験
結果

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・個数及び容量（消火剤の種類，消火剤量の考え方）について説明する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・環境条件等（操作場所及びアクセスルート）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(4)　環境条件等

【8.4.1.2(4)　環境条件等】
・代替消火設備に要求される環境条件等に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(5)　試験・検査

【8.4.1.2(5)　試験・検査】
・代替消火設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【5.4.2　機能設計】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(5)　試験・検査

【8.4.1.2(5)　試験・検査】
・代替消火設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

83

　代替消火設備の遠隔消火装置は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認す
るため，独立して機器付きの圧力計により遠隔消火装置の起動用配管における系統内の圧力が所定値以
上であることの確認が可能な設計とする。

84

　代替消火設備の遠隔消火装置は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がない
ように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若し
くは離れた場所から操作可能な設計又は中央監視室で操作可能な設計とする。

82

　代替消火設備の遠隔消火装置は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認す
るため，独立して外観点検，機能性能確認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するた
め，保修等が可能な設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-1-6　火災及び爆
発の防止に関する説明
書
5.　火災の感知及び消
火
5.4　代替消火設備
5.4.2　機能設計

【8.4.1.2(5)　試験・検査】
・試験・検査性（操作弁の2重化）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.4　その他の加工施
設
8.4.1　火災防護設備
8.4.1.2　代替消火設
備
(5)　試験・検査

【8.4.1.2(5)　試験・検査】
・代替消火設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
3.　施設の詳細設計方
針
3.4　外部への放出経
路の遮断及び高性能エ
アフィルタによるMOX
粉末の捕集に係る設備

【3.4　外部への放出経路の遮断及び高性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備】
・外部への放出経路の遮断及び高性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集に係る設備について説明す
る。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて説明することを記載す
る。
・対処に係る電源については，「Ⅴ-1-6-1　所内電源設備に関する説明書」にて説明することを記載
する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　気体廃棄物の廃
棄設備
3.1.2　重大事故等対
処設備
3.1.2.1　外部放出抑
制設備

【3.1.2.1　外部放出抑制設備】
　外部放出抑制設備における設備の概要を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(1)　機能

【8.2.1(1)　機能】
・外部放出抑制設備に要求される機能について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

87

　外部放出抑制設備は，グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ，グローブボッ
クス排気フィルタ，グローブボックス排気フィルタユニット，工程室排気ダクト，工程室排気フィルタ
ユニット，グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス
排気閉止ダンパ，工程室排気閉止ダンパ及び可搬型ダンパ出口風速計で構成する。外部放出抑制設備の
うち，グローブボックス排風機入口手動ダンパを2基，工程室排風機入口手動ダンパを2基，グローブ
ボックス排気閉止ダンパを2基，工程室排気閉止ダンパを2基設置する設計とする。

88

 グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，グ
ローブボックス排気フィルタユニット，グローブボックス排風機入口手動ダンパ及びグローブボックス
排気閉止ダンパは，常設重大事故等対処設備と位置づけ，設計基準対象の施設のグローブボックス排気
設備の一部と兼用する設計とする。
 工程室排気ダクト，工程室排気フィルタユニット，工程室排風機入口手動ダンパ及び工程室排気閉止
ダンパは，常設重大事故等対処設備と位置づけ，設計基準対象の施設の工程室排気設備の一部と兼用す
る設計とする。

　代替消火設備の遠隔消火装置のうち中央監視室近傍に設置する圧力開放用の弁は，通常時において，
重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，独立して動作確認により２重化されたそれぞ
れの圧力開放用の弁に固着がないことの確認が可能な設計とする。

85

86

第2章　個別項目
5.　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針
5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備
5.1.1.2　重大事故等対処設備
(1)　外部放出抑制設備

　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，グローブボックス排気設備及び工程
室排気設備の流路を遮断することで，火災の影響によりグローブボックス内及び工程室内の気相中に移
行したMOX粉末が，外部へ放出されることを可能な限り防止するために必要な核燃料物質等を閉じ込め
る機能の喪失の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設備として，外部放出抑制設備を設ける設計と
する。

※補足すべき事項の対象なしⅤ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・外部放出抑制設備の構成，系統構成について説明する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

89

　外部放出抑制設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として
機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が
喪失した場合には，放出経路となり得るグローブボックスからの排気系に設置するグローブボックス排
気閉止ダンパ及び工程室からの排気系に設置する工程室排気閉止ダンパを中央監視室に設置する盤の手
動操作により駆動動力源の窒素を当該ダンパに供給することで閉止できる設計とする。

90

　グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパが使用できない場合は，放出経路となり
得るグローブボックスからの排気系に設置するグローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室から
の排気系に設置する工程室排風機入口手動ダンパを地下１階の現場にて手動操作により閉止できる設計
とする。

91

　上記のダンパの閉止が完了するまでの間，火災の影響を受けてグローブボックス内又は工程室内の気
相中に飛散又は漏えいしたMOX粉末は，火災によって生ずる気流に押し流されて外部に放出されること
から，これを抑制するため，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備に設置された高性能エア
フィルタでMOX粉末を捕集できる設計とする。

92

　また，上記のダンパの閉止によりグローブボックス排気設備及び工程室排気設備からの外部への放出
経路が遮断されたことを確認するため，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの
出口側のダクトに可搬型ダンパ出口風速計を接続し，ダクト内の風速を計測できる設計とする。

93
　グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，所内電源設備の一部である受電開閉
設備等の給電により中央監視室に設置する盤の手動操作が可能な設計とする。

94 　可搬型ダンパ出口風速計は，乾電池を使用する設計とする。
Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・共通要因故障の考慮（ダンパ閉止の多重化，可搬型設備の位置的分散）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.2.1(2)　共通要因故障に対する考慮】
・外部放出抑制設備に要求される共通要因故障に対する考慮に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・共通要因故障の考慮（可搬型設備の位置的分散）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.2.1(2)　共通要因故障に対する考慮】
・外部放出抑制設備に要求される共通要因故障に対する考慮に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

　外部放出抑制設備のグローブボックス排気設備及び工程室排気設備の流路を遮断する手段について
は，中央監視室に設置する盤の手動操作により駆動動力源の窒素を供給することで閉止するグローブ
ボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパ並びに地下１階の現場にて手動操作により閉止でき
るグローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入口手動ダンパを設置することで，多重性
を確保した設計とする。

95

96

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，燃料加工建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した
外部保管エリアに保管するとともに，燃料加工建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

【3.1.2.1(2)設計方針】
・外部放出抑制設備のフィルタの捕集効率の考え方等の設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なしⅤ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・悪影響防止（系統分離）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(3)　悪影響防止

【8.2.1(3)　悪影響防止】
・外部放出抑制設備に要求される悪影響防止に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・悪影響防止（可搬型設備の独立性）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(3)　悪影響防止

【8.2.1(3)　悪影響防止】
・外部放出抑制設備に要求される悪影響防止に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

99

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備の放
出経路遮断後におけるダンパ出口のダクト内風速を確認するため，重大事故時に想定される変動範囲を
監視可能な計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検
保守による待機除外時のバックアップを含め，十分な台数を確保する設計とする。

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成
(2)　設計方針

【3.1.2.1(1)設備構成】
・個数及び容量（個数）について説明する。

【3.1.2.1(2)設計方針】
・個数及び容量（検出器の種類，計測範囲）について説明する。

＜外部放出抑制設備に係る設計方針＞
⇒可搬型ダンパ出口風速計における計測範囲，検出原理について補足
する。
・[補足閉込（SA）3]　可搬型ダンパ出口風速計の検出原理，計測範囲
について

100

　外部放出抑制設備は，グローブボックス排気設備，工程室排気設備に対して，当該系統の範囲ごとに
重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・個数及び容量（個数）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

97

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，他の設備から独立して単独で使用可能なことによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

98

　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排
風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの操作によって安全
機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

101

　外部放出抑制設備は，耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響を受けない場所に設置すること
で，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災により上昇する温度の影響を考慮して
も，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

102

　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる外部放出抑制設備の常設重大事故等対処
設備，可搬型ダンパ出口風速計は，第1章共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要
因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

103
　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建
屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

104

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建
屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。

105
　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備及び可搬型ダンパ出口風速計は，溢水量を考慮し，影響
を受けない高さへの設置又は保管，被水防護する設計とする。

106
　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置するこ
とにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

107

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，内部発生飛散物の影響を考慮し，燃料加工建屋，第
１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

108

　内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる外部放出抑制設備のグローブボック
ス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，自然現象，人為事象，溢水，火災及び内部発生飛散物
に対して代替設備による機能の確保，修理の対応により重大事故等に対処するための機能を損なわない
設計とする。また，重大事故等に対処するための機能が確保できない場合には，関連する工程を停止す
ること等を保安規定に定めて，管理する。

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・環境条件等（操作場所）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・環境条件等（可搬型設備の保管場所，操作場所，アクセスルート）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(4)　環境条件等

【8.2.1(4)　環境条件等】
・外部放出抑制設備に要求される環境条件等に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(4)　環境条件等

【8.2.1(4)　環境条件等】
・外部放出抑制設備に要求される環境条件等に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

　外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グロー
ブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，想定される重大事故等が発生した場合におい
ても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受
けない異なる区画又は離れた場所から操作可能な設計とする。

109
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(1)設備構成

【3.1.2.1(1)設備構成】
・環境条件等（保管場所）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・環境条件等（可搬型設備の保管場所，操作場所，アクセスルート）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(4)　環境条件等

【8.2.1(4)　環境条件等】
・外部放出抑制設備に要求される環境条件等に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・操作性の確保（接続性）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(5)　操作性の確保

【8.2.1(5)　操作性の確保】
・外部放出抑制設備に要求される操作性の確保に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(7)　試験・検査

【8.2.1(5)　操作性の確保】
・外部放出抑制設備に要求される操作性の確保に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

111

　外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，機能性能確認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持
するため，保修等が可能な設計とする。

112

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，想定される重大事故等が発生した場合においても設
置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放
射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設計とするとともに，高性能エア
フィルタによりMOX粉末を捕集した後のダクトに接続口を設けることで接続操作時に汚染が拡大しない
よう考慮することにより，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

110

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計と常設ダクトとの接続は，常設ダクトに測定口を設けて
可搬型ダンパ出口風速計の検出部を挿入する接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現
場での接続が可能な設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(9)　試験・検査

【8.2.1(6)　試験・検査】
・外部放出抑制設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(11)　試験・検査

【8.2.1(6)　試験・検査】
・外部放出抑制設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.1　外部放出抑
制設備
(2)　設計方針

【3.1.2.1(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.1　外部放出抑制
設備
(13)　試験・検査

【8.2.1(6)　試験・検査】
・外部放出抑制設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

　外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，通常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，員数確認，模擬入力による機能，性能の確認及び校正等が可能な設
計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替えが可能な設計とする。

115

　外部放出抑制設備のグローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，グローブボッ
クス排気フィルタユニット及び工程室排気フィルタユニットは，通常時において，重大事故等に対処す
るために必要な機能を確認するため，差圧の確認によりフィルタの目詰まりがないことの確認が可能な
設計とする。

114

　外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グロー
ブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，通常時において，重大事故等に対処するため
に必要な機能を確認するため，動作確認によりダンパの固着がないことの確認が可能な設計とする。

113
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
3.　施設の詳細設計方
針
3.5　核燃料物質等の
回収に係る設備

【3.5　核燃料物質等の回収に係る設備】
・核燃料物質等の回収に係る設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する説明書」にて説明することを記載する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-5　放射線管理施
設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書
2.　基本方針
2.2　重大事故等対処
設備に関する計測

【2.2　重大事故等対処設備に関する計測】
・閉じ込める機能の喪失の対処として，飛散した核燃料物質の回収するための工程室内の雰囲気を確
認するために設ける工程室放射線計測設備の基本方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリ
ング設備
8.3.2.1　工程室放射
線計測設備
(1)　機能

【8.3.2.1(1)　機能】
・工程室放射線計測設備に要求される機能について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

117
　工程室放射線計測設備は，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータで構成す
る。

118

　工程室放射線計測設備は，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策のうち，代替消火設
備，代替火災感知設備及び外部放出抑制設備を用いた一連の対策が完了し，工程室内雰囲気が安定した
状態であることを確認した後に，ウエス等の資機材によりMOX粉末を回収することから，当該作業の着
手判断として，可搬型ダストサンプラにより，工程室内の気相中のMOX粉末を捕集し，アルファ・ベー
タ線用サーベイメータにより，放射性物質の濃度を計測することで，工程室内雰囲気が安定した状態で
あることを確認できる設計とする。

119
　可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは,充電池又は乾電池を使用する設
計とする。

Ⅴ-1-5　放射線管理施
設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書
3.　放射線管理施設の
構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・共通要因故障の考慮（可搬型設備の位置的分散）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリ
ング設備
8.3.2.1　工程室放射
線計測設備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.3.2.1(2)　共通要因故障に対する考慮】
・工程室放射線計測設備に要求される共通要因故障に対する考慮に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし
120

116

第2章　個別項目
6.　放射線管理施設
6.1　放射線管理施設の基本方針
6.1.2　代替モニタリング設備
(1)　工程室放射線計測設備
　核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策のうち，代替消火設備，代替火災感知設備及び
外部放出抑制設備を用いた一連の対策が完了した後，工程室内の気相中における放射性物質の濃度を計
測することで，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認するために必要な核燃料物質等の回収
に使用する重大事故等対処設備として，工程室放射線計測設備を設ける設計とする。

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，故障時
のバックアップを含めて必要な数量を燃料加工建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保
管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

※補足すべき事項の対象なし3.　放射線管理施設の
構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・工程室放射線計測設備の設備構成，給電方式等の設計方針について説明する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-5　放射線管理施
設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書
3.　放射線管理施設の
構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・悪影響防止（独立性）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリ
ング設備
8.3.2.1　工程室放射
線計測設備
(3)　悪影響防止

【8.3.2.1(3)　悪影響防止】
・工程室放射線計測設備に要求される悪影響防止に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

122

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラは，工程室内の放射性物質濃度の測定に必要な容量の
充電池又は乾電池を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として１台，予備として故障時の
バックアップを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

3.　放射線管理施設の
構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・個数及び容量（個数）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

123

　工程室放射線計測設備のアルファ・ベータ線用サーベイメータは，工程室内の放射性物質濃度の測定
に必要な計測範囲を有するとともに，十分な容量の充電池又は乾電池を有する設計とする。また，保有
数は，必要数並びに予備として故障時のバックアップを含め，十分な台数を確保する設計とする。

3.　放射線管理施設の
構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

4.　放射線管理施設の
計測範囲及び警報動作
範囲
4.1　放射線管理施設
の計測範囲
4.2　放射線管理施設
の警報動作範囲

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・個数及び容量（検出器の種類，計測範囲）について説明する。

【4.1　放射線管理施設の計測範囲】
【4.2　放射線管理施設の警報動作範囲】
・個数及び容量（検出器の種類，計測範囲）について説明する。
また，アルファ・ベータ線用サーベイメータに警報装置を設ける必要がない考え方について，説明す
る。

＜工程室放射線計測設備に係る設計方針＞
⇒アルファ・ベータ線用サーベイメータにおける計測範囲，検出原理
について補足する。
・[補足閉込（SA）4]　アルファ・ベータ線用サーベイメータの検出原
理，計測範囲について

124

　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる工程室放射線計測設備の可搬型ダストサ
ンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，第1章共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の
「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

125

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，外部か
らの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所に保管
し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

126
　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，溢水量
を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護する設計とする。

127

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，内部発
生飛散物の影響を考慮し，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受け
ない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，他の設
備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

121

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリ
ング設備
8.3.2.1　工程室放射
線計測設備
(4)　環境条件等

【8.3.2.1(4)　環境条件等】
・工程室放射線計測設備に要求される環境条件等に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-5　放射線管理施
設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書
3.　放射線管理施設の
構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・操作性の確保（保管場所，操作場所及びアクセスルート）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリ
ング設備
8.3.2.1　工程室放射
線計測設備
(4)　環境条件等

【8.3.2.1(4)　環境条件等】
・工程室放射線計測設備に要求される環境条件等に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-5　放射線管理施
設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書
3.　放射線管理施設の
構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリ
ング設備
8.3.2.1　工程室放射
線計測設備
(6)　試験・検査

【8.3.2.1(6)　試験・検査】
・工程室放射線計測設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，想定さ
れる重大事故等が発生した場合においても設置に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない
場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設計により，
当該設備の設置が可能な設計とする。

128

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，通常時
において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，機能性能確認等が可能
な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とする。

129
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-5　放射線管理施
設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書
3.　放射線管理施設の
構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリ
ング設備
8.3.2.1　工程室放射
線計測設備
(8)　試験・検査

【8.3.2.1(6)　試験・検査】
・工程室放射線計測設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-5　放射線管理施
設に関する説明書

Ⅴ-1-5-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書
3.　放射線管理施設の
構成
3.2　代替モニタリン
グ設備
3.2.1　工程室放射線
計測設備

【3.2.1　工程室放射線計測設備】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.3　放射線管理施設
8.3.2　代替モニタリ
ング設備
8.3.2.1　工程室放射
線計測設備
(10)　試験・検査

【8.3.2.1(6)　試験・検査】
・工程室放射線計測設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

　工程室放射線計測設備のアルファ・ベータ線用サーベイメータは，通常時において，重大事故等に対
処するために必要な機能を確認するため，外観点検，模擬入力による機能，性能の確認及び校正が可能
な設計とする。

131

　工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラは，通常時において，重大事故等に対処するために必
要な機能を確認するため，動作確認が可能な設計とする。

130
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込め
る機能の喪失に対処す
るための設備に関する
説明書
3.　施設の詳細設計方
針
3.6　核燃料物質等の
閉じ込める機能の回復
に係る設備

【3.6　核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備】
・核燃料物質等の閉じ込める機能の回復に係る設備について説明する。
・詳細については，「Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて説明することを記載す
る。
・対処に係る電源，燃料については，「Ⅴ-1-6-1　所内電源設備に関する説明書」にて説明すること
を記載する。
・排気により放出される放射線管理施設については，「Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する説明書」に
て説明することを記載する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・代替グローブボックス排気設備の構成，系統構成について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(1)　機能

【8.2.2(1)　機能】
・代替グローブボックス排気設備に要求される機能について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

133

　代替グローブボックス排気設備は，グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ，
グローブボックス排気フィルタ，可搬型排風機付フィルタユニット，可搬型フィルタユニット及び可搬
型ダクトで構成する。

134

グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタは，
常設重大事故等対処施設と位置付け，設計基準対象の施設のグローブボックス排気設備の一部と兼用す
る設計とする。

135

　代替グローブボックス排気設備は，核燃料物質等の回収の一環として，設計基準対象の施設であるグ
ローブボックス排風機の復旧等に時間を要することが想定されるため，可搬型排風機付フィルタユニッ
ト，可搬型フィルタユニット及び可搬型ダクトを敷設及び接続し，可搬型ダクト及びグローブボックス
排気設備を接続した後，可搬型排風機付フィルタユニットを運転することで，工程室からグローブボッ
クス排気経路への気流を確保するとともに，可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユ
ニットに内蔵する合計４段の高性能エアフィルタによりMOX粉末を捕集できる設計とする。

136

　代替グローブボックス排気設備は，設計基準対象の施設のグローブボックス排気設備の排気機能を回
復することで，グローブボックスから間接的に工程室内の空気も排気することが可能であるため，グ
ローブボックス排気設備の排気機能のみ回復する設計とする。

137

代替グローブボックス排気設備は，排気により放出される放射性物質の濃度を測定するための放射線管
理施設の可搬型排気モニタリング設備を接続できる設計とする。
なお，放射線監視設備に係る設計方針については，第2章　個別項目の「6.放射線管理施設」に示す。

138
　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニットは，代替電源設備の燃料加工建屋
可搬型発電機の給電により駆動する設計とする。

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・共通要因故障の考慮（可搬型設備の位置的分散）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(2)　共通要因故障に
対する考慮

【8.2.2(2)　共通要因故障に対する考慮】
・代替グローブボックス排気設備に要求される共通要因故障に対する考慮に係る設計方針について説
明する。

※補足すべき事項の対象なし
139

第2章　個別項目
5.　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針
5.1.1　気体廃棄物の廃棄設備
5.1.1.2　重大事故等対処設備
(2)　代替グローブボックス排気設備
核燃料物質等の回収の一環として，グローブボックス排気設備の排気機能を回復し，工程室からグロー
ブボックス排気経路への気流を確保することで，工程室内のMOX粉末を回収する際の作業環境を確保す
るために必要な閉じ込める機能の回復に使用する重大事故等対処設備として，代替グローブボックス排
気設備を設ける設計とする。

132

　代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によってグローブボックス
排気設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，グローブボックス排気設備が設置される
燃料加工建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，燃料加工建屋
にも保管することで位置的分散を図る設計とする。燃料加工建屋に保管する場合はグローブボックス排
気設備と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3 1 2 2 代替グロー

【3.1.2.2(1)設備構成】
・代替グローブボックス排気設備の構成，系統構成について説明する。

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・代替グローブボックス排気設備のフィルタの捕集効率の考え方，給電方法等の設計方針について説
明する。

220



補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・悪影響防止（系統分離）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(4)　悪影響防止

【8.2.2(3)　悪影響防止】
・代替グローブボックス排気設備に要求される悪影響防止に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

141

　屋外に保管する代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，竜巻により飛来物とならないよう
必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(6)　悪影響防止

【8.2.2(3)　悪影響防止】
・代替グローブボックス排気設備に要求される悪影響防止に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・悪影響防止（回転体）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(8)　悪影響防止

【8.2.2(3)　悪影響防止】
・代替グローブボックス排気設備に要求される悪影響防止に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニットは，回転体が飛散することを防ぐ
ことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

142

　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，グローブボックス排気ダクトに設置す
るダンパ操作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての
系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

140
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

143

　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニットは，MOX粉末を可搬型排風機付
フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットの高性能エアフィルタで捕集しつつ，可搬型ダクトを介
して，外部に放出するために必要な排気風量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予
備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含め，十分な台数を確保する設計とす
る。

144
　また，代替グローブボックス排気設備の可搬型フィルタユニットの保有数は，必要数並びに予備とし
て故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含め，十分な台数を確保する設計とする。

145
　代替グローブボックス排気設備は，グローブボックス排気設備に対して，当該系統の範囲ごとに重大
事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

146

　地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替グローブボックス排気設備の常設重
大事故等対処設備，可搬型重大事故等対処設備は，第１章共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の
「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

147

　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止でき
る燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

148

　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットは，
外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所に
保管し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

149

　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工
建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とするか，又
は風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納するコンテナ等に対
して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

150

　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備，可搬型排風機付フィルタユニット及び可
搬型フィルタユニットは，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置又は保管，被水防護する設計
とする。

151

　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，内部
発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

152

　代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットは，
内部発生飛散物の影響を考慮し，燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所又は第２保管庫・貯水所の内部発
生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

153

　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，内部発生飛散物の影響を考慮し，燃料加工建屋の
内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・環境条件等（保管場所，操作場所）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・環境条件等（可搬型設備の保管場所，操作場所，アクセスルート）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(4)　環境条件等

【8.2.2(4)　環境条件等】
・代替グローブボックス排気設備に要求される環境条件等に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

【8.2.2(4)　環境条件等】
・代替グローブボックス排気設備に要求される環境条件等に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

　代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトの系統に設置するダンパの操作は，想
定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少
ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から操作可能な設計と
する。

154

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(4)　環境条件等

【3.1.2.2(1)設備構成】
・個数及び容量（個数）について説明する。

【3.1.2.2(2)設計方針】
・個数及び容量（ファン風速）について説明する。

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(1)　設備構成

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・環境条件等（保管場所，操作場所）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・環境条件等（可搬型設備の保管場所，操作場所，アクセスルート）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(4)　環境条件等

【8.2.2(4)　環境条件等】
・代替グローブボックス排気設備に要求される環境条件等に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・操作性の確保（接続性）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(6)　操作性の確保

【8.2.2(5)　操作性の確保】
・代替グローブボックス排気設備に要求される操作性の確保に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

　代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場
合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の
選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設計により，当該設
備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

155

　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトと代替グローブボックス排気設備のグローブボックス
排気ダクトとの接続は，フランジ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続
が可能な設計とする。

156

223



補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(1)　設備構成

【3.1.2.2(1)設備構成】
・操作性の確保（系統切り替えのためのダンパの設置）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・操作性の確保（接続性）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(8)　操作性の確保

【8.2.2(5)　操作性の確保】
・代替グローブボックス排気設備に要求される操作性の確保に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・操作性の確保（接続性）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(10)　操作性の確保

【8.2.2(5)　操作性の確保】
・代替グローブボックス排気設備に要求される操作性の確保に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(7)　試験・検査

【8.2.2(6)　試験・検査】
・代替グローブボックス排気設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

　代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相
互に使用することができるよう，フランジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。

158

　代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトは，通常時に使用する系統から速やか
に切り替えることができるよう，系統に必要なダンパを設ける設計とし，それぞれ簡易な接続及びダン
パの操作により安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる
設計とする。

157

　代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処す
るために必要な機能を確認するため，外観点検，機能性能確認等が可能な設計とする。また，当該機能
を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(10)　試験・検査

【8.2.2(6)　試験・検査】
・代替グローブボックス排気設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(12)　試験・検査

【8.2.2(6)　試験・検査】
・代替グローブボックス排気設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-4　放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1.2　閉じ込める機
能の喪失の対処
3.1.2.2　代替グロー
ブボックス排気設備
(2)　設計方針

【3.1.2.2(2)設計方針】
・試験・検査性（外観検査，動作確認等）について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8　系統施設の設計上
の考慮
8.2　放射性廃棄物の
廃棄施設
8.2.2　代替グローブ
ボックス排気設備
(14)　試験・検査

【8.2.2(6)　試験・検査】
・代替グローブボックス排気設備に要求される試験・検査に係る設計方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

　可搬型ダクトを使用した代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトの接続口は，
通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観の確認が可能な設計と
する。
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　代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処
するために必要な機能を確認するため，外観点検，員数確認，動作確認等が可能な設計とする。また，
当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

161

　代替グローブボックス排気設備のグローブボックス給気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタ
は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，差圧の確認によりフィ
ルタの目詰まりがないことの確認が可能な設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５②

展開要否 理由

1.1 使用済燃料プール温度（計測範囲，警報動作範囲，警報設定値） 〇

1.5 使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）の検出原理 〇

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防
止に関する説明書

【5.4.2　機能設計】 ＜代替消火設備に係る設計方針＞ [補足閉込
（SA）2] 遠隔消火装置の消火剤量の算出に係る確証試験結果

1.1 使用済燃料プール温度（計測範囲，警報動作範囲，警報設定値） 〇

1.5 使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）の検出原理 〇

1.1 使用済燃料プール温度（計測範囲，警報動作範囲，警報設定値） 〇

1.5 使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）の検出原理 〇

1.使用済燃料プール温度，使用済燃料プール水位，使用済燃料プール温度（ＳＡ）及び使用済燃
料プール水位・温度（ＳＡ広域）について

―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

1.2 使用済燃料プール水位（計測範囲，警報設定値） ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

1.3 使用済燃料プール温度（ＳＡ）（計測範囲） ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

1.4 使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）（計測範囲，警報動作範囲，警報設定値） ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

2.使用済燃料プール監視カメラについて ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

2.1 使用済燃料プール監視カメラの基本仕様 ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

2.2 使用済燃料プール監視カメラの視野概要 ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

2.3 蒸気雰囲気下での使用済燃料プール監視カメラの監視性確認について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

2.3.1 可視カメラと赤外線カメラの映像比較 ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

2.3.2 赤外線カメラのレンズに結露が発生した状況での監視について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

2.4 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

2.4.1 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の空気圧縮機，除湿器，冷却器の機能及び原理 ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

3.大量の水の漏えいその他要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合の監視
設備について

―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

4.使用済燃料プール監視設備の電源構成について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

1.概要 ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙1.シール機能維持に対する考え方について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙2.改良ＥＰＤＭ製シール材の適用性について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙3.改良ＥＰＤＭ製シール材における各試験について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙4.改良ＥＰＤＭ製シール材の圧縮永久ひずみ試験について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

可搬型ダンパ出口風速計の検出原理，計測範囲について

[補足閉込
（SA）3]

＜外部放出抑制設備に係る設計方
針＞

【5.4.2　機能設計】Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防
止に関する説明書

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防
止に関する説明書

【5.3.2　機能設計】 ＜代替感知設備に係る設計方針＞ [補足閉込
（SA）1]

代替火災感知設備の検出原理，計測範囲について

アルファ・ベータ線用サーベイメータの検出原理，計測範囲につ
いて

補足170-1【使用済燃料貯
蔵槽の温度，水位及び漏
えいを監視する装置の構
成並びに計測範囲及び警
報動作範囲について】

補足170-1【使用済燃料貯
蔵槽の温度，水位及び漏
えいを監視する装置の構
成並びに計測範囲及び警
報動作範囲について】

Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防
止に関する説明書

【5.4.2　機能設計】 ＜工程室放射線計測設備に係る設
計方針＞

[補足閉込
（SA）4]
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５②

別紙5.実機フランジ模擬試験の概要について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙6.改良ＥＰＤＭ製シール材における実機フランジ模擬試験結果の適用について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙7.改良ＥＰＤＭ製シール材の実機を模擬した小型フランジ試験について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙8.バックアップシール材のシール機能について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙9.バックアップシール材塗布による設計影響について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙10.トップヘッドフランジ等の開口量評価について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙11.経年劣化を考慮したシール機能について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙12.化学薬品や核分裂生成物のシール機能への影響について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙13.シール材の運転環境（放射線量，温度）の考慮について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙14.黒鉛製シール材について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙15.試験データの代表性・信頼性について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙16.フランジ開口量評価の妥当性について（構造解析との関連性） ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙17.原子炉格納容器のリーク発生順序及び各部位の裕度について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙18.所員用エアロック開口量評価に係る変形支点の変位の影響について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙19.格納容器隔離弁のＳＡ環境下における耐性確認試験の概要について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙20.移動式炉心内計装（ＴＩＰ：Traversing In-core Probe）系統爆破弁について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙21.重大事故等時におけるシール機能の追従性について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙22.フランジ部の永久変形の評価について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙23.200℃，2Pd の適用可能時間を過ぎてから用いる限界圧力・温度について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙24.原子炉格納容器貫通部リスト ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙25.重大事故等時の動荷重について ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

別紙26.代替循環冷却系の健全性 ―
MOX施設に同様または類似の設備がな
い。

補足-270-1【原子炉格納
施設の設計条件に関する
説明書に係る補足説明資
料（原子炉格納容器の重
大事故等時の閉じ込め機
能健全性について）】

「閉じ込める機能の喪失に対処するための設備」に係る補⾜説明について
⇒基本設計⽅針からの展開で抽出された補⾜すべき事項と発電炉の補⾜説明資料の説明項⽬を⽐較した結果，発電炉の計測範
囲，計測原理，警報動作範囲に関する設計⽅針について補⾜しており，同様の内容を補⾜していることから，追加の補⾜はな
い。
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補足説明すべき項目の抽出
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙５③

第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

4.
遠隔消火装置の消火剤量の算出
に係る確証試験結果

遠隔消火装置の消火機能の確
証試験及び消火剤量の算出に
係る試験結果について，説明
する。

[補足閉込
（ＳＡ）2]

-
対象となる設備がないため、
記載事項なし。

-
対象となる設備がないため、
記載事項なし。

○

遠隔消火装置の消火機能の確
証試験及び消火剤量の算出に
係る試験結果について，説明
する。

-
対象となる設備がないため、
記載事項なし。

・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

凡例

MOX燃料加工施設　補足説明資料 記載概要
補足すべき

事項

申請回次

1.
代替火災感知設備の検出原理，
計測範囲について

代替火災感知設備の検出原
理，計測範囲について説明す
る

[補足閉込
（ＳＡ）1]

-
対象となる設備がないため、
記載事項なし。

-
対象となる設備がないため、
記載事項なし。

○
火災状況確認用温度計の検出
原理，計測範囲について

-
対象となる設備がないため、
記載事項なし。

2.
可搬型ダンパ出口風速計の検出
原理，計測範囲について

可搬型ダンパ出口風速計の検
出原理，計測範囲について説
明する

[補足閉込
（ＳＡ）3]

-
対象となる設備がないため、
記載事項なし。

アルファ・ベータ線用サーベ
イメータの検出原理，計測範
囲について

-

-
対象となる設備がないため、
記載事項なし。

○
可搬型ダンパ出口風速計の検
出原理，計測範囲について

-

-
対象となる設備がないため、
記載事項なし。

-
対象となる設備がないため、
記載事項なし。

○
対象となる設備がないため、
記載事項なし。

対象となる設備がないため、
記載事項なし。

3.
アルファ・ベータ線用サーベイ
メータの検出原理，計測範囲に
ついて

アルファ・ベータ線用サーベ
イメータの検出原理，計測範
囲について説明する

[補足閉込
（ＳＡ）4]
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別紙６① 

基本設計⽅針の第 2 回申請範囲 

 

全体 第 2回申請範囲 

第 1章 共通項目 

4. 閉じ込めの機能 

4.3 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

MOX 燃料加工施設の事業(変更)許可において想定している重大事故は，核燃料物質等を閉じ込める

機能の喪失であり，露出した MOX 粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックス(以

下「重大事故の発生を仮定するグローブボックス」という。)で火災が発生し，設計基準対象の施設と

して機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消

火機能が，外的事象の「地震」又は内的事象の「動的機器の多重故障」で喪失することにより火災が

継続し，核燃料物質等が火災により発生する気流によって気相中へ移行し，大気中へ放射性物質が放

出されることである。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処では，火災の継続時間に応じて，外部への放射性物質

の総放出量が増加するため，速やかに火災の確認及び消火を実施することにより，外部への放射性物

質の放出を低減させる。 

また，火災の影響を受けた MOX 粉末の外部への放出経路を速やかに遮断する対策を実施することに

より，外部への放射性物質の放出を低減させる。 

上記対策後，核燃料物質等を回収するための作業環境を確保するため，核燃料物質等の閉じ込める

機能を回復させるための対策を実施し，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認した後に核

燃料物質の回収作業を実施する。 

MOX 燃料加工施設は，上記の核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するため，核燃料物質等

の飛散又は漏えいを防止し，飛散又は漏えいした核燃料物質等を回収するとともに，核燃料物質等を

閉じ込める機能を回復するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。 

閉じ込める機能の喪失に対処するための設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス，代

替火災感知設備，代替消火設備，外部放出抑制設備，工程室放射線計測設備及び代替グローブボック

ス排気設備で構成する。 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスは，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した

場合においても，グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。 

なお，重大事故の発生を仮定するグローブボックスの設計方針については，第 2章 個別項目の「1. 

成形施設」に示す。 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグ

ローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認し

た場合，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災を速やかに確認するとともに，

核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を速やかに消火するために必要な重大事故等対処

設備として，代替火災感知設備及び代替消火設備を設ける設計とする。 

なお，代替火災感知設備及び代替消火設備の設計方針については，第 2章 個別項目の「7.1.1 火

災防護設備」に示す。 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグ

ローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が喪失し，重大事

第 1章 共通項目 

4. 閉じ込めの機能 

4.3 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

MOX 燃料加工施設の事業(変更)許可において想定している重大事故は，核燃料物質等を閉じ込める

機能の喪失であり，露出した MOX 粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックス(以

下「重大事故の発生を仮定するグローブボックス」という。)で火災が発生し，設計基準対象の施設と

して機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消

火機能が，外的事象の「地震」又は内的事象の「動的機器の多重故障」で喪失することにより火災が

継続し，核燃料物質等が火災により発生する気流によって気相中へ移行し，大気中へ放射性物質が放

出されることである。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処では，火災の継続時間に応じて，外部への放射性物質

の総放出量が増加するため，速やかに火災の確認及び消火を実施することにより，外部への放射性物

質の放出を低減させる。 

また，火災の影響を受けた MOX 粉末の外部への放出経路を速やかに遮断する対策を実施することに

より，外部への放射性物質の放出を低減させる。 

上記対策後，核燃料物質等を回収するための作業環境を確保するため，核燃料物質等の閉じ込める

機能を回復させるための対策を実施し，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認した後に核

燃料物質の回収作業を実施する。 

MOX 燃料加工施設は，上記の核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するため，核燃料物質等

の飛散又は漏えいを防止し，飛散又は漏えいした核燃料物質等を回収するとともに，核燃料物質等を

閉じ込める機能を回復するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。 

閉じ込める機能の喪失に対処するための設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス，代

替火災感知設備，代替消火設備，外部放出抑制設備，工程室放射線計測設備及び代替グローブボック

ス排気設備で構成する。 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスは，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した

場合においても，グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。 

なお，重大事故の発生を仮定するグローブボックスの設計方針については，第 2章 個別項目の「1. 

成形施設」に示す。 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグ

ローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認し

た場合，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災を速やかに確認するとともに，

核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を速やかに消火するために必要な重大事故等対処

設備として，代替火災感知設備及び代替消火設備を設ける設計とする。 

なお，代替火災感知設備及び代替消火設備の設計方針については，第 2章 個別項目の「7.1.1 火

災防護設備」に示す。 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグ

ローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が喪失し，重大事
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別紙６① 

基本設計⽅針の第 2 回申請範囲 

 

全体 第 2回申請範囲 

故の発生を仮定するグローブボックス内において火災が発生及び継続した場合，火災の影響を受けた

MOX 粉末がグローブボックス内及び工程室内の気相中に移行し，グローブボックス排気設備及び工程

室排気設備が外部への放出経路となり得ることから，速やかに放出経路を遮断するために必要な重大

事故等対処設備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。 

なお，外部放出抑制設備の設計方針については，第 2 章 個別項目の「5.1.1 気体廃棄物の廃棄

設備」に示す。 

核燃料物質等の回収については，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認した後に実施す

るものとし，回収作業時の MOX 粉末の舞い上がりを考慮してサイクロン集塵機等の設備は用いず，ウ

エス等の資機材により MOX 粉末を回収することから，核燃料物質等を回収するために必要な重大事故

等対処設備は設けない。ただし，回収作業に着手する判断として，工程室内雰囲気が安定した状態で

あることを確認するために必要な重大事故等対処設備として，工程室放射線計測設備を設ける設計と

する。 

なお，工程室放射線計測設備の設計方針については，第 2 章 個別項目の「6.1.2 代替モニタリ

ング設備」に示す。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，核燃料物質等の回収の一環として，設計基準対象の施設

であるグローブボックス排風機の復旧等に時間を要することが想定されるため，可搬型排風機付フィ

ルタユニット等をグローブボックス排気設備に接続し，工程室からグローブボックス排気経路への気

流を確保することで工程室内の MOX 粉末を回収する際の作業環境を確保する。これらの可搬型排風機

付フィルタユニット等により工程室内のMOX粉末を回収する際の作業環境を確保するために必要な重

大事故等対処設備として，代替グローブボックス排気設備を設ける設計とする。 

なお，代替グローブボックス排気設備の設計方針については，第 2 章 個別項目の「5.1.1 気体

廃棄物の廃棄設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故の発生を仮定するグローブボックス内において火災が発生及び継続した場合，火災の影響を受けた

MOX 粉末がグローブボックス内及び工程室内の気相中に移行し，グローブボックス排気設備及び工程

室排気設備が外部への放出経路となり得ることから，速やかに放出経路を遮断するために必要な重大

事故等対処設備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。 

なお，外部放出抑制設備の設計方針については，第 2 章 個別項目の「5.1.1 気体廃棄物の廃棄

設備」に示す。 

核燃料物質等の回収については，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認した後に実施す

るものとし，回収作業時の MOX 粉末の舞い上がりを考慮してサイクロン集塵機等の設備は用いず，ウ

エス等の資機材により MOX 粉末を回収することから，核燃料物質等を回収するために必要な重大事故

等対処設備は設けない。ただし，回収作業に着手する判断として，工程室内雰囲気が安定した状態で

あることを確認するために必要な重大事故等対処設備として，工程室放射線計測設備を設ける設計と

する。 

なお，工程室放射線計測設備の設計方針については，第 2 章 個別項目の「6.1.2 代替モニタリ

ング設備」に示す。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，核燃料物質等の回収の一環として，設計基準対象の施設

であるグローブボックス排風機の復旧等に時間を要することが想定されるため，可搬型排風機付フィ

ルタユニット等をグローブボックス排気設備に接続し，工程室からグローブボックス排気経路への気

流を確保することで工程室内の MOX 粉末を回収する際の作業環境を確保する。これらの可搬型排風機

付フィルタユニット等により工程室内のMOX粉末を回収する際の作業環境を確保するために必要な重

大事故等対処設備として，代替グローブボックス排気設備を設ける設計とする。 

なお，代替グローブボックス排気設備の設計方針については，第 2 章 個別項目の「5.1.1 気体

廃棄物の廃棄設備」に示す。 
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第 2章 個別項目 

1. 成形施設 

1.2 粉末調整工程 

1.2.2 主要設備の系統構成 

(2) 一次混合設備 

露出した MOX 粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックスである予備混合

装置グローブボックスを常設重大事故等対処設備と位置づけ，重大事故等が発生した場合におい

て，グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。 

常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，重大事故時におけるグロー

ブボックス内の火災により上昇する温度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故等対処設備である予備

混合装置グローブボックスは，第 1章 共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．地

震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，外部からの衝撃による損傷

を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，溢水量を考慮し，影響を受

けない高さへの設置，被水防護する設計とする。 

常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは，内部発生飛散物の影響を受

けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

(3) 二次混合設備 

露出した MOX 粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックスである均一化混

合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスを常

設重大事故等対処設備と位置づけ，重大事故等が発生した場合において，グローブボックスから

の核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。 

常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス

及び添加剤混合装置グローブボックスは，重大事故時におけるグローブボックス内の火災により

上昇する温度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故等対処設備である均一

化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックス

は，第 1章 共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス

及び添加剤混合装置グローブボックスは，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋

第 2章 個別項目 

1. 成形施設 

1.2 粉末調整工程 

1.2.2 主要設備の系統構成 

(2) 一次混合設備 

(重大事故の発生を仮定するグローブボックスである予備混合装置グローブボックスに係る設

計方針は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスである予備混合装置グローブボックスを

申請する申請書で示す。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 二次混合設備 

(重大事故の発生を仮定するグローブボックスである均一化混合装置グローブボックス，造粒

装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスに係る設計方針は，重大事故の発生

を仮定するグローブボックスである均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボック

ス及び添加剤混合装置グローブボックスを申請する申請書で示す。) 
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に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス

及び添加剤混合装置グローブボックスは，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水

防護する設計とする。 

常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス

及び添加剤混合装置グローブボックスは，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置すること

により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

(5) スクラップ処理設備 

露出した MOX 粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックスである回収粉末

処理・混合装置グローブボックスを常設重大事故等対処設備と位置づけ，重大事故等が発生した

場合において，グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とす

る。 

常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボックスは，重大事故時にお

けるグローブボックス内の火災により上昇する温度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故等対処設備である回収

粉末処理・混合装置グローブボックスは，第１章 共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の

「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボックスは，外部からの衝撃

による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボックスは，溢水量を考慮し，

影響を受けない高さへの設置，被水防護する設計とする。 

常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボックスは，内部発生飛散物

の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

 

1.3 ペレット加工工程 

1.3.1 ペレット加工工程の構成 

(1) 圧縮成形設備 

露出した MOX 粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックスであるプレス装

置(プレス部)グローブボックスを常設重大事故等対処設備と位置づけ，重大事故等が発生した場

合において，グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。 

常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックスは，重大事故時におけ

るグローブボックス内の火災により上昇する温度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(5) スクラップ処理設備 

(重大事故の発生を仮定するグローブボックスである回収粉末処理・混合装置グローブボック

スに係る設計方針は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスである回収粉末処理・混合装

置グローブボックスを申請する申請書で示す。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ペレット加工工程 

1.3.1 ペレット加工工程の構成 

(1) 圧縮成形設備 

 (重大事故の発生を仮定するグローブボックスであるプレス装置(プレス部)グローブボックス

に係る設計方針は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスであるプレス装置(プレス部)グ

ローブボックスを申請する申請書で示す。) 
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地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故等対処設備であるプレ

ス装置(プレス部)グローブボックスは，第 1 章 共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の

「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックスは，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックスは，溢水量を考慮し，

影響を受けない高さへの設置，被水防護する設計とする。 

常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックスは，内部発生飛散物の

影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 
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第 2章 個別項目 

7. その他の加工施設 

7.1 非常用設備 

7.1.1 火災防護設備 

7.1.1.2 重大事故等対処設備 

7.1.1.2.1 代替火災感知設備 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，重大事故の発生を仮

定するグローブボックス内の火災源近傍の温度を計測することで，核燃料物質等の飛散

又は漏えいの原因となる火災を確認し，消火の実施を判断するために必要な核燃料物質

等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設備として，代替

火災感知設備を設ける設計とする。 

代替火災感知設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源近傍に

設置する測温抵抗体及び中央監視室に設置する端子盤を有する火災状況確認用温度計

並びに火災状況確認用温度計で計測した火災源近傍の温度を表示する火災状況確認用

温度表示装置及び可搬型グローブボックス温度表示端末で構成する。 

代替火災感知設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災を

確認し，遠隔消火装置による消火の実施を判断するため，火災状況確認用温度計及び火

災状況確認用温度計に接続して設置する火災状況確認用温度表示装置の組合せにより，

中央監視室にて重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災源近傍の

温度を確認できる設計とする。代替火災感知設備のうち，火災状況確認用温度表示装置

を 1台設置する設計とする。 

火災状況確認用温度表示装置を使用できない場合は，火災状況確認用温度計に中央監

視室から可搬型グローブボックス温度表示端末を接続することで，重大事故の発生を仮

定するグローブボックス内における火災源近傍の温度を確認できる設計とする。 

可搬型グローブボックス温度表示端末は，乾電池を使用する設計とする。 

火災状況確認用温度表示装置は，充電池を使用する設計とする。 

代替火災感知設備は，環境条件を考慮することに加え，内蔵する充電池の給電により

動作する火災状況確認用温度表示装置又は乾電池の給電により動作する可搬型グロー

ブボックス温度表示端末で火災源近傍の温度を確認できる設計とすることで，非常用所

内電源設備の給電により動作する火災防護設備のグローブボックス温度監視装置に対

して給電方式の多様性を図る設計とする。 

また，火災状況確認用温度計で計測した火災源近傍の温度は火災状況確認用温度表示

装置に表示することで確認できる設計とするとともに，静的機器のみで構成する火災状

況確認用温度計に可搬型グローブボックス温度表示端末を接続することにより，計測し

た火災源近傍の温度を確認できる設計とすることで，火災防護設備のグローブボックス

温度監視装置に対して独立性を有する設計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，共通要因によって火災

第 2章 個別項目 

7. その他の加工施設 

7.1 非常用設備 

7.1.1 火災防護設備 

7.1.1.2 重大事故等対処設備 

(重大事故等対処設備に係る設計方針は， 重大事故等対処設備を申請する申請書で示す。) 
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防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大事故等対

処設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，火災防護設備のグローブボ

ックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備が設置される建

屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，燃料加工

建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。燃料加工建屋に保管する場合は

火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大事故

等対処設備と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。 

代替火災感知設備の火災状況確認用温度計は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若

しくは分離された状態からコネクタ接続により重大事故等対処設備としての系統構成

とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替火災感知設備の火災状況確認用温度計は，重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックス内における火災源近傍の温度を確認するため，重大事故時に想定される変動範囲

を監視可能な計測範囲を有する設計とするとともに，重大事故の発生を仮定するグロー

ブボックス内の火災源となる9箇所に対してそれぞれの火災源近傍の温度を計測できる

設計とする。 

代替火災感知設備の火災状況確認用温度表示装置は，代替消火設備及び外部放出抑制

設備を用いた重大事故等対策が完了するまでの間，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス内における火災源近傍の温度を確認するために必要な容量の充電池を有する

設計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，代替消火設備及び外部

放出抑制設備を用いた重大事故等対策が完了するまでの間，重大事故の発生を仮定する

グローブボックス内における火災源近傍の温度を確認するために必要な容量の乾電池

を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として 1台，予備として故障時のバッ

クアップを 1台の合計 2台以上を確保する設計とする。 

代替火災感知設備は，火災防護設備のグローブボックス温度監視装置の安全機能の喪

失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等に対処することから，当該系統

の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を 1セット確保する設計とする。 

代替火災感知設備は，耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響を受けない場所

に設置することで，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災により

上昇する温度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を維持できる設計

とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替火災感知設備の火

災状況確認用温度計及び可搬型グローブボックス温度表示端末は，第 1章 共通項目の

「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止で
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きる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，外部からの衝撃による

損傷を防止できる燃料加工建屋，第 1保管庫・貯水所又は第 2保管庫・貯水所に保管し，

風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備，可搬型グローブボックス温度表示端末

は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置又は保管，被水防護する設計とする。 

代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を受けない場

所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，内部発生飛散物の影響

を考慮し，燃料加工建屋，第 1保管庫・貯水所又は第 2保管庫・貯水所の内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替火災感知設備

の火災状況確認用温度表示装置は，自然現象，人為事象，溢水，火災及び内部発生飛散

物に対して代替設備による機能の確保，修理の対応により重大事故等に対処するための

機能を損なわない設計とする。 

また，重大事故等に対処するための機能が確保できない場合には，関連する工程を停

止すること等を保安規定に定めて，管理する。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，想定される重大事故等

が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない場所の選定として，中央監視室で操作可能な設計とすることによ

り，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末と代替火災感知設備の火

災状況確認用温度計との接続は，コネクタ接続に統一することにより，速やかに，容易

かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，容易かつ確実に接続で

き，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，コネクタ接続又はより簡便

な接続方式を用いる設計とする。 

代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，独立して外観点検，機能性能確認等が可能な設

計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，通常時において，重大

事故等に対処するために必要な機能を確認するため，独立して動作確認が可能な設計と

する。 
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7.1.1.2.2 代替消火設備 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，重大事故の発生を仮

定するグローブボックス内の火災源に対し消火剤を放出することで，核燃料物質等の飛

散又は漏えいの原因となる火災を消火するために必要な核燃料物質等を閉じ込める機

能の喪失の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設備として，代替消火設備を設置す

る設計とする。 

代替消火設備である遠隔消火装置は，消火ガスボンベ，消火ガス配管，消火ノズル等

の消火剤を放出する流路及び遠隔消火装置を起動するために起動用配管内に充填する

圧力を開放する系統で構成する。また，起動用配管内に充填する圧力を開放する系統は，

盤の手動操作により電磁弁を開放することで起動用配管内の圧力を開放する手段及び

手動操作により圧力開放用の弁を開放することで起動用配管内の圧力を開放する手段

を有する系統とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る

設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能

又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認し，重大事故の発生を仮定する

グローブボックス内における火災の発生を確認した場合には，速やかに火災を消火する

ため，中央監視室に設置する盤の手動操作により電磁弁を開放することで起動用配管内

の圧力を開放し，起動用配管内の圧力により通常閉止している消火ガスボンベのばね式

の弁が自動的に開放することによって，消火ガスボンベから消火剤を放出できる設計と

する。 

中央監視室に設置する盤等が使用できない場合は，中央監視室近傍に設置する圧力開

放用の弁を手動操作により開放することで起動用配管内の圧力を開放し，起動用配管内

の圧力により通常閉止している消火ガスボンベのばね式の弁が自動的に開放すること

によって，消火ガスボンベから消火剤を放出できる設計とする。また，遠隔消火装置の

中央監視室近傍で操作する圧力開放用の弁は，重大事故に対処するための機能を発揮す

ることができるよう並列に 2重化する設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置の消火ノズルは，消火剤を放出する対象となるオイルパ

ンの全面に対して消火剤を放出できる位置に設置することで，確実に火災を消火できる

設計とする。 

遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源となる 9箇

所に対し，それぞれ消火できるよう設置する設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置のうち中央監視室に設置する盤の手動操作にて起動す

るために必要な設備は，所内電源設備の一部である受電開閉設備等の給電により起動す

る設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，環境条件を考慮することに加え，中央監視室に設置

する盤の手動操作又は中央監視室近傍に設置する圧力開放用の弁の手動操作により圧

力を充填する起動用配管内の圧力を開放し，消火ガスボンベから消火剤を放出できる設
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計とすることで，自動起動する火災防護設備のグローブボックス消火装置に対して動作

原理の多様性を図る設計とする。 

また，遠隔消火装置は，電源を必要とせずに起動又は内蔵する蓄電池の給電により起

動できる設計とすることで，非常用所内電源設備の給電により起動する火災防護設備の

グローブボックス消火装置に対して給電方式の多様性を図る設計とする。 

さらに，遠隔消火装置は，火災源となる潤滑油に設置したオイルパンに対して局所的

に消火剤を放出又はオイルパンを内包する機器筐体に対して局所的に消火剤を放出す

る設計とすることで，グローブボックス全体に対して消火剤を放出し窒息消火を行う火

災防護設備のグローブボックス消火設備に対して消火方式の多様性を図る設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内にお

ける火災を消火するため，検証試験によって消火性能が確認された消火剤を使用すると

ともに，全域放出方式の場合は消防法施行規則第 20 条に基づき算出する消火剤量又は

局所放出方式の場合は検証試験結果を基に火災源となる潤滑油に対して設置したオイ

ルパンの燃焼面積に対して必要な消火剤量に余裕を考慮した消火剤量を有する設計と

するとともに，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源となる９箇所に

対してそれぞれ消火できる設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，火災防護設備のグローブボックス消火装置の安全機

能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等に対処することから，当

該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を 1セット確保する設計とする。 

代替消火設備は，耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響を受けない場所に設

置することで，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災により上昇

する温度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替消火設備の遠隔消

火装置のうち弁の手動操作により起動するための系統及び消火剤を放出する系統に係

る設備は，第 1章 共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建

屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被

水防護する設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置するこ

とにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 
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内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替消火設備の遠

隔消火装置の中央監視室に設置する盤の手動操作にて起動するために必要な設備は，自

然現象，人為事象，溢水，火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，

修理の対応により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。 

また，重大事故等に対処するための機能が確保できない場合には，関連する工程を停

止すること等を保安規定に定めて，管理する。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，想定される重大事故等が発生した場合においても操

作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の

影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から操作可能な設計又は中央監視室で

操作可能な設計とする。 

代替消火設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認す

るため，独立して外観点検，機能性能確認等が可能な設計とする。また，当該機能を健

全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，通常時において，重大事故等に対処するために必要

な機能を確認するため，独立して機器付きの圧力計により遠隔消火装置の起動用配管に

おける系統内の圧力が所定値以上であることの確認が可能な設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置のうち中央監視室近傍に設置する圧力開放用の弁は，通

常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，独立して動作

確認により2重化されたそれぞれの圧力開放用の弁に固着がないことの確認が可能な設

計とする。 
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第 2章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針 

5.1.1 気体廃棄物の廃棄設備 

5.1.1.2 重大事故等対処設備 

(1) 外部放出抑制設備 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，グローブボックス排気設

備及び工程室排気設備の流路を遮断することで，火災の影響によりグローブボックス内及び

工程室内の気相中に移行した MOX 粉末が，外部へ放出されることを可能な限り防止するため

に必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に使用する重大事故等対処

設備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。 

外部放出抑制設備は，グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ，グ

ローブボックス排気フィルタ，グローブボックス排気フィルタユニット，工程室排気ダクト，

工程室排気フィルタユニット，グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口

手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ，工程室排気閉止ダンパ及び可搬型ダンパ出

口風速計で構成する。外部放出抑制設備のうち，グローブボックス排風機入口手動ダンパを

2 基，工程室排風機入口手動ダンパを 2 基，グローブボックス排気閉止ダンパを 2 基，工程

室排気閉止ダンパを 2基設置する設計とする。 

グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フ

ィルタ，グローブボックス排気フィルタユニット，グローブボックス排風機入口手動ダンパ

及びグローブボックス排気閉止ダンパは，常設重大事故等対処設備と位置づけ，設計基準対

象の施設のグローブボックス排気設備の一部と兼用する設計とする。 

工程室排気ダクト，工程室排気フィルタユニット，工程室排風機入口手動ダンパ及び工程

室排気閉止ダンパは，常設重大事故等対処設備と位置づけ，設計基準対象の施設の工程室排

気設備の一部と兼用する設計とする。 

外部放出抑制設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の

施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボック

ス消火装置の消火機能が喪失した場合には，放出経路となり得るグローブボックスからの排

気系に設置するグローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室からの排気系に設置する工程

室排気閉止ダンパを中央監視室に設置する盤の手動操作により駆動動力源の窒素を当該ダ

ンパに供給することで閉止できる設計とする。 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパが使用できない場合は，放出

経路となり得るグローブボックスからの排気系に設置するグローブボックス排風機入口手

動ダンパ及び工程室からの排気系に設置する工程室排風機入口手動ダンパを地下1階の現場

にて手動操作により閉止できる設計とする。 

上記のダンパの閉止が完了するまでの間，火災の影響を受けてグローブボックス内又は工

程室内の気相中に飛散又は漏えいした MOX 粉末は，火災によって生ずる気流に押し流されて

第 2章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針 

5.1.1 気体廃棄物の廃棄設備 

5.1.1.2 重大事故等対処設備 

(1) 外部放出抑制設備 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，グローブボックス排気設

備及び工程室排気設備の流路を遮断することで，火災の影響によりグローブボックス内及び

工程室内の気相中に移行した MOX 粉末が，外部へ放出されることを可能な限り防止するため

に必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に使用する重大事故等対処

設備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。 

外部放出抑制設備は，グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ，グ

ローブボックス排気フィルタ，グローブボックス排気フィルタユニット，工程室排気ダクト，

工程室排気フィルタユニット，グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口

手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ，工程室排気閉止ダンパ及び可搬型ダンパ出

口風速計で構成する。外部放出抑制設備のうち，グローブボックス排風機入口手動ダンパを

2 基，工程室排風機入口手動ダンパを 2 基，グローブボックス排気閉止ダンパを 2 基，工程

室排気閉止ダンパを 2基設置する設計とする。 

グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フ

ィルタ，グローブボックス排気フィルタユニット，グローブボックス排風機入口手動ダンパ

及びグローブボックス排気閉止ダンパは，常設重大事故等対処設備と位置づけ，設計基準対

象の施設のグローブボックス排気設備の一部と兼用する設計とする。 

工程室排気ダクト，工程室排気フィルタユニット，工程室排風機入口手動ダンパ及び工程

室排気閉止ダンパは，常設重大事故等対処設備と位置づけ，設計基準対象の施設の工程室排

気設備の一部と兼用する設計とする。 

外部放出抑制設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の

施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボック

ス消火装置の消火機能が喪失した場合には，放出経路となり得るグローブボックスからの排

気系に設置するグローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室からの排気系に設置する工程

室排気閉止ダンパを中央監視室に設置する盤の手動操作により駆動動力源の窒素を当該ダ

ンパに供給することで閉止できる設計とする。 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパが使用できない場合は，放出

経路となり得るグローブボックスからの排気系に設置するグローブボックス排風機入口手

動ダンパ及び工程室からの排気系に設置する工程室排風機入口手動ダンパを地下1階の現場

にて手動操作により閉止できる設計とする。 

上記のダンパの閉止が完了するまでの間，火災の影響を受けてグローブボックス内又は工

程室内の気相中に飛散又は漏えいした MOX 粉末は，火災によって生ずる気流に押し流されて
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外部に放出されることから，これを抑制するため，グローブボックス排気設備及び工程室排

気設備に設置された高性能エアフィルタで MOX 粉末を捕集できる設計とする。 

また，上記のダンパの閉止によりグローブボックス排気設備及び工程室排気設備からの外

部への放出経路が遮断されたことを確認するため，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工

程室排気閉止ダンパの出口側のダクトに可搬型ダンパ出口風速計を接続し，ダクト内の風速

を計測できる設計とする。 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，所内電源設備の一部であ

る受電開閉設備等の給電により中央監視室に設置する盤の手動操作が可能な設計とする。 

可搬型ダンパ出口風速計は，乾電池を使用する設計とする。 

外部放出抑制設備のグローブボックス排気設備及び工程室排気設備の流路を遮断する手

段については，中央監視室に設置する盤の手動操作により駆動動力源の窒素を供給すること

で閉止するグローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパ並びに地下1階の現

場にて手動操作により閉止できるグローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風

機入口手動ダンパを設置することで，多重性を確保した設計とする。 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，燃料加工建屋から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した外部保管エリアに保管するとともに，燃料加工建屋にも保管することで位置的分

散を図る設計とする。 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，グローブボックス排風機入口手動ダン

パ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダ

ンパの操作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設

備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，他の設備から独立して単独で使用可能な

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，グローブボックス排気設備及び工程室排

気設備の放出経路遮断後におけるダンパ出口のダクト内風速を確認するため，重大事故時に

想定される変動範囲を監視可能な計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数

並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含め，十分な台数

を確保する設計とする。 

外部放出抑制設備は，グローブボックス排気設備，工程室排気設備に対して，当該系統の

範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を 1セット確保する設計とする。 

外部放出抑制設備は，耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響を受けない場所に設

置することで，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災により上昇する

温度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる外部放出抑制設備の常設重

大事故等対処設備，可搬型ダンパ出口風速計は，第 1 章 共通項目の「8.2 重大事故等対

処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

外部に放出されることから，これを抑制するため，グローブボックス排気設備及び工程室排

気設備に設置された高性能エアフィルタで MOX 粉末を捕集できる設計とする。 

また，上記のダンパの閉止によりグローブボックス排気設備及び工程室排気設備からの外

部への放出経路が遮断されたことを確認するため，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工

程室排気閉止ダンパの出口側のダクトに可搬型ダンパ出口風速計を接続し，ダクト内の風速

を計測できる設計とする。 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，所内電源設備の一部であ

る受電開閉設備等の給電により中央監視室に設置する盤の手動操作が可能な設計とする。 

 

外部放出抑制設備のグローブボックス排気設備及び工程室排気設備の流路を遮断する手

段については，中央監視室に設置する盤の手動操作により駆動動力源の窒素を供給すること

で閉止するグローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパ並びに地下1階の現

場にて手動操作により閉止できるグローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風

機入口手動ダンパを設置することで，多重性を確保した設計とする。 

 

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，グローブボックス排風機入口手動ダン

パ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダ

ンパの操作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設

備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備は，グローブボックス排気設備，工程室排気設備に対して，当該系統の

範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を 1セット確保する設計とする。 

外部放出抑制設備は，耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響を受けない場所に設

置することで，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災により上昇する

温度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる外部放出抑制設備の常設重

大事故等対処設備は，第 1章 共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 
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外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

燃料加工建屋，第 1保管庫・貯水所又は第 2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備及び可搬型ダンパ出口風速計は，溢水量を考

慮し，影響を受けない高さへの設置又は保管，被水防護する設計とする。 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を受けない場所に

設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，内部発生飛散物の影響を考慮し，燃料加

工建屋，第 1保管庫・貯水所又は第 2保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる外部放出抑制設備のグ

ローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，自然現象，人為事象，溢水，

火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，修理の対応により重大事故等

に対処するための機能を損なわない設計とする。 

また，重大事故等に対処するための機能が確保できない場合には，関連する工程を停止す

ること等を保安規定に定めて，管理する。 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，想定される重大事故等

が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所

の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画又は離れた場所から操作可能な設計とす

る。 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない

場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設

計とするとともに，高性能エアフィルタにより MOX 粉末を捕集した後のダクトに接続口を設

けることで接続操作時に汚染が拡大しないよう考慮することにより，当該設備の設置及び常

設設備との接続が可能な設計とする。 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計と常設ダクトとの接続は，常設ダクトに測定

口を設けて可搬型ダンパ出口風速計の検出部を挿入する接続に統一することにより，速やか

に，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，外観点検，機能性能確認等が可能な設計とする。また，

当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへ

の設置，被水防護する設計とする。 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を受けない場所に

設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる外部放出抑制設備のグ

ローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，自然現象，人為事象，溢水，

火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，修理の対応により重大事故等

に対処するための機能を損なわない設計とする。 

また，重大事故等に対処するための機能が確保できない場合には，関連する工程を停止す

ること等を保安規定に定めて，管理する。 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，想定される重大事故等

が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所

の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画又は離れた場所から操作可能な設計とす

る。 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない

場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設

計とするとともに，高性能エアフィルタにより MOX 粉末を捕集した後のダクトに接続口を設

けることで接続操作時に汚染が拡大しないよう考慮することにより，当該設備の設置及び常

設設備との接続が可能な設計とする。 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計と常設ダクトとの接続は，常設ダクトに測定

口を設けて可搬型ダンパ出口風速計の検出部を挿入する接続に統一することにより，速やか

に，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，外観点検，機能性能確認等が可能な設計とする。また，

当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン
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パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，通常時において，重大

事故等に対処するために必要な機能を確認するため，動作確認によりダンパの固着がないこ

との確認が可能な設計とする。 

外部放出抑制設備のグローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，グ

ローブボックス排気フィルタユニット及び工程室排気フィルタユニットは，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，差圧の確認によりフィルタの

目詰まりがないことの確認が可能な設計とする。 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，外観点検，員数確認，模擬入力による機能，性能の確認

及び校正等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替えが可能な設

計とする。 
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事故等に対処するために必要な機能を確認するため，動作確認によりダンパの固着がないこ
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外部放出抑制設備のグローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，グ

ローブボックス排気フィルタユニット及び工程室排気フィルタユニットは，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，差圧の確認によりフィルタの

目詰まりがないことの確認が可能な設計とする。 

 

 

 

（可搬型ダンパ出口風速計に係る基本設計方針については，可搬型ダンパ出口風速計の詳

細設計の対象となる申請書で示す。） 
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第 2章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

6.1 放射線管理施設の基本方針 

6.1.2 代替モニタリング設備 

(1) 工程室放射線計測設備 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策のうち，代替消火設備，代替火災感知設

備及び外部放出抑制設備を用いた一連の対策が完了した後，工程室内の気相中における放射性物

質の濃度を計測することで，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認するために必要な

核燃料物質等の回収に使用する重大事故等対処設備として，工程室放射線計測設備を設ける設計

とする。 

工程室放射線計測設備は，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータで

構成する。 

工程室放射線計測設備は，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策のうち，代替

消火設備，代替火災感知設備及び外部放出抑制設備を用いた一連の対策が完了し，工程室内雰囲

気が安定した状態であることを確認した後に，ウエス等の資機材により MOX 粉末を回収すること

から，当該作業の着手判断として，可搬型ダストサンプラにより，工程室内の気相中の MOX 粉末

を捕集し，アルファ・ベータ線用サーベイメータにより，放射性物質の濃度を計測することで，

工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認できる設計とする。 

可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，充電池又は乾電池を使用

する設計とする。 

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，

故障時のバックアップを含めて必要な数量を燃料加工建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した

複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。 

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，

他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラは，工程室内の放射性物質濃度の測定に必要な

容量の充電池又は乾電池を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として 1台，予備とし

て故障時のバックアップを 1台の合計 2台以上を確保する設計とする。 

工程室放射線計測設備のアルファ・ベータ線用サーベイメータは，工程室内の放射性物質濃度

の測定に必要な計測範囲を有するとともに，十分な容量の充電池又は乾電池を有する設計とす

る。また，保有数は，必要数並びに予備として故障時のバックアップを含め，十分な台数を確保

する設計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる工程室放射線計測設備の可搬型

ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，第 1章 共通項目の「8.2 重大事

故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

第 2章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

6.1 放射線管理施設の基本方針 

6.1.2 代替モニタリング設備 

(1) 工程室放射線計測設備 

(工程室放射線計測設備に係る設計方針は， 工程室放射線計測設備を申請する申請書で示す。) 
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工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，

外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第 1保管庫・貯水所又は第 2保管庫・貯

水所に保管し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，

溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護する設計とする。 

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，

内部発生飛散物の影響を考慮し，第 1保管庫・貯水所又は第 2保管庫・貯水所の内部発生飛散物

の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，

想定される重大事故等が発生した場合においても設置に支障がないように，線量率の高くなるお

それの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作

可能な設計により，当該設備の設置が可能な設計とする。 

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，

通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，機能性能

確認等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とす

る。 

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラは，通常時において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を確認するため，動作確認が可能な設計とする。 

工程室放射線計測設備のアルファ・ベータ線用サーベイメータは，通常時において，重大事故

等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，模擬入力による機能，性能の確認及

び校正が可能な設計とする。 
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第 2章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針 

5.1.1 気体廃棄物の廃棄設備 

5.1.1.2 重大事故等対処設備 

(2) 代替グローブボックス排気設備 

核燃料物質等の回収の一環として，グローブボックス排気設備の排気機能を回復し，工程

室からグローブボックス排気経路への気流を確保することで，工程室内の MOX 粉末を回収す

る際の作業環境を確保するために必要な閉じ込める機能の回復に使用する重大事故等対処

設備として，代替グローブボックス排気設備を設ける設計とする。 

代替グローブボックス排気設備は，グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気

フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，可搬型排風機付フィルタユニット，可搬型フィ

ルタユニット及び可搬型ダクトで構成する。 

グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ及びグローブボックス排気

フィルタは，常設重大事故等対処施設と位置付け，設計基準対象の施設のグローブボックス

排気設備の一部と兼用する設計とする。 

代替グローブボックス排気設備は，核燃料物質等の回収の一環として，設計基準対象の施

設であるグローブボックス排風機の復旧等に時間を要することが想定されるため，可搬型排

風機付フィルタユニット，可搬型フィルタユニット及び可搬型ダクトを敷設及び接続し，可

搬型ダクト及びグローブボックス排気設備を接続した後，可搬型排風機付フィルタユニット

を運転することで，工程室からグローブボックス排気経路への気流を確保するとともに，可

搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットに内蔵する合計4段の高性能エ

アフィルタにより MOX 粉末を捕集できる設計とする。 

代替グローブボックス排気設備は，設計基準対象の施設のグローブボックス排気設備の排

気機能を回復することで，グローブボックスから間接的に工程室内の空気も排気することが

可能であるため，グローブボックス排気設備の排気機能のみ回復する設計とする。 

代替グローブボックス排気設備は，排気により放出される放射性物質の濃度を測定するた

めの放射線管理施設の可搬型排気モニタリング設備を接続できる設計とする。 

なお，放射線監視設備に係る設計方針については，第 2章 個別項目の「6. 放射線管理

施設」に示す。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニットは，代替電源設備の燃

料加工建屋可搬型発電機の給電により駆動する設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によってグロー

ブボックス排気設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，グローブボックス

排気設備が設置される燃料加工建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに

保管するとともに，燃料加工建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。燃料加

工建屋に保管する場合はグローブボックス排気設備と異なる場所に保管することで位置的

第 2章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針 

5.1.1 気体廃棄物の廃棄設備 

5.1.1.2 重大事故等対処設備 

(2) 代替グローブボックス排気設備 

核燃料物質等の回収の一環として，グローブボックス排気設備の排気機能を回復し，工程

室からグローブボックス排気経路への気流を確保することで，工程室内の MOX 粉末を回収す

る際の作業環境を確保するために必要な閉じ込める機能の回復に使用する重大事故等対処

設備として，代替グローブボックス排気設備を設ける設計とする。 

代替グローブボックス排気設備は，グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気

フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，可搬型排風機付フィルタユニット，可搬型フィ

ルタユニット及び可搬型ダクトで構成する。 

グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ及びグローブボックス排気

フィルタは，常設重大事故等対処施設と位置付け，設計基準対象の施設のグローブボックス

排気設備の一部と兼用する設計とする。 

代替グローブボックス排気設備は，核燃料物質等の回収の一環として，設計基準対象の施

設であるグローブボックス排風機の復旧等に時間を要することが想定されるため，可搬型排

風機付フィルタユニット，可搬型フィルタユニット及び可搬型ダクトを敷設及び接続し，可

搬型ダクト及びグローブボックス排気設備を接続した後，可搬型排風機付フィルタユニット

を運転することで，工程室からグローブボックス排気経路への気流を確保するとともに，可

搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットに内蔵する合計4段の高性能エ

アフィルタにより MOX 粉末を捕集できる設計とする。 

代替グローブボックス排気設備は，設計基準対象の施設のグローブボックス排気設備の排

気機能を回復することで，グローブボックスから間接的に工程室内の空気も排気することが

可能であるため，グローブボックス排気設備の排気機能のみ回復する設計とする。 

代替グローブボックス排気設備は，排気により放出される放射性物質の濃度を測定するた

めの放射線管理施設の可搬型排気モニタリング設備を接続できる設計とする。 

なお，放射線監視設備に係る設計方針については，第 2章 個別項目の「6. 放射線管理

施設」に示す。 
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分散を図る設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，グローブボックス排気ダク

トに設置するダンパ操作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大

事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

屋外に保管する代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，竜巻により飛来物とな

らないよう必要に応じて固縛等の措置を講じることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニットは，回転体が飛散する

ことを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニットは，MOX 粉末を可搬型

排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットの高性能エアフィルタで捕集しつ

つ，可搬型ダクトを介して，外部に放出するために必要な排気風量を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックア

ップを含め，十分な台数を確保する設計とする。 

また，代替グローブボックス排気設備の可搬型フィルタユニットの保有数は，必要数並び

に予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含め，十分な台数を確

保する設計とする。 

代替グローブボックス排気設備は，グローブボックス排気設備に対して，当該系統の範囲

ごとに重大事故等への対処に必要な設備を 1セット確保する設計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替グローブボックス排気

設備の常設重大事故等対処設備，可搬型重大事故等対処設備は，第 1 章 共通項目の「8.2 

重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷

を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタ

ユニットは，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第 1保管庫・貯水所又

は第 2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とするか，又は風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を

考慮し，収納するコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備，可搬型排風機付フィルタユニ

ット及び可搬型フィルタユニットは，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置又は保

 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，グローブボックス排気ダク

トに設置するダンパ操作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大

事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備は，グローブボックス排気設備に対して，当該系統の範囲

ごとに重大事故等への対処に必要な設備を 1セット確保する設計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替グローブボックス排気

設備の常設重大事故等対処設備は，第1章 共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．

地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷

を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，溢水量を考慮し，影響を受

けない高さへの設置，被水防護する設計とする。 
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管，被水防護する設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を考

慮し，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタ

ユニットは，内部発生飛散物の影響を考慮し，燃料加工建屋，第 1 保管庫・貯水所又は第 2

保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，内部発生飛散物の影響を考慮し，燃料

加工建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトの系統に設置するダンパ

の操作は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しく

は離れた場所から操作可能な設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が

発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなる

おそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所

で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトと代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス排気ダクトとの接続は，フランジ接続に統一することにより，速やかに，容易

かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。 

代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトは，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要なダンパを設ける設計とし，それぞ

れ簡易な接続及びダンパの操作により安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設

備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数

の系統が相互に使用することができるよう，フランジ接続又はより簡便な接続方式を用いる

設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故

等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，機能性能確認等が可能な設計と

する。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 

代替グローブボックス排気設備のグローブボックス給気フィルタ及びグローブボックス

排気フィルタは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，

差圧の確認によりフィルタの目詰まりがないことの確認が可能な設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，通常時において，重大事

故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，員数確認，動作確認等が可能

 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を考

慮し，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトの系統に設置するダンパ

の操作は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しく

は離れた場所から操作可能な設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が

発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなる

おそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所

で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトと代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス排気ダクトとの接続は，フランジ接続に統一することにより，速やかに，容易

かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。 

代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトは，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要なダンパを設ける設計とし，それぞ

れ簡易な接続及びダンパの操作により安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設

備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。 

 

 

 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故

等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，機能性能確認等が可能な設計と

する。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 

代替グローブボックス排気設備のグローブボックス給気フィルタ及びグローブボックス

排気フィルタは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，

差圧の確認によりフィルタの目詰まりがないことの確認が可能な設計とする。 
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な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 

可搬型ダクトを使用した代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクト

の接続口は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外

観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

可搬型ダクトを使用した代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクト

の接続口は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外

観の確認が可能な設計とする。 

（代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備に係る基本設計方針につ

いては，代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備の詳細設計の対象とな

る申請書で示す。） 
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変 更 前 変 更 後 

第 1章 共通項目 

4. 閉じ込めの機能 

4.3 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 共通項目 

4. 閉じ込めの機能 

4.3 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

MOX 燃料加工施設の事業(変更)許可において想定している重大事故は，核燃料物質等を閉じ込める

機能の喪失であり，露出した MOX 粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックス(以

下「重大事故の発生を仮定するグローブボックス」という。)で火災が発生し，設計基準対象の施設と

して機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消

火機能が，外的事象の「地震」又は内的事象の「動的機器の多重故障」で喪失することにより火災が

継続し，核燃料物質等が火災により発生する気流によって気相中へ移行し，大気中へ放射性物質が放

出されることである。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処では，火災の継続時間に応じて，外部への放射性物質

の総放出量が増加するため，速やかに火災の確認及び消火を実施することにより，外部への放射性物

質の放出を低減させる。 

また，火災の影響を受けた MOX 粉末の外部への放出経路を速やかに遮断する対策を実施することに

より，外部への放射性物質の放出を低減させる。 

上記対策後，核燃料物質等を回収するための作業環境を確保するため，核燃料物質等の閉じ込める

機能を回復させるための対策を実施し，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認した後に核

燃料物質の回収作業を実施する。 

MOX 燃料加工施設は，上記の核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するため，核燃料物質等

の飛散又は漏えいを防止し，飛散又は漏えいした核燃料物質等を回収するとともに，核燃料物質等を

閉じ込める機能を回復するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。 

閉じ込める機能の喪失に対処するための設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス，代

替火災感知設備，代替消火設備，外部放出抑制設備，工程室放射線計測設備及び代替グローブボック

ス排気設備で構成する。 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスは，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した

場合においても，グローブボックスからの核燃料物質等の漏えいを一定程度抑制できる設計とする。 

なお，重大事故の発生を仮定するグローブボックスの設計方針については，第 2章 個別項目の「1. 

成形施設」に示す。 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグ

ローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認し

た場合，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災を速やかに確認するとともに，

核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を速やかに消火するために必要な重大事故等対処

設備として，代替火災感知設備及び代替消火設備を設ける設計とする。 

なお，代替火災感知設備及び代替消火設備の設計方針については，第 2章 個別項目の「7.1.1 火

災防護設備」に示す。 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグ

ローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が喪失し，重大事
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変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故の発生を仮定するグローブボックス内において火災が発生及び継続した場合，火災の影響を受けた

MOX 粉末がグローブボックス内及び工程室内の気相中に移行し，グローブボックス排気設備及び工程

室排気設備が外部への放出経路となり得ることから，速やかに放出経路を遮断するために必要な重大

事故等対処設備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。 

なお，外部放出抑制設備の設計方針については，第 2 章 個別項目の「5.1.1 気体廃棄物の廃棄

設備」に示す。 

核燃料物質等の回収については，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認した後に実施す

るものとし，回収作業時の MOX 粉末の舞い上がりを考慮してサイクロン集塵機等の設備は用いず，ウ

エス等の資機材により MOX 粉末を回収することから，核燃料物質等を回収するために必要な重大事故

等対処設備は設けない。ただし，回収作業に着手する判断として，工程室内雰囲気が安定した状態で

あることを確認するために必要な重大事故等対処設備として，工程室放射線計測設備を設ける設計と

する。 

なお，工程室放射線計測設備の設計方針については，第 2 章 個別項目の「6.1.2 代替モニタリ

ング設備」に示す。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，核燃料物質等の回収の一環として，設計基準対象の施設

であるグローブボックス排風機の復旧等に時間を要することが想定されるため，可搬型排風機付フィ

ルタユニット等をグローブボックス排気設備に接続し，工程室からグローブボックス排気経路への気

流を確保することで工程室内の MOX 粉末を回収する際の作業環境を確保する。これらの可搬型排風機

付フィルタユニット等により工程室内のMOX粉末を回収する際の作業環境を確保するために必要な重

大事故等対処設備として，代替グローブボックス排気設備を設ける設計とする。 

なお，代替グローブボックス排気設備の設計方針については，第 2 章 個別項目の「5.1.1 気体

廃棄物の廃棄設備」に示す。 
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変 更 前 変 更 後 

第 2章 個別項目 

1. 成形施設 

1.2 粉末調整工程 

1.2.2 主要設備の系統構成 

(2) 一次混合設備 

(重大事故の発生を仮定するグローブボックスである予備混合装置グローブボックスに係る設

計方針は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスである予備混合装置グローブボックスを

申請する申請書で示す。) 

 

(3) 二次混合設備 

(重大事故の発生を仮定するグローブボックスである均一化混合装置グローブボックス，造粒

装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスに係る設計方針は，重大事故の発生

を仮定するグローブボックスである均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボック

ス及び添加剤混合装置グローブボックスを申請する申請書で示す。) 

 

 

(5) スクラップ処理設備 

(重大事故の発生を仮定するグローブボックスである回収粉末処理・混合装置グローブボック

スに係る設計方針は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスである回収粉末処理・混合装

置グローブボックスを申請する申請書で示す。) 

 

1.3 ペレット加工工程 

1.3.1 ペレット加工工程の構成 

(1) 圧縮成形設備 

(重大事故の発生を仮定するグローブボックスであるプレス装置(プレス部)グローブボックス

に係る設計方針は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスであるプレス装置(プレス部)グ

ローブボックスを申請する申請書で示す。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

1. 成形施設 

1.2 粉末調整工程 

1.2.2 主要設備の系統構成 

(2) 一次混合設備 

(重大事故の発生を仮定するグローブボックスである予備混合装置グローブボックスに係る設

計方針は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスである予備混合装置グローブボックスを

申請する申請書で示す。) 

 

(3) 二次混合設備 

(重大事故の発生を仮定するグローブボックスである均一化混合装置グローブボックス，造粒

装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスに係る設計方針は，重大事故の発生

を仮定するグローブボックスである均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボック

ス及び添加剤混合装置グローブボックスを申請する申請書で示す。) 

 

 

(5) スクラップ処理設備 

(重大事故の発生を仮定するグローブボックスである回収粉末処理・混合装置グローブボック

スに係る設計方針は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスである回収粉末処理・混合装

置グローブボックスを申請する申請書で示す。) 

 

1.3 ペレット加工工程 

1.3.1 ペレット加工工程の構成 

(1) 圧縮成形設備 

(重大事故の発生を仮定するグローブボックスであるプレス装置(プレス部)グローブボックス

に係る設計方針は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスであるプレス装置(プレス部)グ

ローブボックスを申請する申請書で示す。) 
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変 更 前 変 更 後 

第 2章 個別項目 

7. その他の加工施設 

7.1 非常用設備 

7.1.1 火災防護設備 

7.1.1.2 重大事故等対処設備 

(重大事故等対処設備に係る設計方針は, 重大事故等対処設備を申請する申請書で示す。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

7. その他の加工施設 

7.1 非常用設備 

7.1.1 火災防護設備 

7.1.1.2 重大事故等対処設備 

(重大事故等対処設備に係る設計方針は, 重大事故等対処設備を申請する申請書で示す。) 
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変 更 前 変 更 後 

第 2章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針 

5.1.1 気体廃棄物の廃棄設備 

5.1.1.2 重大事故等対処設備 

(1) 外部放出抑制設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針 

5.1.1 気体廃棄物の廃棄設備 

5.1.1.2 重大事故等対処設備 

(1) 外部放出抑制設備 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，グローブボックス排気設

備及び工程室排気設備の流路を遮断することで，火災の影響によりグローブボックス内及び

工程室内の気相中に移行した MOX 粉末が，外部へ放出されることを可能な限り防止するため

に必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に使用する重大事故等対処

設備として，外部放出抑制設備を設ける設計とする。 

外部放出抑制設備は，グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ，グ

ローブボックス排気フィルタ，グローブボックス排気フィルタユニット，工程室排気ダクト，

工程室排気フィルタユニット，グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口

手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ，工程室排気閉止ダンパ及び可搬型ダンパ出

口風速計で構成する。外部放出抑制設備のうち，グローブボックス排風機入口手動ダンパを

2 基，工程室排風機入口手動ダンパを 2 基，グローブボックス排気閉止ダンパを 2 基，工程

室排気閉止ダンパを 2基設置する設計とする。 

グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フ

ィルタ，グローブボックス排気フィルタユニット，グローブボックス排風機入口手動ダンパ

及びグローブボックス排気閉止ダンパは，常設重大事故等対処設備と位置づけ，設計基準対

象の施設のグローブボックス排気設備の一部と兼用する設計とする。 

工程室排気ダクト，工程室排気フィルタユニット，工程室排風機入口手動ダンパ及び工程

室排気閉止ダンパは，常設重大事故等対処設備と位置づけ，設計基準対象の施設の工程室排

気設備の一部と兼用する設計とする。 

外部放出抑制設備は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の

施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボック

ス消火装置の消火機能が喪失した場合には，放出経路となり得るグローブボックスからの排

気系に設置するグローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室からの排気系に設置する工程

室排気閉止ダンパを中央監視室に設置する盤の手動操作により駆動動力源の窒素を当該ダ

ンパに供給することで閉止できる設計とする。 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパが使用できない場合は，放出

経路となり得るグローブボックスからの排気系に設置するグローブボックス排風機入口手

動ダンパ及び工程室からの排気系に設置する工程室排風機入口手動ダンパを地下１階の現

場にて手動操作により閉止できる設計とする。 

上記のダンパの閉止が完了するまでの間，火災の影響を受けてグローブボックス内又は工

程室内の気相中に飛散又は漏えいした MOX 粉末は，火災によって生ずる気流に押し流されて
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変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部に放出されることから，これを抑制するため，グローブボックス排気設備及び工程室排

気設備に設置された高性能エアフィルタで MOX 粉末を捕集できる設計とする。 

また，上記のダンパの閉止によりグローブボックス排気設備及び工程室排気設備からの外

部への放出経路が遮断されたことを確認するため，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工

程室排気閉止ダンパの出口側のダクトに可搬型ダンパ出口風速計を接続し，ダクト内の風速

を計測できる設計とする。 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，所内電源設備の一部であ

る受電開閉設備等の給電により中央監視室に設置する盤の手動操作が可能な設計とする。 

外部放出抑制設備のグローブボックス排気設備及び工程室排気設備の流路を遮断する手

段については，中央監視室に設置する盤の手動操作により駆動動力源の窒素を供給すること

で閉止するグローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパ並びに地下１階の

現場にて手動操作により閉止できるグローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排

風機入口手動ダンパを設置することで，多重性を確保した設計とする。 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，グローブボックス排風機入口手動ダン

パ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダ

ンパの操作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設

備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

外部放出抑制設備は，グローブボックス排気設備，工程室排気設備に対して，当該系統の

範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。 

外部放出抑制設備は，耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響を受けない場所に設

置することで，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災により上昇する

温度の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる外部放出抑制設備の常設重

大事故等対処設備は，第１章 共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへ

の設置，被水防護する設計とする。 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を受けない場所に

設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる外部放出抑制設備のグ

ローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，自然現象，人為事象，溢水，

火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，修理の対応により重大事故等

に対処するための機能を損なわない設計とする。 
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（可搬型ダンパ出口風速計に係る基本設計方針については，可搬型ダンパ出口風速計の詳

細設計の対象となる申請書で示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，重大事故等に対処するための機能が確保できない場合には，関連する工程を停止す

ること等を保安規定に定めて，管理する。 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，想定される重大事故等

が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所

の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画又は離れた場所から操作可能な設計とす

る。 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない

場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設

計とするとともに，高性能エアフィルタにより MOX 粉末を捕集した後のダクトに接続口を設

けることで接続操作時に汚染が拡大しないよう考慮することにより，当該設備の設置及び常

設設備との接続が可能な設計とする。 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計と常設ダクトとの接続は，常設ダクトに測定

口を設けて可搬型ダンパ出口風速計の検出部を挿入する接続に統一することにより，速やか

に，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，外観点検，機能性能確認等が可能な設計とする。また，

当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，通常時において，重大

事故等に対処するために必要な機能を確認するため，動作確認によりダンパの固着がないこ

との確認が可能な設計とする。 

外部放出抑制設備のグローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，グ

ローブボックス排気フィルタユニット及び工程室排気フィルタユニットは，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，差圧の確認によりフィルタの

目詰まりがないことの確認が可能な設計とする。 

（可搬型ダンパ出口風速計に係る基本設計方針については，可搬型ダンパ出口風速計の詳

細設計の対象となる申請書で示す。） 
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変 更 前 変 更 後 

第 2章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

6.1 放射線管理施設の基本方針 

6.1.2 代替モニタリング設備 

(1) 工程室放射線計測設備 

(工程室放射線計測設備に係る設計方針は, 工程室放射線計測設備を申請する申請書で示す。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

6.1 放射線管理施設の基本方針 

6.1.2 代替モニタリング設備 

(1) 工程室放射線計測設備 

(工程室放射線計測設備に係る設計方針は, 工程室放射線計測設備を申請する申請書で示す。) 
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変 更 前 変 更 後 

第 2章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針 

5.1.1 気体廃棄物の廃棄設備 

5.1.1.2 重大事故等対処設備 

(2) 代替グローブボックス排気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針 

5.1.1 気体廃棄物の廃棄設備 

5.1.1.2 重大事故等対処設備 

(2) 代替グローブボックス排気設備 

核燃料物質等の回収の一環として，グローブボックス排気設備の排気機能を回復し，工程

室からグローブボックス排気経路への気流を確保することで，工程室内の MOX 粉末を回収す

る際の作業環境を確保するために必要な閉じ込める機能の回復に使用する重大事故等対処

設備として，代替グローブボックス排気設備を設ける設計とする。 

代替グローブボックス排気設備は，グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気

フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，可搬型排風機付フィルタユニット，可搬型フィ

ルタユニット及び可搬型ダクトで構成する。 

グローブボックス排気ダクト，グローブボックス給気フィルタ及びグローブボックス排気

フィルタは，常設重大事故等対処施設と位置付け，設計基準対象の施設のグローブボックス

排気設備の一部と兼用する設計とする。 

代替グローブボックス排気設備は，核燃料物質等の回収の一環として，設計基準対象の施

設であるグローブボックス排風機の復旧等に時間を要することが想定されるため，可搬型排

風機付フィルタユニット，可搬型フィルタユニット及び可搬型ダクトを敷設及び接続し，可

搬型ダクト及びグローブボックス排気設備を接続した後，可搬型排風機付フィルタユニット

を運転することで，工程室からグローブボックス排気経路への気流を確保するとともに，可

搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットに内蔵する合計４段の高性能

エアフィルタにより MOX 粉末を捕集できる設計とする。 

代替グローブボックス排気設備は，設計基準対象の施設のグローブボックス排気設備の排

気機能を回復することで，グローブボックスから間接的に工程室内の空気も排気することが

可能であるため，グローブボックス排気設備の排気機能のみ回復する設計とする。 

代替グローブボックス排気設備は，排気により放出される放射性物質の濃度を測定するた

めの放射線管理施設の可搬型排気モニタリング設備を接続できる設計とする。 

なお，放射線監視設備に係る設計方針については，第 2章 個別項目の「6.放射線管理施

設」に示す。 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，グローブボックス排気ダク

トに設置するダンパ操作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大

事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

代替グローブボックス排気設備は，グローブボックス排気設備に対して，当該系統の範囲

ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替グローブボックス排気
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（代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備に係る基本設計方針につ

いては，代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備の詳細設計の対象とな

設備の常設重大事故等対処設備は，第１章共通項目の「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.6．

地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷

を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，溢水量を考慮し，影響を受

けない高さへの設置，被水防護する設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を考

慮し，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトの系統に設置するダンパ

の操作は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しく

は離れた場所から操作可能な設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が

発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなる

おそれの少ない場所の選定として，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所

で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトと代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス排気ダクトとの接続は，フランジ接続に統一することにより，速やかに，容易

かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。 

代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトは，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要なダンパを設ける設計とし，それぞ

れ簡易な接続及びダンパの操作により安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設

備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故

等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，機能性能確認等が可能な設計と

する。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 

代替グローブボックス排気設備のグローブボックス給気フィルタ及びグローブボックス

排気フィルタは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，

差圧の確認によりフィルタの目詰まりがないことの確認が可能な設計とする。 

可搬型ダクトを使用した代替グローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクト

の接続口は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外

観の確認が可能な設計とする。 

（代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備に係る基本設計方針につ

いては，代替グローブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処設備の詳細設計の対象とな
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変 更 前 変 更 後 

る申請書で示す。） る申請書で示す。） 
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